
[令和６年10月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

神戸市　地方税の賦課徴収に関する事務　全項目評価書

評価書番号

13

　神戸市は，地方税事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり，
特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響
を及ぼしかねないことを認識し，特定個人情報の漏えいその他の事態を発
生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ，もって個人のプライバ
シー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

神戸市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項



　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策



地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく神戸市市税条例による地方税のう
ち、市税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めているもの。
　納税者からの申告・届出又は調査により課税し、納税通知書等を送付するとともに、納税者が納付した
税金を市の歳入として受け入れ、納付額が課税額より多い場合は超過額を還付（充当）、納税者からの
納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は督促を行った後、滞納整理を行う。

（１）納税者からの申告及び届出等による賦課事務
（２）収納、還付、充当等を行う収納管理業務
（３）滞納者情報による督促状送付や滞納整理等を行う滞納整理事務
（４）納税者の宛名情報の特定や突合を行う納税者管理事務
（５）事業者や個人に対して税額の決定や変更等を通知する通知事務
（６）納税者からの申請によって賦課情報に基づく証明書発行事務

（※特定個人情報ファイルを使用して実施する事務の詳細は、「（別添1）事務の内容」を参照）

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税のうち市税の賦課
徴収に関する電算処理機能
①各税目の納税者番号の付番、確認
②各税目の税額計算及び台帳作成
③申告書等の情報の管理
④納税者の基本情報や関係者情報の管理
⑤各税目の納税通知書、納付書等の帳票発行
⑥法定調書等の資料情報の管理
⑦各種証明書発行

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 地方税の賦課（徴収）に関する事務

 ②事務の内容　※

 ①システムの名称 税務オンラインシステム

 ②システムの機能

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

○

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ LGWAN-ASP（証明書コンビニ交付システム，市民税サブシステム)

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2

 ①システムの名称 税収滞納管理システム

 ②システムの機能

収納管理に必要となる収納情報、還付充当情報等及び滞納整理に必要となる財産情報等の管理するシ
ステムであり、主な機能は以下のとおり。
・課税システムと連携して収滞納情報を管理する。
・各種納税証明書の発行
・調査・照会によって収集した滞納者の収入及び財産等の情報を管理する。
・滞納整理に関する書類の作成や発行を行うと共に処分等の情報を管理する。
・滞納整理に関する折衝記録などを管理する。
・督促状、催告書、納付書等を発行する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 特別徴収支援システム（市民税サブシステム）

 ②システムの機能

課税システムの異動入力用バッチデータの作成、特別徴収義務者へ送達する納入書作成など、個人市
民税特別徴収の賦課・異動入力・検索照会を行うためのシステム。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 固定資産税サブシステム

 ②システムの機能

固定資産に関する賦課を決定するための補助的システムであり、「家屋評価システム」，「地図情報シス
テム」により構成されている。

家屋評価システム、地図情報システム
　家屋の構造、種類、建築資材等の家屋情報を管理するとともに、航空写真、路線価図、家屋配置図等
の地図情報を管理し、固定資産税（土地・家屋）の課税根拠となる評価内容を管理するシステム。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 審査システム（ｅＬＴＡＸ）

 ②システムの機能

・地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）は、納税者の利便性の向上を図るとともに、税務事務の高度化及び
効率化に寄与するため、一般社団法人地方税電子化協議会（現：地方共同法人地方税共同機構）が構
築したシステムであり、平成１７年１月から運用が開始されたシステムである。
・このシステムでは、固定資産（償却資産）、事業所税の申告、給与支払報告書等の提出、各種申請・届
出について、書面に代えてインターネットを通じて手続が行えるものである。
・地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）で受付した電子データは、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じて、
審査システム（ｅＬＴＡＸ）で受領する。
・審査システムは税務事務の効率化を図るため、税務システムと連携している。
①審査システム（ｅＬＴＡＸ）から税務システムへの連携：申告データ、利用届出データ、申請・届出データ
等
②税務システムから審査システム（ｅＬＴＡＸ）への連携：特別徴収額通知データ、特定個人情報ファイル
(本人確認用)
・審査システム（ｅＬＴＡＸ）には、
①個人住民税：給与・公的年金等の支払をするものから、地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて、給
与支払報告書・公的年金等支払報告書を受領する。また、地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて、給
与所得及び年金所得所に係る特別徴収税額を特別徴収義務者及び年金保険者に送付する。
②固定資産税（償却資産）：償却資産の所有者から、地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて、償却資
産申告書等を受領する。
③事業所税：事業所税の納税義務者から、地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて、事業所税の申告
書等を受領する。
等の機能がある。

○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ） ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム



] 庁内連携システム

 システム6

 ①システムの名称 国税連携システム（ｅＬＴＡＸ）

 ②システムの機能

・国税連携システム（ｅＬＴＡＸ）は、国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化を図るため、一般社団
法人地方税電子化協議会（現：地方共同法人地方税共同機構）が構築したシステムであり、平成２３年１
月から運用が開始されたシステムである。
・国税庁のｅ-Ｔａｘに申告された所得税申告書等データ及び国税当局に書面で申告された所得税申告書
等データが地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）に受付され、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じて、国
税連携システム（ｅＬＴＡＸ）に送付される。
・国税連携システム（ｅＬＴＡＸ）には、
　国税庁から、地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて、所得税申告書等データ、法定調書（配当・報酬
資料せん、年金・給与資料せん）データを受領する。また、地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて、扶
養是正情報等データを国税庁に送付する。同じく、地方税ポータルセンタ(eLTAX)を通じて、住民登録外
課税通知データ、寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等を他自治体との間で送付及び受領す
る。
等の機能がある。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ） ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム7

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

１．符号管理機能
・情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために
利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。

２．情報照会機能
・情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領（照会
した情報の受領）を行う機能。

３．情報提供機能
・情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領、当該特定個人情報(連携対象)及びの
提供を行う機能。

４．既存システム接続機能
・中間サーバーと、団体内統合宛名システム及び庁内連携システムとの間で情報照会内容、情報提供
内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携するための機能。

５．情報提供等記録管理機能
・特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。

６．情報提供データベース管理機能
・特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。

７．データ送受信機能
・中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携するための機能。

８．セキュリティ管理機能
・暗号化／復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リスト情報を管理する機能。

９．職員認証・権限管理機能
・中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
(連携対象)へのアクセス制御を行う機能。

１０．システム管理機能
・バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 システム8

 ①システムの名称 統合宛名システム

 ②システムの機能

１．統合宛名番号付番機能
・統合宛名システムは，中間サーバーと情報連携するために団体内の宛名情報を業務横断に統一し，個
人を一意にする統合宛名番号を付番する。

２．宛名情報等管理機能
・統合宛名システムにおいて宛名情報等を統合宛名番号、個人番号とひも付けて保存し管理する。
統合宛名システムを利用するための認証機能，個人情報保護対策及び各種ログ管理を行う。

３．中間サーバー連携機能
・中間サーバーまたは中間サーバー接続端末からの要求に基づき、統合宛名番号にひも付く宛名情報
等を通知する。

４．既存システム連携機能
・既存業務システムからの要求に基づき、個人番号または統合宛名番号にひも付く宛名情報等を通知す
る。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 中間サーバ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム9

 ①システムの名称 共通基盤システム（庁内連携システム）

 ②システムの機能

各業務システム間での庁内情報移転のための情報連携システムである。
※情報連携は各業務システム専用のエリアを経由しファイル単位で行われ、連携対象のデータと業務シ
ステムの対応をあらかじめ業務間連携システムに設定しておくことで、設定対象外の業務システムへの
データ提供はできない仕組みとなっている。

１．参照用住記データベース機能
・各業務システムが参照する住記副本データべース機能。既存住基システムから３分毎に連携される住
民異動情報により更新する。

２．既存システム連携機能
・中間サーバーへの連携情報について、各業務システムから統合宛名システムへ中継する機能。
各業務システム間の情報連携を管理する機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム10

 ①システムの名称 個人住民税申告ポータル

 ②システムの機能
個人住民税について、オンラインで申告ができる機能

○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ マイナポータル申請管理 ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム



] 庁内連携システム

 システム11

 ①システムの名称 マイナポータル申請管理

 ②システムの機能

・【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を地方公共団
体に公開する機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム12

 ①システムの名称 証明書コンビニ交付システム

 ②システムの機能

１．税務オンラインシステム連携機能
・ＬＧＷＡＮを通じて税務オンラインシステムからデータを受信し、各種証明書に記載する情報を更新す
る。

２．証明書発行
・証明書交付センターからの証明書発行要求に対して、各種証明書データを作成し、送付する機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム13

 ①システムの名称 申告受付支援システム（市民税サブシステム）

 ②システムの機能

１．納税義務者より個人住民税申告書を、特徴義務者より給与支払報告書を、年金保険者より年金
　　受給者リスト、年金支払報告書を、経由機関より公的年金支払報告書データを、税務署より確定
　　申告書を受付け、名寄せを行い申告情報を登録する。
２．申告情報など各種資料の合算を行い、住民税課税用データを作成する。
３．登録済みの申告情報から、各種抽出処理を行う。
４．税務署に送付する扶養是正等の連絡データを出力する。

[ ○ ] その他 （ 証明書交付センター ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム14

 ①システムの名称 地方税電子申告支援サービス（市民税サブシステム）

 ②システムの機能

１．経由機関から配信される、地方税電子申告データ、年金特別徴収情報交換データ、国税連携
　　データを住民税システム、申告受付支援システムに自動連携する。
２．経由機関から配信される、法定調書データを申告受付支援システムに自動連携する。
３．経由機関が集信する、住民税の税額通知データ、年金特徴の税額通知データ、停止通知データ
　　を住民税システムから自動連携する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 システム15

 ①システムの名称 課税資料イメージ管理サービス（市民税サブシステム）

 ②システムの機能

１．確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等の課税資料のイメージを
登録、管理する。
２．課税資料ごとの照会、個人単位で名寄せした課税資料の照会を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム16

 ①システムの名称 課税業務支援システム（市民税サブシステム）

 ②システムの機能

確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等の課税資料データを保存し、
個人市民税の賦課決定するために必要な課税資料イメージを管理する補助的システムである。主な機
能は以下のとおり。

・紙の課税資料をイメージ化及びデータ化する仕組み
・課税資料のデータ化後、内容確認及び修正する仕組み
・税務オンラインシステムと連携する仕組み
・すべての課税データをイメージ検索する仕組み

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム17

 ①システムの名称 償却資産サブシステム

 ②システムの機能

１．AI-OCRでデータ化した償却資産申告書、eLTAXで受け付けた電子申告の申告データを画像データと
紐づけて管理し、検索を可能にする。
２．申告データの論理チェック、申告データと課税台帳データの突合によりエラー判定を行う。
３．申告データをもとに課税システムに連携するためのデータを作成する。
４．３で作成したデータの修正・追加・削除ができる。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ） ）

] 税務システム

 ５．個人番号の利用　※

 ３．特定個人情報ファイル名

税情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性
・正確かつ効率的に個人を特定し、公平・公正な賦課徴収事務を行うため。
・障害者関係情報や生活保護関係情報を入手することにより、市税の減免事務等を効率化するため。

 ②実現が期待されるメリット

・個人の特定、個人の宛名の突合の正確性の向上や被扶養者の所得の確認の効率化により、市税の公
平・公正な課税につながる。
・障害者関係情報により、市税の減免や控除を受ける際に障害者手帳等の提示の必要がなくなり、納税
者の利便性が向上する。
・生活保護関係情報により、市税の減免を受ける際に生活保護情報の提示の必要がなくなり、納税者の
利便性が向上する。



 法令上の根拠

１．番号法・第９条（利用範囲）第１項　別表の２４の項
 　地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲
与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第
四号）による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは
特別法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令（※）で定める
もの。
 ※番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令第１６条

２．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律(平成２５年５月３１日法律第２８号)により地方税法、国税通則法、所得税法の一
部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。

３．公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和３年法
律第３８号）第９条



 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する ]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

特になし

 ②法令上の根拠

【情報提供】
番号法第19条第8号に基づく主務省令第２条の表の第３欄（情報提供者）が「市町村長」のうち、第４欄
（利用特定個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる以下の項
１、２、３、４、５、７、１１、１３、１５、２０、２８、３７、３９、４２、４８、４９、５３、５７、５８、５９、６３、
６５、６６、６９、７３、７５、７６、８１、８３、８４、８６、８７、８８、８９、９０、９１、９２、９６、９８、１０６、
１０８、１１５、１２４、１２５、１２９、１３０、１３２、１３７、１３８、１４０、１４１、１４２、１４４、１４７、
１５１、１５２、１５５、１５６、１５８、１６０、１６１、１６３、１６４、１６５、１６６、１６７、１６８、１６９、
１７０、１７１、１７２、１７３の項

【情報照会】
番号法第19条第8号に基づく主務省令第２条の表４８の項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 行財政局税務部税務課

 ②所属長の役職名 行財政局税務部税務課長



 （別添1） 事務の内容



（備考）

※１ 納税者の代理人（税理士等）、給与支払者、公的年金等支払者（ただし、※２を除く。）を含む。
※２ 公的年金等支払者のうち、
・厚生労働大臣（日本年金機構）
・厚生労働大臣（日本年金機構）を経由して国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団
・地方公務員共済組合連合会を経由して地方職員共済組合、地方職員共済組合団体共済部、東京都職員共済組合、公立学校共済組
合、警察共済組合、全国市町村職員共済組合連合会
※なお、公的年金等支払報告書は、厚生労働大臣（日本年金機構）及び地方公務員共済組合連合会を経由せずに提出される。
 
地方税の賦課徴収等に関する事務に必要となる給与支払報告書等の提出、固定資産税（償却資産）、事業所税の申告、各種申請・届
出、所得税申告書等に関するデータの入手、提供については、法令等に基づいて一般社団法人地方税共同機構を通じて行っている。
【審査システム（eLTAX）】
１　納税者等からの申告書等データ、給与支払報告書データ、公的年金等支払報告書データ、各種申請・届出データ、共通納税システ
ムにおける利用届出・納付情報データの受領
　①－１　納税者等が作成した申告書等データ等が、インターネット回線を通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信される。
　①－２　審査システム（eLTAX）は、申告書等データ等を地方税ポータルセンタ（eLTAX）からＬＧＷＡＮを通じて取得する。
　①－３　審査システム（eLTAX）から、申告書等データ等を取得し、税務システムに格納する。
　①－４　審査システム（eLTAX）から、利用届出・納付情報データを取得し、税収滞納管理システムに送信する（自動連携）
 
２　給与支払者への特別徴収税額通知データの送信
　②－１　特別徴収税額通知データを作成し、審査システム（eLTAX）に格納する。
　②－２　審査システム（eLTAX）は、特別徴収税額通知データをＬＧＷＡＮを通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信する。
　②－３　地方税ポータルセンタ（eLTAX）は、特別徴収税額通知データを給与支払者のメッセージボックスに格納する。また、格納した
旨のメールを給与支払者に送信する。（給与支払者は、メッセージボックスで当該データを確認し、ダウンロード、印刷等をする。）
　※納税者等には、納税者の代理人（税理士等）、給与支払者、公的年金等支払者（ただし、以下３及び４の年金保険者を除く。）を含
む。
 
３  地方税ポータルセンタ(eLTAX)への特定個人情報ファイル(本人確認用)の送信
　③－１　特定個人情報ファイル(本人確認用)を作成し、審査システム(eLTAX)に格納する。
　③－２　審査システム(eLTAX)は、特定個人情報ファイル(本人確認用)をLGWANを通じて地方税ポータルセンタ(eLTAX)に送信する。
 
４　年金保険者からの公的年金等支払報告書データ、特別徴収対象者情報の通知データ、特別徴収税額通知の処理結果通知データ、
特別徴収結果通知データ、特別徴収停止通知の処理結果通知データの受領
　④－１　年金保険者が公的年金等支払報告書データ等を記録したDVDを作成し、施錠した容器に収納の上、宅配便貨物により又は持
参により一般社団法人地方税共同機構に提出する。地方税共同機構は、受領したDVD内の公的年金等支払報告書データ等を地方税
ポータルセンタ（eLTAX）に格納する。
　④－２　審査システム（eLTAX）は、公的年金等支払報告書データ等を地方税ポータルセンタ（eLTAX）からＬＧＷＡＮを通じて取得す
る。
　④－３　審査システム（eLTAX）から、公的年金等支払報告書データ等を取得し、税務システムに格納する。
 
５　年金保険者への特別徴収税額通知データ、特別徴収停止通知データの送信
　⑤－１　特別徴収税額通知データ等を作成し、審査システム（eLTAX）に格納する。
　⑤－２　審査システム（eLTAX）は、特別徴収税額通知データ等をＬＧＷＡＮを通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信する。
　⑤－３　一般社団法人地方税共同機構は、地方税ポータルセンタ（eLTAX）に格納された特別徴収税額通知データ等をDVDに記録し、
GPS機能付きの施錠した容器に収納の上、セキュリティ便（セキュリティ性の高い専門輸送）により年金保険者に提出する。
　　※④及び⑤における年金保険者は、公的年金等支払者のうち、
　　・厚生労働大臣（日本年金機構）
　　・厚生労働大臣（日本年金機構）を経由して国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団
　　・地方公務員共済組合連合会を経由して地方職員共済組合、地方職員共済組合団体共済部、東京都職員共済組合、
　　　公立学校共済組合、警察共済組合、全国市町村職員共済組合連合会である。
　　※なお、公的年金等支払報告書は、厚生労働大臣（日本年金機構）及び地方公務員共済組合連合会を経由せずに提出される。
 
【国税連携システム（eLTAX）】
６　国税庁からの所得税申告書等データ、法定調書データの受領
　⑥－１　国税庁から、所得税申告書等データ等が、専用回線を通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信される。
　⑥－２　地方税ポータルセンタ（eLTAX）は、所得税申告書等データ等をＬＧＷＡＮを通じて国税連携システム（eLTAX）に送信する。
　⑥－３　国税連携システム（eLTAX）から、所得税申告書等データ等を取得し、税務システムに格納する。
 
７　国税庁への扶養是正情報等データの送信
　⑦－１　扶養是正情報等データを作成し、国税連携システム（eLTAX）に格納する。
　⑦－２　国税連携システム（eLTAX）は、扶養是正情報等データをＬＧＷＡＮを通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信する。
　⑦－３　地方税ポータルセンタ（eLTAX）は、扶養是正情報等データを専用回線を通じて国税庁に送信する。
 
８　他自治体からの住民登録外課税通知データ、寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等の受領
  ⑧－１　他自治体から、住民登録外課税通知等データが、LGWANを通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信される。
  ⑧－２　地方税ポータルセンタ（eLTAX）は、住民登録外課税通知等データをＬＧＷＡＮを通じて国税連携システム（eLTAX）に送信す
る。
  ⑧－３　国税連携システム（eLTAX）から、住民登録外課税通知等データを取得し、税務システムに格納する。
 



 
９　他自治体への住民登録外課税通知等データの送信
  ⑨－１　住民登録外課税通知等データを作成し、国税連携システム（eLTAX）に格納する。
  ⑨－２　国税連携システム（eLTAX）は、住民登録外課税通知等データをＬＧＷＡＮを通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信す
る。
  ⑨－３　地方税ポータルセンタ（eLTAX）は、住民登録外課税通知等データをLGWANを通じて他自治体に送信する。

【共通】
１０　データの閲覧、印刷等
　⑩－１　審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）及び電子申請受付システムに格納されているデータの閲覧、印刷等をす
る。
 
【市税の窓口、担当課】
１１　申告書の受領
　⑪-1　各種申告書を市税の窓口で受領する
　⑪-2　各種申告書を担当課で受領する
　⑪-3　各種申告書を担当課で受領する
 
【税務オンラインシステム、申告受付支援システム、地方税電子申告支援サービス、課税資料イメージ管理サービス、課税業務支援シ
ステム、特別徴収支援システム、共通基盤システム、統合宛名システム、中間サーバ、地方公共団体情報システム機構】
※各種情報の連携は、共通基盤システムを経由して行う
１２　各種申告の登録・連携
　⑫-1　確定申告等を受領する
　⑫-2　eLTAX経由の給与支払報告書データ、年金支払報告書データ、特例通知書データを受領する
　⑫-3　給与報告書、住民税申告書、年金支払報告書、特例通知書等を受領する
　⑫-4　異動届を受領する
　⑫-5　納税者データ、事業所データ、賦課データ等を連携する
　⑫-6　課税資料データ等及び合算データを連携する
　⑫-7 異動届データを連携する。
　⑫-8 課税資料イメージデータ及び課税資料データを連携する
　⑫-9 給与支払報告書データ、年金特徴データ、特例通知データ、法定調書データ、確定申告書データを連携する

１３　宛名情報の登録等
　⑬-1　市民・法人（事業所）からの届出を元に宛名情報の登録を行う
　⑬-2　特定個人情報を連携する宛名（４情報）を登録する
　⑬-3　法人（事業所）の宛名情報を連携する
　⑬-4　住記システムから住民異動情報を連携する
　⑬-5　税宛名管理システム（税共通）から宛名管理システムへ宛名情報を連携する
 
１４　固定資産サブシステム、償却資産サブシステムとの連携
　⑭-1　法務局よりLG-WAN経由で取得する登記済通知データを連携データに加工する
　⑭-2　加工した登記済通知データを連携し、固定資産課税台帳を作成する
　⑭-3　作成された固定資産課税台帳を連携システムへ連携する
　⑭-4　家屋評価用の台帳情報を家屋評価システムへ連携する
　⑭-5　入力した家屋評価情報を連携システムへ連携する
　⑭-6　地図情報システムと家屋評価システムで入力した情報を連携システム経由で課税システムへ連携する
　⑭-7　課税システムより償却資産課税情報を連携する
　⑭-8　償却資産サブシステムで作成した異動データを課税システムに連携する
　⑭-9　償却資産申告データ等を受領する
　⑭’-1　取り込む結果を連携システムへ連携する
　⑭”-1　課税システムへ連携された評価情報をもとに作成する物件ごとの価格情報を連携システムへ連携する
　⑭”-2　連携された価格情報をLG-WAN経由で法務局に連携する
 
１５　税収滞納管理システムとの連携
　⑮-1　各税目の課税情報を連携する
　⑮-2　事業所税の課税情報を連携する
　⑮-3　収滞納引継データを連携する
　⑮-4　収納データを連携する
　⑮-5　金融機関情報データ（銀行名、支店名等）を連携する
 
１６　外部システム（情報提供ネットワークシステム，統合宛名システム，中間サーバ，共通基盤システム，他業務システム）との連携
　⑯-1～3 情報提供ネットワークシステムを通じて課税情報等の特定個人情報を連携する
　⑯-4,5　 情報提供ネットワークシステムを通じて情報照会した結果を受領する
　⑯-6　統合宛名に入力された住登外者情報を連携する（統合宛名番号付）
　⑯-7  特別徴収税額通知データ、扶養是正情報等を連携する
　⑯-8　WebAPIを通じて副本相当情報を参照する
　⑯-9　抽出対象情報を連携する
　⑯-9'　連携データを元に対象のデータを連携する
　⑯-10　年次、月次の異動データを連携する。



１７　財務会計システムとの連携
　⑰-1　口座振替依頼、支出命令書、振替命令書情報、税サマリデータを連携する
　⑰-2　口座振替済結果、支出命令結果、振替命令結果、収入データを連携する
　⑰-3　金融機関情報データ（銀行名、支店名等）を連携する
 
【担当課】
１８　申告書等の受領
　⑱-1　納税義務者が作成した各種申告書等のデータがインターネット回線を通じてe-KOBEに送信される。
　⑱-2　担当課は、e-KOBEから各種申告書等のデータをLGWANを通じて取得する。
　⑱’-1　納税義務者が作成した各種申告書等のデータがインターネット回線を通じて地方税ポータルセンタ（eLTAX）に送信される。
　⑱’-2　個人住民税申告ポータルは、マイナポータル申請管理に個人住民税申告データを連携する。
　⑱’-3　担当課は、マイナポータル申請管理から個人住民税申告データのデータをLGWANを通じて取得する。

【証明書コンビニ交付システム】
１９　証明書コンビニ交付システムとの連携
　⑲－１　税務オンラインシステムで更新された証明書情報を証明書コンビニ交付システムに送信する。
　⑲－２　証明書データを作成し、証明書交付センターに送信する。

２０　後期高齢者医療システム、国民健康保険システム、介護保険システムとの連携
　⑳－１　個人住民税の年金特徴の判定をするために提供を受けているデータ

２１　J-LISデータの取り込み（軽自動車税）
　㉑－１　新規、廃車、名義変更の車両情報、所有者情報のデータをJ-LISのWEBサイトよりダウンロードする
　㉑－２　課税システムに取り込む（データ加工はベンダが対応）

２２　インターネット受付システムとの連携
　㉒－１　コンビニ納付，クレジット納付された収納情報（速報・速報取消・確報）をインターネット経由でダウンロードする
　㉒－２　ダウンロードした情報を税収滞納システムへ連携し、取り込む



 ⑥事務担当部署 行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、明舞出張所、三宮証明サービスコーナー

 その妥当性

・識別情報：個人番号及びその他識別情報は、対象者を正確に特定するため
・連絡先情報：賦課決定に際し、対象者の課税要件を確認するため、また、納税通知書等を送付するた
め
・業務関係情報：
　国税関係情報：対象者の確定申告書に基づき、個人住民税の税額を算出するため
　地方税関係情報：市税の賦課・徴収に関する情報を把握するため
　医療保険関係：個人住民税の控除額を算出するため
　障害者福祉関係情報：障害者に係る市税の減免を行うため
　生活保護・社会福祉関係情報：生活保護者に関して市税の非課税措置、減免を行うため
　介護・高齢者福祉関係情報：介護保険料の情報に基づき、徴収方法を判定するため
　年金関係情報：公的年金等支払報告書に基づき、個人住民税の税額を算出するため
　公金受取口座登録・連携ファイル関係情報：市税等の還付に際し、公金受取口座情報を利用するため

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成28年8月

[ ○ ] その他 （ 公金受取口座登録・連携ファイル関係情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
・公平・公正な賦課徴収を目的としているため、必要な範囲の特定個人情報を保有する。
・所得・控除情報，扶養情報を情報提供ネットワークシステムで提供するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

　税情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 納税義務者及び税務調査対象者等。また、かつてこれらに該当した者であって死亡した者を含む。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]



住民基本台帳ネットワークシステム、ｅＬＴＡＸ審査システム、ｅＬＴＡＸ国税連
携システム、マイナポータル申請管理

）

 ③入手の時期・頻度

・住民基本台帳情報：　評価実施機関内の他部署から異動発生の都度及び必要となった都度／入手方
法は庁内連携システム及び住民基本台帳ネットワークシステム
・連絡先等情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入手方法は紙
・業務関係情報（下記、eLTAXによる入手情報を除く。）
　国税関係情報：　行政機関・独立行政法人等から必要となった都度／入手方法は紙
　地方税申告書関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入手方法は紙及び電子記憶
媒体
　医療保険関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入手方法は紙
　障害者福祉関係情報：　評価実施機関内の他部署から週１回／入手方法は庁内連携システム
　生活保護・社会福祉関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入手方法は紙
　介護・高齢者福祉関係情報：　評価実施機関内の他部署から年３回／入手方法は庁内連携システム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護特徴情報　７月，介護特徴停止処理情報　２月・４月
（eLTAXによる入手情報）
◆審査システム（ｅＬＴＡＸ）では、個人番号が記載された申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報
告書、各種申請・届出のデータを地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて受領することとなる。
その提出時期については、地方税法等に規定されているところであり、例えば、
　・給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、１月３１日まで
　・固定資産税（償却資産）の申告書については、１月３１日まで
　・事業所税の申告書については、翌年の３月１５日まで（個人の場合）
などとされている。なお、上記の提出時期にかかわらず提出があれば一年を通じて受領している。

◆公的年金等支払者から、ＤＶＤで地方共同法人地方税共同機構に提出された個人番号が記載された
公的年金等支払報告書、特別徴収対象者情報の通知、特別徴収税額通知の処理結果通知、特別徴収
結果通知、特別徴収停止停止通知の処理結果通知のデータを地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて
受領することとなる。
その提出時期については、地方税法等に規定されているところであり、例えば、
　・公的年金等支払報告書については、１月３１日まで
　・特別徴収対象者情報の通知については、５月２５日まで
　・特別徴収税額通知の処理結果通知については、９月３０日まで
などとされている。なお、公的年金等支払報告書については、上記の提出時期にかかわらず提出があ
れば一年を通じて受領している。

◆国税当局に提出された個人番号が記載された所得税の申告書、法定調書情報を地方税ポータルセン
タ（ｅＬＴＡＸ）を通じて受領している。
・所得税の確定申告書については２月１６日から３月１５日の期間に国税当局に提出され、日次で国税
庁から受領する。なお上記の提出期間にかかわらず提出があれば一年を通じて受領している。
・法定調書情報は、２月及び５月に受領する。

(他自治体からの（国税連携システム（eLTAX）による）入手情報)
◆他自治体が作成した住民登録外課税通知、寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等を地方税
ポータルセンタ(eLTAX)を通じて受領している。
・住民登録外課税通知情報は提出があれば一年を通じて受領している。
・寄附金税額控除に係る申告特例通知情報は1月に受領する。

（マイナポータル申請管理による入手情報）
◆納税義務者から送信された住民税申告書をマイナポータル申請管理を通じて受領している。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 他市区町村 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

（ 地域協働局住民課，福祉局 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （
国税庁，地方公共団体情報システム機構，陸運支局，
軽自動車検査協会，日本年金機構、デジタル庁

）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 給与支払者、年金保険者 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ ）

[



 ⑨使用開始日 平成29年1月4日

 ⑧使用方法　※

＜課税管理に関する事務＞
　申告及び届出等による情報や、登録された資産の情報等から課税管理業務を行う。
＜収納管理に関する事務＞
　課税及び収納等の情報から、収納、還付及び充当等の収納管理業務を行う。
＜滞納管理に関する事務＞
　滞納者情報等から、個人番号による検索を行う。
＜宛名管理に関する事務＞
　納税者の宛名情報の特定や突合を行い、宛名管理業務を行う。

 情報の突合　※

＜機関内の情報照会・提供に関する事務＞
　個人番号や４情報（氏名、性別、生年月日、住所）、及びその他の識別情報（内部番号）を用いて、以
下の処理を実施する。
・住民票情報と申告情報を突合し、賦課対象者や未申告者を把握する。
・年金給付情報と申告情報を突合し、課税内容を把握する。
・国税情報と申告情報を突合し、課税内容を把握する。
・地方税情報と申告情報を突合し、課税内容を把握する。

＜他機関との情報照会・提供に関する事務＞
　情報提供ネットワークシステムを通じて符号を突合し、納税義務者の居住する市町村以外に居住する
扶養親族等の所得情報や扶養関係情報等を把握する。

 情報の統計分析
※

課税状況調等の各種統計処理を行っているが、特定の個人を判別するような情報の統計や分析は行っ
ていない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

税額決定，更正，減免の決定

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、明舞出張所、三宮証明サービスコーナー

 使用者数

＜選択肢＞

[ 500人以上1,000人未満 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示

＜本人・代理人からの入手＞
　地方税法その他の地方税に関する法律及び市税条例等に，税務関係書類に個人番号の記載を求め
る措置が規定されることにより，個人番号を入手することが明示される。
＜情報提供ネットワークシステムを通じた入手＞
　情報提供ネットワークシステムを通じた入手を行うことは番号法第１９条第８号の規定によることを明示
すると共に、必要な情報を入手することに関して届出書等で承諾を得る。
＜庁内連携による入手＞
　番号法第９条第２項に基づく条例において明示される。
＜住民基本台帳ネットワークシステムを通じた入手＞
　番号法第１４条第２項において，地方公共団体情報システム機構に対し機構保存確認情報の提供を
求めることができる旨が規定されている。
＜他の機関からの入手＞
　地方税法第321条の７の３により、年金保険者より、賦課期日時点における老齢等年金給付の支払を
受けている者の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老
齢等年金給付の支払を行う年金保険者名称について提供を受けることが明示されている。

 ⑥使用目的　※
・正確な課税情報の把握
・賦課徴収事務の効率化
・納税者の納税申告等で、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上

 変更の妥当性 ―

 ④入手に係る妥当性
賦課徴収業務を適正に行うため、法令等範囲内で適宜、申請等情報及び税務調査による情報収集を行
う必要がある。



 ⑨再委託事項 税務オンラインシステムの保守・運用・開発業務の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
事前に再委託に関する許諾申請を行わせ、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン（行政
機関等・地方公共団体等編）の要件を満たし、かつその妥当性を判断した上で許可を行う。

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する税務課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 株式会社日立製作所　神戸支店

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性 システムの安定稼動のため、専門的な知識を有する民間事業者に委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 16 ）　件

 委託事項1 税務オンラインシステムの開発及び運用・保守業務

 ①委託内容 システムの開発業務及び稼働後の各種経常処理の等の運用・保守業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない



 ⑨再委託事項 税収滞納オンラインシステムの保守・運用・改修業務の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
事前に再委託に関する許諾申請を行わせ、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン（行政
機関等・地方公共団体等編）の要件を満たし、かつその妥当性を判断した上で許可を行う。

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する税務課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 日本電気株式会社　神戸支社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 庁内基幹系ネットワーク ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性 システムの安定稼動のため、専門的な知識を有する民間事業者に委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2 税収滞納管理システムの運用・保守・開発業務

 ①委託内容 システムにて行う各種経常処理の実行や運用・保守業務、及び税制改正等による改修業務



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する税務課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 株式会社TKC

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

地方税ポータルシステム（eLTAX）を通じて提出された課税資料の該当者及び公的年金等受給者並びに
国税連携システム（eLTAX）を通じて送受信した課税資料の該当者

 その妥当性
本市の求めるサービス仕様及びセキュリティ要件を満たすことのできる民間業者に委託する必要があ
る。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項3 審査システム（eLTAX）及び国税連携システム（eLTAX）運用支援業務

 ①委託内容 審査システム（eLTAX）及び国税連携システムに関するサービスの提供及び運用支援



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する収納管理課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 株式会社セゾンパーソナルプラス

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

口座振替納付依頼書を提出された納税者

 その妥当性
JISQ15001：2006により適正に個人情報を保護・管理でき、本市の求めるサービス仕様及びセキュリティ
要件を満たすことのできる民間業者に委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 神戸市納税案内センター管理運営業務委託

 ①委託内容 市税口座振替にかかる業務



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する法人税務課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

軽自動車税での四輪、自動二輪、原動機付自転車等の登録をするために申告した者

 その妥当性
適正に個人情報を保護・管理でき、本市の求めるサービス仕様及びセキュリティ要件を満たすことので
きる民間業者に委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項5 軽自動車税業務

 ①委託内容 軽自動車税業務を行うにあたり特定個人情報ファイルの確認



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する市民税企画課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 毎年入札により決定する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

神戸市に提出された課税資料の該当者及びその扶養親族等

 その妥当性
当初課税事務は短期間に大量の件数を処理する必要があるため、職員以外でも処理が可能な課税資
料の点検や課税資料の該当者の突合、システムに取り込むデータの入力準備作業を委託する。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6 市民税・県民税の当初課税事務委託業務（普通徴収）

 ①委託内容 市民税・県民税の当初課税資料のデータ入力準備・点検作業等



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する市民税企画課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 毎年入札により決定する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ ファイル交換システム ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

神戸市に提出された課税資料の該当者及びその扶養親族等

 その妥当性
神戸市に提出された課税資料の内容をシステムに取り込むため、神戸市のファイルレイアウトに合わせ
て、電子データに変換する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項7 市民税当初入力データ作成業務（普通徴収）

 ①委託内容 給与支払報告書、公的年金等支払報告書、市民税・県民税申告書等の課税資料のデータパンチ業務



 ⑨再委託事項 市民税当初入力データ作成業務の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
事前に再委託に関する許諾申請を行わせ、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン（行政
機関等・地方公共団体等編）の要件を満たし、かつその妥当性を判断した上で許可を行う。

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する市民税企画課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 毎年入札により決定する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 50人以上100人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

神戸市に提出された課税資料の該当者及びその扶養親族等

 その妥当性
神戸市に提出された課税資料をシステムに取り込むため、神戸市のファイルレイアウトに合わせて、電
子データに変換する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項8 市民税当初入力データ作成業務（特別徴収）

 ①委託内容 給与支払報告書等の課税資料のデータパンチ業務



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する市民税企画課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 毎年入札により決定する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 50人以上100人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

神戸市に提出された課税資料の該当者及びその扶養親族等

 その妥当性
当初課税事務は短期間に大量の件数を処理するため、職員以外でも処理が可能な課税資料の点検や
課税資料の該当者の突合、システムに取り込むデータの入力準備作業を委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項9 市民税・県民税の当初課税事務委託業務（特別徴収）

 ①委託内容 市民税・県民税の当初課税資料のデータ入力準備・点検作業等



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する市民税企画課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 株式会社インテック　行政システム事業本部　西日本公共ソリューション部

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁内基幹系ネットワーク ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性 システムの安定稼動のため、専門的な知識を有する民間事業者に委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項10 特別徴収支援システムの保守・開発業務

 ①委託内容 システムの保守業務、及び税制改正等による改修業務



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する税務課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 株式会社TKC

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性

本市の証明書コンビニ交付システムはLGWAN－ASPによるクラウドサービスとして導入することにより、
コストの低減及び効率的なシステムの保守・運用を行うことが可能となる。コンビニ交付で取り扱う所得
証明書については個人番号が記載可能となるため、それらを分離して業務委託することは不可能であ
る。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項11 証明書コンビニ交付システムのサービス利用

 ①委託内容 証明書コンビニ交付システムの開発・保守・運用業務



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する税務課に問い合わせることで確認できる

 ⑥委託先名 株式会社TKC・株式会社プリマジェスト共同企業体

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁内基幹系ネットワーク(仮想化基盤)，LGWAN ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性 システムの安定稼動のため、専門的な知識を有する民間事業者に委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項12 市民税サブシステム運用・保守業務

 ①委託内容 システムの各種経常処理等の運用・保守業務



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託契約先である地域協働局区役所課へ問い合わせることで確認できる

 ⑥委託先名 株式会社パソナ、パーソルテンプスタッフ株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （
庁舎内にてシステム機器を直接操作。システム内から特定個人情報ファイ
ルを取り出すことはない

）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性
民間の保有する高度な知識・技術を活用することにより、コストの低減及び効率的な窓口運用を行うこと
が可能になる。窓口応対時に操作するシステムには特定個人情報が含まれており、それらを分離して業
務委託することは非合理的である。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項13 区役所窓口受付業務委託

 ①委託内容
区役所市民課、保険年金医療業務及びおくやみコーナー業務のうち、職員が行うことと定められている
業務を除く業務



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する固定資産税企画課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 朝日航洋株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性

本業務を遂行するうえで、登記名義人、建築確認申請の建築主から市税条例に定める申告（新築家屋
に関する届出書、非課税申告）が必要となる。その申告書の送付にあたり、課税システムを用いて特定
個人情報を含むデータにアクセスし、住所確認が必要となるが、それらを含めて一体的に委託すること
で、本業務を効率的に執行する。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項14 固定資産税評価支援業務委託

 ①委託内容 登記異動のあった土地（宅地）や新築の家屋にかかる固定資産税評価額等の算出業務



] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表に定める各特定個人番号利用事務

 ③提供する情報 個人市民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表

[ ○ ] 移転を行っている （ 30 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 78 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表に定める情報照会者（別添「番号法による提供先一
覧」のとおり　72件）

 ⑨再委託事項 償却資産サブシステムの開発・保守・運用業務の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
事前に再委託に関する許諾申請を行わせ、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン（行政
機関等・地方公共団体等編）の要件を満たし、かつその妥当性を判断した上で許可を行う。

 ⑤委託先名の確認方法 委託業務を所管する固定資産税企画課に問い合わせることで確認できる。

 ⑥委託先名 TOPPANエッジ株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 庁舎内にてシステム機器を直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性 システムの安定稼動のため、専門的な知識を有する民間事業者に委託する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項15 償却資産サブシステムの開発・保守・運用業務及び当初課税事務委託

 ①委託内容 システムの開発・保守・運用業務及び当初課税時の申告書スキャン業務等



 ⑦時期・頻度
当初分：毎年５月
更正分：月３回

] 紙

[ ○ ] その他 （ ｅＬＴＡＸシステム ）

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

給与に係る特別徴収の対象となる給与所得者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 個人市民税の給与に係る特別徴収に関する事務

 ③提供する情報 給与に係る特別徴収税額

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼のあった都度

 提供先2 個人市民税の特別徴収義務者（給与支払者）

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１号

[ ] その他 （ ）



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 総合行政ネットワーク（LGWAN） ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

地方税法第３１５条第１号ただし書又は同法第３１６条の規定によって、本市が所得を計算して個人住民
税を課した所得税申告者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 所得税の更正決定、修正申告の勧奨等

 ③提供する情報 番号法第１９条第９号に規定する事項

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度
当初分：毎年７月
更正分：月１回

 提供先4 国税庁

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第９号、地方税法第３１７条

] 紙

[ ○ ] その他 （ 総合行政ネットワーク（LGWAN） ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

年金に係る特別徴収の対象となる年金受給者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 個人市民税の年金に係る特別徴収に関する事務

 ③提供する情報 年金に係る特別徴収税額

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先3 日本年金機構，年金保険者

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１号



 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

神戸市に対して電子申告を行った者のうち、神戸市にて本人確認を行った者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 納税者等から提出された申告書等データの本人確認のため

 ③提供する情報 個人番号、識別番号（納税者ID）、ファイル区分（登録、削除）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 提供先6 地方共同法人　地方税共同機構

 ①法令上の根拠 番号法施行規則第３条第１項第５号

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

納税義務者等

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 地方税の課税事務

 ③提供する情報 番号法第１９条第８号に規定する事項

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 提供先5 都道府県知事及び市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第９号



 ⑦時期・頻度
住登外課税通知 : 月１回
寄附金税額控除に係る申告特例通知書 : 1月

] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

住登外課税通知 : 住登外課税とした者
寄附金税額控除に係る申告特例通知書 : 寄附金税額控除に係る申告の特例の対象となる寄附をした
者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住登外課税通知・寄附金税額控除に係る申告特例通知書 : 個人住民税の賦課決定に利用するため

 ③提供する情報
住登外課税通知 : 住登外課税とした旨及び住所、氏名等
寄附金税額控除に係る申告特例通知書 : 寄付金額及び住所、氏名等

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 提供先7 他自治体の長(都道府県及び市区町村)

 ①法令上の根拠 地方税法第２９４条第３項、地方税法附則第７条第５項及び第１２項



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費の支給に関す
る事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先2 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の
支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先1 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先4 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先3 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六
十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先6 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先5 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する
事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先8 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域
生活支援事業の実施に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先7 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先10 福祉局国保年金医療課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務
中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報，固定資産税土地家屋情報，軽自動車税情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先9 福祉局くらし支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先12 福祉局国保年金医療課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 国民年金に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先11 福祉局国保年金医療課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童福祉法による里親の認定又は養育里親の登録に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先14 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先13 福祉局国保年金医療課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先16 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童福祉法による費用の徴収に関する事務（助産施設又は母子生活支援施設に係る部分）

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先15 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦につい
ての便宜の供与に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先18 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 移転先17 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [

] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 ②移転先における用途 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先20 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支
給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能

 移転先19 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく



9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

・市民税：地方税法第17条の５の規定により、最長の更正期限が法定納期限の翌日から７年間であるこ
とから、保存年限を７年保管と定めている。
・固定資産税：国家賠償法第４条及び民法７２４条の規定により、最長の損害賠償請求権が不法行為の
時から２０年間を経過しないと消滅しないため、保存年限を２０年保管と定めている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜神戸市における措置＞
本市管理区域内の、ICカードによるセキュリティドアで区画されたエリアに設置するサーバ内に保管す
る。サーバへのアクセスには、ID及びパスワードによる認証が必要となる。

<神戸市仮想化基盤における措置>
・サーバは、神戸市の特定個人情報総括責任者が安全性について認めたデータセンターに設置した
サーバ仮想化基盤上に仮想サーバとして設置する。
・データセンターが入っている建物の入退館及び、データセンターへの入退室は、受付での確認や静脈
認証等のセキュリティにより、厳重に管理されている。
・サーバ機器のラックは施錠し、関係者以外はアクセスできない。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録さ
れたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
サービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されて
いるほか、次を満たしている。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータ
を保管している。
・特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバーのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

＜審査システム（eLTAX）のサーバ及び国税連携システム（eLTAX）のサーバにおける措置＞
・有人による監視や入退館装置による管理をしている建物の中で、さらに生体認証による入退室管理を
行っている部屋（サーバ室）に設置した施錠したラック内に保管する。
・また、サーバ室の入退室については、システム管理者が許可した者に限定しており、サーバへのアクセ
スはＩＤとパスワードによる認証が必要となる。

＜証明書コンビニ交付システムのデータセンターにおける措置＞
・サーバはデータセンターに設置しており、設置場所への入退室は生体認証による管理を行っている。
・停電等によるデータの消失を防ぐため、無停電電源装置と自家発電装置を設置している。
・火災によるデータ消失を防ぐため、サーバ設置区画内に新ガス系消火設備を備えている。
・データセンターは震度７の地震にも対応できる耐震・免震構造となっている。

<市民税サブシステムのデータセンターにおける措置>
・情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格、ISO/IEC 27001に準拠したデータセンターにおいて
保管している。
・データセンターの扉の開閉にはICカードが必要で、特にサーバ室への入退室はバイオメトリクス認証の
１つである手のひら静脈認証システムを採用している。
また、不正侵入を防止するため、窓ガラス破壊センサーや、立入に反応する赤外線センサー、監視カメ
ラを装備している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事
業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアッ
プも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存され
る。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理から取得したデータは、セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物のう
ち、さらに厳格な入退室管理を行っている区画に設置したサーバ内に保管している。
・基幹システムにデータを移動するための外部記憶媒体は、施錠できるキャビネットに保管している。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満



 ７．備考

特になし

 ③消去方法

＜本市における措置＞
・サーバ・ＰＣ等電子機器の廃棄時には、データの復元が不可能となるよう物理的破壊又は専用ソフト等
を利用して完全に消去する。
・紙または記憶媒体による課税資料については、定められた保存年限を経過した後、個人情報の流失
がないよう文書取扱規程にしたがって廃棄処分している。

＜審査システム（eLTAX）のサーバ及び国税連携システム（eLTAX）のサーバにおける措置＞
・国税連携システムについては、一定期間(最長２年）保存しているが、年サイクルで一括削除機能によ
り消去している。審査システムについては、平成２７年１２月に同様の削除機能が追加される予定

＜証明書コンビニ交付システムのデータセンターにおける措置＞
・証明書コンビニ交付システムでは直近２年度分の税情報のみを保管するようにシステム的に制御して
いるため、年度を越えた税情報については自動的に消去される。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。
・クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハード
等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制
度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関が定期
的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理
的破壊が行われていることを確認する。
・中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・プ
ラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設置してい
るディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ
は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去
することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの
復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実に
データを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウド
へ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用し
なくなった環境の破棄等を実施する。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に打出し後、速やかに完全消
去する。
・外部記憶媒体に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、使用の都度速やかに完全消去す
る。



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 老人福祉法による福祉の措置に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先23 福祉局高齢福祉課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先22 こども家庭局こども家庭センター

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満

 移転先21 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

 ②移転先における用途
保育所における保育の実施及び保育料の徴収に関する事務，
子ども・子育て支援法による教育・保育給付の支給等に関する事務

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する
事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先26 健康局保健所

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 予防接種法による実費の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先25 健康局保健所

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先24 福祉局介護保険課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先29 健康局保健所

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。）の管理に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先28 建築住宅局住宅管理課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務
（育成医療）

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先27 福祉局障害者支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通基盤システムの情報連携機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関する事務
（「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」第10条の規定に
おける「特定公的給付」に指定）

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[

 移転先30 こども家庭局家庭支援課

 ①法令上の根拠 神戸市番号条例第４条第２項、第３項に基づく

10万人以上100万人未満



地方税関係連番 情報照会者 特定個人番号利用事務 情報提供者 利用特定個人情報

法務大臣 戸籍関係情報であって次条で定めるもの

市町村長（特別区の区長を含む。以下この条
において同じ。）

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）その他
の地方税（同法第一条第一項第四号に規定する地方税
をいう。以下この条において同じ。）に関する法律に基づ
く条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基
礎となる事項に関する情報（以下この条において「地方
税関係情報」という。）又は住民基本台帳法（昭和四十
二年法律第八十一号）第七条第四号に規定する事項
（以下「住民票関係情報」という。）であって次条で定め
るもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等（日本私立学校振興・共済事業団、
国家公務員共済組合連合会、地方公務員共
済組合又は全国市町村職員共済組合連合
会をいう。以下この条において同じ。）

私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四
十五号）、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十
五号）、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第
百二十八号）、国民年金法（昭和三十四年法律第百四
十一号）又は地方公務員等共済組合法（昭和三十七年
法律第百五十二号）による年金である給付の支給又は
保険料の徴収に関する情報（以下「年金給付関係情報」
という。）であって次条で定めるもの

厚生労働大臣
雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による給
付の支給に関する情報（以下この条において「失業等給
付関係情報」という。）であって次条で定めるもの

医療保険者（医療保険各法（健康保険法、船
員保険法（昭和十四年法律第七十三号）、私
立学校教職員共済法、国家公務員共済組合
法、国民健康保険法（昭和三十三年法律第
百九十二号）又は地方公務員等共済組合法
をいう。以下同じ。）により医療に関する給付
の支給を行う全国健康保険協会、健康保険
組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済
組合、市町村長又は国民健康保険組合をい
う。以下この条において同じ。）又は高齢者の
医療の確保に関する法律（昭和五十七年法
律第八十号）第四十八条に規定する後期高
齢者医療広域連合（以下「後期高齢者医療
広域連合」という。）

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関
する情報（以下この条において「医療保険給付関係情
報」という。）であって第四条で定めるもの

健康保険法第五十五条又は第百二十八条に
規定する他の法令による給付の支給を行うこ
ととされている者

健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する
他の法令による給付の支給に関する情報であって第四
条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第四条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険法（平
成九年法律第百二十三号）による保険給付の支給、地
域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報
（以下この条において「介護保険給付等関係情報」とい
う。）であって第四条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報、特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六十六
号）による特別障害給付金の支給に関する情報（以下こ
の条において「特別障害給付金関係情報」という。）又は
年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成二十
四年法律第百二号）による年金生活者支援給付金の支
給に関する情報（以下この条において「年金生活者支援
給付金関係情報」という。）であって第四条で定めるもの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第四条で定めるもの

内閣総理大臣

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預
貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法律第三十
八号）第三条第三項第一号から第三号までに規定する
事項（以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」とい
う。）であって第四条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第五条で定めるもの

健康保険法第五十五条に規定する他の法令
による給付の支給を行うこととされている者

健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給
付の支給に関する情報であって第五条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第五条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年
金生活者支援給付金関係情報であって第五条で定める
もの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第五条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五条
で定めるもの

(3) 三　健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給に関す
る事務であって第五条で定めるもの

(別添)「番号法による提供先一覧」　※番号法第19条第8号に基づく主務省令第２条の表より地方税関係部分を抜粋

(1) 一　厚生労働大臣

健康保険法（大正十一年法律第七十号）
第五条第二項の規定により厚生労働大臣
が行うこととされた健康保険に関する事務
又は同法による保険医若しくは保険薬剤
師の登録に関する事務であって次条で定
めるもの

(2) 二　全国健康保険協会
健康保険法による保険給付の支給に関す
る事務であって第四条で定めるもの



法務大臣 戸籍関係情報であって第六条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第六条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第六条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六条
で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七条
で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第七条で定めるもの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第七条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第九条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第九条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九条
で定めるもの

都道府県知事
児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及
び判定に関する情報であって第十三条で定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方
税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情
報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に
よる自立支援給付の支給に関する情報（以下この条に
おいて「障害者自立支援給付関係情報」という。）であっ
て第十三条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第十五条で定めるもの

児童福祉法第十九条の七に規定する他の法
令による給付の支給を行うこととされている
者

児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による
給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるも
の

都道府県知事、市長（特別区の区長を含
む。）又は社会福祉法（昭和二十六年法律第
四十五号）に規定する福祉に関する事務所を
管理する町村長（以下この条において「都道
府県知事等」という。）

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による
保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職
準備給付金の支給に関する情報（以下この条において
「生活保護関係情報」という。）又は中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成六
年法律第三十号）による支援給付の支給に関する情報
（以下この条において「中国残留邦人等支援給付関係
情報」という。）であって第十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十五
条で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
（昭和三十九年法律第百三十四号）その他の
法令による給付の支給を行うこととされてい
る者

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法
令による給付の支給に関する情報であって第十五条で
定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方
税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情
報又は障害者自立支援給付関係情報であって第十七
条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十七
条で定めるもの

都道府県知事

児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及
び判定、障害児入所支援若しくは措置（同法第二十七
条第一項第三号の措置をいう。）、身体障害者福祉法に
よる身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的
障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって
第二十二条で定めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方
税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給
付関係情報であって第二十二条で定めるもの

都道府県知事等

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実
施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関
係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であっ
て第二十二条で定めるもの

厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報で
あって第二十二条で定めるもの

(9) 十五　市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特
例障害児通所給付費、高額障害児通所給
付費、障害児相談支援給付費若しくは特
例障害児相談支援給付費の支給又は障
害福祉サービスの提供に関する事務で
あって第十七条で定めるもの

(10)
二十　都道府県知事又は
市町村長

児童福祉法による負担能力の認定又は費
用の徴収に関する事務であって第二十二
条で定めるもの

(7) 十一　都道府県知事

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十
四号）による養育里親若しくは養子縁組里
親の登録、里親の認定又は障害児入所給
付費、高額障害児入所給付費若しくは特
定入所障害児食費等給付費の支給に関
する事務であって第十三条で定めるもの

(8) 十三　都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療
費の支給に関する事務であって第十五条
で定めるもの

(5) 五　厚生労働大臣
船員保険法第四条第二項の規定により厚
生労働大臣が行うこととされた船員保険に
関する事務であって第七条で定めるもの

(6) 七　全国健康保険協会

船員保険法による保険給付又は雇用保険
法等の一部を改正する法律（平成十九年
法律第三十号。以下この条及び第九条に
おいて「平成十九年法律第三十号」とい
う。）附則第三十九条の規定によりなお従
前の例によるものとされた平成十九年法
律第三十号第四条の規定による改正前の
船員保険法による保険給付の支給に関す
る事務であって第九条で定めるもの

(4)
四　総務大臣又は都道府
県知事

恩給法（大正十二年法律第四十八号。他
の法律において準用する場合を含む。第
六条において同じ。）による年金である給
付又は一時金の支給に関する事務であっ
て第六条で定めるもの



厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別
児童扶養手当の支給に関する情報（以下この条におい
て「特別児童扶養手当関係情報」という。）であって第二
十二条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第三十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第三十
条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十
条で定めるもの

都道府県知事

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健
福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に
関する情報であって第三十九条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第三十九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支
援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第四十一条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第四十
一条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第四十四条で定めるも
の

都道府県知事

児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及
び判定若しくは小児慢性特定疾病医療費、療育の給付
若しくは障害児入所給付費の支給、身体障害者福祉法
による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律による精神障害者保健福祉手帳、知的障
害者福祉法にいう知的障害者若しくは母子及び父子並
びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に
よる資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付
関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法
律による特定医療費の支給に関する情報であって第四
十四条で定めるもの

都道府県知事等

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び
父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手
当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しく
は特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正
する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六
十年法律第三十四号」という。）附則第九十七条第一項
の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等
支援給付関係情報であって第四十四条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法（昭和四十年法律第百四
十一号）による養育医療の給付若しくは養育医療に要
する費用の支給に関する情報、児童手当法（昭和四十
六年法律第七十三号）による児童手当若しくは特例給
付（同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以
下同じ。）の支給に関する情報（以下この条において「児
童手当関係情報」という。）、介護保険給付等関係情報
又は障害者自立支援給付関係情報であって第四十四
条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年
金生活者支援給付金関係情報であって第四十四条で
定めるもの

文部科学大臣又は都道府県教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和二十九
年法律第百四十四号）による特別支援学校への就学の
ため必要な経費の支弁に関する情報であって第四十四
条で定めるもの

都道府県教育委員会又は市町村教育委員
会

学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）によ
る医療に要する費用についての援助に関する情報で
あって第四十四条で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な
推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）に
よる職業転換給付金の支給に関する情報であって第四
十四条で定めるもの

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十
一号）による公務上の災害又は通勤による災害に対す
る補償に関する情報（以下この条において「地方公務員
災害補償関係情報」という。）であって第四十四条で定
めるもの

厚生労働大臣

失業等給付関係情報又は職業訓練の実施等による特
定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法
律第四十七号）による職業訓練受講給付金の支給に関
する情報（以下この条において「職業訓練受講給付金関
係情報」という。）であって第四十四条で定めるもの

(13) 三十九　都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律による入院措置又は費用の徴収に関す
る事務であって第四十一条で定めるもの

(14) 四十二　都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施又
は徴収金の徴収に関する事務であって第
四十四条で定めるもの

(11) 二十八　市町村長
予防接種法による給付の支給又は実費の
徴収に関する事務であって第三十条で定
めるもの

(12) 三十七　市町村長

身体障害者福祉法による障害福祉サービ
ス、障害者支援施設等への入所等の措置
又は費用の徴収に関する事務であって第
三十九条で定めるもの



内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十
四条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第五十条で定めるもの

都道府県知事

児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及
び判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障
害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的
障害者に関する情報（以下この条において「障害者関係
情報」という。）であって第五十条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第五十条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第五十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関す
る情報又は住民票関係情報であって第五十条で定める
もの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第五十条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十
条で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって第五十一条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第五十一条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第五十一条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十
一条で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって第五十五条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第五十五条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第五十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十
五条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第五十九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十
九条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第五十九条で定めるもの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第五十九条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十
九条で定めるもの

厚生労働大臣

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報（以下この条において「労働者災害補償関係情報」と
いう。）又は雇用保険法による基本手当若しくは高年齢
雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって第六
十条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第六十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十
条で定めるもの

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって第六十条で定
めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十
条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第六十一条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十
一条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十
一条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第六十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十
五条で定めるもの

(21)
六十三　都道府県教育委
員会又は市町村教育委
員会

学校保健安全法による医療に要する費用
についての援助に関する事務であって第
六十五条で定めるもの

(19)
五十八　厚生労働大臣又
は共済組合等

厚生年金保険法による年金である保険給
付又は一時金の支給に関する事務であっ
て第六十条で定めるもの

(20)
五十九　文部科学大臣又
は都道府県教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律
による特別支援学校への就学のため必要
な経費の支弁に関する事務であって第六
十一条で定めるもの

(17)

五十三　公営住宅法（昭
和二十六年法律第百九
十三号）第二条第十六号
に規定する事業主体であ
る都道府県知事又は市
町村長

公営住宅法による公営住宅（同法第二条
第二号に規定する公営住宅をいう。第五
十五条において同じ。）の管理に関する事
務であって同条で定めるもの

(18)
五十七　日本私立学校振
興・共済事業団

私立学校教職員共済法による短期給付又
は年金である給付の支給に関する事務で
あって第五十九条で定めるもの

(15) 四十八　市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例又は森林環
境税及び森林環境譲与税に関する法律
（平成三十一年法律第三号）による地方税
又は森林環境税の賦課徴収に関する事務
であって第五十条で定めるもの

(16) 四十九　都道府県知事

地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税
の賦課徴収に関する事務であって第五十
一条で定めるもの



医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第六十七条で定めるも
の

法務大臣 戸籍関係情報であって第六十七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第六十七条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年
金生活者支援給付金関係情報であって第六十七条で
定めるもの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第六十七条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十
七条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第六十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十
八条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十
八条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第七十一条で定めるも
の

法務大臣 戸籍関係情報であって第七十一条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第七十一条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第七十一条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十
一条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第七十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十
五条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十
五条で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって第七十七条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第七十七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支
援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって第七十八条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第七十八条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第七十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十
八条で定めるもの

都道府県知事

障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支
援、措置（同法第二十七条第一項第三号若しくは第二
項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。）若しくは
日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の
実施に関する情報であって第八十三条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第八十三条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であっ
て第八十三条で定めるもの

児童扶養手当法第三条第二項に規定する公
的年金給付の支給を行うこととされている者

児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給
付の支給に関する情報であって第八十三条で定めるも
の

厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって第八十三条で定
めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十
三条で定めるもの

(27)

七十六　住宅地区改良法
（昭和三十五年法律第八
十四号）第二条第二項に
規定する施行者である都
道府県知事又は市町村
長

住宅地区改良法による改良住宅（同法第
二条第六項に規定する改良住宅をいう。
第七十八条において同じ。）の管理若しく
は家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又
は収入超過者に対する措置に関する事務
であって同条で定めるもの

(28) 八十一　都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支
給に関する事務であって第八十三条で定
めるもの

(25) 七十三　厚生労働大臣

国民年金法による年金である給付若しくは
一時金の支給、保険料の納付に関する処
分又は保険料その他徴収金の徴収に関す
る事務であって第七十五条で定めるもの

(26) 七十五　市町村長

知的障害者福祉法による障害福祉サービ
ス、障害者支援施設等への入所等の措置
又は費用の徴収に関する事務であって第
七十七条で定めるもの

(23)
六十六　国家公務員共済
組合連合会

国家公務員共済組合法又は国家公務員
共済組合法の長期給付に関する施行法
（昭和三十三年法律第百二十九号）による
年金である給付の支給に関する事務で
あって第六十八条で定めるもの

(24)
六十九　市町村長又は国
民健康保険組合

国民健康保険法による保険給付の支給又
は保険料の徴収に関する事務であって第
七十一条で定めるもの

(22)
六十五　国家公務員共済
組合

国家公務員共済組合法による短期給付の
支給に関する事務であって第六十七条で
定めるもの



医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第八十五条で定めるも
の

法務大臣 戸籍関係情報であって第八十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第八十五条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年
金生活者支援給付金関係情報であって第八十五条で
定めるもの

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって第八十五条で
定めるもの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第八十五条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十
五条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第八十六条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第八十
六条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十
六条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第八十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第八十八条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第八十九条で定めるも
の

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第八十九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第八十九条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第八十九条で定めるもの

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第八十九条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第九十条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第九十条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十
条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第九十一条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であっ
て第九十一条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第九十一条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第九十二条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第九十二条で定めるもの

都道府県知事等
児童扶養手当関係情報であって第九十二条で定めるも
の

厚生労働大臣
失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情
報であって第九十二条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十
二条で定めるもの

厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報であって第九十三条で定める
もの

都道府県知事 障害者関係情報であって第九十三条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第九十三条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十
三条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第九十三条で定めるもの

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって第九十三条で
定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十
三条で定めるもの

(35) 九十　都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給
付金の支給に関する事務であって第九十
二条で定めるもの

(36)
九十一　厚生労働大臣又
は都道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
による特別児童扶養手当の支給に関する
事務であって第九十三条で定めるもの

(33) 八十八　都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償
還未済額の免除又は資金の貸付けに関す
る事務であって第九十条で定めるもの

(34)
八十九　都道府県知事又
は市町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配
偶者のない者で現に児童を扶養しているも
の又は寡婦についての便宜の供与に関す
る事務であって第九十一条で定めるもの

(31) 八十六　市町村長
老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十
三号）による福祉の措置に関する事務で
あって第八十八条で定めるもの

(32) 八十七　市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事
務であって第八十九条で定めるもの

(29)
八十三　地方公務員共済
組合

地方公務員等共済組合法による短期給付
の支給に関する事務であって第八十五条
で定めるもの

(30)
八十四　地方公務員共済
組合又は全国市町村職
員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法又は地方公務
員等共済組合法の長期給付等に関する施
行法（昭和三十七年法律第百五十三号）
による年金である給付の支給に関する事
務であって第八十六条で定めるもの



都道府県知事 障害者関係情報であって第九十四条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第九十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十
四条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十
四条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第九十八条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第九十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十
八条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百条
で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百八
条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百八
条で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって第百十条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百十条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第百十条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十
条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第百十七条で定めるも
の

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第百十七条で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって第百二十六条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百二十六条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百二
十六条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第百二十七条で定める
もの

都道府県知事

障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病
医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給
若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の
貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又
は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定
医療費の支給に関する情報であって第百二十七条で定
めるもの

都道府県知事等

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び
父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手
当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しく
は特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号
附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情
報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第
百二十七条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付
若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、
児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障
害者自立支援給付関係情報であって第百二十七条で
定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年
金生活者支援給付金関係情報であって第百二十七条
で定めるもの

文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別
支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する
情報であって第百二十七条で定めるもの

都道府県教育委員会又は市町村教育委員
会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援
助に関する情報であって第百二十七条で定めるもの

(43)

百二十四　特定優良賃貸
住宅の供給の促進に関
する法律（平成五年法律
第五十二号）第十八条第
二項に規定する賃貸住
宅の建設及び管理を行う
都道府県知事又は市町
村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する
法律による賃貸住宅の管理に関する事務
であって第百二十六条で定めるもの

(44)
百二十五　都道府県知事
等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律による
支援給付の支給に関する事務であって第
百二十七条で定めるもの

(41) 百八　市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和
四十八年法律第八十二号）による災害弔
慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は
災害援護資金の貸付けに関する事務で
あって第百十条で定めるもの

(42)
百十五　後期高齢者医療
広域連合

高齢者の医療の確保に関する法律による
後期高齢者医療給付の支給又は保険料
の徴収に関する事務であって第百十七条
で定めるもの

(39)
九十八　厚生労働大臣又
は都道府県知事

労働施策の総合的な推進並びに労働者の
雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律による職業転換給付金の支給に関
する事務であって第百条で定めるもの

(40)

百六　市町村長（児童手
当法第十七条第一項の
表の下欄に掲げる者を含
む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付
の支給に関する事務であって第百八条で
定めるもの

(37) 九十二　都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
による障害児福祉手当若しくは特別障害
者手当又は昭和六十年法律第三十四号
附則第九十七条第一項の福祉手当の支
給に関する事務であって第九十四条で定
めるもの

(38) 九十六　市町村長
母子保健法による費用の徴収に関する事
務であって第九十八条で定めるもの



厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な
推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する
情報であって第百二十七条で定めるもの

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって第百二十七条
で定めるもの

厚生労働大臣
失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情
報であって第百二十七条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二
十七条で定めるもの



法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十一条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三
十一条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三
十一条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十二条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三
十二条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第百三十二条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三
十二条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第百三十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付
等関係情報であって第百三十四条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三
十四条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三
十九条で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第三十九条第一項に規定す
る他の法律による医療に関する給付の支給
を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医
療に関する給付の支給に関する情報であって第百三十
九条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三
十九条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四
十条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四
十条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百四十二条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済
組合等又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金
である給付の支給に関する情報であって第百四十二条
で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四
十二条で定めるもの

(49) 百三十八　厚生労働大臣

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職
員共済組合制度の統合を図るための農林
漁業団体職員共済組合法等を廃止する等
の法律（平成十三年法律第百一号。以下
「平成十三年統合法」という。）附則第十六
条第三項の規定により厚生年金保険の実
施者たる政府が支給するものとされた年
金である給付の支給に関する事務であっ
て第百四十条で定めるもの

(50)
百四十　独立行政法人農
業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法（平成十
四年法律第百二十七号）による農業者年
金事業の給付の支給若しくは保険料その
他徴収金の徴収又は同法附則第六条第
一項第一号の規定により独立行政法人農
業者年金基金が行うものとされた農業者
年金基金法の一部を改正する法律（平成
十三年法律第三十九号。第百四十二条に
おいて「平成十三年農業者年金改正法」と
いう。）による改正前の農業者年金基金法
（昭和四十五年法律第七十八号。第百四
十二条において「平成十三年改正前農業
者年金基金法」という。）若しくは農業者年
金基金法の一部を改正する法律（平成二
年法律第二十一号）による改正前の農業
者年金基金法（第百四十二条において「平
成二年改正前農業者年金基金法」とい
う。）による給付の支給に関する事務で
あって第百四十二条で定めるもの

(47) 百三十二　市町村長

介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施又は保険料の徴収に関
する事務であって第百三十四条で定める
もの

(48)
百三十七　都道府県知事
又は保健所を設置する市
（特別区を含む。）の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（平成十年法律第百十
四号）による費用の負担又は療養費の支
給に関する事務であって第百三十九条で
定めるもの

(45) 百二十九　厚生労働大臣

厚生年金保険法等の一部を改正する法律
（平成八年法律第八十二号。以下「平成八
年法律第八十二号」という。）附則第十六
条第三項の規定により厚生年金保険の実
施者たる政府が支給するものとされた年
金である給付の支給に関する事務であっ
て第百三十一条で定めるもの

(46)

百三十　平成八年法律第
八十二号附則第三十二
条第二項に規定する存
続組合又は平成八年法
律第八十二号附則第四
十八条第一項に規定す
る指定基金

平成八年法律第八十二号による年金であ
る長期給付又は年金である給付の支給に
関する事務であって第百三十二条で定め
るもの



医療保険者その他の法令による医療に関す
る給付の支給を行うこととされている者

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の
支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの

都道府県知事
障害者関係情報又は児童福祉法による措置（同法第二
十七条第一項第三号の措置をいう。）に関する情報で
あって第百四十三条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十三条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であっ
て第百四十三条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係
情報であって第百四十三条で定めるもの

国民年金法その他の法令による年金である
給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給
に関する情報であって第百四十三条で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で
定めるもの

厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって第百四十三条で定めるも
の

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金生活者支援給付金関係情報であって第百四十三
条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四
十三条で定めるもの

厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報であって第百四十四条で定
めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四
十四条で定めるもの

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって第百四十四条
で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四
十四条で定めるもの

都道府県知事

障害者関係情報、児童福祉法による障害児入所支援に
関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病
の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要
支援者証明事業の実施に関する情報であって第百四十
六条で定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方
税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情
報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百四
十六条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第百四十六条で定めるもの

厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報で
あって第百四十六条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四
十六条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十九条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百四十九条で定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報であって第百四十九条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四
十九条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百五十三条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五
十三条で定めるもの

文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県
教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就
学支援金の支給に関する情報であって第百五十三条で
定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五
十四条で定めるもの

国民年金法その他の法令による年金である
給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給
に関する情報であって第百五十四条で定めるもの

厚生労働大臣又は日本年金機構
特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金
関係情報であって第百五十四条で定めるもの

(55)
百五十一　文部科学大
臣、都道府県知事又は都
道府県教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法
律（平成二十二年法律第十八号）による就
学支援金の支給に関する事務であって第
百五十三条で定めるもの

(56) 百五十二　厚生労働大臣

職業訓練の実施等による特定求職者の就
職の支援に関する法律（平成二十三年法
律第四十七号）による職業訓練受講給付
金の支給に関する事務であって第百五十
四条で定めるもの

(53)
百四十四　都道府県知事
又は市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律による自立支援給
付の支給又は地域生活支援事業の実施
に関する事務であって第百四十六条で定
めるもの

(54) 百四十七　総務大臣

国会議員互助年金法を廃止する法律（平
成十八年法律第一号）又は同法附則第二
条第一項の規定によりなおその効力を有
するものとされた同法による廃止前の国会
議員互助年金法（昭和三十三年法律第七
十号）による年金である給付の支給に関す
る事務であって第百四十九条で定めるも
の

(51)
百四十一　独立行政法人
日本学生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法（平成
十五年法律第九十四号）による学資の貸
与及び支給に関する事務であって第百四
十三条で定めるもの

(52) 百四十二　厚生労働大臣

特定障害者に対する特別障害給付金の支
給に関する法律による特別障害給付金の
支給に関する事務であって第百四十四条
で定めるもの



内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五
十四条で定めるもの

都道府県知事

障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支
援若しくは措置（同法第二十七条第一項第三号の措置
をいう。）に関する情報であって第百五十七条で定める
もの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方
税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給
付関係情報であって第百五十七条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百五十七条で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国
残留邦人等支援給付関係情報であって第百五十七条
で定めるもの

厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報で
あって第百五十七条で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって第百五十七条で
定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五
十七条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百五十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五
十八条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五
十八条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第百六十条で定めるも
の

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係
情報であって第百六十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六
十条で定めるもの

国民年金法その他の法令による給付の支給
を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情
報であって第百六十条で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律第
十二条に規定する他の法令による給付の支
給を行うこととされている者

難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に
規定する他の法令による給付の支給に関する情報で
あって第百六十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六
十二条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六
十二条で定めるもの

(59) 百五十八　都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律
による特定医療費の支給に関する事務で
あって第百六十条で定めるもの

(60)

百六十　公的給付の支給
等の迅速かつ確実な実
施のための預貯金口座
の登録等に関する法律
第十条に規定する特定
公的給付の支給を実施
する行政機関の長等（行
政機関の長、地方公共団
体の機関、独立行政法人
等、地方独立行政法人
（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十
八号）第二条第一項に規
定する地方独立行政法
人をいう。））

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法
律による特定公的給付の支給を実施する
ための基礎とする情報の管理に関する事
務であって第百六十二条で定めるもの

(57) 百五十五　市町村長

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律
第六十五号）による子どものための教育・
保育給付若しくは子育てのための施設等
利用給付の支給又は地域子ども・子育て
支援事業の実施に関する事務であって第
百五十七条で定めるもの

(58) 百五十六　厚生労働大臣

年金生活者支援給付金の支給に関する法
律による年金生活者支援給付金の支給に
関する事務であって第百五十八条で定め
るもの



医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第百六十三条で定める
もの

都道府県知事

障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病
医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給
若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の
貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又
は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定
医療費の支給に関する情報であって第百六十三条で定
めるもの

都道府県知事等

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び
父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手
当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しく
は特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号
附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情
報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第
百六十三条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付
若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、
児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障
害者自立支援給付関係情報であって第百六十三条で
定めるもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共
済組合等

年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年
金生活者支援給付金関係情報であって第百六十三条
で定めるもの

文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別
支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する
情報であって第百六十三条で定めるもの

都道府県教育委員会又は市町村教育委員
会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援
助に関する情報であって第百六十三条で定めるもの

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な
推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する
情報であって第百六十三条で定めるもの

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって第百六十三条
で定めるもの

厚生労働大臣
失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情
報であって第百六十三条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六
十三条で定めるもの

都道府県知事 障害者関係情報であって第百六十五条で定めるもの

法務大臣 戸籍関係情報であって第百六十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六
十五条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給に関する情報であって
第百六十六条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六
十六条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六
十六条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給に関する情報であって
第百六十七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六
十七条で定めるもの

内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六
十七条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給に関する情報であって
第百六十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六
十八条で定めるもの

(65) 百六十六　都道府県知事

「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
について」（平成三十年六月二十七日付け
健発〇六二七第一号厚生労働省健康局
長通知）の肝がん・重度肝硬変治療研究
促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度
肝硬変治療研究促進事業の実施に関する

(63) 百六十四　都道府県知事

「特定感染症検査等事業について」（平成
十四年三月二十七日付け健発第〇三二
七〇一二号厚生労働省健康局長通知）の
特定感染症検査等事業実施要綱に基づく
ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進
事業に係る陽性者フォローアップ事業の実
施に関する事務であって第百六十六条で
定めるもの

(64) 百六十五　都道府県知事

「感染症対策特別促進事業について」（平
成二十年三月三十一日付け健発第〇三
三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知）
の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基
づく肝炎治療特別促進事業の実施に関す
る事務であって第百六十七条で定めるも
の

(61)
百六十一　都道府県知事
等

「生活に困窮する外国人に対する生活保
護の措置について」（昭和二十九年五月八
日付け社発第三百八十二号厚生省社会
局長通知。以下「昭和二十九年社発第三
百八十二号通知」という。）に基づく外国人
（日本の国籍を有しない者をいう。以下同
じ。）であって生活に困窮する者に係る保
護の決定及び実施又は徴収金の徴収（以
下この欄において「生活保護関係事務」と
いう。）の取扱に準じた生活保護関係事務
に関する事務であって第百六十三条で定
めるもの

(62)

百六十三　地域優良賃貸
住宅制度要綱（平成十九
年三月二十八日付け国
住備第百六十号国土交
通省住宅局長通知）第二
条第九号に規定する地
域優良賃貸住宅（公共供
給型）又は同条第十六号
に規定する公営型地域
優良賃貸住宅（公共供給
型）の供給を行う都道府
県知事又は市町村長

地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域
優良賃貸住宅の管理に関する事務であっ
て第百六十五条で定めるもの



内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六
十八条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百六十九条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百六十九条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百七十条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百七十一条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十一条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百七十二条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十二条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百七十三条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十三条で定めるもの

都道府県知事等 生活保護関係情報であって第百七十四条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十四条で定めるもの

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって第百七十五条で定める
もの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十五条で定めるもの

(71)
百七十二　都道府県知事
又は都道府県教育委員
会

高等学校等修学支援事業費補助金（専攻
科の生徒への修学支援）交付要綱（令和
二年四月一日文部科学大臣決定）に規定
する高等学校等専攻科修学支援金の支給
に関する事務であって第百七十四条で定
めるもの

(72) 百七十三　都道府県知事

「特定疾患治療研究事業について」（昭和
四十八年四月十七日付け衛発第二百四
十二号厚生省公衆衛生局長通知）の特定
疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定
疾患治療研究事業の実施に関する事務で
あって第百七十五条で定めるもの

(69)
百七十　都道府県知事又
は都道府県教育委員会

高等学校等修学支援事業費補助金（専攻
科の生徒への奨学のための給付金）交付
要綱（令和二年四月一日文部科学大臣決
定）に規定する高等学校等専攻科に係る
奨学のための給付金事業による給付金の
支給に関する事務であって第百七十二条
で定めるもの

(70) 百七十一　文部科学大臣

国の設置する高等学校等に係る高等学校
等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒
への修学支援）交付要綱（令和二年四月
一日文部科学大臣決定）に規定する高等
学校等専攻科修学支援金の支給に関する
事務であって第百七十三条で定めるもの

(67)
百六十八　都道府県知事
又は都道府県教育委員
会

高等学校等修学支援事業費補助金（学び
直しへの支援）交付要綱（平成二十六年四
月一日文部科学大臣決定）に規定する高
等学校等学び直し支援金の支給に関する
事務であって第百七十条で定めるもの

(68)
百六十九　都道府県知事
又は都道府県教育委員
会

高等学校等修学支援事業費補助金（奨学
のための給付金）交付要綱（平成二十六
年四月一日文部科学大臣決定）に規定す
る高等学校等に係る奨学のための給付金
事業による給付金の支給に関する事務で
あって第百七十一条で定めるもの

肝硬変治療研究促進事業の実施に関する
事務であって第百六十八条で定めるもの

(66) 百六十七　文部科学大臣

国の設置する高等学校等に係る高等学校
等修学支援事業費補助金（学び直しへの
支援）交付要綱（平成二十六年四月一日
文部科学大臣決定）に規定する高等学校
等学び直し支援金の支給に関する事務で
あって第百六十九条で定めるもの



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

　　税務オンラインシステム（課税システム）

名称 住記宛名ＤＢ 4 カウント部（現住所）

No. 項目名 5 カウント部（住定年月日）

1 宛名リンク番号 6 カウント部（住定事由）

2 最新有無（市内） 7 カウント部（住定届出年月日）

3 最新有無（区内） 8 カウント部（備考）

4 最新履歴区分 9 世帯主不在フラグ

5 法個外区分 10 原本出力フラグ

6 外字登録フラグ 11 世帯メモ

7 桁あふれフラグ 12 更新フラグ

8 更新フラグ 13 処理年月日

9 生年月日 14 処理端末グループ名称

10 前住所宛名リンク番号 15 改製年月日

11 カナ氏名 16 除票年月日

12 漢字氏名 17 改原年月日

13 都道府県コード 18 ★ 処理端末グループ名称

14 市区町村コード 名称 住記個人ポインタＤＢ

15 大字・通称コード No. 項目名

16 字・丁目コード 1 現世帯構成員フラグ

17 地番号（漢字） 2 交差抹消フラグ

18 カナ方書 3 個人番号

19 漢字方書 4 ★ 世帯番号

20 転出死亡異動事由 5 ★ 連番

21 性別 名称 住記個人ＤＢ

22 地番号（カナ） No. 項目名

23 異動処理日 1 個人番号

24 氏名検索キー 2 最新有無（市内）

25 個人メモ 3 最新有無（区内）

26 漢字住所 4 宛名リンク番号

27 地番号（カナ） 5 世帯番号

28 氏名検索キー 6 カウント部（現住所）

名称 住記住民記録ポインタＤＢ 7 カウント部（氏名）

No. 項目名 8 カウント部（世帯主名）

1 世帯番号 9 カウント部（性別）

2 個人番号 10 カウント部（生年月日）

3 ★ 宛名リンク番号 11 カウント部（続柄）

名称 住記世帯ＤＢ 12 カウント部（本籍）

No. 項目名 13 カウント部（筆頭者）

1 世帯番号 14 カウント部（住民となった年月日）

2 世帯主宛名リンク番号 15 カウント部（住定年月日）

3 カウント部（世帯主） 16 カウント部（住定届出年月日）



17 カウント部（転出予定地） 名称 住記前住所ＤＢ

18 カウント部（転出予定年月日） No. 項目名

19 カウント部（転出届出年月日） 1 履歴番号

20 カウント部（転出実定地） 2 住所コード

21 カウント部（転出実定年月日） 3 漢字前住所

22 カウント部（消除年月日） 4 漢字旧世帯主名

23 カウント部（前住所） 5 漢字旧氏名

24 カウント部（備考） 6 ★ 個人番号

25 消除有無 名称 住記転出予定ＤＢ

26 改製ポイント個人番号 No. 項目名

27 改製年月日 1 履歴番号

28 世帯主宛名リンク番号 2 住所コード

29 続柄 3 漢字転出予定地

30 住民年月日 4 ★ 個人番号

31 住民届出年月日 名称 町名ＤＢ

32 住定年月日 No. 項目名

33 住定届出年月日 1 都道府県コード

34 住定異動事由 2 市区町村コード

35 転出予定年月日 3 大字・通称コード

36 転出届出年月日 4 字・丁目コード

37 転出実定年月日 5 都道府県名（カナ）

38 消除年月日 6 市区町村名（カナ）

39 消除事由 7 大字・通称名（カナ）

40 異動年月日 8 字・丁目（カナ）

41 異動届出年月日 9 オオアザ省略フラグ

42 異動事由 10 アザ省略フラグ

43 異動区分 11 都道府県名（漢字）

44 備考コード 12 市区町村名（漢字）

45 履歴番号（本籍） 13 大字・通称名（漢字）

46 履歴番号（筆頭者） 14 字・丁目（漢字）

47 履歴番号（前住所） 15 市区町丁名（漢字）

48 履歴番号（転出予定） 16 支所コード

49 履歴番号（印鑑） 17 出張所コード

50 履歴番号（行政欄） 名称 地番ＤＢ

51 外字登録フラグ No. 項目名

52 桁あふれフラグ 1 開始地番

53 更新フラグ 2 終了地番

54 処理年月日 3 郵便番号

55 処理端末名称 4 小学校コード

5 中学校コード



6 選挙投票区 9 バラ字

7 ★ 都道府県コード 10 バラ字１

8 ★ 市区町村コード 11 バラ字２

9 ★ 大字・通称コード 12 バラ字３

10 ★ 字・丁目コード 13 バラ字４

11 ★ 連番 14 バラ字５

名称 住所ＤＢ 15 ★ カナ読み

No. 項目名 名称 方書ＤＢ

1 都道府県コード No. 項目名

2 市区町村コード 1 都道府県コード

3 大字・通称コード 2 市区町村コード

4 字・丁目コード 3 町コード

5 都道府県名（カナ） 4 地番号（カナ）

6 市区町村名（カナ） 5 通番

7 大字・通称名（カナ） 6 地番号（漢字）

8 字・丁目（カナ） 7 方書（カナ）

9 都道府県名（漢字） 8 方書（漢字）

10 市区町村名（漢字） 9 ★ 地番号（カナ）

11 大字・通称名（漢字） 10 ★ 方書（カナ）

12 字・丁目（漢字） 名称 端末ＤＢ

13 ★ 市区町村名（カナ） No. 項目名

14 ★ 大字・通称名（カナ） 1 端末識別

名称 市区町村ＤＢ 2 論理端末名称

No. 項目名 3 市区町村コード

1 都道府県コード 4 支所コード

2 市区町村コード 5 出張所コード

3 都道府県名（漢字） 6 グループ名称

4 市区町村名（漢字） 7 端末機番

5 郵便番号（親番） 8 ＩＤカード有無

6 郵便番号（子番） 9 処理可能業務（住民記録）

名称 姓名ＤＢ 10 処理可能業務（就学）

No. 項目名 11 処理可能業務（印鑑）

1 レコード識別 12 処理可能業務（住民情報照会）

2 カナ読み 13 処理可能業務（選挙）

3 候補文字 14 処理可能業務（予備）

4 候補文字１ 15 処理可能住記処理等（住民票照会）

5 候補文字２ 16 処理可能住記処理等（住民票発行）

6 候補文字３ 17 処理可能住記処理等（住記異動）

7 候補文字４ 18 処理可能住記処理等（印鑑異動）

8 候補文字５ 19 処理可能住記処理等（確認済入力）



20 処理可能住記処理等（原本発行） 3 類似フラグ

21 処理可能住記処理等（原本再発行） 4 読み

22 処理可能住記処理等（印影入力） 名称 外登宛名ＤＢ

23 処理可能住記処理等（外録照会） No. 項目名

24 処理可能住記処理等（外録発行） 1 転出者宛名リンク番号（ＤＢ区分）

25 外録調製 2 転出者宛名リンク番号（個人番号）

26 外録異動 3 転出者宛名リンク番号（履歴番号）

27 外録ＦＤ作成 4 転出者最新有無（市内）

28 住記他課照会 5 転出者最新有無（区内）

29 外録他課照会 6 転出者最新履歴区分

30 印鑑発行可能ページプリンタ機番１ 7 転出者法個外区分

31 印鑑発行可能ページプリンタ機番２ 8 転出者外字登録フラグ

32 印鑑発行可能ページプリンタ機番３ 9 転出者桁あふれフラグ

33 印鑑発行可能ページプリンタ機番４ 10 転出者生年月日

34 印鑑発行可能ページプリンタ機番５ 11 転出者前住所宛名リンク番号

35 住記発行可能ページプリンタ機番１ 12 転出者カナ氏名

36 住記発行可能ページプリンタ機番２ 13 転出者住所コード

37 住記発行可能ページプリンタ機番３ 14 転出者地番号（漢字）

38 住記発行可能ページプリンタ機番４ 15 転出者カナ方書

39 住記発行可能ページプリンタ機番５ 16 転出者漢字方書

40 住記発行可能ページプリンタ機番６ 17 転出・死亡異動事由

41 住記発行可能ページプリンタ機番７ 18 転出者性別

42 住記発行可能ページプリンタ機番８ 19 転出者地番号（カナ）

43 住記発行可能ページプリンタ機番９ 20 転出者異動年月日

44 住記発行可能ページプリンタ機番１０ 21 名称不明

45 インサータ発行可能ページプリンタ機番１ 22 名称不明

46 インサータ発行可能ページプリンタ機番２ 23 法人宛名リンク番号（ＤＢ区分）

47 インサータ発行可能ページプリンタ機番３ 24 法人宛名リンク番号（個人番号）

48 インサータ発行可能ページプリンタ機番４ 25 法人宛名リンク番号（履歴番号）

49 インサータ発行可能ページプリンタ機番５ 26 法人最新有無（市内）

50 プリンターステーション発行可能ページプリンタ機番１ 27 法人最新有無（区内）

51 プリンターステーション発行可能ページプリンタ機番２ 28 法人最新履歴区分

52 プリンターステーション発行可能ページプリンタ機番３ 29 法人法個外区分

53 プリンターステーション発行可能ページプリンタ機番４ 30 法人カナ氏名

54 プリンターステーション発行可能ページプリンタ機番５ 31 法人住所コード

55 ★ 論理端末名称 32 法人地番号（漢字）

名称 外登漢字変換ＤＢ 33 法人カナ方書

No. 項目名 34 法人漢字方書

1 ＫＥＩＳコード 35 法人地番号（カナ）

2 法務省コード 36 法人異動年月日



37 宛名リンク番号（ＤＢ区分） 名称 外登世帯ＤＢ

38 宛名リンク番号（個人番号） No. 項目名

39 宛名リンク番号（履歴番号） 1 世帯番号

40 最新有無（市内） 2 世帯主宛名リンク番号

41 最新有無（区内） 3 英漢区分

42 最新履歴区分 4 世帯主氏名

43 法個外区分 名称 外登個人ポインタＤＢ

44 外字登録フラグ No. 項目名

45 桁あふれフラグ 1 現世帯構成員フラグ

46 生年月日 2 続柄変換キー

47 前住所宛名リンク番号 3 生年月日

48 カナ氏名 4 個人番号（番号）

49 住所コード 5 個人番号（履歴）

50 地番号（漢字） 6 続柄

51 カナ方書 7 ★ 世帯番号

52 漢字方書 名称 外登個人ＤＢ

53 転出・死亡異動事由 No. 項目名

54 性別 1 個人番号

55 地番号（カナ） 2 履歴番号

56 異動年月日 3 最新有無（市内）

57 氏名検索キー 4 最新有無（区内）

58 氏名英漢区分 5 世帯番号

59 漢字氏名 6 本名宛名リンク番号

60 併記名 7 通称名宛名リンク番号

61 漢字氏名（法務省コード） 8 国籍コード

62 処理年月日 9 登録年月日

63 本名・通称名区分 10 登録番号（切替年度）

64 通称名表示 11 登録番号（番号）

65 生年月日不祥フラグ 12 交付回数

66 漢字方書（法務省コード） 13 旧登録証明書番号

67 桁あふれ（方書） 14 申請年月日

68 桁あふれ（氏名） 15 申請事由

69 桁あふれ（併記名） 16 確認年月日

70 ★ 地番号（カナ） 17 次回確認年月日

71 ★ 氏名検索キー 18 次回確認コード

名称 外登住民記録ポインタＤＢ 19 交付予定期間（自）

No. 項目名 20 交付予定期間（至）

1 世帯番号 21 交付年月日

2 個人番号 22 上陸許可年月日

3 ★ 宛名リンク番号 23 在留資格



24 在留期間（自） 64 住民届出日

25 在留期間（至） 65 出入国管理番号

26 続柄１ 66 家族年月日

27 続柄２ 67 原票到着日

28 続柄３ 68 入力論理端末名称

29 世帯主宛名リンク番号 69 パスワード１

30 世帯主英漢区分 70 パスワード２

31 世帯主名 71 世帯主名（法務省コード）

32 出生地コード 72 桁あふれエリア（世帯主名）

33 本国住所コード 73 桁あふれエリア（職業）

34 転入前居住地コード 74 桁あふれエリア（本国住所）

35 転出先居住地コード 75 桁あふれエリア（転入前居住地）

36 印鑑コード 76 桁あふれエリア（転出先居住地）

37 職業等コード 77 桁あふれ（家族）

38 移転年月日 78 外字フラグ２

39 移転届出日 79 処理年月日

40 居住地変更理由 80 ★ 登録番号（切替年度）

41 異動事由 名称 外登出生地ＤＢ

42 異動年月日 No. 項目名

43 異動届出日 1 出生地コード

44 取消事由発生日 2 英漢区分

45 取消届出日 3 出生地

46 取消事由 4 出生地（外字コード）

47 証明書出力区分 5 ★ 個人番号

48 禁治産フラグ 名称 外登本国住所ＤＢ

49 原票到着フラグ No. 項目名

50 外字有無（個人） 1 本国住所コード

51 桁あふれ有無（個人） 2 英漢区分

52 送付コード 3 本国住所

53 出力区分 4 本国住所（外字コード）

54 住定年月日 5 ★ 個人番号

55 住定届出日 名称 外登転入前居住地ＤＢ

56 旅券番号 No. 項目名

57 旅券発行年月日 1 転入前居住地コード

58 未発行フラグ 2 転入前居住地住所コード（都道府県）

59 区コード 3 転入前居住地住所コード（市町村）

60 支所コード 4 転入前居住地住所コード（町名）

61 出張所コード 5 転入前居住地住所コード（丁目・字）

62 訂正フラグ 6 転入前居住地

63 住民年月日 7 移転年月日



8 移転届出日 4 業務コード

9 居住地変更理由 5 所属コード

10 ★ 個人番号 6 枝番

名称 外登転出先居住地ＤＢ 7 業務許可区分

No. 項目名 8 住基

1 転出先居住地コード 9 外登

2 転出先居住地住所コード（都道府県） 10 税務

3 転出先居住地住所コード（市町村） 11 税務１

4 転出先居住地住所コード（町名） 12 税務２

5 転出先居住地住所コード（丁目・字） 13 税務３

6 転出先居住地 14 税務４

7 ★ 個人番号 15 税務５

名称 外登家族事項ＤＢ 16 税務６

No. 項目名 17 税務７

1 シーケンシャルキー（続柄） 18 税務８

2 シーケンシャルキー（生年月日） 19 税務９

3 シーケンシャルキー（連番） 20 税務１０

4 英漢区分 21 係名称

5 氏名 名称 職員ＤＢ

6 国籍 No. 項目名

7 同居区分 1 公用照会

8 続柄 2 キー

9 氏名（外字） 3 ＩＤ番号

10 ★ 個人番号 4 区コード

名称 外登印鑑ＤＢ 5 業務コード

No. 項目名 6 所属コード

1 印鑑等番号 7 枝番

2 印鑑番号 8 職員番号

3 申請年月日 9 暗証番号

4 登録年月日 10 職員氏名

5 廃印年月日 名称 ジャーナルＤＢ

6 廃印理由 No. 項目名

7 通称 1 公用照会

8 ★ 個人番号 2 キー

9 ★ 連番 3 ＩＤ番号

名称 所属・係ＤＢ 4 区コード

No. 項目名 5 業務コード

1 公用照会 6 所属コード

2 ＩＤ番号 7 枝番

3 区コード 8 処理区分



9 処理年月日（西暦） 12 イメージデータ

10 職員番号 13 イメージデータ１

11 処理時・分・秒 14 イメージデータ２

12 画面ＩＤ 15 イメージデータ３

13 漢字英字区分 16 イメージデータ４

14 表示氏名 17 年月日

15 識別子 名称 公印発行管理ＤＢ

名称 端末ＤＢ No. 項目名

No. 項目名 1 年月日

1 論理端末名称 2 時刻

2 論理端末種別 3 論理端末

3 プリンタ機番 4 ID

4 インサータプリンタ 5 管轄地

5 ページプリンタ 6 発行地

名称 利用者ＤＢ 7 部数

No. 項目名 8 個人番号

1 パスワード 9 旧個人番号

2 暗証番号 10 新個人番号

3 職員番号 11 発行地２

4 業務コード 12 部数２

5 区コード 13 宛名番号

6 支所コード 名称 組合ＤＢ

名称 端末メッセージＤＢ No. 項目名

No. 項目名 1 プライマリキー

1 コード 2 組合番号

2 メッセージ 3 行政区

3 ★ コード 4 組合区分

名称 公印ＤＢ 5 カナ組合名

No. 項目名 6 組合名

1 プリンタ区分 7 漢字組合住所

2 区・支所コード 8 カナ組合長名

3 連番 9 漢字組合長名

4 座標X 10 組合員数

5 座標Y 11 納付人員

6 イメージデータ長 12 設立年月日

7 イメージセクション数 13 解散年月日

8 イメージセクション長１ 14 変更年月日

9 イメージセクション長２ 15 処理年月日

10 イメージセクション長３ 16 一括送付コード

11 イメージセクション長４ 17 調定件数



18 収入件数 8 店舗所在地（カナ）

19 合計納付率 9 店舗所在地（漢字）

20 基準日 10 電話番号

21 最終組合員番号 11 郵便番号

22 脱退数 名称 共通ＤＢ

名称 組合員ＤＢ No. 項目名

No. 項目名 1 共通キー

1 宛名コード 2 区分

2 区コード 3 区コード

3 税目 4 不一致番号

4 フラグ 5 区コード

5 一括送付コード 6 連番

6 組合番号 7 共通キー

7 加入年月日 8 区分

8 開始期 9 区コード

9 脱退年月日 10 過誤納番号

10 終了期 11 区コード

11 処理年月日 12 連番

12 調定件数 13 共通キー

13 収入件数 14 区分

14 納付率 15 区コード

15 組合員番号 16 振替番号（当年）

16 課税フラグ 17 区コード

17 対象外フラグ 18 年

18 期別加入 19 連番

19 期別加入１期 20 振替番号（重複）

20 期別加入２期 21 区

21 期別加入３期 22 年

22 期別加入４期 23 連番

23 ★ 最終組合員番号 24 共通キー

24 ★ 脱退数 25 区分

名称 銀行ＤＢ 26 区コード

No. 項目名 27 納税証明発行番号

1 銀行セグメント 28 区

2 銀行コード 29 連番

3 支店コード 30 共通キー

4 金融機関名称（カナ） 31 区分

5 金融機関名称（漢字） 32 区

6 支店名（カナ） 33 支出命令番号（当年）

7 支店名（漢字） 34 区コード



35 年 75 区役所名

36 連番 76 課・係名

37 支出命令番号（重複） 77 電話番号

38 区コード 78 区長名

39 年 79 区役所所在地

40 連番 80 区名

41 共通キー 81 区名オンライン用

42 区分 82 郵便局名

43 区 83 職務代理者

44 振替命令番号（当年） 84 使用区分

45 区コード 85 共通キー

46 年 86 区分

47 連番 87 年度

48 振替命令番号（重複） 88 税目

49 区コード 89 期別

50 年 90 納期限

51 連番 91 督促発行日

52 共通キー 92 延滞金基準日

53 区分 93 処理済

54 当年度 94 督促状

55 重複年度 95 １号催告

56 累計年度 96 ２号催告

57 消込日 97 滞納明細

58 決算日 98 共通キー

59 停止月日 99 区分

60 市民税入力可能年度 100 消込日

61 収納ＤＢ保存年度 101 年号

62 執停処理禁止開始 102 年

63 執停処理禁止終了 103 月

64 振替処理禁止開始 104 日

65 振替処理禁止終了 105 共通キー

66 共通キー 106 区分

67 区分 107 連絡箋出力有無

68 区コード 108 共通キー

69 使用区分 109 区分

70 区長氏名 110 指定納期限

71 代理氏名 111 共通キー

72 共通キー 112 区分

73 区分 113 年号

74 区コード 114 年度



115 車検証明有効期限 155 年

116 共通キー 156 共通キー

117 区分 157 区分

118 自日付 158 合算ＤＢ更新不可フラグ

119 至日付 159 36

120 共通キー 160 共通キー

121 区分 161 区分

122 軽自基準日 162 最終法人番号

123 軽自１期 163 調査済最終法人番号

124 普徴基準日 164 共通キー

125 基準日１期～４期 165 区分

126 固都・償却基準日 166 区コード

127 基準日１期～４期 167 区役所名

128 共通キー 168 課・係名

129 区分 169 電話番号

130 市民税２万円超の金額 170 区長名

131 18 171 区役所所在地

132 共通キー 172 郵便局名

133 区分 173 郵便番号

134 世帯番号 名称 住登外個人宛名ＤＢ

135 共通キー No. 項目名

136 区分 1 個人宛名番号

137 区コード 2 ＤＢ区分

138 指定番号 3 個人番号

139 最終整理番号（０１ＤＢ～０８ＤＢ） 4 チェックデジット

140 追加分・過年度 5 履歴番号

141 町 6 最新有無コード

142 世帯 7 法個外区分

143 内番 8 氏名（カナ）

144 発行番号１～３ 9 氏名（漢字）

145 共通キー 10 通称名（カナ）

146 区分 11 通称名（漢字）

147 年中処理日付（前回・今回） 12 生年月日

148 年号 13 性別

149 年 14 住所コード

150 月 15 都道府県

151 日 16 市区町村

152 共通キー 17 大字・通称

153 区分 18 字・丁目

154 年号 19 地番（カナ）



20 地番（漢字） 4 支店番号

21 住所（漢字） 5 履歴番号

22 都道府県 6 最新有無

23 市区町村 7 法個外区分

24 大字・通称 8 法人格コード

25 字・丁目 9 法人名（カナ）

26 方書（カナ） 10 法人名（漢字）

27 方書（漢字） 11 支店名（カナ）

28 続柄コード 12 支店名（漢字）

29 電話番号 13 部課名

30 異動事由 14 住所コード

31 氏名検索キー 15 都道府県

32 異動届出日 16 市区町村

33 異動年月日 17 大字町通

34 処理年月日 18 字・丁目

35 補記コード 19 地番（カナ）

36 異動業務コード 20 地番（漢字）

37 論理端末名称 21 住所（漢字）

38 外登個人宛名番号 22 都道府県

39 通称名のみフラグ 23 市区町村

40 解除外登宛名番号 24 大字町通

41 郵便番号 25 字・丁目

42 ★ 氏名検索キー 26 方書（カナ）

名称 宛名補助ＤＢ 27 方書（漢字）

No. 項目名 28 電話番号

1 宛名番号 29 異動事由

2 名寄通番 30 法人名検索キー

3 後宛名番号 31 異動届出日

名称 宛名名寄ＤＢ 32 異動年月日

No. 項目名 33 処理年月日

1 使用区分 34 補記コード

2 宛名番号 35 異動業務コード

3 ＤＢ区分 36 論理端末名称

4 ★ 宛名番号 37 郵便番号

5 ★ 連番 38 ★ 法人名検索キー

名称 住登外法人宛名ＤＢ 名称 送付先キーＤＢ

No. 項目名 No. 項目名

1 法人宛名番号 1 個人宛名番号

2 ＤＢ区分 名称 送付先ＤＢ

3 法人番号 No. 項目名



1 送付先コード 3 区

2 住所コード 4 税目

3 都道府県 5 年号

4 市区町村 6 年度

5 大字町通 7 通知書番号

6 字・丁目 8 宛名番号

7 地番（カナ） 9 納管識別コード

8 地番（漢字） 10 納管人等宛名番号

9 住所（漢字） 11 送付先コード

10 都道府県 12 共有人数

11 市区町村 13 非免減表示コード

12 大字町通 14 義務者番号（軽自）

13 字・丁目 15 収納フラグ

14 方書（カナ） 16 （住登外）

15 方書（漢字） 17 インデクスキー

16 電話番号 18 区

17 異動事由 19 税目

18 異動届出日 20 年号

19 処理年月日 21 年度

20 補記コード 22 通知書番号

21 異動業務コード 23 代表分税整理番号

22 論理端末名称 24 宛名番号

23 利用課状況 25 納管識別コード

24 業務コード１ 26 納管人等宛名番号

25 業務コード２ 27 送付先コード

26 業務コード３ 28 共有人数

27 業務コード４ 29 非免減表示コード

28 業務コード５ 30 義務者番号（軽自）

29 業務コード６ 31 収納フラグ

30 業務コード７ 名称 宛名異動ＤＢ

31 業務コード８ No. 項目名

32 業務コード９ 1 プライマリキー

33 業務コード１０ 2 宛名番号

34 郵便番号 3 ＤＢ区分

35 取込フラグ 4 宛名番号

36 ★ 個人宛名番号 5 履歴

名称 インデックスＤＢ 6 連番

No. 項目名 7 処理年月日

1 （住基） 8 処理区分

2 インデクスキー 9 異動事由



10 異動業務コード 36 処理年月日

11 論理端末名称 37 補記コード

12 送付先コード 38 異動業務コード

名称 住登外仮宛名ＤＢ 39 論理端末名

No. 項目名 40 処理済フラグ

1 キー 41 住登外宛名リンク番号

2 個人宛名番号 42 ＤＢ区分

3 ＤＢ区分 43 個人番号

4 個人番号 44 チェックデジット

5 チェックデジット 45 履歴番号

6 履歴番号 46 外登異動事由

7 連番 47 外登異動フラグ

8 最新有無 48 新規フラグ

9 法個外区分 49 取消フラグ

10 氏名（カナ） 50 回復フラグ

11 氏名（漢字） 51 氏名変更フラグ

12 通称名（カナ） 52 通称名変更フラグ

13 通称名（漢字） 53 世帯主変更フラグ

14 生年月日 54 続柄変更フラグ

15 性別 55 居住地変更フラグ

16 住所コード 56 性別変更フラグ

17 都道府県 57 生年月日変更フラグ

18 市区町村 58 行政区分

19 大字町通 59 氏名英漢字区分

20 字・丁目 60 郵便番号

21 地番（カナ） 61 ★ 検索氏名キー

22 地番（漢字） 名称 郵便番号ＤＢ

23 住所（漢字） No. 項目名

24 都道府県 1 プライマリキー

25 市区町村 2 住所コード

26 大字町通 3 都道府県

27 字・丁目 4 市区町村

28 方書（カナ） 5 大字通称

29 方書（漢字） 6 字丁目

30 続柄 7 郵便番号

31 電話番号 8 重複フラグ

32 異動事由 名称 収納年ＤＢ１（東灘区）

33 検索氏名キー No. 項目名

34 異動届出日 1 年セグメント

35 異動年月日 2 収納キー



3 収納キー－区 43 特徴－義務者番号

4 収納キー－税目 44 特徴－個人番号

5 収納キー－年度 45 特徴－税額

6 収納キー－通知書番号 46 課税内容コード

7 収納キー－事業年度 47 納管識別コード

8 事業年度－始期 48 共有人数

9 事業年度－決算期 49 物件明細発行禁止コード

10 相当年度 50 ★ 車両番号－区分

11 宛名情報 51 ★ 車両番号－記号

12 宛名番号 名称 収納期ＤＢ１（東灘区）

13 送付先コード No. 項目名

14 納管人等宛名番号 1 期セグメント

15 車両番号 2 期別コード

16 車両番号－区分 3 サーチフィールド

17 車両番号－記号 4 申告区分

18 車両番号－番号 5 調定年月

19 合計 6 本税

20 合計－本税調定額 7 本税－調定額

21 合計－本税収入額 8 本税－均等・資産割

22 合計－延滞金 9 本税－法人・従業者割

23 合計－延滞金－調定額 10 本税－収納額

24 合計－延滞金－収入額 11 延滞金

25 合計－過不足額 12 延滞金－調定額

26 繰越前 13 延滞金－収納額

27 繰越前－本税調定額 14 延滞金－変更前調定額

28 繰越前－本税収入額 15 延滞金－調定額計算日

29 繰越前－延滞金 16 延滞金－減免割合

30 繰越前－延滞金－調定額 17 延滞金－計算不能コード

31 繰越前－延滞金－収入額 18 延滞金－減免事由

32 調定額異動 19 過不足額

33 調定額異動－異動日 20 過誤納番号

34 調定額異動－事由 21 収入日

35 調定額異動－回数 22 納付日

36 前納区分 23 処理日

37 滞納明細 24 収入区分

38 期数 25 収入銀行

39 調定額内訳 26 帳票コード

40 調定額内訳－市民・固定・均等 27 収入回数

41 調定額内訳－県民・都市・法人 28 収入明細数

42 特徴 29 分納区分



30 延長月数 8 収入銀行

31 公示・督促コード 9 過誤納番号

32 催告コード 10 ★ 収納キー

33 執欠コード 11 ★ 期別コード

34 執欠コード－前 名称 口座ＤＢ

35 執欠コード－後 No. 項目名

36 完結不能コード 1 口座セグメント

37 指定納期限 2 宛名番号

38 法定納期限 3 区

39 申告・更正 4 税目

40 申告・更正－決定日 5 口座情報

41 法人税更正・決定日 6 金融機関１

42 更正の請求日 7 銀行コード１

43 執停欠損決議日 8 支店コード１

44 欠損予定日 9 預金種別１

45 督促状発行日 10 口座番号１

46 調定額異動 11 カナ口座名義人１

47 調定額異動－事由発生日 12 前納コード１

48 調定額異動－処理日 13 金融機関２

49 調定額異動－事由 14 銀行コード２

50 調定額異動－回数 15 支店コード２

51 滞納明細 16 預金種別２

52 繰越前 17 口座番号２

53 繰越前－調定額 18 カナ口座名義人２

54 繰越前－収入額 19 前納コード２

55 繰越前－延滞金調定 20 仮受コード

56 繰越前－延滞金収入 21 新規コード

57 納期変更コード 22 ハガキ作成

58 振替回数 23 加入年月日

59 申告基礎コード 24 年号

60 ★ 収納キー 25 年

名称 収納明細ＤＢ１（東灘区） 26 月

No. 項目名 27 日

1 明細セグメント 28 開始期

2 本税 29 年度

3 延滞金 30 期別

4 収入日 31 脱退年月日

5 納付日 32 年号

6 処理日 33 年

7 収入区分 34 月



35 日 6 氏名コード

36 終了期 7 年度識別

37 年度 8 口座情報

38 期別 9 金融機関１

39 停止年月日 10 銀行コード１

40 年号 11 支店コード１

41 年 12 預金種別１

42 月 13 口座番号１

43 日 14 カナ口座名義人１

44 停止期 15 前納コード１

45 年度 16 金融機関２

46 期別 17 銀行コード２

47 変更年月日 18 支店コード２

48 年号 19 預金種別２

49 年 20 口座番号２

50 月 21 カナ口座名義人２

51 日 22 前納コード２

52 変更期 23 仮受コード

53 年度 24 新規コード

54 期別 25 ハガキ作成

55 処理年月日 26 加入年月日

56 年号 27 年号

57 年 28 年

58 月 29 月

59 日 30 日

60 磁気テープ交換 31 開始期

61 振替結果コード１ 32 年度

62 振替結果コード２ 33 期別

63 振替結果コード３ 34 脱退年月日

64 振替結果コード４ 35 年号

65 仮受期 36 年

66 年度 37 月

67 期別 38 日

名称 口座ＤＢ（３１税） 39 終了期

No. 項目名 40 年度

1 口座セグメント（固定用） 41 期別

2 宛名番号 42 停止年月日

3 区 43 年号

4 税目 44 年

5 通知番号 45 月



46 日 14 日

47 停止期 15 事業年度－終了

48 年度 16 年号

49 期別 17 年

50 変更年月日 18 月

51 年号 19 日

52 年 20 申告回数

53 月 21 課税区コード

54 日 22 中間要否コード

55 変更期 23 期間延長コード

56 年度 24 変更事由コード

57 期別 25 資本金コード

58 処理年月日 26 資本金

59 年号 27 積立金

60 年 28 合計

61 月 29 調定区分

62 日 30 調定年度

63 磁気テープ交換 31 年号

64 振替結果コード１ 32 年

65 振替結果コード２ 33 処理年月

66 振替結果コード３ 34 年号

67 振替結果コード４ 35 年

68 仮受期 36 月

69 年度 37 入力区分

70 期別 38 土地譲渡額

名称 法人賦課ＤＢ 39 法人税額

No. 項目名 40 課税標準額

1 賦課セグメント（賦課ＤＢ） 41 課税標準額－課税標準額

2 法人番号 42 課税標準額－分割標準額

3 事業年月 43 課税標準額－前事業年度法人税割額

4 開始 44 税率区分

5 年号 45 法人税割額

6 年 46 税割控除

7 月 47 税割控除－外国税額控除

8 申告区分 48 税割控除－仮装経理控除

9 事業年度 49 税割控除－租税条約控除

10 事業年度－開始 50 税割控除－予備

11 年号 51 税割控除－予備

12 年 52 差引法人税割額

13 月 53 既納付法人税割額



54 納付法人税割額 94 均等割明細－従業者数１０

55 均等割額 95 均等割明細－均等割額１０

56 既納付均等割額 96 均等割明細－月数１１

57 納付均等割額 97 均等割明細－従業者数１１

58 納付市民税額 98 均等割明細－均等割額１１

59 見込納付額 99 申告年月日

60 差引納付額 100 年号

61 分割基準 101 年

62 分割基準－全国分 102 月

63 分割基準－神戸市分 103 日

64 均等割明細 104 更正年月日

65 均等割明細 105 年号

66 均等割明細－月数１ 106 年

67 均等割明細－従業者数１ 107 月

68 均等割明細－均等割額１ 108 日

69 均等割明細－月数２ 109 請求年月日

70 均等割明細－従業者数２ 110 年号

71 均等割明細－均等割額２ 111 年

72 均等割明細－月数３ 112 月

73 均等割明細－従業者数３ 113 日

74 均等割明細－均等割額３ 114 申告基礎

75 均等割明細－月数４ 115 申告基礎コード

76 均等割明細－従業者数４ 116 基礎年月日

77 均等割明細－均等割額４ 117 年号

78 均等割明細－月数５ 118 年

79 均等割明細－従業者数５ 119 月

80 均等割明細－均等割額５ 120 日

81 均等割明細－月数６ 121 指定納期限

82 均等割明細－従業者数６ 122 年号

83 均等割明細－均等割額６ 123 年

84 均等割明細－月数７ 124 月

85 均等割明細－従業者数７ 125 日

86 均等割明細－均等割額７ 126 法定納期限

87 均等割明細－月数８ 127 年号

88 均等割明細－従業者数８ 128 年

89 均等割明細－均等割額８ 129 月

90 均等割明細－月数９ 130 日

91 均等割明細－従業者数９ 131 退職年金

92 均等割明細－均等割額９ 132 法人税割額

93 均等割明細－月数１０ 133 既納付法人税割額



134 処理年月日 33 年号

135 年号 34 年

136 年 35 処理年月

137 月 36 年号

138 日 37 年

139 資料番号 38 月

名称 法人履歴ＤＢ 39 入力区分

No. 項目名 40 土地譲渡額

1 履歴セグメント（賦課ＤＢ） 41 法人税額

2 資料番号 42 課税標準額

3 キー 43 課税標準額－課税標準額

4 法人番号 44 課税標準額－分割標準額

5 事業年月 45 課税標準額－前事業年度法人税割額

6 開始 46 税率区分

7 年号 47 法人税割額

8 年 48 税割控除

9 月 49 税割控除－外国税額控除

10 申告区分 50 税割控除－仮装経理控除

11 事業年度 51 税割控除－租税条約控除

12 事業年度－開始 52 税割控除－予備

13 年号 53 税割控除－予備

14 年 54 差引法人税割額

15 月 55 既納付法人税割額

16 日 56 納付法人税割額

17 事業年度－終了 57 均等割額

18 年号 58 既納付均等割額

19 年 59 納付均等割額

20 月 60 納付市民税額

21 日 61 見込納付額

22 申告回数 62 差引納付額

23 課税区コード 63 分割基準

24 中間要否コード 64 分割基準－全国分

25 期間延長コード 65 分割基準－神戸市分

26 変更事由コード 66 均等割明細

27 資本金コード 67 均等割明細

28 資本金 68 均等割明細－月数１

29 積立金 69 均等割明細－従業者数１

30 合計 70 均等割明細－均等割額１

31 調定区分 71 均等割明細－月数２

32 調定年度 72 均等割明細－従業者数２



73 均等割明細－均等割額２ 113 年

74 均等割明細－月数３ 114 月

75 均等割明細－従業者数３ 115 日

76 均等割明細－均等割額３ 116 申告基礎

77 均等割明細－月数４ 117 基礎コード

78 均等割明細－従業者数４ 118 基礎年月日

79 均等割明細－均等割額４ 119 年号

80 均等割明細－月数５ 120 年

81 均等割明細－従業者数５ 121 月

82 均等割明細－均等割額５ 122 日

83 均等割明細－月数６ 123 指定納期限

84 均等割明細－従業者数６ 124 年号

85 均等割明細－均等割額６ 125 年

86 均等割明細－月数７ 126 月

87 均等割明細－従業者数７ 127 日

88 均等割明細－均等割額７ 128 法定納期限

89 均等割明細－月数８ 129 年号

90 均等割明細－従業者数８ 130 年

91 均等割明細－均等割額８ 131 月

92 均等割明細－月数９ 132 日

93 均等割明細－従業者数９ 133 退職年金

94 均等割明細－均等割額９ 134 法人税割額

95 均等割明細－月数１０ 135 納付法人税割額

96 均等割明細－従業者数１０ 136 処理年月日

97 均等割明細－均等割額１０ 137 年号

98 均等割明細－月数１１ 138 年

99 均等割明細－従業者数１１ 139 月

100 均等割明細－均等割額１１ 140 日

101 申告年月日 141 ★ 法人番号

102 年号 142 ★ 事業年月

103 年 名称 法人異動ＤＢ

104 月 No. 項目名

105 日 1 キー

106 更正年月日 2 区分２０（事業所入力）

107 年号 3 キー

108 年 4 区分

109 月 5 法人番号

110 日 6 連番

111 請求年月日 7 抽出フラグ

112 年号 8 異動コード



9 処理年月日 49 更新後

10 年号 50 開始事業年度

11 年 51 年号

12 月 52 年

13 日 53 月

14 論理端末名称 54 日

15 区分２１（取扱区変更） 55 終了事業年度

16 キー 56 年号

17 区分 57 年

18 法人番号 58 月

19 連番 59 日

20 抽出フラグ 60 更新前

21 法人コード 61 開始事業年度

22 更新後 62 年号

23 取扱区 63 年

24 市内コード 64 月

25 市外コード 65 日

26 送付先コード 66 事業年度

27 更新前 67 年号

28 取扱区 68 年

29 市内コード 69 月

30 市外コード 70 日

31 送付先コード 71 処理年月日

32 処理年月日 72 年号

33 年号 73 年

34 年 74 月

35 月 75 日

36 日 76 論理端末名称

37 論理端末名称 名称 法人事業所ＤＢ

38 区分２２（事業年度変更） No. 項目名

39 キー 1 事業所セグメント（事業所ＤＢ）

40 区分 2 法人番号

41 法人番号 3 宛名番号

42 事業年月 4 宛名番号６

43 年号 5 市内コード

44 年 6 市外コード

45 月 7 送付先コード

46 連番 8 納管人宛名番号

47 抽出フラグ 9 納管識別コード

48 課税区 10 事業年度



11 事業年度 51 延長月数コード

12 開始１ 52 発申コード

13 月１ 53 添付コード

14 日１ 54 決算期間コード

15 終了１ 55 取消コード

16 月１ 56 設立年月日

17 日１ 57 年号

18 開始２ 58 年

19 月２ 59 月

20 日２ 60 日

21 終了２ 61 解散年月日

22 月２ 62 年号

23 日２ 63 年

24 取扱区コード 64 月

25 事業種目コード 65 日

26 資本金 66 合併年月日

27 資本金 67 年号

28 資本金コード１ 68 年

29 資本金１ 69 月

30 変更年月日１ 70 日

31 年号１ 71 不明年月日

32 年１ 72 年号

33 月１ 73 年

34 日１ 74 月

35 資本金コード２ 75 日

36 資本金２ 76 年号

37 変更年月日２ 77 年

38 年号２ 78 月

39 年２ 79 日

40 月２ 80 年号

41 日２ 81 年

42 資本金コード３ 82 月

43 資本金３ 83 日

44 変更年月日３ 84 代表者

45 年号３ 85 代表者氏名

46 年３ 86 代表者電話番号

47 月３ 87 税理士氏名

48 日３ 88 税理士氏名

49 法人区分 89 税理士電話番号

50 分割区分 90 特記事項



91 旧法人番号 11 月

92 区コード 12 日

93 法人番号 13 終了

94 最終更新 14 年号

95 更新区コード 15 年

96 更新年月日 16 月

97 年号 17 日

98 年 18 課税区コード

99 月 19 中間要否コード

100 日 20 期間延長コード

名称 法人所在地ＤＢ 21 中間要否コード

No. 項目名 22 資本金コード

1 所在地セグメント（事業所ＤＢ） 23 資本金

2 宛名番号 24 積立金

3 法人コード 25 合計

4 支店コード 26 調定区分

5 履歴コード 27 調定年度

6 開設年月日 28 年号

7 年号 29 年

8 年 30 処理年月

9 月 31 年号

10 日 32 年

11 廃止年月日 33 月

12 年号 34 入力区分

13 年 35 土地譲渡額

14 月 36 法人税額

15 日 37 課税標準額

16 ★ 法人番号 38 課税標準額

名称 法人申告書ＤＢ 39 分割基準額

No. 項目名 40 前事業年度法人税割額

1 申告書セグメント（申告書ＤＢ） 41 税率区分

2 開始 42 法人税割額

3 年号 43 税割控除

4 年 44 外国税額控除

5 月 45 仮装経理控除

6 申告区分 46 租税条約控除

7 事業年度 47 差引法人税割額

8 開始 48 既納付法人税割額

9 年号 49 納付法人税割額

10 年 50 均等割額



51 既納付均等割額 91 月数１１

52 納付均等割額 92 従業者数１１

53 納付市民税額 93 均等割額１１

54 見込納付額 94 申告年月日

55 差引納付額 95 年号

56 分割基準 96 年

57 全国分 97 月

58 神戸市分 98 日

59 均等割明細 99 更正年月日

60 均等割明細 100 年号

61 月数１ 101 年

62 従業者数１ 102 月

63 均等割額１ 103 日

64 月数２ 104 請求年月日

65 従業者数２ 105 年号

66 均等割額２ 106 年

67 月数３ 107 月

68 従業者数３ 108 日

69 均等割額３ 109 申告基礎

70 月数４ 110 基礎コード

71 従業者数４ 111 基礎年月日

72 均等割額４ 112 年号

73 月数５ 113 年

74 従業者数５ 114 月

75 均等割額５ 115 日

76 月数６ 116 指定納期限

77 従業者数６ 117 年号

78 均等割額６ 118 年

79 月数７ 119 月

80 従業者数７ 120 日

81 均等割額７ 121 法定納期限

82 月数８ 122 年号

83 従業者数８ 123 年

84 均等割額８ 124 月

85 月数９ 125 日

86 従業者数９ 126 退職年金

87 均等割額９ 127 法人税割額

88 月数１０ 128 納付法人税割額

89 従業者数１０ 129 処理年月日

90 均等割額１０ 130 年号



131 年 35 使用者又は所有者

132 月 36 所有区分

133 日 37 宛名番号

134 資料区分 38 車種コード

名称 軽自車両ＤＢ 39 車種規格

No. 項目名 40 車名コード

1 車両セグメント 41 排気量

2 車両標識番号 42 型式

3 数字 43 年式

4 車両区分 44 賦課

5 記号コード 45 賦課区

6 車両コード 46 賦課事由

7 車台番号 47 減保開始年度

8 納税義務者宛名番号 48 旧車両標識番号

9 継続審査１ 49 数字

10 区 50 車両区分

11 調定年度 51 記号コード

12 通知書番号 52 車両コード

13 継続審査２ 53 新車両標識番号

14 区 54 数字

15 年度 55 車両区分

16 通知書番号 56 記号コード

17 登録年月日 57 車両コード

18 年号 58 ポインタ

19 年 59 賦課ポインタ

20 月 60 履歴ポインタ

21 日 61 処理区

22 廃車年月日 62 申告事由

23 年号 63 処理年月日

24 年 64 年号

25 月 65 年

26 日 66 月

27 異動年月日 67 日

28 年号 68 初度検査年月

29 年 69 年号

30 月 70 年

31 日 71 月

32 登録区 72 ★ 数字

33 廃車事由 73 ★ 車両区分

34 標識返納区分 74 ★ 記号コード



75 ★ 車台番号 38 車種コード

名称 軽自履歴ＤＢ 39 車種規格

No. 項目名 40 車名コード

1 車両履歴セグメント 41 排気量

2 車両標識番号 42 型式

3 数字 43 年式

4 車両区分 44 賦課

5 記号コード 45 賦課区

6 車両コード 46 賦課事由

7 車台番号 47 減保開始年度

8 納税義務者宛名番号 48 旧車両標識番号

9 継続審査１ 49 数字

10 区 50 車両区分

11 調定年度 51 記号コード

12 通知書番号 52 車両コード

13 継続審査２ 53 新車両標識番号

14 区 54 数字

15 調定年度 55 車両区分

16 通知書番号 56 記号コード

17 登録年月日 57 車両コード

18 年号 58 ポインタ

19 年 59 賦課ポインタ

20 月 60 履歴ポインタ

21 日 61 処理区

22 廃車年月日 62 申告事由

23 年号 63 処理年月日

24 年 64 年号

25 月 65 年

26 日 66 月

27 日 67 日

28 異動年月日 68 初度検査年月

29 年 69 年号

30 月 70 年

31 日 71 月

32 登録区 72 ★ 数字

33 廃車事由 73 ★ 車両区分

34 標識返納区分 74 ★ 記号コード

35 使用者又は所有者 75 ★ 車両コード

36 所有区分 名称 軽自賦課ＤＢ

37 宛名番号 No. 項目名



1 車両賦課セグメント 名称 車両異動ＤＢ

2 賦課行政区 No. 項目名

3 調定年度 1 軽自異動セグメント

4 通知書番号 2 車両標識番号

5 車両標識番号 3 数字

6 数字 4 車両区分

7 車両区分 5 記号コード

8 記号コード 6 車両コード

9 車両コード 7 連番

10 賦課年月日 8 処理年月日

11 年号 9 年号

12 年 10 年

13 月 11 月

14 日 12 日

15 納期 13 登録区

16 開始日 14 申告事由

17 年号 15 賦課事由

18 年 16 減保開始年度

19 月 17 異動年月日

20 日 18 年号

21 納期限 19 年

22 年号 20 月

23 年 21 日

24 月 22 廃車事由

25 日 23 標識返納区分

26 所有区分 24 新車両標識番号

27 前年未納区分 25 数字

28 義務者宛名番号 26 車両区分

29 車種コード 27 記号コード

30 期別コード 28 車両コード

31 賦課更正事由 29 車種コード

32 調定税額 30 車種規格

33 納税組合利用区分 31 車名コード

34 口座振替利用区分 32 車台番号

35 賦課年度 33 型式

36 更正年月日 34 年式

37 ★ 数字 35 排気量

38 ★ 車両区分 36 使用者宛名番号

39 ★ 記号コード 37 所有区分

40 ★ 車両コード 38 所有者宛名番号



39 旧情報 6 連番

40 登録区 7 賦課年度

41 賦課事由 8 年号

42 使用者宛名番号 9 年

43 所有区分 10 区・整理番号

44 所有者宛名番号 11 区

45 処理区 12 整理番号

46 初度検査年月 13 町

47 年号 14 世帯

48 年 15 内番

49 月 16 特徴番号

50 ★ 数字 17 指定番号

51 ★ 車両区分 18 処理区

52 ★ 記号コード 19 連番

名称 個人市民税異動ＤＢ 20 個人番号

No. 項目名 21 住宅借入金控除（国税）

1 キー（異動区分毎に可変） 22 課税標準額

2 異動区分 23 条約適用利子

3 台帳異動（ 区分＝ ２ １ ） 24 条約適用配当

4 賦課年度 25 通算後合計所得

5 年号 26 カナ氏名検索キー

6 年 27 生年月日

7 宛名番号 28 年号

8 連番 29 年

9 処理年月日 30 月

10 年号 31 日

11 年 32 送付先宛名番号

12 月 33 送付先コード

13 日 34 納管人宛名番号

14 論理端末名称 35 配当還付額

15 異動コード 36 市民税配当還付額

16 処理コード 37 県民税配当還付額

17 区 38 両徴申請フラグ

名称 賦課ＤＢ１ 39 特別控除フラグ

No. 項目名 40 資料区分

1 賦課セグメント（賦課ＤＢ） 41 非免減表示

2 調定年度 42 徴収方法

3 年号 43 実額コード

4 年 44 税通コード

5 宛名番号 45 専従配偶



46 その他専従 86 給与収入

47 生命保険コード 87 給与所得

48 損害保険コード 88 年金収入

49 控対配 89 年金所得

50 老配 90 雑

51 扶養者 91 総譲・一時

52 同居老親 92 総所得（繰損後）

53 老人扶養 93 繰越損失

54 その他扶養 94 合計所得（繰損前）

55 夫有・未成年 95 分離課税所得

56 本人障害 96 短期軽減

57 障害者 97 特控

58 同居特別 98 所得

59 特別障害 99 短期一般

60 普通障害 100 特控

61 老寡学 101 所得

62 乙欄 102 長期軽減

63 前職合算 103 特控

64 普徴該当 104 所得

65 合算コード 105 長期特定

66 年調未済 106 特控

67 退職コード 107 所得

68 課税種別 108 長期一般

69 入力区分 109 特控

70 納通済コード 110 所得

71 特殊計算コード 111 土地事業雑

72 証明発行 112 一般

73 非免減コード 113 超短期

74 変更事由 114 株式譲渡

75 変更回数 115 山林

76 異動コード 116 退職

77 納通待コード 117 減免２

78 総合課税所得 118 離職日

79 営業 119 年度

80 農業 120 年号

81 その他事業 121 年

82 不動産 122 月

83 利子 123 日

84 株式配当 124 所定給付日数

85 上場配当 125 所得区分



126 普通所得 166 土地事業雑

127 減免対象月数 167 山林

128 今年度減免対象月数 168 退職

129 翌年度減免対象月数 169 配当割等控除額

130 離職年の５月までの月数 170 調整税額

131 分離課税所得２ 171 配当控除

132 商品先物取引 172 外国税控除

133 上場株式譲渡 173 特例控除

134 株式特徴 174 減免額

135 配当割特徴分 175 一括徴収税額

136 株譲渡割特徴分額 176 所得割計

137 臨時・変動所得 177 均等割

138 所得控除 178 両徴分所得割

139 雑損失 179 県民税

140 医療費 180 総所得

141 社会保険料 181 短期譲渡

142 小規模企業共済 182 長期譲渡

143 生命保険料 183 土地事業雑

144 個人年金 184 山林

145 損害保険料 185 退職

146 寄附金 186 配当割等控除額

147 配偶者特別控除 187 調整税額

148 配偶者給与 188 配当控除

149 寄附金（市県） 189 外国税控除

150 専従者 190 特例控除

151 基礎 191 減免額

152 長期損害保険料 192 一括徴収税額

153 控除計 193 所得割計

154 課税標準額 194 均等割

155 課税総所得 195 両徴分所得割

156 課税短期譲渡 196 市民税計

157 課税長期譲渡 197 県民税計

158 課税土地事業雑 198 年税額

159 課税山林 199 特徴年税額

160 課税退職 200 普徴年税額

161 課税両徴分 201 前納報奨金

162 市民税 202 特徴月割税額

163 総所得 203 月割額１

164 短期譲渡 204 月割額２

165 長期譲渡 205 月割額３



206 月割額４ 246 異動事由

207 月割額５ 247 異動年月日

208 月割額６ 248 年号

209 月割額７ 249 年

210 月割額８ 250 月

211 月割額９ 251 日

212 月割額１０ 252 徴収月

213 月割額１１ 253 終了月

214 月割額１２ 254 一括徴収月

215 普徴期割税額 255 開始月

216 期割額１ 256 徴収期

217 期割額２ 257 終了期

218 期割額３ 258 開始期

219 期割額４ 259 過年度

220 期割額５ 260 前年通知書番号

221 期割額６ 261 前年市民税額

222 期割額７ 262 前年県民税額

223 期割額８ 263 前年年税額

224 期割額９ 264 追徴市民税額

225 過随月 265 追徴県民税額

226 過随月１ 266 追徴年税額

227 過随月２ 267 過年度課税フラグ

228 過随月３ 268 長期居住

229 更正年月日 269 特控

230 年号 270 所得

231 年 271 課税標準額

232 月 272 株式譲渡

233 日 273 市民税

234 減免 274 株式譲渡

235 減免割合 275 県民税

236 該当月 276 株式譲渡

237 該当期 277 扶養者

238 開始月 278 特定扶養

239 開始期 279 均等割額判定フラグ

240 市民税 280 両徴所得

241 特別減税額 281 特徴分給与収入

242 両徴分特別減税額 282 特徴分給与所得

243 一括徴収フラグ 283 県民税

244 異動届出書 284 特別減税額

245 異動区分 285 両徴分特別減税額



286 処理コード 326 年金特徴停止期

287 履歴セグメント番号 327 年金特徴停止理由

288 受給者番号 328 市民税５

289 老年者フラグ 329 市臨時減税

290 年少扶養 330 県民税５

291 総合課税所得２ 331 県臨時減税

292 純繰越損失 332 分離課税所得４

293 控除外配当 333 分離配当所得

294 分離課税所得３ 334 年金特徴

295 条約適用利子 335 仮徴収税額

296 条約適用配当 336 所得控除２

297 分離繰越損失 337 生命保険支払額（新契約）

298 株式繰越損失 338 生命保険支払額（旧契約）

299 先物繰越損失 339 介護医療支払額（新契約）

300 通算可分離所得 340 個人年金支払額（新契約）

301 住宅借入金控除（市県） 341 条例指定寄附金

302 市民税３ 342 市条例指定分

303 条約適用利子 343 県条例指定分

304 条約適用配当 344 成年扶養親族

305 県民税３ 345 特定成年扶養親族

306 条約適用利子 346 役員等給与収入金額

307 条約適用配当 347 住宅ローン控除税率

308 ふるさと寄付金額 348 ★ カナ氏名検索キー

309 市民税４ 名称 賦課履歴ＤＢ１

310 市ふるさと控除額 No. 項目名

311 市寄附金控除額 1 賦課履歴セグメント（賦課ＤＢ）

312 県民税４ 2 キー

313 県ふるさと控除額 3 調定年度

314 県寄附金控除額 4 年号

315 年金特徴フラグ 5 年

316 特徴対象年金収入額 6 宛名番号

317 特徴対象年金所得額 7 連番

318 年金特徴該当税額 8 賦課年度

319 年金期割税額 9 年号

320 年金期割額１ 10 年

321 年金期割額２ 11 区・整理番号

322 年金期割額３ 12 区

323 年金期割額４ 13 整理番号

324 年金期割額５ 14 町

325 年金期割額６ 15 世帯



16 内番 56 夫有・未成年

17 特徴番号 57 本人障害

18 指定番号 58 障害者

19 処理区 59 同居特別

20 連番 60 特別障害

21 個人番号 61 普通障害

22 住宅借入金控除（国税） 62 老寡学

23 課税標準額 63 乙欄

24 条約適用利子 64 前職合算

25 条約適用配当 65 普徴該当

26 通算後合計所得 66 合算コード

27 カナ氏名検索キー 67 年調未済

28 生年月日 68 退職コード

29 年号 69 課税種別

30 年 70 入力区分

31 月 71 納通済コード

32 日 72 特殊計算コード

33 送付先宛名番号 73 証明発行

34 送付先コード 74 非免減コード

35 納管人宛名番号 75 変更事由

36 配当還付額 76 変更回数

37 市民税配当還付額 77 異動コード

38 県民税配当還付額 78 納通待コード

39 両徴申請フラグ 79 総合課税所得

40 特別控除フラグ 80 営業

41 資料区分 81 農業

42 非免減表示 82 その他事業

43 徴収方法 83 不動産

44 実額コード 84 利子

45 税通コード 85 株式配当

46 専従配偶 86 上場配当

47 その他専従 87 給与収入

48 生命保険コード 88 給与所得

49 損害保険コード 89 年金収入

50 控対配 90 年金所得

51 老配 91 雑

52 扶養者 92 総譲・一時

53 同居老親 93 総所得（繰損後）

54 老人扶養 94 繰越損失

55 その他扶養 95 合計所得（繰損前）



96 分離課税所得 136 配当割特徴分

97 短期軽減 137 株譲渡割特徴分額

98 特控 138 臨時・変動所得

99 所得 139 所得控除

100 短期一般 140 雑損失

101 特控 141 医療費

102 所得 142 社会保険料

103 長期軽減 143 小規模企業共済

104 特控 144 生命保険料

105 所得 145 個人年金

106 長期特定 146 損害保険料

107 特控 147 寄附金

108 所得 148 配偶者特別控除

109 長期一般 149 配偶者給与

110 特控 150 寄附金（市県）

111 所得 151 専従者

112 土地事業雑 152 基礎

113 一般 153 長期損害保険料

114 超短期 154 控除計

115 株式譲渡 155 課税標準額

116 山林 156 課税総所得

117 退職 157 課税短期譲渡

118 減免２ 158 課税長期譲渡

119 離職日 159 課税土地事業雑

120 年度 160 課税山林

121 年号 161 課税退職

122 年 162 課税両徴分

123 月 163 市民税

124 日 164 総所得

125 所定給付日数 165 短期譲渡

126 所得区分 166 長期譲渡

127 普通所得 167 土地事業雑

128 減免対象月数 168 山林

129 今年度減免対象月数 169 退職

130 翌年度減免対象月数 170 配当割等控除額

131 離職年の５月までの月数 171 調整税額

132 分離課税所得２ 172 配当控除

133 商品先物取引 173 外国税控除

134 上場株式譲渡 174 特例控除

135 株式特徴 175 減免額



176 一括徴収税額 216 普徴期割税額

177 所得割計 217 期割額１

178 均等割 218 期割額２

179 両徴分所得割 219 期割額３

180 県民税 220 期割額４

181 総所得 221 期割額５

182 短期譲渡 222 期割額６

183 長期譲渡 223 期割額７

184 土地事業雑 224 期割額８

185 山林 225 期割額９

186 退職 226 過随月

187 配当割等控除額 227 過随月１

188 調整税額 228 過随月２

189 配当控除 229 過随月３

190 外国税控除 230 更正年月日

191 特例控除 231 年号

192 減免額 232 年

193 一括徴収税額 233 月

194 所得割計 234 日

195 均等割 235 減免

196 両徴分所得割 236 減免割合

197 市民税計 237 該当月

198 県民税計 238 該当期

199 年税額 239 開始月

200 特徴年税額 240 開始期

201 普徴年税額 241 市民税

202 年金特徴該当税額 242 特別減税額

203 特徴月割税額 243 両徴分特別減税額

204 月割額１ 244 一括徴収フラグ

205 月割額２ 245 異動届出書

206 月割額３ 246 異動区分

207 月割額４ 247 異動事由

208 月割額５ 248 異動年月日

209 月割額６ 249 年号

210 月割額７ 250 年

211 月割額８ 251 月

212 月割額９ 252 日

213 月割額１０ 253 徴収月

214 月割額１１ 254 終了月

215 月割額１２ 255 一括徴収月



256 開始月 296 条約適用配当

257 徴収期 297 分離繰越損失

258 終了期 298 株式繰越損失

259 開始期 299 先物繰越損失

260 過年度 300 通算可分離所得

261 前年通知書番号 301 住宅借入金控除（市県）

262 前年市民税額 302 市民税３

263 前年県民税額 303 条約適用利子

264 前年年税額 304 条約適用配当

265 追徴市民税額 305 県民税３

266 追徴県民税額 306 条約適用利子

267 追徴年税額 307 条約適用配当

268 過年度課税フラグ 308 ふるさと寄付金額

269 長期居住 309 市民税４

270 特控 310 市ふるさと控除額

271 所得 311 市寄附金控除額

272 課税標準額 312 県民税４

273 株式譲渡 313 県ふるさと控除額

274 市民税 314 県寄附金控除額

275 株式譲渡 315 年金特徴フラグ

276 県民税 316 特徴対象年金収入額

277 株式譲渡 317 特徴対象年金所得額

278 扶養者 318 年金特徴該当税額

279 特定扶養 319 年金期割税額

280 均等割額判定フラグ 320 年金期割額１

281 両徴所得 321 年金期割額２

282 特徴分給与収入 322 年金期割額３

283 特徴分給与所得 323 年金期割額４

284 県民税 324 年金期割額５

285 特別減税額 325 年金期割額６

286 両徴分特別減税額 326 年金特徴停止期

287 処理コード 327 年金特徴停止理由

288 受給者番号 328 市民税５

289 老年者フラグ 329 市臨時減税

290 年少扶養 330 県民税５

291 総合課税所得２ 331 県臨時減税

292 純繰越損失 332 分離課税所得４

293 控除外配当 333 分離配当所得

294 分離課税所得３ 334 年金特徴

295 条約適用利子 335 仮徴収税額



336 所得控除２ 24 日

337 生命保険支払額（新契約） 25 送付先宛名番号

338 生命保険支払額（旧契約） 26 送付先コード

339 介護医療支払額（新契約） 27 納管人宛名番号

340 個人年金支払額（新契約） 28 配当還付額

341 条例指定寄附金 29 市民税配当還付額

342 市条例指定分 30 県民税配当還付額

343 県条例指定分 31 両徴申請フラグ

344 成年扶養親族 32 特別控除フラグ

345 特定成年扶養親族 33 資料区分

346 役員等給与収入金額 34 非免減表示

347 住宅ローン控除税率 35 徴収方法

348 ★ 調定年度 36 実額コード

349 ★ 宛名番号 37 税通コード

350 ★ 連番 38 専従配偶

名称 合算ＤＢ 39 その他専従

No. 項目名 40 生命保険コード

1 合算セグメント（合算ＤＢ） 41 損害保険コード

2 宛名番号 42 控対配

3 区・整理番号 43 老配

4 区 44 扶養者

5 整理番号 45 同居老親

6 町 46 老人扶養

7 世帯 47 その他扶養

8 内番 48 夫有・未成年

9 特徴番号 49 本人障害

10 指定番号 50 障害者

11 処理区 51 同居特別

12 連番 52 特別障害

13 個人番号 53 普通障害

14 住宅借入金控除（国税） 54 老寡学

15 課税標準額 55 乙欄

16 条約適用利子 56 前職合算

17 条約適用配当 57 普徴該当

18 通算後合計所得 58 合算コード

19 カナ氏名検索キー 59 年調未済

20 生年月日 60 退職コード

21 年号 61 課税種別

22 年 62 入力区分

23 月 63 納通済コード



64 特殊計算コード 104 土地事業雑

65 証明発行 105 一般

66 非免減コード 106 超短期

67 変更事由 107 株式譲渡

68 変更回数 108 山林

69 異動コード 109 退職

70 納通待コード 110 商品先物取引

71 総合課税所得 111 上場株式譲渡

72 営業 112 株式特徴

73 農業 113 配当割特徴分

74 その他事業 114 株譲渡割特徴分

75 不動産 115 臨時・変動所得

76 利子 116 所得控除

77 株式配当 117 雑損失

78 上場配当 118 医療費

79 給与収入 119 社会保険料

80 給与所得 120 小規模企業共済

81 年金収入 121 生命保険料

82 年金所得 122 個人年金

83 雑 123 損害保険

84 総譲・一時 124 寄附金

85 総所得（繰損後） 125 配偶者特別控除

86 繰越損失 126 配偶者給与

87 合計所得（繰損前） 127 寄附金（市県）

88 分離課税所得 128 専従者

89 短期軽減 129 基礎

90 特控 130 長期損害保険料

91 所得 131 控除計

92 短期一般 132 課税標準額

93 特控 133 課税総所得

94 所得 134 課税短期譲渡

95 長期軽減 135 課税長期譲渡

96 特控 136 課税土地事業雑

97 所得 137 課税山林

98 長期特定 138 課税退職

99 特控 139 課税両徴分

100 所得 140 市民税

101 長期一般 141 総所得

102 特控 142 短期譲渡

103 所得 143 長期譲渡



144 土地事業雑 184 月割額４

145 山林 185 月割額５

146 退職 186 月割額６

147 配当割等控除額 187 月割額７

148 調整税額 188 月割額８

149 配当控除 189 月割額９

150 外国税控除 190 月割額１０

151 特例控除 191 月割額１１

152 減免額 192 月割額１２

153 一括徴収税額 193 普徴期割額

154 所得割計 194 期割額１

155 均等割 195 期割額２

156 両徴分所得割 196 期割額３

157 県民税 197 期割額４

158 総所得 198 異動区分

159 短期譲渡 199 異動事由

160 長期譲渡 200 異動年月日

161 土地事業雑 201 年号

162 山林 202 年

163 退職 203 月

164 配当割等控除額 204 日

165 調整税額 205 均等割判定フラグ

166 配当控除 206 両徴所得

167 外国税控除 207 特徴分給与収入

168 特例控除 208 分離課税所得

169 減免額 209 特控

170 一括徴収税額 210 所得

171 所得割計 211 株式譲渡

172 均等割 212 株式譲渡

173 両徴分所得割 213 株式譲渡

174 市民税計 214 扶養者

175 県民税計 215 特定扶養

176 年税額 216 性別

177 特徴年税額 217 続柄

178 普徴年税額 218 コード１

179 前納報奨金 219 コード２

180 特徴月割額 220 コード３

181 月割額１ 221 減免割合

182 月割額２ 222 両徴所得

183 月割額３ 223 特徴分給与所得



224 市民税 264 生命保険支払額（新契約）

225 特別減税額 265 生命保険支払額（旧契約）

226 両徴分特別減税額 266 介護医療支払額（新契約）

227 県民税 267 個人年金支払額（新契約）

228 特別減税額 268 条例指定寄附金

229 両徴分特別減税額 269 市条例指定分

230 受給者番号 270 県条例指定分

231 老年者フラグ 271 成年扶養親族

232 年少扶養 272 特定成年扶養親族

233 総合課税所得２ 273 役員等給与収入金額

234 純繰越損失 274 住宅ローン控除税率

235 控除外配当 275 ★ カナ氏名検索キー

236 分離課税所得３ 名称 合算異動ＤＢ

237 条約適用利子 No. 項目名

238 条約適用配当 1 宛名番号

239 分離繰越損失 2 区・整理番号

240 株式繰越損失 3 区

241 先物繰越損失 4 整理番号

242 通算可分離所得 5 町

243 住宅借入金控除（市県） 6 世帯

244 市民税３ 7 内番

245 条約適用利子 8 異動コード

246 条約適用配当 9 処理年月日

247 県民税３ 10 年号

248 条約適用利子 11 年

249 条約適用配当 12 月

250 ふるさと寄付金 13 日

251 市民税４ 14 論理端末名称

252 市ふるさと控除額 15 均等割判定除外フラグ

253 市寄付金控除額 名称 扶養義務者ＤＢ１

254 県民税４ No. 項目名

255 県ふるさと控除額 1 キー

256 県寄付金控除額 2 賦課年度

257 年金特徴フラグ 3 年号

258 特徴対象年金収入額 4 年

259 特徴対象年金所得額 5 宛名番号

260 分離課税所得４ 6 扶養者セグメント番号

261 分離配当所得 名称 扶養者ＤＢ１

262 入力生年月日 No. 項目名

263 所得控除２ 1 扶養者セグメント番号



2 キー 23 徴収期

3 賦課年度 24 終了期

4 年号 25 開始期

5 年 26 賦課年

6 宛名番号 27 指定番号

7 扶養区分 28 処理区

8 障害区分 29 連番

9 扶養否認 30 受給者番号

10 更正年月日 31 異動年月日

11 年号 32 年号

12 年 33 年

13 月 34 月

14 日 35 日

15 扶養義務者宛名番号 36 処理年月日

16 ★ 賦課年度 37 年号

17 ★ 宛名番号 38 年

名称 異動届ＤＢ 39 月

No. 項目名 40 日

1 異動届セグメント（異動届ＤＢ） 41 処理コード

2 賦課年度 42 納通済コード

3 年号 名称 本課税ＤＢ

4 年 No. 項目名

5 宛名番号 1 年度

6 区・整理番号 2 本課税宛名番号

7 区 3 本課税履歴番号

8 通知書番号 4 区

9 町 名称 準市内人ＤＢ

10 世帯 No. 項目名

11 内番 1 準市内ＤＢ準市内人セグメント

12 特徴義務者番号 2 区

13 指定番号 3 年度

14 処理区 4 宛名番号

15 連番 5 履歴番号

16 個人番号 6 本課税宛名番号

17 異動 7 論理端末名称

18 異動事由 8 処理年月日

19 徴収月 9 年号

20 終了月 10 年

21 一括徴収月 11 月

22 開始月 12 日



13 ★ 年度 37 大字・通称

14 ★ 本課税宛名番号 38 字・丁目

名称 住民税個人ＤＢ１ 39 住定年月日

No. 項目名 40 年号

1 キー 41 年

2 賦課年度 42 月

3 年号 43 日

4 年 44 住民年月日

5 宛名番号 45 年号

6 宛名履歴番号 46 年

7 送付先宛名番号 47 月

8 送付先コード 48 日

9 納管人宛名番号 49 住基・住登外区分

10 区・整理番号 50 世帯番号

11 区 51 住基個人番号

12 整理番号 52 調査コード

13 町 53 調査結果

14 世帯 54 送付区分

15 内番 55 非免減表示

16 前年度区・整理番号 56 メモコード

17 区 57 処理年月日

18 整理番号 58 年号

19 町 59 年

20 世帯 60 月

21 内番 61 日

22 カナ氏名検索キー 62 ★ カナ氏名検索キー

23 生年月日 名称 還付充当義務者最新ＤＢ

24 年号 No. 項目名

25 年 1 最新セグメント（還付充当義務者）

26 月 2 調定年度

27 日 3 年号

28 性別 4 年

29 続柄 5 指定番号

30 コード１ 6 変更回数

31 コード２ 7 充当

32 コード３ 8 月割

33 住所コード 9 件数１

34 都道府県 10 充当額１

35 市区町村 11 件数２

36 字丁 12 充当額２



13 件数３ 10 件数１

14 充当額３ 11 充当額１

15 件数４ 12 件数２

16 充当額４ 13 充当額２

17 件数５ 14 件数３

18 充当額５ 15 充当額３

19 件数６ 16 件数４

20 充当額６ 17 充当額４

21 件数７ 18 件数５

22 充当額７ 19 充当額５

23 件数８ 20 件数６

24 充当額８ 21 充当額６

25 件数９ 22 件数７

26 充当額９ 23 充当額７

27 件数１０ 24 件数８

28 充当額１０ 25 充当額８

29 件数１１ 26 件数９

30 充当額１１ 27 充当額９

31 件数１２ 28 件数１０

32 充当額１２ 29 充当額１０

33 年計 30 件数１１

34 件数 31 充当額１１

35 充当額 32 件数１２

36 処理年月日 33 充当額１２

37 年号 34 年計

38 年 35 件数

39 月 36 充当額

40 日 37 処理年月日

41 履歴セグメント番号 38 年号

名称 還付充当義務者履歴ＤＢ 39 年

No. 項目名 40 月

1 履歴セグメント（還付充当義務者） 41 日

2 キー 42 ★ 調定年度

3 調定年度 43 ★ 指定番号

4 年号 名称 還付充当個人最新ＤＢ

5 年 No. 項目名

6 指定番号 1 最新セグメント（還付充当個人ＤＢ

7 変更回数 2 調定年度

8 充当 3 年号

9 月割 4 年



5 宛名番号 45 還付額３

6 連番 46 既還付額３

7 賦課年度 47 月割テーブル４

8 年号 48 充当額４

9 年 49 還付額４

10 区・整理番号 50 既還付額４

11 区 51 月割テーブル５

12 整理番号 52 充当額５

13 町 53 還付額５

14 世帯 54 既還付額５

15 内番 55 月割テーブル６

16 特徴番号 56 充当額６

17 指定番号 57 還付額６

18 個人番号 58 既還付額６

19 充当先 59 月割テーブル７

20 調定年度 60 充当額７

21 年号 61 還付額７

22 年 62 既還付額７

23 区・整理番号 63 月割テーブル８

24 区 64 充当額８

25 整理番号 65 還付額８

26 町 66 既還付額８

27 世帯 67 月割テーブル９

28 内番 68 充当額９

29 特徴番号 69 還付額９

30 指定番号 70 既還付額９

31 個人番号 71 月割テーブル１０

32 徴収方法 72 充当額１０

33 変更回数 73 還付額１０

34 月割 74 既還付額１０

35 月割テーブル１ 75 月割テーブル１１

36 充当額１ 76 充当額１１

37 還付額１ 77 還付額１１

38 既還付額１ 78 既還付額１１

39 月割テーブル２ 79 月割テーブル１２

40 充当額２ 80 充当額１２

41 還付額２ 81 還付額１２

42 既還付額２ 82 既還付額１２

43 月割テーブル３ 83 期割

44 充当額３ 84 期割テーブル１



85 充当額１ 125 市実還付額計

86 還付額１ 126 県実還付額計

87 既還付額１ 127 既還付

88 期割テーブル２ 128 市既実還付額

89 充当額２ 129 県既実還付額

90 還付額２ 130 今回

91 既還付額２ 131 市実還付額

92 期割テーブル３ 132 県実還付額

93 充当額３ 133 充当額

94 還付額３ 134 市充当額

95 既還付額３ 135 県充当額

96 期割テーブル４ 136 過年度課税フラグ

97 充当額４ 137 処理年月日

98 還付額４ 138 年号

99 既還付額４ 139 年

100 期割テーブル５ 140 月

101 充当額５ 141 日

102 還付額５ 142 履歴セグメント番号

103 既還付額５ 名称 還付充当個人履歴ＤＢ

104 期割テーブル６ No. 項目名

105 充当額６ 1 履歴セグメント（還付充当個人ＤＢ

106 還付額６ 2 履歴セグメント番号

107 既還付額６ 3 賦課キー

108 期割テーブル７ 4 調定年度

109 充当額７ 5 年号

110 還付額７ 6 年

111 既還付額７ 7 宛名番号

112 期割テーブル８ 8 連番

113 充当額８ 9 賦課年度

114 還付額８ 10 年号

115 既還付額８ 11 年

116 期割テーブル９ 12 区・整理番号

117 充当額９ 13 区

118 還付額９ 14 整理番号

119 既還付額９ 15 町

120 還付額 16 世帯

121 市配当割額等還付額 17 内番

122 県配当割額等還付額 18 特徴番号

123 実還付額 19 指定番号

124 合計 20 個人番号



21 充当先 61 月割テーブル７

22 調定年度 62 充当額７

23 年号 63 還付額７

24 年 64 既還付額７

25 区・整理番号 65 月割テーブル８

26 区 66 充当額８

27 整理番号 67 還付額８

28 町 68 既還付額８

29 世帯 69 月割テーブル９

30 内番 70 充当額９

31 特徴番号 71 還付額９

32 指定番号 72 既還付額９

33 個人番号 73 月割テーブル１０

34 徴収方法 74 充当額１０

35 変更回数 75 還付額１０

36 月割 76 既還付額１０

37 月割テーブル１ 77 月割テーブル１１

38 充当額１ 78 充当額１１

39 還付額１ 79 還付額１１

40 既還付額１ 80 既還付額１１

41 月割テーブル２ 81 月割テーブル１２

42 充当額２ 82 充当額１２

43 還付額２ 83 還付額１２

44 既還付額２ 84 既還付額１２

45 月割テーブル３ 85 期割

46 充当額３ 86 期割テーブル１

47 還付額３ 87 充当額１

48 既還付額３ 88 還付額１

49 月割テーブル４ 89 既還付額１

50 充当額４ 90 期割テーブル２

51 還付額４ 91 充当額２

52 既還付額４ 92 還付額２

53 月割テーブル５ 93 既還付額２

54 充当額５ 94 期割テーブル３

55 還付額５ 95 充当額３

56 既還付額５ 96 還付額３

57 月割テーブル６ 97 既還付額３

58 充当額６ 98 期割テーブル４

59 還付額６ 99 充当額４

60 既還付額６ 100 還付額４



101 既還付額４ 141 年

102 期割テーブル５ 142 月

103 充当額５ 143 日

104 還付額５ 144 ★ 調定年度

105 既還付額５ 145 ★ 宛名番号

106 期割テーブル６ 146 ★ 連番

107 充当額６ 名称 賦課更正ＤＢ

108 還付額６ No. 項目名

109 既還付額６ 1 更正セグメント（賦課更正ＤＢ）

110 期割テーブル７ 2 調定年度

111 充当額７ 3 年号

112 還付額７ 4 年

113 既還付額７ 5 宛名番号

114 期割テーブル８ 6 連番

115 充当額８ 7 賦課年度

116 還付額８ 8 年号

117 既還付額８ 9 年

118 期割テーブル９ 10 区・整理番号

119 充当額９ 11 区

120 還付額９ 12 整理番号

121 既還付額９ 13 町

122 還付額 14 世帯

123 市配当割額等還付額 15 内番

124 県配当割額等還付額 16 特徴番号

125 実還付額 17 指定番号

126 合計 18 処理区

127 市実還付額計 19 連番

128 県実還付額計 20 個人番号

129 既還付 21 住宅借入金控除（国税）

130 市既実還付額 22 課税標準額

131 県既実還付額 23 条約適用利子

132 今回 24 条約適用配当

133 市実還付額 25 通算後合計所得

134 県実還付額 26 カナ氏名検索キー

135 充当額 27 生年月日

136 市充当額 28 年号

137 県充当額 29 年

138 過年度課税フラグ 30 月

139 処理年月日 31 日

140 年号 32 送付先宛名番号



33 送付先コード 73 非免減コード

34 納管人宛名番号 74 変更事由

35 配当還付額 75 変更回数

36 市民税配当還付額 76 異動コード

37 県民税配当還付額 77 納通待コード

38 両徴申請フラグ 78 総合課税所得

39 特別控除フラグ 79 営業

40 資料区分 80 農業

41 非免減表示 81 その他事業

42 徴収方法 82 不動産

43 実額コード 83 利子

44 税通コード 84 株式配当

45 専従配偶 85 上場配当

46 その他専従 86 給与収入

47 生命保険コード 87 給与所得

48 損害保険コード 88 年金収入

49 控対配 89 年金所得

50 老配 90 雑

51 扶養者 91 総譲・一時

52 同居老親 92 総所得（繰損後）

53 老人扶養 93 繰越損失

54 その他扶養 94 合計所得（繰損前）

55 夫有・未成年 95 分離課税所得

56 本人障害 96 短期軽減

57 障害者 97 特控

58 同居特別 98 所得

59 特別障害 99 短期一般

60 普通障害 100 特控

61 老寡学 101 所得

62 乙欄 102 長期軽減

63 前職合算 103 特控

64 普徴該当 104 所得

65 合算コード 105 長期特定

66 年調未済 106 特控

67 退職コード 107 所得

68 課税種別 108 長期一般

69 入力区分 109 特控

70 納通済コード 110 所得

71 特殊計算コード 111 土地事業雑

72 証明発行 112 一般



113 超短期 153 控除計

114 株式譲渡 154 課税標準額

115 山林 155 課税総所得

116 退職 156 課税短期譲渡

117 減免２ 157 課税長期譲渡

118 離職日 158 課税土地事業雑

119 年度 159 課税山林

120 年号 160 課税退職

121 年 161 課税両徴分

122 月 162 市民税

123 日 163 総所得

124 所定給付日数 164 短期譲渡

125 所得区分 165 長期譲渡

126 普通所得 166 土地事業雑

127 減免対象月数 167 山林

128 今年度減免対象月数 168 退職

129 翌年度減免対象月数 169 配当割等控除額

130 離職年の５月までの月数 170 調整税額

131 分離所得２ 171 配当控除

132 商品先物取引 172 外国税控除

133 上場株式譲渡 173 特例控除

134 株式特徴 174 減免額

135 配当割特徴分 175 一括徴収税額

136 株譲渡割特徴分額 176 所得割計

137 臨時・変動所得 177 均等割

138 所得控除 178 両徴分所得割

139 雑損失 179 県民税

140 医療費 180 総所得

141 社会保険料 181 短期譲渡

142 小規模企業共済 182 長期譲渡

143 生命保険料 183 土地事業雑

144 個人年金 184 山林

145 損害保険料 185 退職

146 寄附金 186 配当割等控除額

147 配偶者特別控除 187 調整税額

148 配偶者給与 188 配当控除

149 寄附金（市県） 189 外国税控除

150 専従者 190 特例控除

151 基礎 191 減免額

152 長期損害保険料 192 一括徴収税額



193 所得割計 233 日

194 均等割 234 減免

195 両徴分所得割 235 減免割合

196 市民税計 236 該当月

197 県民税計 237 該当期

198 年税額 238 開始月

199 特徴年税額 239 開始期

200 普徴年税額 240 市民税

201 前納報奨金 241 特別減税額

202 特徴月割税額 242 両徴分特別減税額

203 月割額１ 243 一括徴収フラグ

204 月割額２ 244 異動届出書

205 月割額３ 245 異動区分

206 月割額４ 246 異動事由

207 月割額５ 247 異動年月日

208 月割額６ 248 年号

209 月割額７ 249 年

210 月割額８ 250 月

211 月割額９ 251 日

212 月割額１０ 252 徴収月

213 月割額１１ 253 終了月

214 月割額１２ 254 一括徴収月

215 普徴期割税額 255 開始月

216 期割額１ 256 徴収期

217 期割額２ 257 終了期

218 期割額３ 258 開始期

219 期割額４ 259 過年度

220 期割額５ 260 前年通知書番号

221 期割額６ 261 前年市民税額

222 期割額７ 262 前年県民税額

223 期割額８ 263 前年年税額

224 期割額９ 264 追徴市民税額

225 過随月列 265 追徴県民税額

226 過随月１ 266 追徴年税額

227 過随月２ 267 過年度課税フラグ

228 過随月３ 268 長期居住

229 更正年月日 269 特控

230 年号 270 所得

231 年 271 課税標準額

232 月 272 株式譲渡



273 市民税 313 県ふるさと控除額

274 株式譲渡 314 県寄附金控除額

275 県民税 315 年金特徴フラグ

276 株式譲渡 316 特徴対象年金収入額

277 扶養者 317 特徴対象年金所得額

278 特定扶養 318 年金特徴該当税額

279 均等割額判定フラグ 319 年金期割税額

280 両徴所得 320 年金期割額１

281 特徴分給与収入 321 年金期割額２

282 特徴分給与所得 322 年金期割額３

283 県民税 323 年金期割額４

284 特別減税額 324 年金期割額５

285 両徴分特別減税額 325 年金期割額６

286 処理コード 326 年金特徴停止期

287 更正履歴セグメント番号 327 年金特徴停止理由

288 受給者番号 328 市民税５

289 老年者フラグ 329 市臨時減税

290 年少扶養 330 県民税５

291 総合課税所得２ 331 県臨時減税

292 純繰越損失 332 分離課税所得４

293 控除外配当 333 分離配当所得

294 分離課税所得３ 334 年金特徴

295 条約適用利子 335 仮徴収税額

296 条約適用配当 336 所得控除２

297 分離繰越損失 337 生命保険支払額（新契約）

298 株式繰越損失 338 生命保険支払額（旧契約）

299 先物繰越損失 339 介護医療支払額（新契約）

300 通算可分離所得 340 個人年金支払額（新契約）

301 住宅借入金控除（市県） 341 条例指定寄附金

302 市民税３ 342 市条例指定分

303 条約適用利子 343 県条例指定分

304 条約適用配当 344 成年扶養親族

305 県民税３ 345 特定成年扶養親族

306 条約適用利子 346 役員等給与収入金額

307 条約適用配当 347 住宅ローン控除税率

308 ふるさと寄付金額 名称 賦課更正履歴ＤＢ

309 市民税４ No. 項目名

310 市ふるさと控除額 1 更正履歴セグメント（賦課更正ＤＢ

311 市寄附金控除額 2 セグメント番号

312 県民税４ 3 キー



4 調定年度 44 徴収方法

5 年号 45 実額コード

6 年 46 税通コード

7 宛名番号 47 専従配偶

8 連番 48 その他専従

9 賦課年度 49 生命保険コード

10 年号 50 損害保険コード

11 年 51 控対配

12 区・整理番号 52 老配

13 区 53 扶養者

14 整理番号 54 同居老親

15 町 55 老人扶養

16 世帯 56 その他扶養

17 内番 57 夫有・未成年

18 特徴番号 58 本人障害

19 指定番号 59 障害者

20 処理区 60 同居特別

21 連番 61 特別障害

22 個人番号 62 普通障害

23 住宅借入金控除（国税） 63 老寡学

24 課税標準額 64 乙欄

25 条約適用利子 65 前職合算

26 条約適用配当 66 普徴該当

27 通算後合計所得 67 合算コード

28 カナ氏名検索キー 68 年調未済

29 生年月日 69 退職コード

30 年号 70 課税種別

31 年 71 入力区分

32 月 72 納通済コード

33 日 73 特殊計算コード

34 送付先宛名番号 74 証明発行

35 送付先コード 75 非免減コード

36 納管人宛名番号 76 変更事由

37 配当還付額 77 変更回数

38 市民税配当還付額 78 異動コード

39 県民税配当還付額 79 納通待コード

40 両徴申請フラグ 80 総合課税所得

41 特別控除フラグ 81 営業

42 資料区分 82 農業

43 非免減表示 83 その他事業



84 不動産 124 月

85 利子 125 日

86 株式配当 126 所定給付日数

87 上場配当 127 所得区分

88 給与収入 128 普通所得

89 給与所得 129 減免対象月数

90 年金収入 130 今年度減免対象月数

91 年金所得 131 翌年度減免対象月数

92 雑 132 離職年の５月までの月数

93 総譲・一時 133 分離所得２

94 総所得（繰損後） 134 商品先物取引

95 繰越損失 135 上場株式譲渡

96 合計所得（繰損前） 136 株式特徴

97 分離課税所得 137 配当割特徴分

98 短期軽減 138 株譲渡割特徴分額

99 特控 139 臨時・変動所得

100 所得 140 所得控除

101 短期一般 141 雑損失

102 特控 142 医療費

103 所得 143 社会保険料

104 長期軽減 144 小規模企業共済

105 特控 145 生命保険料

106 所得 146 個人年金

107 長期特定 147 損害保険料

108 特控 148 寄附金

109 所得 149 配偶者特別控除

110 長期一般 150 配偶者給与

111 特控 151 寄附金（市県）

112 所得 152 専従者

113 土地事業雑 153 基礎

114 一般 154 長期損害保険料

115 超短期 155 控除計

116 株式譲渡 156 課税標準額

117 山林 157 課税総所得

118 退職 158 課税短期譲渡

119 減免２ 159 課税長期譲渡

120 離職日 160 課税土地事業雑

121 年度 161 課税山林

122 年号 162 課税退職

123 年 163 課税両徴分



164 市民税 204 特徴月割税額

165 総所得 205 月割額１

166 短期譲渡 206 月割額２

167 長期譲渡 207 月割額３

168 土地事業雑 208 月割額４

169 山林 209 月割額５

170 退職 210 月割額６

171 配当割等控除額 211 月割額７

172 調整税額 212 月割額８

173 配当控除 213 月割額９

174 外国税控除 214 月割額１０

175 特例控除 215 月割額１１

176 減免額 216 月割額１２

177 一括徴収税額 217 普徴期割税額

178 所得割計 218 期割額１

179 均等割 219 期割額２

180 両徴分所得割 220 期割額３

181 県民税 221 期割額４

182 総所得 222 期割額５

183 短期譲渡 223 期割額６

184 長期譲渡 224 期割額７

185 土地事業雑 225 期割額８

186 山林 226 期割額９

187 退職 227 過随月列

188 配当割等控除額 228 過随月１

189 調整税額 229 過随月２

190 配当控除 230 過随月３

191 外国税控除 231 更正年月日

192 特例控除 232 年号

193 減免額 233 年

194 一括徴収税額 234 月

195 所得割計 235 日

196 均等割 236 減免

197 両徴分所得割 237 減免割合

198 市民税計 238 該当月

199 県民税計 239 該当期

200 年税額 240 開始月

201 特徴年税額 241 開始期

202 普徴年税額 242 市民税

203 前納報奨金 243 特別減税額



244 両徴分特別減税額 284 特徴分給与所得

245 一括徴収フラグ 285 県民税

246 異動届出書 286 特別減税額

247 異動区分 287 両徴分特別減税額

248 異動事由 288 処理コード

249 異動年月日 289 受給者番号

250 年号 290 老年者フラグ

251 年 291 年少扶養

252 月 292 総合課税所得２

253 日 293 純繰越損失

254 徴収月 294 控除外配当

255 終了月 295 分離課税所得３

256 一括徴収月 296 条約適用利子

257 開始月 297 条約適用配当

258 徴収期 298 分離繰越損失

259 終了期 299 株式繰越損失

260 開始期 300 先物繰越損失

261 過年度 301 通算可分離所得

262 前年通知書番号 302 住宅借入金控除（市県）

263 前年市民税額 303 市民税３

264 前年県民税額 304 条約適用利子

265 前年年税額 305 条約適用配当

266 追徴市民税額 306 県民税３

267 追徴県民税額 307 条約適用利子

268 追徴年税額 308 条約適用配当

269 過年度課税フラグ 309 ふるさと寄付金額

270 長期居住 310 市民税４

271 特控 311 市ふるさと控除額

272 所得 312 市寄附金控除額

273 課税標準額 313 県民税４

274 株式譲渡 314 県ふるさと控除額

275 市民税 315 県寄附金控除額

276 株式譲渡 316 年金特徴フラグ

277 県民税 317 特徴対象年金収入額

278 株式譲渡 318 特徴対象年金所得額

279 扶養者 319 年金特徴該当税額

280 特定扶養 320 年金期割税額

281 均等割額判定フラグ 321 年金期割額１

282 両徴所得 322 年金期割額２

283 特徴分給与収入 323 年金期割額３



324 年金期割額４ 12 世帯

325 年金期割額５ 13 内番

326 年金期割額６ 14 給報上区コード

327 年金特徴停止期 15 カナ氏名検索キー

328 年金特徴停止理由 16 生年月日

329 市民税５ 17 年号

330 市臨時減税 18 年

331 県民税５ 19 月

332 県臨時減税 20 日

333 分離課税所得４ 21 性別

334 分離配当所得 22 資料区分

335 年金特徴 23 非免減表示

336 仮徴収税額 24 徴収方法

337 所得控除２ 25 実額コード

338 生命保険支払額（新契約） 26 税通コード

339 生命保険支払額（旧契約） 27 生命保険コード

340 介護医療支払額（新契約） 28 損害保険コード

341 個人年金支払額（新契約） 29 控対配

342 条例指定寄附金 30 老配

343 市条例指定分 31 扶養者

344 県条例指定分 32 同居老親

345 成年扶養親族 33 老人扶養

346 特定成年扶養親族 34 その他扶養

347 役員等給与収入金額 35 夫有・未成年

348 ★ 調定年度 36 本人障害

349 ★ 宛名番号 37 障害者

350 ★ 連番 38 同居特別

名称 給報ＤＢ 39 特別障害

No. 項目名 40 普通障害

1 指定番号 41 老寡学

2 給報番号 42 乙欄

3 ｅ税一連番号 43 前職合算

4 読取年月日 44 普徴該当

5 号機 45 合算コード

6 帳票 46 年調未済

7 連番 47 退職

8 区・整理番号 48 扶養者

9 区 49 特定扶養

10 整理番号 50 年少扶養

11 町 51 給与所得



52 支払金額 92 ｅ税帳票種類

53 社会保険料等 93 給報受入元

54 小規模企業共済 94 仕切紙区分

55 社会保険料 95 宛名変更有無フラグ

56 所得控除計 96 訂正区分

57 生命保険料 97 給報枚数

58 個人年金 98 特徴給報枚数

59 損害保険料 99 普徴給報枚数

60 長期損害保険料 100 取消給報枚数

61 住宅取得控除 101 給報特普区分

62 所得税 102 旧給報特普区分

63 配偶者特別控除 103 処理区分

64 配偶者給与所得 104 処理回数

65 配偶者その他所得 105 履歴番号

66 宛名番号 106 取消フラグ

67 宛名履歴番号 107 削除入力フラグ

68 給報カナ氏名 108 他市転送フラグ

69 住基生年月日 109 普徴変更フラグ

70 エラーサイン 110 宛名確認入力フラグ

71 続柄 111 宛名確認要フラグ

72 コード１ 112 宛名リンク処理フラグ

73 コード２ 113 宛名異動事由

74 コード３ 114 受給者番号クリアフラグ

75 給報処理 115 死亡退職フラグ

76 給報チェックリスト処理 116 災害者

77 整理番号入力処理 117 外国人

78 給報枚数 118 入力区

79 給報ファイル番号 119 チェックリスト受入元

80 給チ異動コード 120 チェックリスト処理区分

81 パソコン異動コード 121 前年宛名番号

82 オンライン異動コード 122 前年区

83 オンライン異動年月日 123 前年整理番号

84 住宅取得控除Ｂ 124 生命保険支払額（新契約）

85 地震保険料 125 生命保険支払額（旧契約）

86 受給者番号 126 介護医療支払額（新契約）

87 旧給報キー 127 個人年金支払額（新契約）

88 旧指定番号 128 成年扶養親族

89 旧給報番号 129 特定成年扶養親族

90 修正カウント 130 役員等給与収入金額

91 ｅ税帳票区分 131 住宅ローン控除税率



132 ★ カナ氏名検索キー 13 年度

名称 年度切替新年度世帯主ＤＢ 14 年号

No. 項目名 15 年

1 世帯主宛名番号 16 回数

2 宛名履歴番号 17 連番

3 世帯員セグメント数 18 前年情報

4 非免減表示 19 前年宛名番号

5 送付区分 20 前年区・整理番号

6 異動コード 21 区

7 区 22 整理番号

8 メモコード 23 町

9 世帯区分 24 世帯

10 処理年月日 25 内番

名称 年度切替新年度世帯員ＤＢ 26 前年識別連番

No. 項目名 27 年度

1 世帯員セグメント番号 28 年号

2 世帯員宛名番号 29 年

3 宛名履歴番号 30 回数

4 世帯主宛名番号 31 連番

5 非免減表示 32 ００通知

6 送付区分 33 通知カナ氏名

7 異動コード 34 通知生年月日

8 区 35 西暦年

9 メモコード 36 月

10 処理年月日 37 日

11 ★ 世帯主宛名番号 38 カナ氏名

名称 年金特徴ＤＢ 39 生年月日

No. 項目名 40 年号

1 年金特徴セグメント（年金特徴ＤＢ 41 年

2 賦課年度 42 月

3 年号 43 日

4 年 44 カナ氏名検索キー

5 宛名番号 45 仮徴収義務者

6 区・整理番号 46 特徴義務者コード

7 区 47 年金コード

8 整理番号 48 整理番号１

9 町 49 整理番号２

10 世帯 50 本徴収義務者

11 内番 51 特徴義務者コード

12 識別連番 52 年金コード



53 整理番号１ 93 作成日付

54 整理番号２ 94 年号

55 年金期割税額 95 年

56 年金期割額１ 96 月

57 年金期割額２ 97 日

58 年金期割額３ 98 更新日付

59 年金期割額４ 99 年号

60 年金期割額５ 100 年

61 年金期割額６ 101 月

62 税・各種保険料 102 日

63 年金特徴該当税額 103 更新プログラムＩＤ

64 介護保険料特徴額 名称 住民税世帯主ＤＢ１

65 国民健康保険料特徴額 No. 項目名

66 後期高齢保険料特徴額 1 キー

67 その他保険料特徴額（予備） 2 賦課年度

68 所得税額 3 年号

69 年金支払額 4 年

70 依頼情報 5 世帯主宛名番号

71 各種区分 6 住基・住登外区分

72 処理結果 7 世帯番号

73 停止理由 8 世帯構成員数

74 不能理由 9 処理年月日

75 停止依頼抽出対象フラグ 名称 住民税世帯員ＤＢ１

76 賦課更正ＤＢ作成フラグ No. 項目名

77 停止情報 1 キー

78 停止期 2 世帯構成員番号

79 各種区分 3 住基個人番号

80 処理年月日 4 賦課年度

81 西暦年 5 年号

82 月 6 年

83 日 7 世帯員宛名番号

84 処理結果 8 処理年月日

85 不能情報 9 年号

86 不能期 10 年

87 各種区分 11 月

88 処理年月日 12 日

89 西暦年 13 ★ 賦課年度

90 月 14 ★ 世帯主宛名番号

91 日 名称 特徴義務者ＤＢ

92 処理結果 No. 項目名



1 キー 41 件数（１２月）

2 調定年度 42 税額（１２月）

3 年号 43 月割１月

4 年 44 件数（１月）

5 指定番号 45 税額（１月）

6 処理区 46 月割２月

7 連番 47 件数（２月）

8 宛名番号 48 税額（２月）

9 送付先宛名番号 49 月割３月

10 送付先コード 50 件数（３月）

11 納管人宛名番号 51 税額（３月）

12 前年度指定番号 52 月割４月

13 給報提出年月日 53 件数（４月）

14 給報報告人数 54 税額（４月）

15 在職 55 月割５月

16 退職 56 件数（５月）

17 その他 57 税額（５月）

18 合計 58 年計

19 個人番号最終番号 59 件数（年計）

20 現特徴人数 60 税額（年計）

21 調定 61 市民税

22 月割６月 62 件数（市民税）

23 件数（６月） 63 税額（市民税）

24 税額（６月） 64 県民税

25 月割７月 65 件数（県民税）

26 件数（７月） 66 税額（県民税）

27 税額（７月） 67 納期特例分

28 月割８月 68 １２月期

29 件数（８月） 69 件数（１２月期）

30 税額（８月） 70 税額（１２月期）

31 月割９月 71 ６月期

32 件数（９月） 72 件数（６月期）

33 税額（９月） 73 税額（６月期）

34 月割１０月 74 １０ヶ月税額計

35 件数（１０月） 75 ２ヶ月税額計

36 税額（１０月） 76 特普コード

37 月割１１月 77 義務者状況

38 件数（１１月） 78 調査コード

39 税額（１１月） 79 調査結果

40 月割１２月 80 退職分コード



81 給報コード 名称 特徴義務者履歴ＤＢ

82 納期特例 No. 項目名

83 総括表入力フラグ 1 履歴セグメント番号

84 変更回数 2 キー

85 義務者作成年月日 3 調定年度

86 年号 4 年号

87 年 5 年

88 月 6 指定番号

89 日 7 処理区

90 納期特例 8 連番

91 開始年月日 9 宛名番号

92 年号 10 送付先宛名番号

93 年 11 送付先コード

94 月 12 納管人宛名番号

95 日 13 前年度指定番号

96 終了年月日 14 給報提出年月日

97 年号 15 給報報告人数

98 年 16 在職

99 月 17 退職

100 日 18 その他

101 変更年月日 19 合計

102 年号 20 個人番号最終番号

103 年 21 現特徴人数

104 月 22 調定

105 日 23 月割６月

106 通知年月日 24 件数（６月）

107 年号 25 税額（６月）

108 年 26 月割７月

109 月 27 件数（７月）

110 日 28 税額（７月）

111 処理年月日 29 月割８月

112 年号 30 件数（８月）

113 年 31 税額（８月）

114 月 32 月割９月

115 日 33 件数（９月）

116 減免額 34 税額（９月）

117 市民税 35 月割１０月

118 県民税 36 件数（１０月）

119 履歴セグメント番号 37 税額（１０月）

38 月割１１月



39 件数（１１月） 79 調査コード

40 税額（１１月） 80 調査結果

41 月割１２月 81 退職分コード

42 件数（１２月） 82 給報コード

43 税額（１２月） 83 納期特例

44 月割１月 84 総括表入力フラグ

45 件数（１月） 85 変更回数

46 税額（１月） 86 義務者作成年月日

47 月割２月 87 年号

48 件数（２月） 88 年

49 税額（２月） 89 月

50 月割３月 90 日

51 件数（３月） 91 納期特例

52 税額（３月） 92 開始年月日

53 月割４月 93 年号

54 件数（４月） 94 年

55 税額（４月） 95 月

56 月割５月 96 日

57 件数（５月） 97 終了年月日

58 税額（５月） 98 年号

59 年計 99 年

60 件数（年計） 100 月

61 税額（年計） 101 日

62 市民税 102 変更年月日

63 件数（市民税） 103 年号

64 税額（市民税） 104 年

65 県民税 105 月

66 件数（県民税） 106 日

67 税額（県民税） 107 通知年月日

68 納期特例分 108 年号

69 １２月期 109 年

70 件数（１２月期） 110 月

71 税額（１２月期） 111 日

72 ６月期 112 処理年月日

73 件数（６月期） 113 年号

74 税額（６月期） 114 年

75 １０ヶ月税額計 115 月

76 ２ヶ月税額計 116 日

77 特普コード 117 減免額

78 義務者状況 118 市民税



119 県民税 36 処理年月日（５月）

120 ★ 調定年度 37 支払金額（６月）

121 ★ 指定番号 38 所得割（６月）

名称 退職ＤＢ 39 市民税（６月）

No. 項目名 40 県民税（６月）

1 キー 41 合計（６月）

2 調定年度 42 退職人員（６月）

3 年号 43 異動事由（６月）

4 年 44 入力部署（６月）

5 指定番号 45 処理年月日（６月）

6 処理区 46 支払金額（７月）

7 連番 47 所得割（７月）

8 宛名番号 48 市民税（７月）

9 月別内容（３月～２月） 49 県民税（７月）

10 支払金額（３月） 50 合計（７月）

11 所得割（３月） 51 退職人員（７月）

12 市民税（３月） 52 異動事由（７月）

13 県民税（３月） 53 入力部署（７月）

14 合計（３月） 54 処理年月日（７月）

15 退職人員（３月） 55 支払金額（８月）

16 異動事由（３月） 56 所得割（８月）

17 入力部署（３月） 57 市民税（８月）

18 処理年月日（３月） 58 県民税（８月）

19 支払金額（４月） 59 合計（８月）

20 所得割（４月） 60 退職人員（８月）

21 市民税（４月） 61 異動事由（８月）

22 県民税（４月） 62 入力部署（８月）

23 合計（４月） 63 処理年月日（８月）

24 退職人員（４月） 64 支払金額（９月）

25 異動事由（４月） 65 所得割（９月）

26 入力部署（４月） 66 市民税（９月）

27 処理年月日（４月） 67 県民税（９月）

28 支払金額（５月） 68 合計（９月）

29 所得割（５月） 69 退職人員（９月）

30 市民税（５月） 70 異動事由（９月）

31 県民税（５月） 71 入力部署（９月）

32 合計（５月） 72 処理年月日（９月）

33 退職人員（５月） 73 支払金額（１０月）

34 異動事由（５月） 74 所得割（１０月）

35 入力部署（５月） 75 市民税（１０月）



76 県民税（１０月） 116 入力部署（２月）

77 合計（１０月） 117 処理年月日（２月）

78 退職人員（１０月） 118 履歴セグメント番号

79 異動事由（１０月） 名称 退職履歴ＤＢ

80 入力部署（１０月） No. 項目名

81 処理年月日（１０月） 1 履歴セグメント番号

82 支払金額（１１月） 2 キー

83 所得割（１１月） 3 調定年度

84 市民税（１１月） 4 年号

85 県民税（１１月） 5 年

86 合計（１１月） 6 指定番号

87 退職人員（１１月） 7 処理区

88 異動事由（１１月） 8 連番

89 入力部署（１１月） 9 宛名番号

90 処理年月日（１１月） 10 月別内容（３月～２月）

91 支払金額（１２月） 11 支払金額（３月）

92 所得割（１２月） 12 所得割（３月）

93 市民税（１２月） 13 市民税（３月）

94 県民税（１２月） 14 県民税（３月）

95 合計（１２月） 15 合計（３月）

96 退職人員（１２月） 16 退職人員（３月）

97 異動事由（１２月） 17 異動事由（３月）

98 入力部署（１２月） 18 入力部署（３月）

99 処理年月日（１２月） 19 処理年月日（３月）

100 支払金額（１月） 20 支払金額（４月）

101 所得割（１月） 21 所得割（４月）

102 市民税（１月） 22 市民税（４月）

103 県民税（１月） 23 県民税（４月）

104 合計（１月） 24 合計（４月）

105 退職人員（１月） 25 退職人員（４月）

106 異動事由（１月） 26 異動事由（４月）

107 入力部署（１月） 27 入力部署（４月）

108 処理年月日（１月） 28 処理年月日（４月）

109 支払金額（２月） 29 支払金額（５月）

110 所得割（２月） 30 所得割（５月）

111 市民税（２月） 31 市民税（５月）

112 県民税（２月） 32 県民税（５月）

113 合計（２月） 33 合計（５月）

114 退職人員（２月） 34 退職人員（５月）

115 異動事由（２月） 35 異動事由（５月）



36 入力部署（５月） 76 市民税（１０月）

37 処理年月日（５月） 77 県民税（１０月）

38 支払金額（６月） 78 合計（１０月）

39 所得割（６月） 79 退職人員（１０月）

40 市民税（６月） 80 異動事由（１０月）

41 県民税（６月） 81 入力部署（１０月）

42 合計（６月） 82 処理年月日（１０月）

43 退職人員（６月） 83 支払金額（１１月）

44 異動事由（６月） 84 所得割（１１月）

45 入力部署（６月） 85 市民税（１１月）

46 処理年月日（６月） 86 県民税（１１月）

47 支払金額（７月） 87 合計（１１月）

48 所得割（７月） 88 退職人員（１１月）

49 市民税（７月） 89 異動事由（１１月）

50 県民税（７月） 90 入力部署（１１月）

51 合計（７月） 91 処理年月日（１１月）

52 退職人員（７月） 92 支払金額（１２月）

53 異動事由（７月） 93 所得割（１２月）

54 入力部署（７月） 94 市民税（１２月）

55 処理年月日（７月） 95 県民税（１２月）

56 支払金額（８月） 96 合計（１２月）

57 所得割（８月） 97 退職人員（１２月）

58 市民税（８月） 98 異動事由（１２月）

59 県民税（８月） 99 入力部署（１２月）

60 合計（８月） 100 処理年月日（１２月）

61 退職人員（８月） 101 支払金額（１月）

62 異動事由（８月） 102 所得割（１月）

63 入力部署（８月） 103 市民税（１月）

64 処理年月日（８月） 104 県民税（１月）

65 支払金額（９月） 105 合計（１月）

66 所得割（９月） 106 退職人員（１月）

67 市民税（９月） 107 異動事由（１月）

68 県民税（９月） 108 入力部署（１月）

69 合計（９月） 109 処理年月日（１月）

70 退職人員（９月） 110 支払金額（２月）

71 異動事由（９月） 111 所得割（２月）

72 入力部署（９月） 112 市民税（２月）

73 処理年月日（９月） 113 県民税（２月）

74 支払金額（１０月） 114 合計（２月）

75 所得割（１０月） 115 退職人員（２月）



116 異動事由（２月） 34 期別１

117 入力部署（２月） 35 期別２

118 処理年月日（２月） 36 期別３

119 ★ 調定年度 37 期別４

120 ★ 指定番号 38 期別５

名称 償却賦課ＤＢ 39 期別６

No. 項目名 40 期別７

1 賦課キー 41 期別８

2 調定年度 42 期別９

3 通知書番号 43 過随月

4 義務者番号 44 過随月１

5 義務者区分 45 過随月２

6 一連番号 46 過随月３

7 年度識別番号 47 異動情報

8 相当年度 48 異動コード

9 名寄先宛名番号 49 異動年月日

10 宛名番号上６桁 50 履歴ポインタ

11 宛名番号下３桁 名称 償却賦課履歴ＤＢ

12 共有親通知書番号 No. 項目名

13 共有区分 1 賦課キー

14 共有持分 2 調定年度

15 分子 3 通知書番号

16 分母 4 義務者番号

17 区名 5 義務者区分

18 区コード 6 一連番号

19 評価情報 7 年度識別番号

20 相当年度（評価） 8 相当年度

21 履歴ポインタ（評価） 9 名寄先宛名番号

22 免点サイン 10 宛名番号上６桁

23 合算有無サイン 11 宛名番号下３桁

24 特例有無サイン 12 共有親通知書番号

25 非課税有無サイン 13 共有区分

26 課税標準額 14 共有持分

27 減免課税標準額 15 分子

28 特別軽減課標 16 分母

29 税額 17 区名

30 減免税額 18 区コード

31 年税額（分割前） 19 評価情報

32 年税額（分割後） 20 相当年度（評価）

33 期別 21 履歴ポインタ（評価）



22 免点サイン 7 区コード

23 合算有無サイン 8 所管コード

24 特例有無サイン 9 調査コード

25 非課税有無サイン 10 事業所コード

26 課税標準額 11 資本金

27 減免課税標準額 12 決算期

28 特別軽減課標 13 決算期１

29 税額 14 決算期２

30 減免税額 15 事業開始年月

31 年税額（分割前） 16 事業開始年

32 年税額（分割後） 17 事業開始年・年号

33 期別 18 事業開始年・年

34 期別１ 19 事業開始月

35 期別２ 20 サインエリア

36 期別３ 21 申告方法サイン

37 期別４ 22 青色申告有無サイン

38 期別５ 23 リース有無サイン

39 期別６ 24 免税点サイン

40 期別７ 25 非課税有無サイン

41 期別８ 26 特例有無サイン

42 期別９ 27 減免有無サイン

43 過随月 28 家屋所有区分

44 過随月１ 29 合算サイン

45 過随月２ 30 共有区分

46 過随月３ 31 設立年月

47 異動情報 32 設立年月・年

48 異動コード 33 設立年月・年（年号）

49 異動年月日 34 設立年月・年（年）

50 履歴ポインタ 35 設立年月・月

51 ★ 調定年度 36 解散年月

52 ★ 義務者番号 37 解散年月・年

53 ★ 年度識別番号 38 解散年月・年（年号）

名称 資産義務者ＤＢ 39 解散年月・年（年）

No. 項目名 40 解散年月・月

1 義務者セグメント－エリア 41 廃止年月

2 義務者番号 42 廃止年月・年

3 義務者番号上１桁 43 廃止年月・年（年号）

4 義務者番号下６桁 44 廃止年月・年（年）

5 宛名番号 45 廃止年月・月

6 区名エリア 46 合併年月



47 合併年月・年 87 資産所在地コード２・都道府県

48 合併年月・年（年号） 88 資産所在地コード２・市区町村

49 合併年月・年（年） 89 資産所在地コード２・大字

50 合併年月・月 90 資産所在地コード２・字

51 休業年月 91 資産所在地名２

52 休業年月・年 92 資産所在地名・漢字２

53 休業年月・年（年号） 93 資産所在地３

54 休業年月・年（年） 94 資産所在地コード３

55 休業年月・月 95 資産所在地コード３・都道府県

56 資料区分 96 資産所在地コード３・市区町村

57 申告状況テーブル 97 資産所在地コード３・大字

58 申告年月日１ 98 資産所在地コード３・字

59 申告年月日１・年 99 資産所在地名３

60 申告年月日１・年（年号） 100 資産所在地名・漢字３

61 申告年月日１・年（年） 101 担当者

62 申告年月日１・月 102 担当者名

63 申告年月日１・日 103 担当者名漢字

64 申告年月日２ 104 担当者電話番号

65 申告年月日２・年 105 税理士

66 申告年月日２・年（年号） 106 税理士名

67 申告年月日２・年（年） 107 税理士名漢字

68 申告年月日２・月 108 税理士電話番号

69 申告年月日２・日 109 特記事項

70 申告年月日３ 110 特記事項漢字

71 申告年月日３・年 111 登録年月日

72 申告年月日３・年（年号） 112 登録年月日・年

73 申告年月日３・年（年） 113 登録年月日・月

74 申告年月日３・月 114 登録年月日・日

75 申告年月日３・日 115 修正年月日

76 資産所在地テーブル 116 修正年月日・年

77 資産所在地１ 117 修正年月日・月

78 資産所在地コード１ 118 修正年月日・日

79 資産所在地コード１・都道府県 119 資本金

80 資産所在地コード１・市区町村 120 納税者ＩＤ

81 資産所在地コード１・大字 121 申告区分

82 資産所在地コード１・字 122 申告書作成区分

83 資産所在地名１ 名称 資産異動ＤＢ

84 資産所在地名・漢字１ No. 項目名

85 資産所在地２ 1 異動ＤＢキー情報

86 資産所在地コード２ 2 異動キー



3 相当年度 43 評価額

4 義務者番号 44 理論帳簿価額

5 義務者区分 45 課税標準額（評価）

6 一連番号 46 課税標準額（理論）

7 資産コード 47 減免課税標準（評価）

8 調定年度 48 減免課税標準（理論）

9 ページ（枚目） 49 削除コード

10 行 50 削除開始年度

11 区コード 51 異動情報

12 異動前情報 52 異動コード

13 相当年度 53 異動年月日

14 義務者番号 54 履歴ポインタ

15 義務者区分 55 減少価額

16 一連番号 56 耐用年数変更情報

17 資産番号 57 耐用年数１

18 資産種類 58 耐用年数変更年度１

19 資産コード 59 耐用年数２

20 調定年度 60 耐用年数変更年度２

21 ページ（枚目） 61 耐用年数３

22 行 62 耐用年数変更年度３

23 帳票区分 63 異動後情報

24 改良費コード 64 相当年度

25 資産名称 65 義務者番号

26 数量 66 義務者区分

27 取得年月 67 一連番号

28 取得年 68 資産番号

29 取得月 69 資産種類

30 取得価額 70 資産コード

31 移入年 71 調定年度

32 耐用年数 72 ページ（枚目）

33 残存コード 73 行

34 残存率（評価） 74 帳票区分

35 残存率（理論） 75 改良費コード

36 計算判定 76 資産名称

37 確認サイン 77 数量

38 特非コードエリア 78 取得年月

39 特非コード 79 取得年

40 特非コード上１桁 80 取得月

41 特非コード下２桁 81 取得価額

42 特非コード予備 82 移入年



83 耐用年数 8 相当年度

84 残存コード 9 名寄先宛名番号

85 残存率（評価） 10 宛名番号上６桁

86 残存率（理論） 11 宛名番号下３桁

87 計算判定 12 共有親通知書番号

88 確認サイン 13 共有区分

89 特非コードエリア 14 共有持分

90 特非コード 15 分子

91 特非コード上１桁 16 分母

92 特非コード下２桁 17 区名

93 特非コード予備 18 区コード

94 評価額 19 評価情報

95 理論帳簿価額 20 相当年度（評価）

96 課税標準額（評価） 21 履歴ポインタ（評価）

97 課税標準額（理論） 22 免点サイン

98 減免課税標準（評価） 23 合算有無サイン

99 減免課税標準（理論） 24 特例有無サイン

100 削除コード 25 非課税有無サイン

101 削除開始年度 26 課税標準額

102 異動情報 27 減免課税標準額

103 異動コード 28 特別軽減課標

104 異動年月日 29 税額

105 履歴ポインタ 30 減免税額

106 減少価額 31 年税額（分割前）

107 耐用年数変更情報 32 年税額（分割後）

108 耐用年数１ 33 期別

109 耐用年数変更年度１ 34 期別１

110 耐用年数２ 35 期別２

111 耐用年数変更年度２ 36 期別３

112 耐用年数３ 37 期別４

113 耐用年数変更年度３ 38 期別５

名称 償却賦課更正ＤＢ 39 期別６

No. 項目名 40 期別７

1 更正キー 41 期別８

2 調定年度 42 期別９

3 通知書番号 43 過随月

4 義務者番号 44 過随月１

5 義務者区分 45 過随月２

6 一連番号 46 過随月３

7 年度識別番号 47 異動情報



48 異動コード 13 特非コード（上１桁）

49 異動年月日 14 特非コード（下２桁）

50 履歴ポインタ 15 親義務者番号

51 許可コード 16 削除サイン

52 異動識別区分 17 登録年月日

53 状態識別区分 18 登録年月日（年）

名称 資産共有親ＤＢ 19 登録年月日（月）

No. 項目名 20 登録年月日（日）

1 共有親セグメント 21 修正年月日

2 義務者番号 22 修正年月日（年）

3 義務者番号（上１桁目） 23 修正年月日（月）

4 義務者番号（下６桁目） 24 修正年月日（日）

5 代表者宛名番号 25 ★ 義務者番号

6 区コード 名称 資産合計ＤＢ

7 その他人数 No. 項目名

8 分割サイン 1 合計キー

9 最大項番 2 相当年度

10 登録年月日 3 義務者番号

11 登録年月日（年） 4 義務者区分

12 登録年月日（月） 5 一連番号

13 登録年月日（日） 6 名寄先宛名番号

14 修正年月日 7 宛名番号上６桁

15 修正年月日（年） 8 宛名番号下３桁

16 修正年月日（月） 9 区コード

17 修正年月日（日） 10 免点サイン

18 削除サイン 11 合算有無サイン

名称 資産共有子ＤＢ 12 特例有無サイン

No. 項目名 13 非課税有無サイン

1 共有子セグメント 14 決定区分

2 項番 15 評価額テーブル

3 宛名番号 16 前年前取得価額１

4 義務者番号 17 前年減少価額１

5 義務者番号（上１桁） 18 前年増加価額１

6 義務者番号（下６桁） 19 合計取得価額１

7 区コード 20 評価額１

8 持分 21 理論帳簿価額１

9 持分（分子） 22 課税標準額（評価）１

10 持分（分母） 23 課税標準額（理論）１

11 持分率 24 減免課税標準額（評価）１

12 特非コード 25 減免課税標準額（理論）１



26 数量１ 66 課税標準額（評価）５

27 前年前取得価額２ 67 課税標準額（理論）５

28 前年減少価額２ 68 減免課税標準額（評価）５

29 前年増加価額２ 69 減免課税標準額（理論）５

30 合計取得価額２ 70 数量５

31 評価額２ 71 前年前取得価額６

32 理論帳簿価額２ 72 前年減少価額６

33 課税標準額（評価）２ 73 前年増加価額６

34 課税標準額（理論）２ 74 合計取得価額６

35 減免課税標準額（評価）２ 75 評価額６

36 減免課税標準額（理論）２ 76 理論帳簿価額６

37 数量２ 77 課税標準額（評価）６

38 前年前取得価額３ 78 課税標準額（理論）６

39 前年減少価額３ 79 減免課税標準額（評価）６

40 前年増加価額３ 80 減免課税標準額（理論）６

41 合計取得価額３ 81 数量６

42 評価額３ 82 前年前取得価額７

43 理論帳簿価額３ 83 前年減少価額７

44 課税標準額（評価）３ 84 前年増加価額７

45 課税標準額（理論）３ 85 合計取得価額７

46 減免課税標準額（評価）３ 86 評価額７

47 減免課税標準額（理論）３ 87 理論帳簿価額７

48 数量３ 88 課税標準額（評価）７

49 前年前取得価額４ 89 課税標準額（理論）７

50 前年減少価額４ 90 減免課税標準額（評価）７

51 前年増加価額４ 91 減免課税標準額（理論）７

52 合計取得価額４ 92 数量７

53 評価額４ 93 合計非課税額

54 理論帳簿価額４ 94 前年前取得価額（非課税）

55 課税標準額（評価）４ 95 前年減少価額（非課税）

56 課税標準額（理論）４ 96 前年増加価額（非課税）

57 減免課税標準額（評価）４ 97 合計取得価額（非課税）

58 減免課税標準額（理論）４ 98 評価額（非課税）

59 数量４ 99 理論帳簿価額（非課税）

60 前年前取得価額５ 100 数量（非課税）

61 前年減少価額５ 101 課税明細数

62 前年増加価額５ 102 異動情報

63 合計取得価額５ 103 異動コード

64 評価額５ 104 異動年月日

65 理論帳簿価額５ 105 履歴ポインタ



名称 資産合計履歴ＤＢ 39 前年増加価額３

No. 項目名 40 合計取得価額３

1 相当年度 41 評価額３

2 義務者番号 42 理論帳簿価額３

3 義務者区分 43 課税標準額（評価）３

4 一連番号 44 課税標準額（理論）３

5 名寄先宛名番号 45 減免課税標準額（評価）３

6 宛名番号上６桁 46 減免課税標準額（理論）３

7 宛名番号下３桁 47 数量３

8 区コード 48 前年前取得価額４

9 免点サイン 49 前年減少価額４

10 合算有無サイン 50 前年増加価額４

11 特例有無サイン 51 合計取得価額４

12 非課税有無サイン 52 評価額４

13 決定区分 53 理論帳簿価額４

14 評価額テーブル 54 課税標準額（評価）４

15 前年前取得価額１ 55 課税標準額（理論）４

16 前年減少価額１ 56 減免課税標準額（評価）４

17 前年増加価額１ 57 減免課税標準額（理論）４

18 合計取得価額１ 58 数量４

19 評価額１ 59 前年前取得価額５

20 理論帳簿価額１ 60 前年減少価額５

21 課税標準額（評価）１ 61 前年増加価額５

22 課税標準額（理論）１ 62 合計取得価額５

23 減免課税標準額（評価）１ 63 評価額５

24 減免課税標準額（理論）１ 64 理論帳簿価額５

25 数量１ 65 課税標準額（評価）５

26 前年前取得価額２ 66 課税標準額（理論）５

27 前年減少価額２ 67 減免課税標準額（評価）５

28 前年増加価額２ 68 減免課税標準額（理論）５

29 合計取得価額２ 69 数量５

30 評価額２ 70 前年前取得価額６

31 理論帳簿価額２ 71 前年減少価額６

32 課税標準額（評価）２ 72 前年増加価額６

33 課税標準額（理論）２ 73 合計取得価額６

34 減免課税標準額（評価）２ 74 評価額６

35 減免課税標準額（理論）２ 75 理論帳簿価額６

36 数量２ 76 課税標準額（評価）６

37 前年前取得価額３ 77 課税標準額（理論）６

38 前年減少価額３ 78 減免課税標準額（評価）６



79 減免課税標準額（理論）６ 11 帳票区分

80 数量６ 12 改良費コード

81 前年前取得価額７ 13 資産名称

82 前年減少価額７ 14 数量

83 前年増加価額７ 15 取得年月

84 合計取得価額７ 16 取得年

85 評価額７ 17 取得月

86 理論帳簿価額７ 18 取得価額

87 課税標準額（評価）７ 19 移入年

88 課税標準額（理論）７ 20 耐用年数

89 減免課税標準額（評価）７ 21 残存コード

90 減免課税標準額（理論）７ 22 残存率（評価）

91 数量７ 23 残存率（理論）

92 合計非課税額 24 計算判定

93 前年前取得価額（非課税） 25 確認サイン

94 前年減少価額（非課税） 26 特非コードエリア

95 前年増加価額（非課税） 27 特非コード

96 合計取得価額（非課税） 28 特非コード上１桁

97 評価額（非課税） 29 特非コード下２桁

98 理論帳簿価額（非課税） 30 特非コード予備

99 数量（非課税） 31 評価額

100 課税明細数 32 理論帳簿価額

101 異動情報 33 課税標準額（評価）

102 異動コード 34 課税標準額（理論）

103 異動年月日 35 減免課税標準（評価）

104 履歴ポインタ 36 減免課税標準（理論）

105 ★ 相当年度 37 削除コード

106 ★ 義務者番号 38 削除開始年度

名称 資産明細ＤＢ 39 異動情報

No. 項目名 40 異動コード

1 相当年度 41 異動年月日

2 義務者番号 42 履歴ポインタ

3 義務者区分 43 減少価額

4 一連番号 44 耐用年数変更情報

5 資産番号 45 耐用年数１

6 資産種類 46 耐用年数変更年度１

7 資産コード 47 耐用年数２

8 調定年度 48 耐用年数変更年度２

9 ページ（枚目） 49 耐用年数３

10 行 50 耐用年数変更年度３



51 ★ 相当年度 37 削除コード

52 ★ 義務者番号 38 削除開始年度

名称 資産明細履歴ＤＢ 39 異動情報

No. 項目名 40 異動コード

1 相当年度 41 異動年月日

2 義務者番号 42 履歴ポインタ

3 義務者区分 43 減少価額

4 一連番号 44 耐用年数変更情報

5 資産番号 45 耐用年数１

6 資産種類 46 耐用年数変更年度１

7 資産コード 47 耐用年数２

8 調定年度 48 耐用年数変更年度２

9 ページ（枚目） 49 耐用年数３

10 行 50 耐用年数変更年度３

11 帳票区分 51 ★ 相当年度

12 改良費コード 52 ★ 義務者番号

13 資産名称 53 ★ 資産コード

14 数量 名称 固都賦課ＤＢ１（東灘区）

15 取得年月 No. 項目名

16 取得年 1 賦課セグメント

17 取得月 2 賦課キー

18 取得価額 3 区コード

19 移入年 4 調定年度

20 耐用年数 5 通知書番号

21 残存コード 6 氏名コード

22 残存率（評価） 7 年度識別

23 残存率（理論） 8 宛名番号

24 計算判定 9 土地

25 確認サイン 10 固定課税標準額

26 特非コードエリア 11 都計課税標準額

27 特非コード 12 家屋

28 特非コード上１桁 13 固定課税標準額

29 特非コード下２桁 14 都計課税標準額

30 特非コード予備 15 合計

31 評価額 16 固定課税標準額

32 理論帳簿価額 17 都計課税標準額

33 課税標準額（評価） 18 分割前年税額（固定）

34 課税標準額（理論） 19 分割前年税額（都計）

35 減免課税標準（評価） 20 分割後年税額（固定）

36 減免課税標準（理論） 21 分割後年税額（都計）



22 分割後年税額（合計） 7 氏名コード

23 前納報奨金額 8 年度識別

24 分割後期割額 9 宛名番号

25 １期 10 土地

26 ２期 11 固定課税標準額

27 ３期 12 都計課税標準額

28 ４期 13 家屋

29 当年度髄時１ 14 固定課税標準額

30 当年度髄時２ 15 都計課税標準額

31 過年度随時１ 16 合計

32 過年度随時２ 17 固定課税標準額

33 過年度随時３ 18 都計課税標準額

34 軽減額（固定） 19 分割前年税額（固定）

35 軽減額（都計） 20 分割前年税額（都計）

36 土地 21 分割後年税額（固定）

37 筆数 22 分割後年税額（都計）

38 地積 23 分割後年税額（合計）

39 評価額 24 前納報奨金額

40 家屋 25 分割後期割額

41 棟数 26 １期

42 床面積 27 ２期

43 評価額 28 ３期

44 課税内容コード 29 ４期

45 過年度納期月 30 当年度髄時１

46 納期月１ 31 当年度髄時２

47 納期月２ 32 過年度随時１

48 納期月３ 33 過年度随時２

49 異動事由 34 過年度随時３

50 異動日付 35 軽減額（固定）

51 発付コード 36 軽減額（都計）

52 機械処理年月日 37 土地

53 軽減コード 38 筆数

名称 固都賦課履歴ＤＢ１（東灘区） 39 地積

No. 項目名 40 評価額

1 賦課履歴セグメント 41 家屋

2 履歴番号 42 棟数

3 賦課キー 43 床面積

4 区コード 44 評価額

5 調定年度 45 課税内容コード

6 通知書番号 46 過年度納期月



47 納期月１ 9 本番

48 納期月２ 10 枝番

49 納期月３ 11 末番

50 異動事由 12 整理番号１

51 異動日付 13 棟番

52 発付コード 14 物件シリアル番号

53 機械処理年月日 15 土・家区分

54 軽減コード 16 機械化番号

55 ★ 区コード 17 区分評価シーケンス

56 ★ 調定年度 18 異動禁止フラグ

57 ★ 通知書番号 19 機械処理年月日

名称 固都異動ＤＢ 20 ★ 物件コード

No. 項目名 名称 家屋沿革ＤＢ１（東灘区）

1 異動セグメント No. 項目名

2 異動キー 1 家屋沿革セグメント

3 論理端末名称 2 沿革番号

4 処理日付 3 沿革種別コード

5 処理時間 4 家屋台帳キー

6 連番 5 区コード

7 異動事由 6 台帳区分コード

8 異動種別 7 物件コード

9 ＤＢ種別 8 町通

10 セグメント種別 9 丁目

11 各セグメント内容 10 家屋番号

12 機械処理年月日 11 本番

13 状態コード 12 枝番

14 プリンタ論理端末名称 13 末番

15 仮証明区分 14 整理番号１

16 識別コード 15 棟番

17 論理端末名称 16 物件シリアル番号

名称 家屋台帳キーＤＢ１（東灘区） 17 土・家区分

No. 項目名 18 機械化番号

1 家屋キー連絡セグメント 19 区分評価シーケンス

2 家屋台帳キー 20 年度

3 区コード 21 履歴番号

4 台帳区分コード 22 受付年月日

5 物件コード 23 沿革記事コード

6 町通 24 機械処理年月日

7 丁目 25 ★ 区コード

8 家屋番号 26 ★ 台帳区分コード



27 ★ 物件コード 37 塔屋

28 ★ 連番 38 床面積

名称 家屋台帳ＤＢ１（東灘区） 39 １階床面積

No. 項目名 40 合計床面積

1 家屋台帳セグメント 41 棟符号

2 年度 42 物件登記事由

3 家屋台帳キー 43 物件登記原因日

4 区コード 44 物件登記受付日

5 台帳区分コード 45 所有権登記事由

6 物件コード 46 所有権登記原因日

7 町通 47 所有権登記受付日

8 丁目 48 課税情報

9 家屋番号 49 価格

10 本番 50 課税標準額（固定）

11 枝番 51 課税標準額（都計）

12 末番 52 軽減後課標額（固定）

13 整理番号１ 53 軽減後課標額（都計）

14 棟番 54 価格登載日

15 履歴番号 55 台帳作成コード１

16 氏名コード 56 台帳作成コード２

17 登記識別コード 57 生死コード

18 登記情報 58 機械処理年月日

19 所在地番 59 ★ 区コード親

20 本番 60 ★ 台帳区分コード親

21 枝番 61 ★ 物件コード

22 末番 62 ★ 町通

23 外筆数 63 ★ 丁目

24 所有区分 64 ★ 家屋番号

25 建物番号 65 ★ 所在地番

26 名義人宛名番号 66 ★ 連番－本番

27 種類１ 67 ★ 連番－枝番

28 種類２ 名称 家屋評価キーＤＢ１（東灘区）

29 構造 No. 項目名

30 主体１ 1 家屋評価キーセグメント

31 主体２ 2 家屋評価キー

32 屋根１ 3 区コード

33 屋根２ 4 台帳区分コード

34 階層 5 物件コード

35 地上 6 町通

36 地下 7 丁目



8 家屋番号 26 軽減後課税標準額（都

9 本番 27 軽減

10 枝番 28 軽減種別１

11 末番 29 軽減対象床面積１

12 整理番号１ 30 軽減種別２

13 棟番 31 軽減対象床面積２

14 整理番号２ 32 軽減種別３

15 物件シリアル番号 33 軽減対象床面積３

16 土・家区分 34 適用年度

17 機械化番号 35 非課税

18 区分評価シーケンス 36 非課税事由１

19 所管コード 37 非課税面積１

20 ★ 物件コード 38 非課税事由２

名称 家屋評価ＤＢ１（東灘区） 39 非課税面積２

No. 項目名 40 経年コード

1 家屋評価セグメント 41 構造（主体）

2 年度 42 屋根

3 履歴番号 43 階層

4 異動事由 44 地上

5 異動日付 45 地下

6 所有区分 46 塔屋

7 氏名コード 47 建築日付

8 個法コード 48 経年起算年次

9 市街化コード 49 住宅戸数

10 種類１ 50 居住割合

11 種類２ 51 工法

12 評価 52 現況地番

13 単位当再建評点 53 町通

14 修正率 54 丁目

15 経年補正率 55 地番

16 損耗補正率 56 本番

17 需給割合 57 枝番

18 再建築費評点補正率 58 末番

19 １階床面積 59 整理番号１

20 合計床面積 60 整理番号２

21 評価額 61 修正事由

22 課税標準額 62 修正日付

23 特例後課税標準額（固 63 台帳情報

24 特例後課税標準額（都 64 年度

25 軽減後課税標準額（固 65 履歴番号



66 生死コード 17 台帳区分コード

67 機械処理年月日 18 物件コード

68 特別減価率 19 町通

69 家屋評価キー 20 丁目

70 区コード 21 家屋番号

71 物件コード 22 本番

72 町通 23 枝番

73 丁目 24 末番

74 家屋番号 25 処分先所在地番

75 本番 26 本番

76 枝番 27 枝番

77 末番 28 末番

78 整理番号１ 29 外筆数

79 台帳区分コード 30 証明発行開始年月日

80 棟番 31 ★ 物件コード

81 整理番号２ 32 ★ 物件コードＳ

82 ★ 区コード 名称 固都更正ＤＢ

83 ★ 台帳区分コード No. 項目名

84 ★ 物件コード 1 更正セグメント

85 ★ 現況地番 2 更正キー

86 ★ 物件コードＳ 3 区コード

87 ★ 年度（補数） 4 調定年度

名称 家屋換地ＤＢ 5 通知書番号

No. 項目名 6 氏名コード

1 家屋換地セグメント 7 年度識別

2 従前キー 8 宛名番号

3 処分年度 9 土地

4 従前キー 10 固定課税標準額

5 区コード 11 都計課税標準額

6 台帳区分コード 12 家屋

7 物件コード 13 固定課税標準額

8 町通 14 都計課税標準額

9 丁目 15 合計

10 家屋番号 16 固定課税標準額

11 本番 17 都計課税標準額

12 枝番 18 分割前年税額（固定）

13 末番 19 分割前年税額（都計）

14 整理番号１ 20 分割後年税額（固定）

15 処分先キー 21 分割後年税額（都計）

16 区コード 22 分割後年税額（合計）



23 前納報奨金額 63 整理番号１

24 分割後期割額 64 家屋番号

25 １期 65 本番

26 ２期 66 枝番

27 ３期 67 末番

28 ４期 68 整理番号１

29 当年度髄時１ 69 棟番

30 当年度髄時２ 70 軽減コード

31 過年度随時１ 名称 固都共有親ＤＢ

32 過年度随時２ No. 項目名

33 過年度随時３ 1 共有親セグメント

34 軽減額（固定） 2 共有キー

35 軽減額（都計） 3 年度

36 土地 4 親区コード

37 筆数 5 親氏名コード

38 地積 6 共有区分

39 評価額 7 共有人数

40 家屋 8 代表者宛名番号

41 棟数 9 最大項番

42 床面積 10 通分エラーフラグ

43 評価額 11 親削除コード

44 課税内容コード 12 機械処理年月日

45 過年度納期月 13 住宅分人数

46 納期月１ 14 非住宅分人数

47 納期月２ 15 課税有無フラグ

48 納期月３ 名称 固都共有子ＤＢ

49 異動事由 No. 項目名

50 異動日付 1 共有子セグメント

51 発付コード 2 年度

52 機械処理年月日 3 サーチフィールド

53 当年度開始期 4 項番

54 過年度納期月 5 履歴番号

55 台帳区分コード 6 宛名番号

56 物件コード 7 名義人宛名番号

57 町通 8 区コード

58 丁目 9 子氏名／親氏名

59 地番 10 子氏名コード

60 本番 11 親氏名コード

61 枝番 12 固定資産税持分

62 末番 13 分母



14 分子 5 路線価番号（基準年度）

15 都市計画税持分 6 状況類似地区番号（基準年度

16 分母 7 街路番号（基準年度）

17 分子 8 路線価（基準年度）

18 登記持分 9 路線価（前基準年度）

19 分母 10 路線価区分コード（基準年度

20 分子 11 用途地区コード（基準年度）

21 按分コード 12 路線価番号（前基準年度）

22 補正コード 13 状況類似地区番号（前基準年

23 利用コード 14 街路番号（前基準年度）

24 子削除コード 15 路線価区分コード（前基準年

25 異動事由 16 用途地区コード（前基準年度

26 異動日付 名称 固都証明制御ＤＢ

27 原因日 No. 項目名

28 機械処理年月日 1 証明制御セグメント

29 居住割合 2 証明制御キー

30 分母 3 年度

31 分子 4 土・家区分

32 非課税事由 5 区コード

33 軽減コード 6 土地物件キー

34 一般持分地積 7 町通

35 戸数 8 丁目

36 告知記録 9 地番

37 告知年月日 10 本番

38 現年開始納期 11 枝番

39 過年随時月 12 末番

40 調定年度 13 整理番号１

41 備考１ 14 家屋物件キー

42 備考２ 15 台帳区分コード

43 処理年月日 16 町通

44 告知納通発行フラグ 17 丁目

45 ★ 年度 18 家番

46 ★ 親区コード 19 本番

47 ★ 親氏名コード 20 枝番

名称 固都路線価ＤＢ 21 末番

No. 項目名 22 整理番号１

1 路線価セグメント 23 宛名番号

2 路線価キー 24 宛名番号

3 区コード 25 制御区分

4 年度 26 登録年月日



27 備考（メモ） 1 土地沿革セグメント

28 機械処理年月日 2 沿革番号

29 ★ 物件ｺｰﾄﾞ 3 沿革種別コード

名称 固都所在地ＤＢ 4 土地台帳キー

No. 項目名 5 区コード

1 所在地セグメント 6 物件コード

2 所在地キー 7 町通

3 区コード 8 丁目

4 町通 9 地番

5 丁目 10 本番

6 区名（カナ） 11 枝番

7 町通（カナ） 12 末番

8 字名（カナ） 13 整理番号１

9 区名（漢字） 14 台帳区分コード

10 町通（漢字） 15 物件シリアル番号

11 字名（漢字） 16 土・家区分

名称 土地台帳キーＤＢ１（東灘区） 17 機械化番号

No. 項目名 18 区分評価シーケンス

1 土地キー連絡セグメント 19 年度

2 土地台帳キー 20 履歴番号

3 区コード 21 受付年月日

4 物件コード 22 従前地対応地積

5 町通 23 沿革記事コード

6 丁目 24 仮換地変更年月日

7 地番 25 機械処理年月日

8 本番 26 ★ 区コード

9 枝番 27 ★ 物件コード

10 末番 28 ★ 連番

11 整理番号１ 名称 土地台帳ＤＢ１（東灘区）

12 台帳区分コード No. 項目名

13 物件シリアル番号 1 土地台帳セグメント

14 土・家区分 2 年度

15 機械化番号 3 履歴番号

16 区分評価シーケンス 4 土地台帳キー

17 異動禁止フラグ 5 区コード

18 機械処理年月日 6 物件コード

19 予備 7 町通

20 ★ 物件コード 8 丁目

名称 土地沿革ＤＢ１（東灘区） 9 地番

No. 項目名 10 本番



11 枝番 名称 土地評価キーＤＢ１（東灘区）

12 末番 No. 項目名

13 整理番号１ 1 土地評価キーセグメント

14 台帳区分コード 2 土地評価キー

15 氏名コード 3 区コード

16 登記情報 4 物件コード

17 名義人宛名番号 5 町通

18 地目 6 丁目

19 地積 7 地番

20 物件登記事由 8 本番

21 物件登記原因日 9 枝番

22 物件登記受付日 10 末番

23 所有権登記事由 11 整理番号１

24 所有権登記原因日 12 整理番号２

25 所有権登記受付日 13 台帳区分コード

26 仮換地指定年月日 14 物件シリアル番号

27 敷地権 15 土・家区分

28 課税情報 16 機械化番号

29 価格 17 区分評価シーケンス

30 特例額（固定） 18 ★ 物件コード

31 特例額（都計） 名称 土地評価ＤＢ１（東灘区）

32 課税標準額（固定） No. 項目名

33 課税標準額（都計） 1 土地評価セグメント

34 軽減後課税標準額（固） 2 年度

35 軽減後課税標準額（都） 3 履歴番号

36 比準課税標準額（固定） 4 異動事由

37 比準課税標準額（都計） 5 異動日付

38 市街化農地区分 6 土地評価キー

39 価格登載日 7 区コード

40 台帳作成コード１ 8 物件コード

41 台帳作成コード２ 9 町通

42 生死コード 10 丁目

43 機械処理年月日 11 地番

44 合計最終特例額（固定） 12 本番

45 合計最終特例額（都計） 13 枝番

46 ★ 区コード 14 末番

47 ★ 物件コード 15 整理番号１

48 ★ 物件コード 16 整理番号２

49 ★ 連番－本番 17 台帳区分コード

50 ★ 連番－枝番 18 氏名コード



19 個法コード 59 個人非住宅

20 共有持分 60 合計（農地）

21 分母 61 軽減適用後特例額合

22 分子 62 都市計画税

23 地目 63 小規模住宅

24 地積 64 一般住宅

25 市街化コード 65 法人非住宅

26 カード番号 66 個人非住宅

27 自然条件 67 合計（農地）

28 経済条件 68 軽減適用後特例額合

29 災害・畦畔 69 本年度課税標準額

30 総補正率 70 固定資産税

31 地区比準率 71 小規模住宅

32 等級 72 一般住宅

33 造成費コード 73 法人非住宅

34 住宅関連項目 74 個人非住宅

35 住宅コード 75 合計（農地）

36 住宅用地地積 76 都市計画税

37 戸数 77 小規模住宅

38 画地コード 78 一般住宅

39 画地地積 79 法人非住宅

40 建替年度 80 個人非住宅

41 用途地区コード 81 合計（農地）

42 路線価取込コード 82 軽減後課税標準額

43 正面街路 83 軽減後課標（固定）

44 状況類似地区番号 84 軽減後課標（都計）

45 街路番号 85 比準課税標準額

46 路線価（標準地単価） 86 固定資産税

47 本年度単価 87 小規模住宅

48 基礎評価額 88 一般住宅

49 時点修正率 89 法人非住宅

50 第１年度 90 個人非住宅

51 第２年度 91 合計（農地）

52 第３年度 92 都市計画税

53 本年度評価額 93 小規模住宅

54 本年度特例額 94 一般住宅

55 固定資産税 95 法人非住宅

56 小規模住宅 96 個人非住宅

57 一般住宅 97 合計（農地）

58 法人非住宅 98 負担水準



99 固定資産税 139 間口狭小

100 小規模住宅 140 奥行長大

101 一般住宅 141 影響加算額

102 非住宅 142 補正１

103 都市計画税 143 コード

104 小規模住宅 144 率

105 一般住宅 145 補正２

106 非住宅 146 コード

107 類似土地設定年度 147 率

108 類似土地物件コード 148 補正３

109 比準価格割合 149 コード

110 比準課標割合 150 率

111 固定資産税 151 補正４

112 小規模住宅 152 コード

113 一般住宅 153 率

114 法人非住宅 154 間口距離

115 個人非住宅 155 奥行距離

116 農地 156 正面以外距離

117 都市計画税 157 側方Ａ奥行距離

118 小規模住宅 158 側方Ｂ奥行距離

119 一般住宅 159 背面奥行距離

120 法人非住宅 160 側方Ａ

121 個人非住宅 161 区分

122 農地 162 用途地区

123 前基準年度評価額 163 路線価番号

124 前々基準年度評価額 164 路線価

125 農地並課税標準額 165 側方Ｂ

126 軽減コード 166 区分

127 軽減割合 167 用途地区

128 非課税 168 路線価番号

129 非課税事由１ 169 路線価

130 非課税地積１ 170 背面

131 非課税事由２ 171 用途地区

132 非課税地積２ 172 路線価番号

133 軽減年度 173 路線価

134 適用年度 174 修正事由

135 適用区分 175 修正日付

136 土地比準識別コード 176 台帳情報

137 宅地基本補正 177 年度

138 奥行逓減 178 履歴番号



179 生死コード 10 本番

180 機械処理年月日 11 枝番

181 被災住宅特例 12 末番

182 被災住宅コード 13 整理番号１

183 被災住宅持分（分母） 14 処分先キー

184 被災住宅持分（分子） 15 区コード

185 価格下落率 16 物件コード

186 減額前都計課税標準額 17 町通

187 小規模住宅 18 丁目

188 一般住宅 19 地番

189 法人非住宅 20 本番

190 個人非住宅 21 枝番

191 合計（農地） 22 末番

192 減額前都計課標割合 23 証明発行開始年月日

193 小規模住宅 24 ★ 物件コード

194 一般住宅 25 ★ 物件コードＳ

195 法人非住宅 名称 ＳＰＡ退避ＤＢ

196 個人非住宅 No. 項目名

197 農地 1 ＳＰＡ退避セグメント

198 災害認定年度 2 ＳＰＡキー

199 前基準年時点修正率 3 論理端末名称

200 前基準年第１年度 4 ＳＰＡ退避エリア

201 前基準年第２年度 5 ★ 論理端末名称

202 前基準年第３年度 名称 税住記宛名ＤＢ

203 ★ 区コード No. 項目名

204 ★ 物件コード 1 税住記宛名セグメント

205 ★ 物件コード 2 共通基盤エリア

206 ★ 類似土地物件コード 3 更新情報＿個人番号＿番号

207 ★ 年度（補数） 4 更新情報＿個人番号＿履歴

名称 土地換地ＤＢ 5 更新情報＿住民種別

No. 項目名 6 更新情報＿住民状態コード

1 土地換地セグメント 7 更新情報＿世帯番号＿番号(文字列)

2 換地キー 8 更新情報＿世帯番号＿履歴(文字列)

3 処分年度 9 更新情報＿支所コード

4 仮換地キー 10 更新情報＿市内住所コード

5 区コード 11 更新情報＿都道府県コード

6 物件コード 12 更新情報＿市区町村コード

7 町通 13 更新情報＿大字コード

8 丁目 14 更新情報＿現住所区名（漢字）

9 地番 15 更新情報＿現住所（漢字）



16 更新情報＿地番号（漢字） 56 更新情報＿前住所住所コード

17 更新情報＿地番号（カナ） 57 更新情報＿前住所住所（漢字）

18 更新情報＿方書（漢字） 58 更新情報＿転出予定住所コード

19 更新情報＿世帯主名（カナ） 59 更新情報＿転出予定住所（漢字）

20 更新情報＿世帯主名（漢字） 60 更新情報＿転出予定日

21 更新情報＿世帯主名英漢区分 61 更新情報＿転出届出日

22 更新情報＿氏名（カナ） 62 更新情報＿転出確定住所コード

23 更新情報＿氏名（漢字） 63 更新情報＿転出確定住所（漢字）

24 更新情報＿氏名英漢区分 64 更新情報＿転出確定住所方書（漢字）

25 更新情報＿生年月日（和暦） 65 更新情報＿転出実定日

26 更新情報＿生年月日（西暦） 66 更新情報＿消除年月日

27 更新情報＿生年月日不詳フラグ 67 更新情報＿処理日・時間＿年月日

28 更新情報＿性別 68 更新情報＿処理日・時間＿時分秒

29 更新情報＿続柄 69 更新情報＿世帯区分

30 更新情報＿住民届出年月日 70 更新情報＿郵便番号

31 更新情報＿住民年月日 71 更新情報＿ＤＶ該当フラグ

32 更新情報＿住定届出日（移転届出日） 72 更新情報＿ＤＶ該当年月日

33 更新情報＿住定年月日（移転年月日） 73 更新情報＿ＤＶ解除年月日

34 更新情報＿異動事由 74 更新情報＿処理年月日

35 更新情報＿全部一部区分 75 更新情報＿処理時刻

36 更新情報＿異動届出年月日 76 更新情報＿住定異動事由コード

37 更新情報＿異動年月日 77 更新情報＿住民事由コード

38 更新情報＿外国人独自項目＿通称名(カナ） 78 更新情報＿転入前住所方書（漢字）

39 更新情報＿外国人独自項目＿通称名 79 更新情報＿前住所住所方書（漢字）

40 更新情報＿外国人独自項目＿通称名英漢区分 80 更新情報＿転出予定住所方書（漢字）

41 更新情報＿外国人独自項目＿アルファベット氏名（カナ） 81 更新情報＿世帯主の個人番号

42 更新情報＿外国人独自項目＿アルファベット氏名 82 更新情報＿地番号（漢字）キー

43 更新情報＿外国人独自項目＿併記氏名 83 更新情報＿統合宛名番号

44 更新情報＿外国人独自項目＿出力区分 84 税独自項目エリア

45 更新情報＿外国人独自項目＿送付コード 85 税独自＿宛名番号

46 更新情報＿外国人独自項目＿第30条の45区分 86 税独自＿ＤＢ区分

47 更新情報＿外国人独自項目＿国籍地域コード 87 税独自＿個人番号

48 更新情報＿外国人独自項目＿在留の資格 88 税独自＿履歴

49 更新情報＿外国人独自項目＿在留期間 89 税独自＿最新履歴区分

50 更新情報＿外国人独自項目＿在留期間満了日 90 税独自＿履歴内最新区分

51 更新情報＿外国人独自項目＿外国人住民年月日 91 税独自＿氏名（カナ）

52 更新情報＿共通番号（マイナンバー） 92 税独自＿通称名（カナ）

53 更新情報＿消除事由 93 税独自＿送付コード

54 更新情報＿転入前住所コード 94 税独自＿補記コード

55 更新情報＿転入前住所（漢字） 95 税独自＿検索キー



96 税独自＿氏名カナ検索キー 12 更新日

97 税独自＿氏名カナ検索キー（通常読み） 13 更新時

98 税独自＿通称名カナ検索キー 名称 メモ情報テーブル

99 税独自＿アルファベット氏名検索キー No. 項目名

100 税独自＿地番号カナ検索キー 1 税目種別

101 税独自＿転確住所＿郵便番号 2 メモキー連番

102 税独自＿転確住所＿市区町村大字町通コード 3 メモキー情報

103 税独自＿表示用異動事由 4 メモキー分類

104 税独自＿外字フラグ 5 登録日

105 税独自＿現住所（漢字）＿外字フラグ 6 更新日

106 税独自＿方書（漢字）＿外字フラグ 7 登録・更新ユーザ

107 税独自＿世帯主名（漢字）＿外字フラグ 8 論理端末名称

108 税独自＿氏名（漢字）＿外字フラグ 9 メモ内容

109 税独自＿通称名＿外字フラグ 名称 メモ削除テーブル

110 税独自＿併記氏名＿外字フラグ No. 項目名

111 税独自＿転入前住所（漢字）＿外字フラグ 1 税目種別

112 税独自＿前住所住所（漢字）＿外字フラグ 2 メモキー連番

113 税独自＿転出予定住所（漢字）＿外字フラグ 3 メモキー情報

114 税独自＿転出確定住所（漢字）＿外字フラグ 4 メモキー分類

115 税独自＿転出確定住所方書（漢字）＿外字フラグ 5 削除日

116 税独自＿転入前住所方書（漢字）＿外字フラグ 6 削除時間（時分秒）

117 税独自＿前住所住所方書（漢字）＿外字フラグ 7 削除時間（ミリ秒）

118 税独自＿転出予定住所方書（漢字）＿外字フラグ 8 削除ユーザ

119 ★ 税独自＿氏名カナ検索キー 9 登録日

120 ★ 税独自＿氏名カナ検索キー（通常読み） 10 更新日

121 ★ 税独自＿通称名カナ検索キー 11 登録・更新ユーザ

122 ★ 税独自＿地番号カナ検索キー 12 論理端末名称

名称 税住記世帯ＤＢ 13 メモ内容

No. 項目名 名称 メモ排他ＤＢ

1 税住記世帯セグメント No. 項目名

2 世帯番号 1 税目種別

3 履歴番号 2 メモキー連番

4 作成年月日 3 メモキー情報

5 消除年月日 4 メモキー分類

6 個人番号 5 排他日

7 個人履歴番号 6 排他時間（時分秒）

8 登録年月日１ 7 排他時間（ミリ秒）

9 登録年月日２ 8 排他ユーザ

10 削除年月日１ 9 論理端末名称

11 削除年月日２



名称 メモキー引継ぎテーブル 6 更新日時

No. 項目名 7 更新日時（再定義）

1 論理端末名称 8 更新日付

2 明細番号 9 更新時間

3 メモ番号 10 システム管理

4 名寄区分 11 トランザクション

5 税目種別 12 ユーザID

6 メモキー連番 13 区分

7 メモキー情報 14 マップ名称

8 メモキー分類 15 マップ長

9 登録日 16 セッション情報

10 登録ユーザID 17 プリンタ名称

名称 調査記録管理ＤＢ 18 メッセージ

No. 項目名 19 メッセージデータ

1 調査記録管理セグメント－エリア 名称 ＧＳＰＡ代替ＤＢ

2 義務者番号 No. 項目名

3 義務者番号上１桁 1 レコードコード

4 義務者番号下６桁 2 レコードコード（再定義）

5 履歴番号（ＤＢ用） 3 レコード名称

6 履歴番号（表示用） 4 論理端末名称

7 登録年月日 5 連番

8 登録年月日・年（西暦） 6 更新日時

9 登録年月日・月 7 更新日時（再定義）

10 登録年月日・日 8 更新日付

11 所管コード 9 更新時間

12 調査コード 10 システム管理

13 担当者コード 11 トランザクション

14 特記事項 12 ユーザID

15 調査年月日 13 区分

16 調査年月日・年（西暦） 14 マップ名称

17 調査年月日・月 15 マップ長

18 調査年月日・日 16 セッション情報

19 削除担当者コード 17 プリンタ名称

名称 ＳＰＡ代替ＤＢ  （プリント用データ連携含む） 18 メッセージ

No. 項目名 19 メッセージデータ

1 レコードコード 名称 ユーザログ代替ＤＢ

2 レコードコード（再定義） No. 項目名

3 レコード名称 1 ユーザログ代替ＤＢ

4 論理端末名称 2 ロギングデータの長さ

5 連番 3 ADM用の予約エリア



4 ユーザ・ログ・レコード・コード 1 ユーザID

5 ログ出力日付 2 開始年月日

6 ログ出力時刻 3 終了年月日

7 ユーザID 4 利用停止区分

8 論理端末名称 5 パスワード

9 ログ出力プログラムID 6 氏名

10 宛名番号 7 所属コード

11 システム管理 名称 システム定義ＤＢ

名称 番号管理ＤＢ No. 項目名

No. 項目名 1 システム区分

1 個人宛名番号 2 システムID

2 ＤＢ区分 3 開始年月日

3 個人番号 4 終了年月日

4 チェックデジット 5 利用停止区分

5 履歴番号 6 システム名

6 法人宛名番号 7 起動パス区分

7 ＤＢ区分 8 起動パス

8 法人番号 9 起動引数

9 支店番号 10 排他解除モジュール名

10 履歴番号 11 変数名（ログインID）

11 通番 12 変数名（パスワード）

12 最新フラグ 13 変数名（論理端末名）

13 法個外区分 14 変数名（送信ボタン）

14 番号法情報 15 初期表示

15 制度番号 16 メニュー表示シーケンス

16 制度法人番号 名称 利用システム管理ＤＢ

17 制度個人番号 No. 項目名

18 空白 1 システム区分

19 団体内統合宛名番号 2 システムID

20 法人非公開フラグ 3 ユーザID

21 ＤＶ情報 4 開始年月日

22 ＤＶ該当フラグ 5 終了年月日

23 ＤＶ該当年月日 6 利用停止区分

24 ＤＶ解除年月日 7 ログインID

25 登録日 8 ログインパスワード

26 更新日 名称 所属ＤＢ

27 論理端末名称 No. 項目名

28 トランザクションＩＤ 1 所属コード

名称 ユーザ管理ＤＢ 2 開始年月日

No. 項目名 3 終了年月日

4 所属名

名称 認証ログＤＢ

No. 項目名

1 論理端末名

2 年月日

3 時分秒

4 ミリ秒

5 ユーザID

6 ログ区分

7 システム名



税収滞納管理システム

名称 CAT住基宛名表 39 異動異動区分

No. 項目名 40 異動異動年月日

1 宛名番号 41 異動処理年月日

2 履歴番号 42 住民状態区分

3 最新有無市内 43 個人メモ区分

4 法個外区分

5 外字登録フラグ

6 桁あふれフラグ

7 生年月日 名称 CAT法人宛名表

8 氏名カナ清音 No. 項目名

9 氏名カナ 1 法人番号

10 氏名漢字 2 支店番号

11 性別コード 3 履歴番号

12 住所郵便番号 4 最新有無

13 住所都道府県コード 5 法個外区分

14 住所市区町村コード 6 法人格コード

15 住所大字町通コード 7 法人名カナ清音

16 住所字丁目コード 8 法人名カナ

17 住所地番号カナ 9 法人名漢字

18 住所市区町村名 10 支店名カナ清音

19 住所大字町通名 11 支店名カナ

20 住所字丁目名 12 支店名漢字

21 住所地番号漢字 13 部課名

22 方書漢字 14 住所郵便番号

23 転入前住所 15 住所都道府県コード

24 転確住所 16 住所市区町村コード

25 続柄コード 17 住所大字町通コード

26 世帯番号 18 住所字丁目コード

27 世帯主氏名漢字 19 住所地番号カナ

28 住民年月日 20 住所都道府県名

29 住民届出日 21 住所市区町村名

30 住定異動事由コード 22 住所大字町通名

31 住定年月日 23 住所字丁目名

32 住定届出年月日 24 住所地番号漢字

33 転出予定年月日 25 方書漢字

34 転出実定年月日 26 電話番号

35 転出届出年月日 27 異動事由コード

36 消除異動事由コード 28 異動年月日

37 消除年月日 29 異動届出年月日

38 異動異動事由コード 30 異動業務コード



31 論理端末名 34 解除外登宛名番号

32 処理年月日 35 処理年月日

名称 CAT住登外個人宛名表 名称 CAT送付先表

No. 項目名 No. 項目名

1 宛名番号 1 宛名番号

2 履歴番号 2 送付先コード

3 最新有無 3 郵便番号

4 法個外区分 4 住所都道府県コード

5 氏名カナ清音 5 住所市区町村コード

6 氏名カナ 6 住所大字町通コード

7 氏名漢字 7 住所字丁目コード

8 通称氏名カナ清音 8 住所地番号カナ

9 通称氏名カナ 9 住所都道府県名

10 通称氏名漢字 10 住所市区町村名

11 生年月日 11 住所大字町通名

12 性別コード 12 住所字丁目名

13 住所郵便番号 13 住所地番号漢字

14 住所都道府県コード 14 方書漢字

15 住所市区町村コード 15 電話番号

16 住所大字町通コード 16 異動事由コード

17 住所字丁目コード 17 異動届出年月日

18 住所地番号カナ 18 異動業務コード

19 住所都道府県名 19 補記コード

20 住所市区町村名 20 論理端末名称

21 住所大字町通名 21 利用課業務コード１

22 住所字丁目名 22 利用課業務コード２

23 住所地番号漢字 23 利用課業務コード３

24 方書漢字 24 利用課業務コード４

25 続柄コード 25 利用課業務コード５

26 電話番号 26 利用課業務コード６

27 異動事由コード 27 利用課業務コード７

28 異動年月日 28 利用課業務コード８

29 異動届出年月日 29 利用課業務コード９

30 異動業務コード 30 利用課業務コード１０

31 論理端末名 31 取込フラグ

32 外登個人宛名番号 32 処理年月日

33 通称名のみフラグ



12 連絡＿住所１

13 連絡＿方書１

名称 CAT宛名補助表 14 連絡＿連絡先備考１

No. 項目名 15 連絡＿連絡先区分２

1 宛名番号 16 連絡＿電話番号２

2 名寄通番 17 連絡＿郵便番号２

3 後宛名番号 18 連絡＿氏名名称２

4 名寄最新宛名番号 19 連絡＿住所２

5 名寄順序 20 連絡＿方書２

21 連絡＿連絡先備考２

22 ＤＶ区分

23 発行禁止区分

名称 CATインデックス表 24 発行禁止申請日

No. 項目名 25 メモ＿メモ１

1 区コード 26 メモ＿メモ２

2 税目コード 27 補記コード

3 年度 28 不作成フラグ

4 通知書番号 29 不作成登録日

5 宛名番号 30 不作成備考

6 納管識別コード

7 納管人等宛名番号

8 送付先コード

9 共有者人数 名称 CAT口座表

10 収納フラグ No. 項目名

1 宛名番号

2 区コード

3 税目コード

名称 CAT宛名拡張表 4 通知書番号

No. 項目名 5 開始＿年度

1 宛名番号 6 開始＿期

2 拡張区分 7 終了＿年度

3 業務区分 8 終了＿期

4 区 9 銀行コード

5 税目 10 支店コード

6 年度 11 預金種別

7 通知書番号 12 口座番号

8 連絡＿連絡先区分１ 13 口座名義人カナ

9 連絡＿電話番号１ 14 前納コード

10 連絡＿郵便番号１ 15 加入年月日

11 連絡＿氏名名称１ 16 終了年月日



17 終了区分 2 宛名番号

18 仮受付コード 3 課税区

19 仮受＿年度 4 税目

20 仮受＿期 5 キーフラグ

21 はがき作成済１ 6 一括送付コード

22 はがき作成済２ 7 加入年月日

23 処理年月日 8 開始＿年度

9 開始＿期

10 脱退年月日

11 終了＿年度

名称 CAT納貯組合表 12 終了＿期

No. 項目名 13 調定件数

1 組合番号 14 収入件数

2 所管区コード 15 納付率

3 組合形態 16 組合員番号

4 組合名カナ＿清音 17 課税フラグ

5 組合名カナ 18 対象外フラグ

6 組合名漢字 19 期別加入状況１期

7 組合所在地漢字 20 期別加入状況２期

8 組合長名カナ 21 期別加入状況３期

9 組合長名漢字 22 期別加入状況４期

10 組合員数 23 処理年月日

11 組合課税人員

12 組合設立年月日

13 組合解散年月日

14 変更年月日 名称 CAT外国人登録表

15 一括送付コード No. 項目名

16 合計調定件数 1 個人番号

17 合計収入件数 2 履歴番号

18 合計納付率 3 外国人登録番号

19 最新基準日 4 外登宛名番号

20 最終組合員番号 5 最新有無市内

21 組合脱退数 6 法個外区分

22 処理年月日 7 ソート用カナ

8 氏名カナ清音

9 氏名カナ

10 氏名漢字

名称 CAT納貯組合員表 11 通称名カナ清音

No. 項目名 12 通称名カナ

1 組合番号 13 通称名漢字



14 併記名 3 ＤＢ区分

15 性別コード 4 最新有無

16 生年月日 5 法個外区分

17 続柄コード 6 状態区分

18 世帯番号 7 ソート用カナ

19 世帯主氏名漢字 8 氏名法人名カナ清音

20 住所郵便番号 9 通称名支店名カナ清音

21 住所都道府県コード 10 氏名法人名カナ

22 住所市区町村コード 11 通称名支店名カナ

23 住所大字町通コード 12 氏名法人名漢字

24 住所字丁目コード 13 通称名支店名漢字

25 住所地番号カナ 14 部課名

26 住所市区町村名 15 法人格コード

27 住所大字町通名 16 生年月日

28 住所字丁目名 17 性別コード

29 住所地番号漢字 18 住所郵便番号

30 住所漢字 19 住所都道府県コード

31 方書漢字 20 住所市区町村コード

32 ソート用市区町村 21 住所大字町通コード

33 移転年月日 22 住所字丁目コード

34 移転届出年月日 23 住所地番号カナ

35 転入前住所 24 住所漢字

36 転入前移転年月日 25 方書漢字

37 転入前移転届出年月日 26 転入前住所

38 転出先住所 27 転確住所

39 転出年月日 28 ソート用市区町村

40 送付年月日 29 名寄通番

41 閉鎖年月日 30 名寄最新宛名番号

42 発生年月日 31 名寄順序

43 取消異動事由コード

44 異動事由コード

45 異動年月日

46 住民状態区分 名称 CAT口座異動表

No. 項目名

1 口座異動番号

2 異動番号枝番

名称 CAT宛名検索表 3 異動日時

No. 項目名 4 異動事由

1 宛名番号 5 更新区分

2 履歴番号 6 後宛名番号



7 後区コード 47 前処理年月日

8 後税目コード

9 後通知書番号

10 後開始＿年度

11 後開始＿期 名称 CAT納貯組合異動表

12 後終了＿年度 No. 項目名

13 後終了＿期 1 組合異動番号

14 後銀行コード 2 異動番号枝番

15 後支店コード 3 異動日時

16 後預金種別 4 異動事由

17 後口座番号 5 更新区分

18 後口座名義人カナ 6 後組合番号

19 後前納コード 7 後所管区コード

20 後加入年月日 8 後組合形態

21 後終了年月日 9 後組合名カナ＿清音

22 後終了区分 10 後組合名カナ

23 後仮受付コード 11 後組合名漢字

24 後仮受＿年度 12 後組合所在地漢字

25 後仮受＿期 13 後組合長名カナ

26 後処理年月日 14 後組合長名漢字

27 前宛名番号 15 後組合員数

28 前区コード 16 後組合課税人員

29 前税目コード 17 後組合設立年月日

30 前通知書番号 18 後組合解散年月日

31 前開始＿年度 19 後変更年月日

32 前開始＿期 20 後一括送付コード

33 前終了＿年度 21 後合計調定件数

34 前終了＿期 22 後合計収入件数

35 前銀行コード 23 後合計納付率

36 前支店コード 24 後最新基準日

37 前預金種別 25 後最終組合員番号

38 前口座番号 26 後組合脱退数

39 前口座名義人カナ 27 後処理年月日

40 前前納コード 28 前組合番号

41 前加入年月日 29 前所管区コード

42 前終了年月日 30 前組合形態

43 前終了区分 31 前組合名カナ＿清音

44 前仮受付コード 32 前組合名カナ

45 前仮受＿年度 33 前組合名漢字

46 前仮受＿期 34 前組合所在地漢字



35 前組合長名カナ 21 後組合員番号

36 前組合長名漢字 22 後課税フラグ

37 前組合員数 23 後対象外フラグ

38 前組合課税人員 24 後期別加入状況１期

39 前組合設立年月日 25 後期別加入状況２期

40 前組合解散年月日 26 後期別加入状況３期

41 前変更年月日 27 後期別加入状況４期

42 前一括送付コード 28 後処理年月日

43 前合計調定件数 29 前組合番号

44 前合計収入件数 30 前宛名番号

45 前合計納付率 31 前課税区

46 前最新基準日 32 前税目

47 前最終組合員番号 33 前キーフラグ

48 前組合脱退数 34 前一括送付コード

49 前処理年月日 35 前加入年月日

36 前開始＿年度

37 前開始＿期

38 前脱退年月日

名称 CAT納貯組合員異動表 39 前終了＿年度

No. 項目名 40 前終了＿期

1 組合員異動番号 41 前調定件数

2 異動番号枝番 42 前収入件数

3 異動日時 43 前納付率

4 異動事由 44 前組合員番号

5 更新区分 45 前課税フラグ

6 後組合番号 46 前対象外フラグ

7 後宛名番号 47 前期別加入状況１期

8 後課税区 48 前期別加入状況２期

9 後税目 49 前期別加入状況３期

10 後キーフラグ 50 前期別加入状況４期

11 後一括送付コード 51 前処理年月日

12 後加入年月日

13 後開始＿年度

14 後開始＿期

15 後脱退年月日 名称 CAT住基異動表

16 後終了＿年度 No. 項目名

17 後終了＿期 1 異動番号

18 後調定件数 2 異動番号枝番

19 後収入件数 3 処理日

20 後納付率 4 処理時刻



5 異動事由 45 後異動異動年月日

6 後宛名番号 46 後異動処理年月日

7 後履歴番号 47 後個人メモ区分

8 後最新有無市内 48 前宛名番号

9 後法個外区分 49 前履歴番号

10 後外字登録フラグ 50 前最新有無市内

11 後桁あふれフラグ 51 前法個外区分

12 後生年月日 52 前外字登録フラグ

13 後氏名カナ清音 53 前桁あふれフラグ

14 後氏名カナ 54 前生年月日

15 後氏名漢字 55 前氏名カナ清音

16 後性別コード 56 前氏名カナ

17 後住所郵便番号 57 前氏名漢字

18 後住所都道府県コード 58 前性別コード

19 後住所市区町村コード 59 前住所郵便番号

20 後住所大字町通コード 60 前住所都道府県コード

21 後住所字丁目コード 61 前住所市区町村コード

22 後住所地番号カナ 62 前住所大字町通コード

23 後住所市区町村名 63 前住所字丁目コード

24 後住所大字町通名 64 前住所地番号カナ

25 後住所字丁目名 65 前住所市区町村名

26 後住所地番号漢字 66 前住所大字町通名

27 後方書漢字 67 前住所字丁目名

28 後転入前住所 68 前住所地番号漢字

29 後転確住所 69 前方書漢字

30 後続柄コード 70 前転入前住所

31 後世帯番号 71 前転確住所

32 後世帯主氏名漢字 72 前続柄コード

33 後住民年月日 73 前世帯番号

34 後住民届出日 74 前世帯主氏名漢字

35 後住定異動事由コード 75 前住民年月日

36 後住定年月日 76 前住民届出日

37 後住定届出年月日 77 前住定異動事由コード

38 後転出予定年月日 78 前住定年月日

39 後転出実定年月日 79 前住定届出年月日

40 後転出届出年月日 80 前転出予定年月日

41 後消除異動事由コード 81 前転出実定年月日

42 後消除年月日 82 前転出届出年月日

43 後異動異動事由コード 83 前消除異動事由コード

44 後異動異動区分 84 前消除年月日



85 前異動異動事由コード 31 後電話番号

86 前異動異動区分 32 後異動事由コード

87 前異動異動年月日 33 後異動年月日

88 前異動処理年月日 34 後異動届出年月日

89 前個人メモ区分 35 後異動業務コード

36 後論理端末名

37 後外登個人宛名番号

38 後通称名のみフラグ

名称 CAT住登外異動表 39 後解除外登宛名番号

No. 項目名 40 前宛名番号

1 異動番号 41 前履歴番号

2 異動番号枝番 42 前最新有無

3 処理日 43 前法個外区分

4 処理時刻 44 前氏名カナ清音

5 異動事由 45 前氏名カナ

6 後宛名番号 46 前氏名漢字

7 後履歴番号 47 前通称氏名カナ清音

8 後最新有無 48 前通称氏名カナ

9 後法個外区分 49 前通称氏名漢字

10 後氏名カナ清音 50 前生年月日

11 後氏名カナ 51 前性別コード

12 後氏名漢字 52 前住所郵便番号

13 後通称氏名カナ清音 53 前住所都道府県コード

14 後通称氏名カナ 54 前住所市区町村コード

15 後通称氏名漢字 55 前住所大字町通コード

16 後生年月日 56 前住所字丁目コード

17 後性別コード 57 前住所地番号カナ

18 後住所郵便番号 58 前住所都道府県名

19 後住所都道府県コード 59 前住所市区町村名

20 後住所市区町村コード 60 前住所大字町通名

21 後住所大字町通コード 61 前住所字丁目名

22 後住所字丁目コード 62 前住所地番号漢字

23 後住所地番号カナ 63 前方書漢字

24 後住所都道府県名 64 前続柄コード

25 後住所市区町村名 65 前電話番号

26 後住所大字町通名 66 前異動事由コード

27 後住所字丁目名 67 前異動年月日

28 後住所地番号漢字 68 前異動届出年月日

29 後方書漢字 69 前異動業務コード

30 後続柄コード 70 前論理端末名



71 前外登個人宛名番号 31 後電話番号

72 前通称名のみフラグ 32 後異動事由コード

73 前解除外登宛名番号 33 後異動年月日

74 後処理年月日 34 後異動届出年月日

75 前処理年月日 35 後異動業務コード

36 後論理端末名

37 前法人番号

38 前支店番号

名称 CAT法人異動表 39 前履歴番号

No. 項目名 40 前最新有無

1 異動番号 41 前法個外区分

2 異動番号枝番 42 前法人格コード

3 処理日 43 前法人名カナ清音

4 処理時刻 44 前法人名カナ

5 異動事由 45 前法人名漢字

6 後法人番号 46 前支店名カナ清音

7 後支店番号 47 前支店名カナ

8 後履歴番号 48 前支店名漢字

9 後最新有無 49 前部課名

10 後法個外区分 50 前住所郵便番号

11 後法人格コード 51 前住所都道府県コード

12 後法人名カナ清音 52 前住所市区町村コード

13 後法人名カナ 53 前住所大字町通コード

14 後法人名漢字 54 前住所字丁目コード

15 後支店名カナ清音 55 前住所地番号カナ

16 後支店名カナ 56 前住所都道府県名

17 後支店名漢字 57 前住所市区町村名

18 後部課名 58 前住所大字町通名

19 後住所郵便番号 59 前住所字丁目名

20 後住所都道府県コード 60 前住所地番号漢字

21 後住所市区町村コード 61 前方書漢字

22 後住所大字町通コード 62 前電話番号

23 後住所字丁目コード 63 前異動事由コード

24 後住所地番号カナ 64 前異動年月日

25 後住所都道府県名 65 前異動届出年月日

26 後住所市区町村名 66 前異動業務コード

27 後住所大字町通名 67 前論理端末名

28 後住所字丁目名 68 後処理年月日

29 後住所地番号漢字 69 前処理年月日

30 後方書漢字



37 前宛名番号

38 前送付先コード

名称 CAT送付先異動表 39 前郵便番号

No. 項目名 40 前住所都道府県コード

1 異動番号 41 前住所市区町村コード

2 異動番号枝番 42 前住所大字町通コード

3 処理日 43 前住所字丁目コード

4 処理時刻 44 前住所地番号カナ

5 異動事由 45 前住所都道府県名

6 後宛名番号 46 前住所市区町村名

7 後送付先コード 47 前住所大字町通名

8 後郵便番号 48 前住所字丁目名

9 後住所都道府県コード 49 前住所地番号漢字

10 後住所市区町村コード 50 前方書漢字

11 後住所大字町通コード 51 前電話番号

12 後住所字丁目コード 52 前異動事由コード

13 後住所地番号カナ 53 前異動届出年月日

14 後住所都道府県名 54 前異動業務コード

15 後住所市区町村名 55 前補記コード

16 後住所大字町通名 56 前論理端末名称

17 後住所字丁目名 57 前利用課業務コード１

18 後住所地番号漢字 58 前利用課業務コード２

19 後方書漢字 59 前利用課業務コード３

20 後電話番号 60 前利用課業務コード４

21 後異動事由コード 61 前利用課業務コード５

22 後異動届出年月日 62 前利用課業務コード６

23 後異動業務コード 63 前利用課業務コード７

24 後補記コード 64 前利用課業務コード８

25 後論理端末名称 65 前利用課業務コード９

26 後利用課業務コード１ 66 前利用課業務コード10

27 後利用課業務コード２ 67 前取込フラグ

28 後利用課業務コード３ 68 後処理年月日

29 後利用課業務コード４ 69 前処理年月日

30 後利用課業務コード５

31 後利用課業務コード６

32 後利用課業務コード７

33 後利用課業務コード８ 名称 CAT宛名補助異動表

34 後利用課業務コード９ No. 項目名

35 後利用課業務コード10 1 異動番号

36 後取込フラグ 2 異動番号枝番



3 処理日 23 前納管人等宛名番号

4 処理時刻 24 前送付先コード

5 異動事由 25 前共有者人数

6 後宛名番号 26 前収納フラグ

7 後名寄通番

8 後後宛名番号

9 後名寄最新宛名番号

10 後名寄順序 名称 CAT住基異動累積表

11 前宛名番号 No. 項目名

12 前名寄通番 1 異動番号

13 前後宛名番号 2 異動番号枝番

14 前名寄最新宛名番号 3 処理日

15 前名寄順序 4 処理時刻

5 異動事由

6 後宛名番号

7 後履歴番号

名称 CATインデックス異動表 8 後最新有無市内

No. 項目名 9 後法個外区分

1 異動番号 10 後外字登録フラグ

2 異動番号枝番 11 後桁あふれフラグ

3 処理日 12 後生年月日

4 処理時刻 13 後氏名カナ清音

5 異動事由 14 後氏名カナ

6 更新区分 15 後氏名漢字

7 後区コード 16 後性別コード

8 後税目コード 17 後住所郵便番号

9 後年度 18 後住所都道府県コード

10 後通知書番号 19 後住所市区町村コード

11 後宛名番号 20 後住所大字町通コード

12 後納管識別コード 21 後住所字丁目コード

13 後納管人等宛名番号 22 後住所地番号カナ

14 後送付先コード 23 後住所市区町村名

15 後共有者人数 24 後住所大字町通名

16 後収納フラグ 25 後住所字丁目名

17 前区コード 26 後住所地番号漢字

18 前税目コード 27 後方書漢字

19 前年度 28 後転入前住所

20 前通知書番号 29 後転確住所

21 前宛名番号 30 後続柄コード

22 前納管識別コード 31 後世帯番号



32 後世帯主氏名漢字 72 前続柄コード

33 後住民年月日 73 前世帯番号

34 後住民届出日 74 前世帯主氏名漢字

35 後住定異動事由コード 75 前住民年月日

36 後住定年月日 76 前住民届出日

37 後住定届出年月日 77 前住定異動事由コード

38 後転出予定年月日 78 前住定年月日

39 後転出実定年月日 79 前住定届出年月日

40 後転出届出年月日 80 前転出予定年月日

41 後消除異動事由コード 81 前転出実定年月日

42 後消除年月日 82 前転出届出年月日

43 後異動異動事由コード 83 前消除異動事由コード

44 後異動異動区分 84 前消除年月日

45 後異動異動年月日 85 前異動異動事由コード

46 後異動処理年月日 86 前異動異動区分

47 後個人メモ区分 87 前異動異動年月日

48 前宛名番号 88 前異動処理年月日

49 前履歴番号 89 前個人メモ区分

50 前最新有無市内

51 前法個外区分

52 前外字登録フラグ

53 前桁あふれフラグ 名称 CAT住登外異動累積表

54 前生年月日 No. 項目名

55 前氏名カナ清音 1 異動番号

56 前氏名カナ 2 異動番号枝番

57 前氏名漢字 3 処理日

58 前性別コード 4 処理時刻

59 前住所郵便番号 5 異動事由

60 前住所都道府県コード 6 後宛名番号

61 前住所市区町村コード 7 後履歴番号

62 前住所大字町通コード 8 後最新有無

63 前住所字丁目コード 9 後法個外区分

64 前住所地番号カナ 10 後氏名カナ清音

65 前住所市区町村名 11 後氏名カナ

66 前住所大字町通名 12 後氏名漢字

67 前住所字丁目名 13 後通称氏名カナ清音

68 前住所地番号漢字 14 後通称氏名カナ

69 前方書漢字 15 後通称氏名漢字

70 前転入前住所 16 後生年月日

71 前転確住所 17 後性別コード



18 後住所郵便番号 58 前住所都道府県名

19 後住所都道府県コード 59 前住所市区町村名

20 後住所市区町村コード 60 前住所大字町通名

21 後住所大字町通コード 61 前住所字丁目名

22 後住所字丁目コード 62 前住所地番号漢字

23 後住所地番号カナ 63 前方書漢字

24 後住所都道府県名 64 前続柄コード

25 後住所市区町村名 65 前電話番号

26 後住所大字町通名 66 前異動事由コード

27 後住所字丁目名 67 前異動年月日

28 後住所地番号漢字 68 前異動届出年月日

29 後方書漢字 69 前異動業務コード

30 後続柄コード 70 前論理端末名

31 後電話番号 71 前外登個人宛名番号

32 後異動事由コード 72 前通称名のみフラグ

33 後異動年月日 73 前解除外登宛名番号

34 後異動届出年月日 74 後処理年月日

35 後異動業務コード 75 前処理年月日

36 後論理端末名

37 後外登個人宛名番号

38 後通称名のみフラグ

39 後解除外登宛名番号 名称 CAT法人異動累積表

40 前宛名番号 No. 項目名

41 前履歴番号 1 異動番号

42 前最新有無 2 異動番号枝番

43 前法個外区分 3 処理日

44 前氏名カナ清音 4 処理時刻

45 前氏名カナ 5 異動事由

46 前氏名漢字 6 後法人番号

47 前通称氏名カナ清音 7 後支店番号

48 前通称氏名カナ 8 後履歴番号

49 前通称氏名漢字 9 後最新有無

50 前生年月日 10 後法個外区分

51 前性別コード 11 後法人格コード

52 前住所郵便番号 12 後法人名カナ清音

53 前住所都道府県コード 13 後法人名カナ

54 前住所市区町村コード 14 後法人名漢字

55 前住所大字町通コード 15 後支店名カナ清音

56 前住所字丁目コード 16 後支店名カナ

57 前住所地番号カナ 17 後支店名漢字



18 後部課名 58 前住所大字町通名

19 後住所郵便番号 59 前住所字丁目名

20 後住所都道府県コード 60 前住所地番号漢字

21 後住所市区町村コード 61 前方書漢字

22 後住所大字町通コード 62 前電話番号

23 後住所字丁目コード 63 前異動事由コード

24 後住所地番号カナ 64 前異動年月日

25 後住所都道府県名 65 前異動届出年月日

26 後住所市区町村名 66 前異動業務コード

27 後住所大字町通名 67 前論理端末名

28 後住所字丁目名 68 後処理年月日

29 後住所地番号漢字 69 前処理年月日

30 後方書漢字

31 後電話番号

32 後異動事由コード

33 後異動年月日 名称 CAT送付先異動累積表

34 後異動届出年月日 No. 項目名

35 後異動業務コード 1 異動番号

36 後論理端末名 2 異動番号枝番

37 前法人番号 3 処理日

38 前支店番号 4 処理時刻

39 前履歴番号 5 異動事由

40 前最新有無 6 後宛名番号

41 前法個外区分 7 後送付先コード

42 前法人格コード 8 後郵便番号

43 前法人名カナ清音 9 後住所都道府県コード

44 前法人名カナ 10 後住所市区町村コード

45 前法人名漢字 11 後住所大字町通コード

46 前支店名カナ清音 12 後住所字丁目コード

47 前支店名カナ 13 後住所地番号カナ

48 前支店名漢字 14 後住所都道府県名

49 前部課名 15 後住所市区町村名

50 前住所郵便番号 16 後住所大字町通名

51 前住所都道府県コード 17 後住所字丁目名

52 前住所市区町村コード 18 後住所地番号漢字

53 前住所大字町通コード 19 後方書漢字

54 前住所字丁目コード 20 後電話番号

55 前住所地番号カナ 21 後異動事由コード

56 前住所都道府県名 22 後異動届出年月日

57 前住所市区町村名 23 後異動業務コード



24 後補記コード 64 前利用課業務コード８

25 後論理端末名称 65 前利用課業務コード９

26 後利用課業務コード１ 66 前利用課業務コード10

27 後利用課業務コード２ 67 前取込フラグ

28 後利用課業務コード３ 68 後処理年月日

29 後利用課業務コード４ 69 前処理年月日

30 後利用課業務コード５

31 後利用課業務コード６

32 後利用課業務コード７

33 後利用課業務コード８ 名称 CAT宛名補助異動累積表

34 後利用課業務コード９ No. 項目名

35 後利用課業務コード10 1 異動番号

36 後取込フラグ 2 異動番号枝番

37 前宛名番号 3 処理日

38 前送付先コード 4 処理時刻

39 前郵便番号 5 異動事由

40 前住所都道府県コード 6 後宛名番号

41 前住所市区町村コード 7 後名寄通番

42 前住所大字町通コード 8 後後宛名番号

43 前住所字丁目コード 9 後名寄最新宛名番号

44 前住所地番号カナ 10 後名寄順序

45 前住所都道府県名 11 前宛名番号

46 前住所市区町村名 12 前名寄通番

47 前住所大字町通名 13 前後宛名番号

48 前住所字丁目名 14 前名寄最新宛名番号

49 前住所地番号漢字 15 前名寄順序

50 前方書漢字

51 前電話番号

52 前異動事由コード

53 前異動届出年月日 名称 CATインデックス累積表

54 前異動業務コード No. 項目名

55 前補記コード 1 異動番号

56 前論理端末名称 2 異動番号枝番

57 前利用課業務コード１ 3 処理日

58 前利用課業務コード２ 4 処理時刻

59 前利用課業務コード３ 5 異動事由

60 前利用課業務コード４ 6 更新区分

61 前利用課業務コード５ 7 後区コード

62 前利用課業務コード６ 8 後税目コード

63 前利用課業務コード７ 9 後年度



10 後通知書番号 19 後前納コード

11 後宛名番号 20 後加入年月日

12 後納管識別コード 21 後終了年月日

13 後納管人等宛名番号 22 後終了区分

14 後送付先コード 23 後仮受付コード

15 後共有者人数 24 後仮受＿年度

16 後収納フラグ 25 後仮受＿期

17 前区コード 26 後処理年月日

18 前税目コード 27 前宛名番号

19 前年度 28 前区コード

20 前通知書番号 29 前税目コード

21 前宛名番号 30 前通知書番号

22 前納管識別コード 31 前開始＿年度

23 前納管人等宛名番号 32 前開始＿期

24 前送付先コード 33 前終了＿年度

25 前共有者人数 34 前終了＿期

26 前収納フラグ 35 前銀行コード

36 前支店コード

37 前預金種別

38 前口座番号

名称 CAT口座異動累積表 39 前口座名義人カナ

No. 項目名 40 前前納コード

1 口座異動番号 41 前加入年月日

2 異動番号枝番 42 前終了年月日

3 異動日時 43 前終了区分

4 異動事由 44 前仮受付コード

5 更新区分 45 前仮受＿年度

6 後宛名番号 46 前仮受＿期

7 後区コード 47 前処理年月日

8 後税目コード

9 後通知書番号

10 後開始＿年度

11 後開始＿期 名称 CAT納貯組合異動累積表

12 後終了＿年度 No. 項目名

13 後終了＿期 1 組合異動番号

14 後銀行コード 2 異動番号枝番

15 後支店コード 3 異動日時

16 後預金種別 4 異動事由

17 後口座番号 5 更新区分

18 後口座名義人カナ 6 後組合番号



7 後所管区コード 47 前最終組合員番号

8 後組合形態 48 前組合脱退数

9 後組合名カナ＿清音 49 前処理年月日

10 後組合名カナ

11 後組合名漢字

12 後組合所在地漢字

13 後組合長名カナ 名称 CAT納貯組合員累積表

14 後組合長名漢字 No. 項目名

15 後組合員数 1 組合員異動番号

16 後組合課税人員 2 異動番号枝番

17 後組合設立年月日 3 異動日時

18 後組合解散年月日 4 異動事由

19 後変更年月日 5 更新区分

20 後一括送付コード 6 後組合番号

21 後合計調定件数 7 後宛名番号

22 後合計収入件数 8 後課税区

23 後合計納付率 9 後税目

24 後最新基準日 10 後キーフラグ

25 後最終組合員番号 11 後一括送付コード

26 後組合脱退数 12 後加入年月日

27 後処理年月日 13 後開始＿年度

28 前組合番号 14 後開始＿期

29 前所管区コード 15 後脱退年月日

30 前組合形態 16 後終了＿年度

31 前組合名カナ＿清音 17 後終了＿期

32 前組合名カナ 18 後調定件数

33 前組合名漢字 19 後収入件数

34 前組合所在地漢字 20 後納付率

35 前組合長名カナ 21 後組合員番号

36 前組合長名漢字 22 後課税フラグ

37 前組合員数 23 後対象外フラグ

38 前組合課税人員 24 後期別加入状況１期

39 前組合設立年月日 25 後期別加入状況２期

40 前組合解散年月日 26 後期別加入状況３期

41 前変更年月日 27 後期別加入状況４期

42 前一括送付コード 28 後処理年月日

43 前合計調定件数 29 前組合番号

44 前合計収入件数 30 前宛名番号

45 前合計納付率 31 前課税区

46 前最新基準日 32 前税目



33 前キーフラグ 17 大字町通名

34 前一括送付コード 18 字丁目名

35 前加入年月日 19 市区町丁名

36 前開始＿年度 20 支所コード

37 前開始＿期 21 出張所コード

38 前脱退年月日

39 前終了＿年度

40 前終了＿期

41 前調定件数 名称 CAT市内地番表

42 前収入件数 No. 項目名

43 前納付率 1 都道府県コード

44 前組合員番号 2 市区町村コード

45 前課税フラグ 3 大字町通コード

46 前対象外フラグ 4 字丁目コード

47 前期別加入状況１期 5 開始地番

48 前期別加入状況２期 6 終了地番

49 前期別加入状況３期 7 郵便番号

50 前期別加入状況４期 8 小学校コード

51 前処理年月日 9 中学校コード

10 選挙投票区

11 バーコード情報１

12 バーコード情報２

名称 CAT市内町名表

No. 項目名

1 都道府県コード

2 市区町村コード 名称 CAT外登異動表

3 大字町通コード No. 項目名

4 字丁目コード 1 異動番号

5 都道府県カナ 2 異動番号枝番

6 市区町村名カナ 3 処理日

7 大字町通カナ 4 処理時刻

8 字丁目カナ 5 異動事由

9 都道府県カナ清音 6 後個人番号

10 市区町村名カナ清音 7 後履歴番号

11 大字町通カナ清音 8 後外国人登録番号

12 字丁目カナ清音 9 後外登宛名番号

13 大字省略フラグ 10 後最新有無市内

14 字省略フラグ 11 後法個外区分

15 都道府県名 12 後ソート用カナ

16 市区町村名 13 後氏名カナ清音



14 後氏名カナ 54 前外国人登録番号

15 後氏名漢字 55 前外登宛名番号

16 後通称名カナ清音 56 前最新有無市内

17 後通称名カナ 57 前法個外区分

18 後通称名漢字 58 前ソート用カナ

19 後併記名 59 前氏名カナ清音

20 後性別コード 60 前氏名カナ

21 後生年月日 61 前氏名漢字

22 後続柄コード 62 前通称名カナ清音

23 後世帯番号 63 前通称名カナ

24 後世帯主氏名漢字 64 前通称名漢字

25 後住所郵便番号 65 前併記名

26 後住所都道府県コード 66 前性別コード

27 後住所市区町村コード 67 前生年月日

28 後住所大字町通コード 68 前続柄コード

29 後住所字丁目コード 69 前世帯番号

30 後住所地番号カナ 70 前世帯主氏名漢字

31 後住所市区町村名 71 前住所郵便番号

32 後住所大字町通名 72 前住所都道府県コード

33 後住所字丁目名 73 前住所市区町村コード

34 後住所地番号漢字 74 前住所大字町通コード

35 後住所漢字 75 前住所字丁目コード

36 後方書漢字 76 前住所地番号カナ

37 後ソート用市区町村 77 前住所市区町村名

38 後移転年月日 78 前住所大字町通名

39 後移転届出年月日 79 前住所字丁目名

40 後転入前住所 80 前住所地番号漢字

41 後転入前移転年月日 81 前住所漢字

42 後転入前移転届出日 82 前方書漢字

43 後転出先住所 83 前ソート用市区町村

44 後転出年月日 84 前移転年月日

45 後送付年月日 85 前移転届出年月日

46 後閉鎖年月日 86 前転入前住所

47 後発生年月日 87 前転入前移転年月日

48 後取消異動事由コード 88 前転入前移転届出日

49 後異動事由コード 89 前転出先住所

50 後異動年月日 90 前転出年月日

51 後住民状態区分 91 前送付年月日

52 前個人番号 92 前閉鎖年月日

53 前履歴番号 93 前発生年月日



94 前取消異動事由コード 32 後住所大字町通名

95 前異動事由コード 33 後住所字丁目名

96 前異動年月日 34 後住所地番号漢字

97 前住民状態区分 35 後住所漢字

36 後方書漢字

37 後ソート用市区町村

38 後移転年月日

名称 CAT外登異動累積表 39 後移転届出年月日

No. 項目名 40 後転入前住所

1 異動番号 41 後転入前移転年月日

2 異動番号枝番 42 後転入前移転届出日

3 処理日 43 後転出先住所

4 処理時刻 44 後転出年月日

5 異動事由 45 後送付年月日

6 後個人番号 46 後閉鎖年月日

7 後履歴番号 47 後発生年月日

8 後外国人登録番号 48 後取消異動事由コード

9 後外登宛名番号 49 後異動事由コード

10 後最新有無市内 50 後異動年月日

11 後法個外区分 51 後住民状態区分

12 後ソート用カナ 52 前個人番号

13 後氏名カナ清音 53 前履歴番号

14 後氏名カナ 54 前外国人登録番号

15 後氏名漢字 55 前外登宛名番号

16 後通称名カナ清音 56 前最新有無市内

17 後通称名カナ 57 前法個外区分

18 後通称名漢字 58 前ソート用カナ

19 後併記名 59 前氏名カナ清音

20 後性別コード 60 前氏名カナ

21 後生年月日 61 前氏名漢字

22 後続柄コード 62 前通称名カナ清音

23 後世帯番号 63 前通称名カナ

24 後世帯主氏名漢字 64 前通称名漢字

25 後住所郵便番号 65 前併記名

26 後住所都道府県コード 66 前性別コード

27 後住所市区町村コード 67 前生年月日

28 後住所大字町通コード 68 前続柄コード

29 後住所字丁目コード 69 前世帯番号

30 後住所地番号カナ 70 前世帯主氏名漢字

31 後住所市区町村名 71 前住所郵便番号



72 前住所都道府県コード 名称 CAT口座統廃合抽出表

73 前住所市区町村コード No. 項目名

74 前住所大字町通コード 1 銀行コード

75 前住所字丁目コード 2 支店コード

76 前住所地番号カナ 3 連番

77 前住所市区町村名 4 宛名番号

78 前住所大字町通名 5 区コード

79 前住所字丁目名 6 税目コード

80 前住所地番号漢字 7 通知書番号

81 前住所漢字 8 開始＿年度

82 前方書漢字 9 開始＿期

83 前ソート用市区町村

84 前移転年月日

85 前移転届出年月日

86 前転入前住所 名称 TET収納年マスタ

87 前転入前移転年月日 No. 項目名

88 前転入前移転届出日 1 区コード

89 前転出先住所 2 税目コード

90 前転出年月日 3 年度

91 前送付年月日 4 通知書番号

92 前閉鎖年月日 5 事業年度

93 前発生年月日 6 事業年度開始日

94 前取消異動事由コード 7 事業年度終了日

95 前異動事由コード 8 相当年度

96 前異動年月日 9 宛名番号

97 前住民状態区分 10 送付先コード

11 納管人等宛名番号

12 車両番号識別区分

13 車両番号記号

名称 CAT法人略語変換表 14 車両番号

No. 項目名 15 合計調定額

1 区分 16 合計収納額

2 番号 17 合計延滞金調定額

3 法人格カナ 18 合計延滞金収納額

4 前略語 19 合計過不足額

5 後略語 20 繰越前調定額

6 カナ文字数 21 繰越前収納額

22 繰越前延滞金調定額

23 繰越前延滞金収納額

24 調定額異動日



25 調定額異動事由コード 17 延滞金減免割合

26 調定額異動回数 18 延滞金計算不能コード

27 前納区分 19 延滞金減免事由

28 滞納明細表作成コード 20 延滞金納付書フラグ

29 期数 21 延滞金発行フラグ

30 市民税等調定額 22 過不足額

31 県民税等調定額 23 過誤納＿振替番号

32 特徴義務者番号 24 収入日

33 特徴義務者個人番号 25 納付日

34 特徴義務者税額 26 処理日

35 課税内容コード 27 収入区分

36 納管識別コード 28 銀行コード

37 共有人数 29 支店コード

38 証明発行禁止フラグ 30 口座種別

39 本税合計欠損額 31 口座番号

40 延滞金合計欠損額 32 帳票コード

41 仮年金特徴義務者 33 納付方法

42 本年金特徴義務者 34 コンビニ本部

43 告知区分 35 コンビニ店舗

36 収入回数

37 収入明細数

38 分納区分

名称 TET収納マスタ 39 延長月数

No. 項目名 40 公示督促コード

1 区コード 41 催告コード

2 税目コード 42 執欠コード＿前

3 年度 43 執欠コード＿後

4 通知書番号 44 完結不能コード

5 事業年度 45 指定納期限

6 期別コード 46 法定納期限

7 申告区分 47 法定納期限等

8 調定年月 48 申告＿更正決定日

9 調定額 49 法人税＿更正決定日

10 均等割＿資産割額 50 更正請求日

11 法人税＿従業者割額 51 執停欠損決議日

12 収納額 52 欠損予定日

13 延滞金調定額 53 督促状発行日

14 延滞金収納額 54 督促状整理番号

15 延滞金変更前調定額 55 督促状引抜フラグ

16 延滞金調定額計算日 56 調定額異動発生日



57 調定額異動処理日 14 銀行コード

58 調定額異動事由コード 15 支店コード

59 調定額異動回数 16 口座種別

60 滞納明細表作成コード 17 口座番号

61 繰越前調定額 18 口座名義人カナ

62 繰越前収納額 19 帳票コード

63 繰越前延滞金調定額 20 納付方法

64 繰越前延滞金収納額 21 支払方法

65 納期変更コード 22 過誤納振替番号

66 振替回数 23 支出決議日

67 申告基礎コード 24 支払年月日

68 本税欠損額 25 振替決議日

69 延滞金欠損額 26 振替年月日

70 令書公示日 27 延滞金計算基準日

71 督促公示日 28 コンビニ本部

72 時効起算日 29 コンビニ店舗

73 時効中断区分 30 共有者宛名番号

74 支払金額 31 納付場所

75 納入人員 32 還付充当ＳＥＱ

76 告知区分

77 延滞金強制変更フラグ

78 納付場所

名称 TET過誤納

No. 項目名

1 過誤納番号

名称 TET収納履歴 2 宛名番号

No. 項目名 3 区コード

1 区コード 4 税目コード

2 税目コード 5 年度

3 年度 6 通知書番号

4 通知書番号 7 事業年度

5 事業年度 8 期別コード

6 期別コード 9 申告区分

7 連番 10 調定年月

8 収納額 11 事業年度開始年月日

9 延滞金収納額 12 事業年度終了年月日

10 収入日 13 発生理由区分

11 納付日 14 発生年月日

12 処理日 15 納付年月日

13 収入区分 16 収入年月日



17 処理年月日 16 除算開始年月日

18 還付個数 17 除算終了年月日

19 充当個数 18 特徴個人番号

20 調定額 19 特徴宛名番号

21 延滞金調定額 20 還付宛名番号

22 収納額 21 還付方法コード

23 延滞金収納額 22 銀行コード※

24 過誤納額 23 支店コード※

25 延滞金過誤納額 24 預金種別※

26 変更前調定額 25 口座番号※

27 変更後調定額 26 名義人カナ※

28 歳入歳出区分 27 特徴氏名

29 還付処理済額 28 変更年月日

30 延滞金還付処理済額 29 歳入歳出区分

31 還付支払済額 30 連携フラグ

32 延滞金還付支払済額 31 処理場所コード

33 充当処理済額

34 延滞金充当処理済額

35 充当支払済額

36 延滞金充当支払済額 名称 TET充当

No. 項目名

1 過誤納番号

2 充当ＳＥＱ

名称 TET還付 3 還付充当決議番号

No. 項目名 4 振替命令番号

1 過誤納番号 5 区コード

2 還付ＳＥＱ 6 税目コード

3 還付充当決議番号 7 年度

4 支出命令番号 8 通知書番号

5 代表支出命令番号 9 事業年度

6 還付金額 10 期別コード

7 延滞金還付金額 11 調定年月

8 加算金還付金額 12 申告区分

9 還付充当決議年月日 13 充当金額

10 支出命令年月日 14 延滞金充当金額

11 支払完了年月日 15 加算金充当金額

12 取消年月日 16 還付充当決議年月日

13 加算日数 17 振替命令年月日

14 加算開始年月日 18 振替完了年月日

15 加算終了年月日 19 取消年月日



20 加算日数 60 fr過延_to本充当額4

21 加算開始年月日 61 fr過延_to延充当額4

22 加算終了年月日 62 過誤納番号5

23 除算開始年月日 63 納付日5

24 除算終了年月日 64 fr過本_to本充当額5

25 特徴個人番号 65 fr過本_to延充当額5

26 納期限年月日 66 fr過延_to本充当額5

27 被充当額 67 fr過延_to延充当額5

28 延滞金被充当額 68 過誤納番号6

29 充当適状年月日 69 納付日6

30 特徴宛名番号 70 fr過本_to本充当額6

31 特徴氏名 71 fr過本_to延充当額6

32 事業年度開始年月日 72 fr過延_to本充当額6

33 事業年度終了年月日 73 fr過延_to延充当額6

34 歳入歳出区分 74 過誤納番号7

35 連携フラグ 75 納付日7

36 処理場所コード 76 fr過本_to本充当額7

37 取消用振替命令番号 77 fr過本_to延充当額7

38 過誤納番号1 78 fr過延_to本充当額7

39 納付日1 79 fr過延_to延充当額7

40 fr過本_to本充当額1 80 過誤納番号8

41 fr過本_to延充当額1 81 納付日8

42 fr過延_to本充当額1 82 fr過本_to本充当額8

43 fr過延_to延充当額1 83 fr過本_to延充当額8

44 過誤納番号2 84 fr過延_to本充当額8

45 納付日2 85 fr過延_to延充当額8

46 fr過本_to本充当額2 86 過誤納番号9

47 fr過本_to延充当額2 87 納付日9

48 fr過延_to本充当額2 88 fr過本_to本充当額9

49 fr過延_to延充当額2 89 fr過本_to延充当額9

50 過誤納番号3 90 fr過延_to本充当額9

51 納付日3 91 fr過延_to延充当額9

52 fr過本_to本充当額3 92 過誤納番号10

53 fr過本_to延充当額3 93 納付日10

54 fr過延_to本充当額3 94 fr過本_to本充当額10

55 fr過延_to延充当額3 95 fr過本_to延充当額10

56 過誤納番号4 96 fr過延_to本充当額10

57 納付日4 97 fr過延_to延充当額10

58 fr過本_to本充当額4 98 過誤納番号11

59 fr過本_to延充当額4 99 納付日11



100 fr過本_to本充当額11 25 振替元振替額

101 fr過本_to延充当額11 26 振替元延滞金振替額

102 fr過延_to本充当額11 27 振替先調定額

103 fr過延_to延充当額11 28 振替先延滞金調定額

104 過誤納番号12 29 振替先収入額

105 納付日12 30 振替先延滞金収入額

106 fr過本_to本充当額12 31 振替先振替額

107 fr過本_to延充当額12 32 振替先延滞金振替額

108 fr過延_to本充当額12 33 振替決議年月日

109 fr過延_to延充当額12 34 振替命令年月日

35 振替完了年月日

36 取消年月日

37 延滞金計算コード

38 直納コード

名称 TET振替 39 分納区分

No. 項目名 40 片方処理区分

1 振替決議番号 41 不一致番号

2 振替命令番号 42 振替先法定納期限

3 振替元宛名番号 43 振替先指定納期限

4 振替先宛名番号 44 振替元収入年月日

5 振替元区コード 45 振替元納付年月日

6 振替元税目コード 46 振替元銀行コード

7 振替元年度 47 振替元帳票コード

8 振替元通知書番号 48 振替先事業年度開始日

9 振替元事業年度 49 振替先事業年度終了日

10 振替元期 50 振替先処理前納付日

11 振替元申告区分 51 振替先処理前収入日

12 振替元調定年月 52 振替先銀行コード

13 振替先区コード 53 振替先収入回数

14 振替先税目コード 54 収入区分

15 振替先年度 55 振替回数

16 振替先通知書番号 56 納期変更コード

17 振替先事業年度 57 発生理由区分

18 振替先期 58 発生年月日

19 振替先申告区分 59 特別処理区分

20 振替先調定年月 60 振替理由コード

21 振替元調定額 61 振替理由

22 振替元延滞金調定額 62 連携フラグ

23 振替元収入額 63 過誤納番号

24 振替元延滞金収入額 64 処理場所コード



65 取消用振替命令番号 名称 TET仮消込

No. 項目名

1 区コード

2 税目コード

3 年度

名称 TET不一致 4 通知書番号

No. 項目名 5 事業年度

1 不一致番号 6 期別コード

2 区コード 7 ＳＥＱ番号

3 税目コード 8 納付書発行番号

4 年度 9 本税収納額

5 通知書番号 10 延滞金収納額

6 事業年度 11 領収年月日

7 期別コード 12 消印年月日

8 申告区分 13 取扱時間

9 調定年月 14 支払方法

10 収入額 15 データ区分

11 延滞金収入額 16 帳票コード

12 収入年月日 17 前納コード

13 納付年月日 18 公金年月日

14 取消年月日 19 消込年月日

15 消込フラグ 20 コンビニ本部

16 収入区分 21 コンビニ店舗

17 収入銀行コード 22 コンビニデータ作成日

18 支店コード 23 年金特徴義務者コード

19 口座種別 24 年金特徴収入作成Ｆ

20 口座番号 25 消込フラグ

21 口座名義人カナ 26 督促状未発行フラグ

22 帳票コード 27 領収書発行番号

23 データ登録日 28 納付年月日

24 処理済額

25 延滞金処理済額

26 処理済年月日

27 コンビニ本部 名称 TET現金領収書管理

28 コンビニ店舗 No. 項目名

29 納付場所 1 領収書発行番号

2 領収金額合計

3 支払方法

4 領収日

5 払込日



6 受払簿発行済フラグ 18 受領日

7 取扱担当者 19 受託日

8 宛名番号 20 振出日

21 引受日

22 再委託日

23 納付日

名称 TET現金領収書明細 24 領収送付日

No. 項目名 25 返却依頼日

1 領収書発行番号 26 不渡日

2 明細番号 27 銀行受領日

3 区コード 28 返却処理日

4 税目コード 29 返却理由区分

5 年度 30 振出人氏名

6 通知書番号 31 振出人郵便番号

7 事業年度 32 振出人住所

8 期別コード 33 送付先氏名

9 本税領収額 34 送付先郵便番号

10 延滞金領収額 35 送付先住所

36 領収証書送付先区分

37 職員番号

38 振分区分

名称 TET証券管理

No. 項目名

1 証券受領番号

2 SEQ番号 名称 TET証券明細

3 受託番号 No. 項目名

4 証券種類 1 証券受領番号

5 記号番号 2 SEQ番号

6 券面金額 3 枝番

7 取立費用 4 区コード

8 支払期日 5 税目コード

9 宛名番号 6 年度

10 委託者宛名番号１ 7 通知書番号

11 委託者宛名番号２ 8 事業年度

12 委託者宛名番号３ 9 期別コード

13 委託者宛名番号４ 10 宛名番号

14 委託者宛名番号５ 11 本税内訳金額

15 支払人 12 延滞金内訳金額

16 支払場所 13 表示順

17 支払日



16 変更事由

名称 TET納付書発行管理

No. 項目名

1 発行番号 名称 TET口座振替情報

2 発行番号枝番 No. 項目名

3 発行日 1 区コード

4 消込日 2 税目コード

5 計画番号 3 年度

6 計画回数 4 通知書番号

7 区コード 5 事業年度

8 税目コード 6 期別コード

9 年度 7 宛名番号

10 通知書番号 8 振替額

11 事業年度 9 振替日

12 期別コード 10 公金日

13 本税発行額 11 銀行コード

14 延滞金発行額 12 支店番号

15 納期限 13 預金種別

16 共有者宛名番号 14 口座番号

15 口座名義人カナ

16 前納希望コード

17 前納コード

名称 TET延滞金明細 18 依頼出力区分

No. 項目名 19 振替結果

1 区コード 20 振替済情報作成フラグ

2 税目コード

3 年度

4 通知書番号

5 事業年度 名称 TET公示送達

6 期別コード No. 項目名

7 明細番号 1 区コード

8 計算対象額 2 年度

9 計算期間_自 3 税目コード

10 計算期間_至 4 事業年度

11 日数 5 期別コード

12 延滞金率 6 通知書番号

13 延滞金額 7 検索公示コード

14 免除事由 8 明細番号

15 免除割合 9 氏名法人名



10 宛名番号 8 変更前本税調定額

11 変更前公示コード 9 変更後本税調定額

12 変更後公示コード 10 変更前延滞金調定額

13 変更前公示日 11 変更後延滞金調定額

14 変更後公示日 12 調定額異動発生日

15 変更前納期限 13 調定額異動処理日

16 変更後納期限 14 調定額異動事由コード

17 印刷フラグ 15 調定額異動回数

16 変更前調定年月

17 変更後調定年月

18 変更前指定納期限

名称 TET課税修正確認 19 変更後指定納期限

No. 項目名 20 変更前法定納期限

1 区コード 21 変更後法定納期限

2 税目コード 22 変更前相当年度

3 年度 23 変更後相当年度

4 通知書番号 24 変更前事業年度開始期

5 事業年度 25 変更後事業年度開始期

26 変更前事業年度決算期

27 変更後事業年度決算期

28 申告区分コード

名称 TET収納ＤＢ件数 29 加算金区分コード

No. 項目名 30 前市＿資産割調定額

1 税目コード 31 後市＿資産割調定額

2 件数区分 32 前県＿従業者割調定額

3 区コード 33 後県＿従業者割調定額

4 区毎件数 34 申告更正＿決定日

5 区毎金額 35 更正の請求日

36 支払金額

37 納入人員

名称 TET調定履歴

No. 項目名

1 区コード 名称 TET還付口座履歴

2 税目コード No. 項目名

3 年度 1 宛名番号

4 通知書番号 2 区コード

5 事業年度 3 税目コード

6 期別コード 4 通知書番号

7 連番 5 ＳＥＱ番号



6 銀行コード※ 28 欠損延滞期件数

7 支店コード※ 29 執停本税金額

8 預金種別※ 30 執停本税件数

9 口座番号※ 31 執停延滞金金額

10 口座名義人カナ※ 32 執停延滞金件数

11 還付充当決議番号 33 調定内訳１

12 還付充当決議年月日 34 調定内訳２

13 取消年月日

名称 TET月計

名称 TET累計 No. 項目名

No. 項目名 1 累計年度

1 累計年度 2 対象年月

2 按分区分 3 按分区分

3 対象年月 4 区コード

4 区コード 5 税目コード

5 税目コード 6 調定区分

6 調定区分 7 年度　

7 年度　 8 期コード

8 期コード 9 本税調定増金額

9 調定本税金額 10 本税調定増件数

10 調定本税件数 11 本税調定増内訳１

11 調定延滞金金額 12 本税調定増内訳２

12 調定延滞金件数 13 本税調定減金額

13 収入本税金額 14 本税調定減件数

14 収入本税件数 15 本税調定減内訳１

15 収入延滞金金額 16 本税調定減内訳２

16 収入延滞金件数 17 延滞金調定増金額

17 過誤納本税金額 18 延滞金調定増件数

18 過誤納本税件数 19 延滞金調定減金額

19 過誤納延滞金金額 20 延滞金調定減件数

20 過誤納延滞金件数 21 本税純収入金額

21 還付本税金額 22 本税純収入件数

22 還付本税件数 23 本税過誤納金額

23 還付延滞金金額 24 本税過誤納件数

24 還付延滞金件数 25 延滞金純収入金額

25 欠損本税金額 26 延滞金純収入件数

26 欠損本税件数 27 延滞金過誤納金額

27 欠損延滞金金額 28 延滞金過誤納件数



29 還付本税金額 7 通知書番号

30 還付本税件数 8 事業年度

31 還付延滞金金額 9 期別コード

32 還付延滞金件数 10 申告区分コード

33 欠損本税金額 11 市固資増減額

34 欠損本税件数 12 市固資現在額

35 欠損延滞金金額 13 県都従業増減額

36 欠損延滞金件数 14 県都従業現在額

37 執停本税金額 15 合計増減額

38 執停本税件数 16 合計現在額

39 執停延滞金金額 17 納期限

40 執停延滞金件数 18 申告日

19 支払金額

20 納入人員

21 更正請求日

名称 TET特徴個人 22 納付日

No. 項目名 23 処理日

1 区コード 24 宛名番号

2 税目コード 25 更新前収納額

3 年度 26 更新前繰越前収納額

4 通知書番号 27 更新前法定納期限

5 事業年度 28 更新前執欠コード＿後

6 期別コード

7 宛名番号

8 人員

9 個人月割額 名称 TET督促状異動

10 特徴義務者番号 No. 項目名

11 特徴義務者個人番号 1 督促状異動整理番号

12 相当年度 2 異動コード

3 区コード

4 税目コード

5 年度

名称 TET調定額異動 6 通知書番号

No. 項目名 7 事業年度

1 調定額異動整理番号 8 期別コード

2 区コード 9 変更前督促状引抜

3 税目コード 10 変更後督促状引抜

4 異動コード 11 変更前督促状発付日

5 年度 12 変更後督促状発付日

6 相当年度 13 本税調定



14 本税収入 17 振替先税目コード

15 処理日 18 振替先年度

19 振替先通知書番号

20 振替先事業始期

21 振替先期別コード

名称 TET納期限異動 22 振替先申告区分

No. 項目名 23 振替先本税調定

1 納期限異動整理番号 24 振替先本税収入

2 区コード 25 振替先延滞金調定

3 税目コード 26 振替先延滞金収入

4 年度 27 振替先本税振替額

5 通知書番号 28 振替先延滞金振替額

6 事業年度 29 振替番号

7 期別コード 30 振替命令番号

8 変更事由 31 片方処理

9 変更前納期限 32 処理日

10 変更後納期限 33 振替元収入年月日

11 処理日 34 振替元納付年月日

12 宛名番号 35 取消年月日

36 振替元法定納期限

37 振替元相当年度

38 振替元市民税等調定額

名称 TET収入振替異動 39 振替元県民税等調定額

No. 項目名 40 振替先法定納期限

1 収入振替異動整理番号 41 振替先相当年度

2 振替元区コード 42 振替先市民税等調定額

3 振替元税目コード 43 振替先県民税等調定額

4 振替元年度 44 振替元執欠コード＿前

5 振替元通知書番号 45 振替元執欠コード＿後

6 振替元事業始期 46 振替先執欠コード＿前

7 振替元期別コード 47 振替先執欠コード＿後

8 振替元申告区分

9 不一致発生番号

10 振替元本税調定

11 振替元本税収入 名称 TET還付充当異動

12 振替元延滞金調定 No. 項目名

13 振替元延滞金収入 1 還付充当異動番号

14 振替元本税振替額 2 異動処理区分

15 振替元延滞金振替額 3 還付充当決議番号

16 振替先区コード 4 過誤納番号



5 異動処理年月日 45 充当先＿期別コード

6 過誤納＿宛名番号 46 充当金額

7 過誤納＿区コード 47 延滞金充当金額

8 過誤納＿税目コード 48 加算金充当金額

9 過誤納＿年度 49 充当先＿歳入歳出区分

10 過誤納＿通知書番号 50 充当先執欠コード＿前

11 過誤納＿事業年度 51 充当先執欠コード＿後

12 過誤納＿期別コード 52 特徴個人番号

13 発生理由区分 53 特徴宛名番号

14 発生年月日 54 過誤納＿調定額

15 納付年月日 55 過誤納＿収納額

16 収入年月日 56 過誤納＿延滞金調定額

17 過誤納額 57 過誤納＿延滞金収納額

18 延滞金過誤納額 58 過誤納＿申告区分

19 過誤納＿歳入歳出区分 59 過誤納＿法定納期限

20 還付処理済額 60 過誤納＿相当年度

21 延滞金還付処理済額 61 過誤納＿市民税調定額

22 還付支払済額 62 過誤納＿県民税調定額

23 延滞金還付支払済額 63 充当先＿調定額

24 充当処理済額 64 充当先＿収納額

25 延滞金充当処理済額 65 充当先＿延滞金調定額

26 充当支払済額 66 充当先＿延滞金収納額

27 延滞金充当支払済額 67 充当先＿申告区分

28 還付金額 68 充当先＿法定納期限

29 延滞金還付金額 69 充当先＿相当年度

30 加算金還付金額 70 充当先＿市民税調定額

31 還付宛名番号 71 充当先＿県民税調定額

32 還付方法 72 充当先＿充当金額

33 銀行コード※ 73 充当先＿延滞充当金額

34 支店コード※ 74 還付ＳＥＱ

35 預金種別※ 75 充当適状年月日

36 口座番号※

37 名義人カナ※

38 特徴氏名

39 還付＿歳入歳出区分 名称 TET消込済

40 充当先＿区コード No. 項目名

41 充当先＿税目コード 1 消込番号

42 充当先＿年度 2 区コード

43 充当先＿通知書番号 3 税目コード

44 充当先＿事業年度 4 年度



5 通知書番号 45 共有者宛名番号

6 事業年度

7 期別コード

8 事業年度開始日

9 事業年度終了日 名称 TET税公金収入日計

10 調定年月 No. 項目名

11 申告区分 1 公金日

12 帳票コード 2 会計年度

13 納付書発行番号 3 区コード

14 納付書発行番号枝番 4 税目コード

15 今回本税収納額 5 年度

16 今回延滞金収納額 6 消込済分_件数

17 消込処理日 7 消込済分_金額

18 公金日 8 不一致分_件数

19 納付日 9 不一致分_金額

20 銀行コード 10 不一致振替分_増_件数

21 支店コード 11 不一致振替分_増_金額

22 前納コード 12 不一致振替分_減_件数

23 宛名番号 13 不一致振替分_減_金額

24 処理区分 14 歳計外_充当

25 分納区分 15 歳計外_支出

26 過誤納番号

27 不一致番号

28 延滞金処理区分

29 本税調定額 名称 TET一括執停対象

30 前日迄本税収納額 No. 項目名

31 延滞金調定額 1 区コード

32 前日迄延滞金収納額 2 税目コード

33 前日迄納付日 3 年度

34 前日迄収入日 4 通知書番号

35 前日迄銀行コード 5 事業年度

36 前日迄帳票コード 6 期別コード

37 執欠コード＿前 7 申告区分

38 執欠コード＿後 8 共有人数

39 納期変更コード 9 宛名番号

40 滞納明細作成コード 10 引継宛名番号

41 計算後延滞金調定額 11 担当者識別コード

42 消込後本税収納額 12 調定額

43 消込後延滞金収納額 13 収納額

44 計算不能コード 14 延滞金調定額



15 延滞金収納額 27 決議年月日

16 時効起算日 28 データ作成日

17 変更後時効起算日 29 更新フラグ

18 執行停止理由

19 執行停止除外理由

20 書類番号

21 決議年月日 名称 TET口座振替停止

22 データ作成日 No. 項目名

23 更新フラグ 1 区コード

2 税目コード

3 年度

4 通知書番号

名称 TET一括欠損対象 5 事業年度

No. 項目名 6 期別コード

1 区コード 7 明細番号

2 税目コード 8 宛名番号

3 年度 9 氏名法人名

4 通知書番号 10 銀行コード

5 事業年度 11 支店コード

6 期別コード 12 金融機関名

7 処理区分 13 預金種別

8 申告区分 14 口座番号

9 共有人数 15 口座名義人カナ

10 宛名番号 16 口座振替金額

11 引継宛名番号 17 依頼停止日

12 担当者識別コード 18 振替日

13 調定額 19 振替結果フラグ

14 収納額

15 本税欠損額

16 延滞金調定額

17 延滞金収納額 名称 TET公印発行管理

18 延滞金欠損額 No. 項目名

19 時効起算日 1 処理ID

20 欠損予定日 2 処理名称

21 執停決議日 3 公印種別コード

22 一括欠損理由 4 発行区コード

23 欠損除外理由 5 発行日

24 変更後時効起算日 6 連番

25 変更後欠損予定日 7 発行枚数

26 書類番号



名称 TET統計累計

No. 項目名

名称 TET納税証明書発行管理 1 会計年度

No. 項目名 2 ＳＥＱ

1 発行番号 3 復活按分区分

2 発行番号枝番 4 区コード

3 相当年度 5 税目コード

4 区コード 6 調定区分

5 税目コード 7 本税調定額

6 通知書番号 8 本税調定件数

7 事業年度 9 延滞金調定額

8 事業年度開始日 10 延滞金調定件数

9 事業年度終了日 11 本税収入額

10 宛名番号 12 本税収入件数

11 車両番号識別区分 13 延滞金収入額

12 車両番号記号 14 延滞金収入件数

13 車両番号 15 本税欠損額

14 車両標識番号 16 本税欠損件数

15 共有人数 17 本税執停額

16 証明書種類 18 本税執停件数

17 発行年月日

18 発行区分

19 発行部数

20 軽自個別発行区分 名称 TET統計累計明細

21 納税済年月日 No. 項目名

22 証明書有効期限 1 会計年度

23 調定額 2 ＳＥＱ

24 収入額 3 復活按分区分

25 未納額 4 区コード

26 納期未到来額 5 税目コード

27 納税義務者氏名 6 調定区分

28 納税義務者住所 7 調定年度

29 修正区分 8 課税年度

30 公印出力区分 9 期別コード

31 職員番号 10 調定年月

32 特徴中フラグ 11 本税調定額

12 本税調定件数

13 延滞金調定額

14 延滞金調定件数

15 本税収入額



16 本税収入件数 10 延滞金過誤納額

17 延滞金収入額 11 延滞金過誤納件数

18 延滞金収入件数 12 本税還付処理済額

19 本税欠損額 13 本税還付処理済件数

20 本税欠損件数 14 延滞金還付処理済額

21 本税執停額 15 延滞金還付処理済件数

22 本税執停件数 16 本税充当処理済額

17 本税充当処理済件数

18 延滞金充当処理済額

19 延滞金充当処理済件数

名称 TET統計不納欠損 20 本税還付支払済額

No. 項目名 21 本税還付支払済件数

1 会計年度 22 延滞金還付支払済額

2 ＳＥＱ 23 延滞金還付支払済件数

3 按分区分 24 本税充当支払済額

4 区コード 25 本税充当支払済件数

5 税目コード 26 延滞金充当支払済額

6 調定区分 27 延滞金充当支払済件数

7 調定年度 28 還付加算金

8 課税年度 29 還付加算金件数

9 期別コード 30 充当加算金

10 調定年月 31 充当加算金件数

11 執停欠損ＣＤ 32 本税処理済件数

12 執停欠損決議年月 33 延滞金処理済件数

13 執停欠損額 34 本税支払済件数

14 執停欠損件数 35 延滞金支払済件数

名称 TET統計過誤納金 名称 TET統計過誤納金明細

No. 項目名 No. 項目名

1 会計年度 1 会計年度

2 ＳＥＱ 2 ＳＥＱ

3 過誤納按分区分 3 過誤納按分区分

4 区コード 4 区コード

5 税目コード 5 税目コード

6 調定区分 6 調定区分

7 歳入歳出区分 7 歳入歳出区分

8 本税過誤納額 8 調定年度

9 本税過誤納件数 9 課税年度



10 期別コード 6 課税年度

11 調定年月 7 期別コード

12 本税過誤納額 8 調定年月

13 本税過誤納件数 9 請求調定額

14 延滞金過誤納額 10 請求調定件数

15 延滞金過誤納件数 11 請求一括調定額

16 本税還付処理済額 12 請求一括調定件数

17 本税還付処理済件数 13 請求各期調定額

18 延滞金還付処理済額 14 請求各期調定件数

19 延滞金還付処理済件数 15 請求郵便一括調定額

20 本税充当処理済額 16 請求郵便一括調定件数

21 本税充当処理済件数 17 請求郵便各期調定額

22 延滞金充当処理済額 18 請求郵便各期調定件数

23 延滞金充当処理済件数 19 振替収入額

24 本税還付支払済額 20 振替収入件数

25 本税還付支払済件数 21 振替一括収入額

26 延滞金還付支払済額 22 振替一括収入件数

27 延滞金還付支払済件数 23 振替各期収入額

28 本税充当支払済額 24 振替各期収入件数

29 本税充当支払済件数 25 振替郵便局一括収入額

30 延滞金充当支払済額 26 振替郵便一括収入件数

31 延滞金充当支払済件数 27 振替郵便局各期収入額

32 還付加算金 28 振替郵便各期収入件数

33 還付加算金件数

34 充当加算金

35 充当加算金件数

36 本税処理済件数 名称 TET統計納期内納付区分

37 延滞金処理済件数 No. 項目名

38 本税支払済件数 1 会計年度

39 延滞金支払済件数 2 ＳＥＱ

3 按分区分

4 区コード

5 税目コード

名称 TET統計口座振替 6 調定年度

No. 項目名 7 課税年度

1 会計年度 8 期別コード

2 ＳＥＱ 9 調定年月

3 区コード 10 帳票ＣＤ

4 税目コード 11 合計調定額

5 調定年度 12 合計調定件数



13 合計収入額 12 徴収方法

14 合計収入件数 13 口座フラグ

15 納期内収入額 14 納貯フラグ

16 納期内収入件数 15 税通フラグ

17 納付区分１収入額 16 非免減フラグ

18 納付区分１収入件数 17 非表フラグ

19 納付区分２収入額 18 明細３フラグ

20 納付区分２収入件数 19 明細４フラグ

21 納付区分３収入額 20 Ｆ_６５歳以上減

22 納付区分３収入件数 21 Ｆ_２０歳未満

23 納付区分４収入額 22 均等割額判定フラグ

24 納付区分４収入件数 23 減免_該当月

25 納付区分５収入額 24 減免_該当期

26 納付区分５収入件数 25 処理日

27 納付区分６収入額 26 異動日

28 納付区分６収入件数 27 異動事由

29 納付区分７収入額 28 変更事由

30 納付区分７収入件数 29 開始_異動コード

31 納付区分８収入額 30 開始_異動区分コード

32 納付区分８収入件数 31 開始_開始月

33 納付区分９収入額 32 開始_終了月

34 納付区分９収入件数 33 開始_開始期

35 納付区分１０収入額 34 開始_開始月_イ

36 納付区分１０収入件数 35 開始_開始期_イ

36 開始_一括徴収月

37 所得_営業

38 所得_農業

名称 TET課税状況_特普 39 所得_事業

No. 項目名 40 所得_不動産

1 キー_区 41 所得_利子

2 キー_税目 42 所得_配当

3 キー_課税年度 43 所得_証券

4 キー_通知書番号 44 所得_上場

5 キー_修正回数 45 所得_実額コード

6 宛名番号 46 所得_給与

7 整理番号 47 所得_給与得

8 相当年度 48 所得_年金

9 修正中フラグ 49 所得_年金得

10 課税種別 50 所得_雑

11 課税資料フラグ 51 所得_譲渡一



52 所得_山林 92 市民税_配当

53 所得_退職 93 市民税_外国

54 所得_臨変動 94 市民税_住宅借入

55 所得_純繰越 95 市民税_寄付金

56 所得_雑繰越 96 市民税_配当割等

57 所得_総所得 97 市民税_税額控除額計

58 所得_所得合計 98 市民税_所得割計

59 控除_雑損 99 市民税_均等割

60 控除_医療 100 市民税_減免額

61 控除_社保 101 市民税_差引納税額

62 控除_小規 102 県民税_所得割

63 控除_生命 103 県民税_調整_定率

64 控除_個年 104 県民税_調整_特定

65 控除_地震 105 県民税_所得割調整

66 控除_長損 106 県民税_配当

67 控除_寄付 107 県民税_外国

68 控除_障害 108 県民税_住宅借入

69 控除_老等 109 県民税_寄付金

70 控除_配偶 110 県民税_配当割等

71 控除_配特 111 県民税_税額控除額計

72 控除_配偶者所得 112 県民税_所得割計

73 控除_扶養 113 県民税_均等割

74 控除_基礎 114 県民税_減免額

75 控除_控除合計 115 県民税_差引納税額

76 扶養_配偶 116 住宅ローン控除税率

77 扶養_老配 117 年間額_年税額

78 扶養_特定 118 年間額_特徴税額

79 扶養_同居老 119 年間額_年金特徴額

80 扶養_老扶計 120 年間額_普徴税額

81 扶養_扶養 121 還付額_市民税

82 扶養_同特障 122 還付額_県民税

83 扶養_特障計 123 実還付額_市民税

84 扶養_普障 124 実還付額_県民税

85 本人_本障　 125 充当額_市民税

86 本人_老寡 126 充当額_県民税

87 本人_夫未 127 今回還付額_

88 市民税_所得割 128 今回還付額_市民税

89 市民税_調整_定率 129 今回還付額_県民税

90 市民税_特徴_特定 130 離職年月日

91 市民税_所得割調整 131 給付日数



132 減免_今年度月数 172 分離所得_通算可

133 減免_離職年月数 173 分離所得_分繰越

134 減免_翌年減免月数 174 分離所得_上株譲

135 所得区分 175 分離所得_株譲渡

136 翌年普通所得 176 分離所得_株繰越

137 専従配偶者 177 分離所得_先物

138 他専従者数 178 分離所得_先繰越

139 専従者所得額 179 分離所得_配当割

140 課税標準_総所得 180 分離所得_株譲割

141 課税標準_短譲渡 181 分離所得_条利子

142 課税標準_長譲渡 182 分離所得_条配当

143 課税標準_株譲渡 183 充当月_月１

144 課税標準_山_退 184 充当月_月割額１

145 課税標準_条利配 185 充当月_充当額１

146 課税標準_特徴分 186 充当月_月２

147 市民税_総所得 187 充当月_月割額２

148 市民税_短譲渡 188 充当月_充当額２

149 市民税_長譲渡 189 充当月_月３

150 市民税_株譲渡 190 充当月_月割額３

151 市民税_山_退 191 充当月_充当額３

152 市民税_条利配 192 充当月_月４

153 市民税_特徴分 193 充当月_月割額４

154 県民税_総所得 194 充当月_充当額４

155 県民税_短譲渡 195 充当月_月５

156 県民税_長譲渡 196 充当月_月割額５

157 県民税_株譲渡 197 充当月_充当額５

158 県民税_山_退 198 充当月_月６

159 県民税_条利配 199 充当月_月割額６

160 県民税_特徴分 200 充当月_充当額６

161 分離所得_土事業 201 充当月_月７

162 分離所得_短一控 202 充当月_月割額７

163 分離所得_短一般 203 充当月_充当額７

164 分離所得_短軽控 204 充当月_月８

165 分離所得_短軽減 205 充当月_月割額８

166 分離所得_長一控 206 充当月_充当額８

167 分離所得_長一般 207 充当月_月９

168 分離所得_長特控 208 充当月_月割額９

169 分離所得_長特定 209 充当月_充当額９

170 分離所得_長軽控 210 充当月_月１０

171 分離所得_長軽課 211 充当月_月割額１０



212 充当月_充当額１０ 252 月割額_月３

213 充当月_月１１ 253 月割額_月割額３

214 充当月_月割額１１ 254 月割額_特徴番号３

215 充当月_充当額１１ 255 月割額_月４

216 充当月_月１２ 256 月割額_月割額４

217 充当月_月割額１２ 257 月割額_特徴番号４

218 充当月_充当額１２ 258 月割額_月５

219 充当期_期１ 259 月割額_月割額５

220 充当期_期割額１ 260 月割額_特徴番号５

221 充当期_充当額１ 261 月割額_月６

222 充当期_期２ 262 月割額_月割額６

223 充当期_期割額２ 263 月割額_特徴番号６

224 充当期_充当額２ 264 月割額_月７

225 充当期_期３ 265 月割額_月割額７

226 充当期_期割額３ 266 月割額_特徴番号７

227 充当期_充当額３ 267 月割額_月８

228 充当期_期４ 268 月割額_月割額８

229 充当期_期割額４ 269 月割額_特徴番号８

230 充当期_充当額４ 270 月割額_月９

231 充当期_期５ 271 月割額_月割額９

232 充当期_期割額５ 272 月割額_特徴番号９

233 充当期_充当額５ 273 月割額_月１０

234 充当期_期６ 274 月割額_月割額１０

235 充当期_期割額６ 275 月割額_特徴番号１０

236 充当期_充当額６ 276 月割額_月１１

237 充当期_期７ 277 月割額_月割額１１

238 充当期_期割額７ 278 月割額_特徴番号１１

239 充当期_充当額７ 279 月割額_月１２

240 充当期_期８ 280 月割額_月割額１２

241 充当期_期割額８ 281 月割額_特徴番号１２

242 充当期_充当額８ 282 期割額_期１

243 充当期_期９ 283 期割額_期割額１

244 充当期_期割額９ 284 期割額_期２

245 充当期_充当額９ 285 期割額_期割額２

246 月割額_月１ 286 期割額_期３

247 月割額_月割額１ 287 期割額_期割額３

248 月割額_特徴番号１ 288 期割額_期４

249 月割額_月２ 289 期割額_期割額４

250 月割額_月割額２ 290 期割額_期５

251 月割額_特徴番号２ 291 期割額_期割額５



292 期割額_期６ 332 県民税_ふ寄付金

293 期割額_期割額６

294 期割額_期７

295 期割額_期割額７

296 期割額_期８ 名称 TET課税状況_特徴

297 期割額_期割額８ No. 項目名

298 期割額_期９ 1 キー_区

299 期割額_期割額９ 2 キー_税目

300 年金特徴_期１ 3 キー_課税年度

301 年金特徴_期割額１ 4 キー_通知書番号

302 年金特徴_期２ 5 宛名番号

303 年金特徴_期割額２ 6 義務者番号

304 年金特徴_期３ 7 作成日

305 年金特徴_期割額３ 8 処理日

306 年金特徴_期４ 9 受付日

307 年金特徴_期割額４ 10 現特徴人員

308 年金特徴_期５ 11 課税状況

309 年金特徴_期割額５ 12 特普区分

310 年金特徴_期６ 13 納管人

311 年金特徴_期割額６ 14 送付先

312 年金特徴_期７ 15 総括表FLG

313 年金特徴_期割額７ 16 通知日１

314 年金特徴_期８ 17 特徴額_６月１

315 年金特徴_期割額８ 18 特徴額_７月１

316 年金特徴_期９ 19 特徴額_８月１

317 年金特徴_期割額９ 20 特徴額_９月１

318 年金特徴停止期 21 特徴額_１０月１

319 年金特徴停止理由 22 特徴額_１１月１

320 連携データ区分 23 特徴額_１２月１

321 データ連携処理日 24 特徴額_１月１

322 年少扶養 25 特徴額_２月１

323 分離所得_分配所 26 特徴額_３月１

324 年金特徴_仮徴収税額 27 特徴額_４月１

325 控除_生保支払額_新 28 特徴額_５月１

326 控除_生保支払額_旧 29 特徴額計１

327 控除_介護支払額_新 30 通知日２

328 控除_個年支払額_新 31 特徴額_６月２

329 条例指定寄附金_市 32 特徴額_７月２

330 条例指定寄附金_県 33 特徴額_８月２

331 市民税_ふ寄付金 34 特徴額_９月２



35 特徴額_１０月２ 75 特例開始日

36 特徴額_１１月２ 76 特例終了日

37 特徴額_１２月２ 77 調査コード

38 特徴額_１月２ 78 結果コード

39 特徴額_２月２ 79 連携データ区分

40 特徴額_３月２ 80 データ連携処理日

41 特徴額_４月２

42 特徴額_５月２

43 特徴額計２

44 増減額_６月 名称 TET課税状況_法人

45 増減額_７月 No. 項目名

46 増減額_８月 1 キー_区

47 増減額_９月 2 キー_税目

48 増減額_１０月 3 キー_課税年度

49 増減額_１１月 4 キー_通知書番号

50 増減額_１２月 5 キー_事業年度_開始

51 増減額_１月 6 キー_事業年度_終了

52 増減額_２月 7 キー_申告回数

53 増減額_３月 8 宛名番号

54 増減額_４月 9 法人番号

55 増減額_５月 10 申告区分

56 増減額計 11 処理日

57 人員_６月 12 法人税割

58 人員_７月 13 均等割

59 人員_８月 14 納付法人税割

60 人員_９月 15 納付均等割

61 人員_１０月 16 申告日

62 人員_１１月 17 法人税修正日

63 人員_１２月 18 法人税更正日

64 人員_１月 19 更正請求日

65 人員_２月 20 更正通知日

66 人員_３月 21 連携データ区分

67 人員_４月

68 人員_５月

69 給報受付枚数_在

70 給報受付枚数_退 名称 TET課税状況_軽自

71 給報受付枚数_他 No. 項目名

72 給報受付枚数_計 1 車台番号

73 納付特例コード 2 宛名番号

74 特例変更日付 3 キー_区



4 キー_税目 44 減免開始年度

5 キー_課税年度 45 減免開始年月日

6 キー_通知書番号 46 減免終了年月日

7 キー_枝番

8 相当年度

9 車両番号_キー１

10 車両番号_キー２ 名称 TET共有者情報

11 車両番号_キー３ No. 項目名

12 車両番号_表示 1 相当年度

13 車種 2 区コード

14 車名 3 税目コード

15 排気量 4 親氏名コード

16 型式 5 共有者氏名コード

17 年式 6 宛名番号

18 新標識番号 7 共有者宛名番号

19 新車両番号_キー１ 8 告知区分

20 新車両番号_キー２

21 新車両番号_キー３

22 旧標識番号

23 旧車両番号_キー１ 名称 TET共有者告知

24 旧車両番号_キー２ No. 項目名

25 旧車両番号_キー３ 1 相当年度

26 賦課事由 2 区コード

27 登録年月日 3 税目コード

28 廃車年月日 4 親氏名コード

29 廃車事由 5 共有者氏名コード

30 所有区分 6 調定年度

31 審査１_区 7 期別コード

32 審査１_調定年度 8 通知書番号

33 審査１_通知書番号 9 宛名番号

34 審査２_区 10 共有者宛名番号

35 審査２_調定年度 11 調定額

36 審査２_通知書番号 12 納期限日

37 車種コード 13 納付書発行日

38 調定税額 14 告知日

39 使用者_氏名 15 公示日

40 使用者_住所 16 督促状発付日

41 前使用者_氏名 17 督促状公示日

42 前使用者_住所

43 異動年月日



名称 TET歳計外支出異動

名称 TET統計取込管理 No. 項目名

No. 項目名 1 歳計外支出異動番号

1 種別 2 区コード

2 年度 3 税目コード

3 ＳＥＱ 4 年度

4 決算区分 5 通知書番号

5 対象年月 6 事業年度

6 対象年月日 7 期別コード

7 対象年月日２ 8 調定額

8 取消抹消区分 9 収納額

9 県民税按分区分 10 内訳番号

10 都市計画税按分区分 11 照会通知先番号

11 備考 12 配当順位

13 支出額

14 決議年月日

15 決議取消年月日

名称 TET延滞金異動 16 処理年月日

No. 項目名

1 延滞金異動整理番号

2 区コード

3 税目コード 名称 TET歳計外充当異動

4 年度 No. 項目名

5 通知書番号 1 歳計外充当異動番号

6 事業年度 2 充当元＿区コード

7 期別コード 3 充当元＿税目コード

8 宛名番号 4 充当元＿年度

9 変更前延滞金調定額 5 充当元＿通知書番号

10 変更後延滞金調定額 6 充当元＿事業年度

11 変更前延滞金計算日 7 充当元＿期別コード

12 変更後延滞金計算日 8 充当元＿調定額

13 変更前計算不能コード 9 充当元＿収納額

14 変更後計算不能コード 10 内訳番号

15 本税調定額 11 充当先＿区コード

16 本税収納額 12 充当先＿税目コード

17 処理日 13 充当先＿年度

18 変更事由 14 充当先＿通知書番号

15 充当先＿事業年度

16 充当先＿期別コード

17 本税充当額



18 延滞金充当額 22 収納延滞金

19 決議年月日 23 納付区分

20 決議取消年月日 24 未納本税額

21 処理年月日 25 未納督促手数料

22 充当先＿申告区分 26 未納延滞金

23 充当先＿調定額 27 領収日

24 充当先＿収納額 28 日計日

25 充当先＿延滞金調定額 29 納税管理人

26 充当先＿延滞金収納額 30 納税管理関係

27 充当先執欠コード＿前 31 摘要

28 充当先＿法定納期限 32 備考

29 充当先＿相当年度

30 充当先市民税等調定額

31 充当先県民税等調定額

名称 TET統計延滞金累積

No. 項目名

1 ＳＥＱ

名称 TET統計滞納累積 2 区コード

No. 項目名 3 税目コード

1 ＳＥＱ 4 年度

2 欠損区分 5 期別コード

3 滞納ＳＥＱ 6 通知書番号

4 調定年度 7 延滞金調定額

5 課税年度 8 延滞金収入額累計

6 課税区コード

7 徴収事務所

8 税目コード

9 期別コード 名称 TET統計折衝記録

10 個人番号 No. 項目名

11 通知書番号 1 折衝ＳＥＱ

12 調定日 2 個人番号

13 本税額 3 世帯番号

14 督促手数料 4 氏名

15 納期限 5 氏名カナ

16 収納方法 6 郵便番号

17 申告区分 7 住所

18 延滞金 8 生年月日

19 延滞金計算日 9 続柄

20 収納本税 10 性別コード

21 収納督促手数料 11 性別名称



12 代表者名 52 税目名称１１

13 地区１コード 53 税目コード１２

14 地区１ 54 税目名称１２

15 地区２コード 55 税目コード１３

16 地区２ 56 税目名称１３

17 地区３コード 57 税目コード１４

18 地区３ 58 税目名称１４

19 担当者コード 59 税目コード１５

20 担当者名 60 税目名称１５

21 法人区分コード 61 折衝結果コード

22 法人区分名称 62 折衝結果名称

23 コメント 63 折衝結果日付

24 死亡解散 64 後方事務１名称

25 氏名外字 65 後方事務１日付

26 職権消除 66 後方事務２名称

27 転出 67 後方事務２日付

28 外字抜き氏名 68 後方事務３名称

29 通称名 69 後方事務３日付

30 折衝日時 70 後方事務４名称

31 税目コード１ 71 後方事務４日付

32 税目名称１ 72 後方事務５名称

33 税目コード２ 73 後方事務５日付

34 税目名称２ 74 後方事務６名称

35 税目コード３ 75 後方事務６日付

36 税目名称３ 76 後方事務７名称

37 税目コード４ 77 後方事務７日付

38 税目名称４ 78 後方事務８名称

39 税目コード５ 79 後方事務８日付

40 税目名称５ 80 後方事務９名称

41 税目コード６ 81 後方事務９日付

42 税目名称６ 82 後方事務１０名称

43 税目コード７ 83 後方事務１０日付

44 税目名称７ 84 滞納原因１名称

45 税目コード８ 85 滞納原因２名称

46 税目名称８ 86 滞納原因３名称

47 税目コード９ 87 滞納原因４名称

48 税目名称９ 88 滞納原因５名称

49 税目コード１０ 89 滞納原因６名称

50 税目名称１０ 90 滞納原因７名称

51 税目コード１１ 91 滞納原因８名称



92 滞納原因９名称 名称 TET消込済累積

93 滞納原因１０名称 No. 項目名

94 通話相手 1 消込番号

95 折衝内容 2 区コード

96 折衝者ユーザコード 3 税目コード

97 折衝者ユーザ名 4 年度

98 架電先電話番号 5 通知書番号

99 滞納額 6 事業年度

100 金額 7 期別コード

101 調定年度 8 事業年度開始日

102 課税年度 9 事業年度終了日

103 課税区コード 10 調定年月

104 課税区名 11 申告区分

105 徴収事務所コード 12 帳票コード

106 徴収事務所名 13 納付書発行番号

107 税目コード 14 納付書発行番号枝番

108 税目名称 15 今回本税収納額

109 期別コード 16 今回延滞金収納額

110 通知書番号 17 消込処理日

111 調定日 18 公金日

112 納期限 19 納付日

113 調定額 20 銀行コード

114 収納額 21 支店コード

115 未納額 22 前納コード

116 調定督促手数料 23 宛名番号

117 収納督促手数料 24 処理区分

118 調定延滞金 25 分納区分

119 収納延滞金 26 過誤納番号

120 延滞金計算日 27 不一致番号

121 収納方法 28 延滞金処理区分

122 納付区分 29 本税調定額

123 申告区分 30 前日迄本税収納額

124 領収日 31 延滞金調定額

125 日計日 32 前日迄延滞金収納額

126 摘要 33 前日迄納付日

127 備考 34 前日迄収入日

35 前日迄銀行コード

36 前日迄帳票コード

37 執欠コード＿前

38 執欠コード＿後



39 納期変更コード 9 宛名番号

40 滞納明細作成コード 10 送付先コード

41 計算後延滞金調定額 11 納管人等宛名番号

42 消込後本税収納額 12 車両番号識別区分

43 消込後延滞金収納額 13 車両番号記号

44 計算不能コード 14 車両番号

45 共有者宛名番号 15 合計調定額

16 合計収納額

17 合計延滞金調定額

18 合計延滞金収納額

名称 TET税公金収入月計 19 合計過不足額

No. 項目名 20 繰越前調定額

1 公金年月 21 繰越前収納額

2 会計年度 22 繰越前延滞金調定額

3 区コード 23 繰越前延滞金収納額

4 会計科目 24 調定額異動日

5 年度 25 調定額異動事由コード

6 現金収入額_件数 26 調定額異動回数

7 現金収入額_金額 27 前納区分

8 還付支出額_件数 28 滞納明細表作成コード

9 還付支出額_金額 29 期数

10 充当振替額_増_件数 30 市民税等調定額

11 充当振替額_増_金額 31 県民税等調定額

12 充当振替額_減_件数 32 特徴義務者番号

13 充当振替額_減_金額 33 特徴義務者個人番号

14 未処理分_未払 34 特徴義務者税額

15 未処理分_未振替 35 課税内容コード

36 納管識別コード

37 共有人数

38 証明発行禁止フラグ

名称 TET退役収納年マスタ 39 本税合計欠損額

No. 項目名 40 延滞金合計欠損額

1 区コード 41 仮年金特徴義務者

2 税目コード 42 本年金特徴義務者

3 年度 43 告知区分

4 通知書番号

5 事業年度

6 事業年度開始日

7 事業年度終了日 名称 TET退役収納マスタ

8 相当年度 No. 項目名



1 区コード 41 催告コード

2 税目コード 42 執欠コード＿前

3 年度 43 執欠コード＿後

4 通知書番号 44 完結不能コード

5 事業年度 45 指定納期限

6 期別コード 46 法定納期限

7 申告区分 47 法定納期限等

8 調定年月 48 申告＿更正決定日

9 調定額 49 法人税＿更正決定日

10 均等割＿資産割額 50 更正請求日

11 法人税＿従業者割額 51 執停欠損決議日

12 収納額 52 欠損予定日

13 延滞金調定額 53 督促状発行日

14 延滞金収納額 54 督促状整理番号

15 延滞金変更前調定額 55 督促状引抜フラグ

16 延滞金調定額計算日 56 調定額異動発生日

17 延滞金減免割合 57 調定額異動処理日

18 延滞金計算不能コード 58 調定額異動事由コード

19 延滞金減免事由 59 調定額異動回数

20 延滞金納付書フラグ 60 滞納明細表作成コード

21 延滞金発行フラグ 61 繰越前調定額

22 過不足額 62 繰越前収納額

23 過誤納＿振替番号 63 繰越前延滞金調定額

24 収入日 64 繰越前延滞金収納額

25 納付日 65 納期変更コード

26 処理日 66 振替回数

27 収入区分 67 申告基礎コード

28 銀行コード 68 本税欠損額

29 支店コード 69 延滞金欠損額

30 口座種別 70 令書公示日

31 口座番号 71 督促公示日

32 帳票コード 72 時効起算日

33 納付方法 73 時効中断区分

34 コンビニ本部 74 支払金額

35 コンビニ店舗 75 納入人員

36 収入回数 76 告知区分

37 収入明細数 77 延滞金強制変更フラグ

38 分納区分 78 納付場所

39 延長月数

40 公示督促コード



1 帳票区分

名称 TET退役収納履歴 2 累計年度

No. 項目名 3 対象年月

1 区コード 4 按分区分

2 税目コード 5 区コード

3 年度 6 税目コード

4 通知書番号 7 調定区分

5 事業年度 8 年度　

6 期別コード 9 期コード

7 連番 10 調定本税金額

8 収納額 11 調定本税件数

9 延滞金収納額 12 調定延滞金金額

10 収入日 13 調定延滞金件数

11 納付日 14 収入本税金額

12 処理日 15 収入本税件数

13 収入区分 16 収入延滞金金額

14 銀行コード 17 収入延滞金件数

15 支店コード 18 過誤納本税金額

16 口座種別 19 過誤納本税件数

17 口座番号 20 過誤納延滞金金額

18 口座名義人カナ 21 過誤納延滞金件数

19 帳票コード 22 還付本税金額

20 納付方法 23 還付本税件数

21 支払方法 24 還付延滞金金額

22 過誤納振替番号 25 還付延滞金件数

23 支出決議日 26 欠損本税金額

24 支払年月日 27 欠損本税件数

25 振替決議日 28 欠損延滞金金額

26 振替年月日 29 欠損延滞期件数

27 延滞金計算基準日 30 執停本税金額

28 コンビニ本部 31 執停本税件数

29 コンビニ店舗 32 執停延滞金金額

30 共有者宛名番号 33 執停延滞金件数

31 納付場所 34 調定内訳１

32 還付充当ＳＥＱ 35 調定内訳２

名称 TET精算用累計 名称 TET月計キーマスタ

No. 項目名 No. 項目名



1 按分区分 28 延滞金過誤納金額

2 税目コード 29 延滞金過誤納件数

3 調定区分 30 還付本税金額

4 年度 31 還付本税件数

5 期コード 32 還付延滞金金額

6 本庁扱フラグ 33 還付延滞金件数

7 精算対象フラグ 34 欠損本税金額

8 復活対象フラグ 35 欠損本税件数

36 欠損延滞金金額

37 欠損延滞金件数

38 執停本税金額

名称 TET精算用月計 39 執停本税件数

No. 項目名 40 執停延滞金金額

1 帳票区分 41 執停延滞金件数

2 累計年度

3 対象年月

4 按分区分

5 区コード 名称 TET決算用累計

6 税目コード No. 項目名

7 調定区分 1 帳票区分

8 年度　 2 累計年度

9 期コード 3 対象年月

10 本税調定増金額 4 按分区分

11 本税調定増件数 5 区コード

12 本税調定増内訳１ 6 税目コード

13 本税調定増内訳２ 7 調定区分

14 本税調定減金額 8 年度　

15 本税調定減件数 9 期コード

16 本税調定減内訳１ 10 調定本税金額

17 本税調定減内訳２ 11 調定本税件数

18 延滞金調定増金額 12 調定延滞金金額

19 延滞金調定増件数 13 調定延滞金件数

20 延滞金調定減金額 14 収入本税金額

21 延滞金調定減件数 15 収入本税件数

22 本税純収入金額 16 収入延滞金金額

23 本税純収入件数 17 収入延滞金件数

24 本税過誤納金額 18 過誤納本税金額

25 本税過誤納件数 19 過誤納本税件数

26 延滞金純収入金額 20 過誤納延滞金金額

27 延滞金純収入件数 21 過誤納延滞金件数



22 還付本税金額 22 本税純収入金額

23 還付本税件数 23 本税純収入件数

24 還付延滞金金額 24 本税過誤納金額

25 還付延滞金件数 25 本税過誤納件数

26 欠損本税金額 26 延滞金純収入金額

27 欠損本税件数 27 延滞金純収入件数

28 欠損延滞金金額 28 延滞金過誤納金額

29 欠損延滞期件数 29 延滞金過誤納件数

30 執停本税金額 30 還付本税金額

31 執停本税件数 31 還付本税件数

32 執停延滞金金額 32 還付延滞金金額

33 執停延滞金件数 33 還付延滞金件数

34 調定内訳１ 34 欠損本税金額

35 調定内訳２ 35 欠損本税件数

36 欠損延滞金金額

37 欠損延滞金件数

38 執停本税金額

名称 TET決算用月計 39 執停本税件数

No. 項目名 40 執停延滞金金額

1 帳票区分 41 執停延滞金件数

2 累計年度

3 対象年月

4 按分区分

5 区コード 名称 TET月計異動分

6 税目コード No. 項目名

7 調定区分 1 データ区分

8 年度　 2 区コード

9 期コード 3 税目コード

10 本税調定増金額 4 調定区分

11 本税調定増件数 5 年度　

12 本税調定増内訳１ 6 期コード

13 本税調定増内訳２ 7 本税調定増金額

14 本税調定減金額 8 本税調定増件数

15 本税調定減件数 9 本税調定増内訳１

16 本税調定減内訳１ 10 本税調定増内訳２

17 本税調定減内訳２ 11 本税調定減金額

18 延滞金調定増金額 12 本税調定減件数

19 延滞金調定増件数 13 本税調定減内訳１

20 延滞金調定減金額 14 本税調定減内訳２

21 延滞金調定減件数 15 延滞金調定増金額



16 延滞金調定増件数 13 本税調定減金額

17 延滞金調定減金額 14 本税調定減件数

18 延滞金調定減件数 15 本税調定減内訳１

19 本税純収入金額 16 本税調定減内訳２

20 本税純収入件数 17 延滞金調定増金額

21 本税過誤納金額 18 延滞金調定増件数

22 本税過誤納件数 19 延滞金調定減金額

23 延滞金純収入金額 20 延滞金調定減件数

24 延滞金純収入件数 21 本税純収入金額

25 延滞金過誤納金額 22 本税純収入件数

26 延滞金過誤納件数 23 本税過誤納金額

27 還付本税金額 24 本税過誤納件数

28 還付本税件数 25 延滞金純収入金額

29 還付延滞金金額 26 延滞金純収入件数

30 還付延滞金件数 27 延滞金過誤納金額

31 欠損本税金額 28 延滞金過誤納件数

32 欠損本税件数 29 還付本税金額

33 欠損延滞金金額 30 還付本税件数

34 欠損延滞金件数 31 還付延滞金金額

35 執停本税金額 32 還付延滞金件数

36 執停本税件数 33 欠損本税金額

37 執停延滞金金額 34 欠損本税件数

38 執停延滞金件数 35 欠損延滞金金額

36 欠損延滞金件数

37 執停本税金額

38 執停本税件数

名称 TET仮月計 39 執停延滞金金額

No. 項目名 40 執停延滞金件数

1 累計年度

2 対象年月

3 按分区分

4 区コード 名称 TET仮累計

5 税目コード No. 項目名

6 調定区分 1 累計年度

7 年度　 2 按分区分

8 期コード 3 対象年月

9 本税調定増金額 4 区コード

10 本税調定増件数 5 税目コード

11 本税調定増内訳１ 6 調定区分

12 本税調定増内訳２ 7 年度　



8 期コード 名称 TET還付充当通知書累積

9 調定本税金額 No. 項目名

10 調定本税件数 1 連番

11 調定延滞金金額 2 処理年月日

12 調定延滞金件数 3 還付充当決議番号

13 収入本税金額 4 還付充当連番

14 収入本税件数 5 還付充当宛名区分

15 収入延滞金金額 6 還付充当宛名番号

16 収入延滞金件数 7 還付方法コード

17 過誤納本税金額 8 銀行コード

18 過誤納本税件数 9 支店コード

19 過誤納延滞金金額 10 預金種別

20 過誤納延滞金件数 11 口座番号

21 還付本税金額 12 口座名義人

22 還付本税件数 13 連携フラグ

23 還付延滞金金額 14 取消年月日

24 還付延滞金件数 15 過誤納番号

25 欠損本税金額 16 過誤納区

26 欠損本税件数 17 過誤納税目

27 欠損延滞金金額 18 過誤納年度

28 欠損延滞期件数 19 過誤納通知書番号

29 執停本税金額 20 過誤納事業年度

30 執停本税件数 21 過誤納期

31 執停延滞金金額 22 過誤納理由

32 執停延滞金件数 23 過誤納本税額

33 調定内訳１ 24 過誤納延滞金額

34 調定内訳２ 25 還付加算金額

26 還付額計

27 充当額計

28 本税還付充当額

名称 TET特徴充当 29 延滞金還付充当額

No. 項目名 30 歳入歳出区分

1 調定年度 31 還付充当決議金額

2 指定番号 32 充当先区１

3 期別コード 33 充当先税目１

4 月割件数 34 充当先年度１

5 月割充当額 35 充当先通知書番号１

36 充当先事業年度１

37 充当先期１

38 充当先本税充当額１



39 充当先延滞金充当額１ 79 充当先延滞金充当額５

40 充当先充当適状日１ 80 充当先充当適状日５

41 充当先納期限１ 81 充当先納期限５

42 充当先区２ 82 充当先区６

43 充当先税目２ 83 充当先税目６

44 充当先年度２ 84 充当先年度６

45 充当先通知書番号２ 85 充当先通知書番号６

46 充当先事業年度２ 86 充当先事業年度６

47 充当先期２ 87 充当先期６

48 充当先本税充当額２ 88 充当先本税充当額６

49 充当先延滞金充当額２ 89 充当先延滞金充当額６

50 充当先充当適状日２ 90 充当先充当適状日６

51 充当先納期限２ 91 充当先納期限６

52 充当先区３

53 充当先税目３

54 充当先年度３

55 充当先通知書番号３ 名称 TET還付充当決議書累積

56 充当先事業年度３ No. 項目名

57 充当先期３ 1 連番

58 充当先本税充当額３ 2 処理年月日

59 充当先延滞金充当額３ 3 還付充当決議番号

60 充当先充当適状日３ 4 還付充当連番

61 充当先納期限３ 5 還付充当宛名区分

62 充当先区４ 6 還付充当宛名番号

63 充当先税目４ 7 還付方法コード

64 充当先年度４ 8 銀行コード

65 充当先通知書番号４ 9 支店コード

66 充当先事業年度４ 10 預金種別

67 充当先期４ 11 口座番号

68 充当先本税充当額４ 12 口座名義人

69 充当先延滞金充当額４ 13 連携フラグ

70 充当先充当適状日４ 14 取消年月日

71 充当先納期限４ 15 過誤納番号

72 充当先区５ 16 過誤納区

73 充当先税目５ 17 過誤納税目

74 充当先年度５ 18 過誤納年度

75 充当先通知書番号５ 19 過誤納通知書番号

76 充当先事業年度５ 20 過誤納事業年度

77 充当先期５ 21 過誤納期

78 充当先本税充当額５ 22 過誤納理由



23 過誤納本税額 63 充当先税目４

24 過誤納延滞金額 64 充当先年度４

25 還付加算金額 65 充当先通知書番号４

26 還付額計 66 充当先事業年度４

27 充当額計 67 充当先期４

28 本税還付充当額 68 充当先本税充当額４

29 延滞金還付充当額 69 充当先延滞金充当額４

30 歳入歳出区分 70 充当先充当適状日４

31 還付充当決議金額 71 充当先納期限４

32 充当先区１ 72 充当先区５

33 充当先税目１ 73 充当先税目５

34 充当先年度１ 74 充当先年度５

35 充当先通知書番号１ 75 充当先通知書番号５

36 充当先事業年度１ 76 充当先事業年度５

37 充当先期１ 77 充当先期５

38 充当先本税充当額１ 78 充当先本税充当額５

39 充当先延滞金充当額１ 79 充当先延滞金充当額５

40 充当先充当適状日１ 80 充当先充当適状日５

41 充当先納期限１ 81 充当先納期限５

42 充当先区２ 82 充当先区６

43 充当先税目２ 83 充当先税目６

44 充当先年度２ 84 充当先年度６

45 充当先通知書番号２ 85 充当先通知書番号６

46 充当先事業年度２ 86 充当先事業年度６

47 充当先期２ 87 充当先期６

48 充当先本税充当額２ 88 充当先本税充当額６

49 充当先延滞金充当額２ 89 充当先延滞金充当額６

50 充当先充当適状日２ 90 充当先充当適状日６

51 充当先納期限２ 91 充当先納期限６

52 充当先区３

53 充当先税目３

54 充当先年度３

55 充当先通知書番号３ 名称 TET支出命令累積

56 充当先事業年度３ No. 項目名

57 充当先期３ 1 連番

58 充当先本税充当額３ 2 処理年月日

59 充当先延滞金充当額３ 3 システム区分

60 充当先充当適状日３ 4 代表命令番号

61 充当先納期限３ 5 支出命令書番号

62 充当先区４ 6 支出命令内訳番号



7 異動区分 47 受取人＿番地

8 年度 48 受取人＿氏名

9 市区区分 49 受取人＿代表者氏名

10 予算区分 50 前金払区分

11 帳票コード 51 金融機関コード※

12 起案年月日 52 金融機関名※

13 予算掌理課 53 支店コード※

14 支出担当課 54 支店名※

15 件名 55 預金種別※

16 用途＿摘要 56 口座番号※

17 支出方法 57 口座名義人※

18 支払方法 58 企業規模

19 基準年月日 59 振込通知要否

20 公共工事 60 局管理コード

21 内訳登録区分 61 執行年月日

22 内訳件数 62 作成年月日

23 個別業務区分 63 過誤納番号

24 支出額１ 64 還付ＳＥＱ

25 引去額１ 65 還付充当決議年月日

26 純支払１ 66 還付充当決議番号

27 支出額２ 67 データ氏名漢字

28 引去額２ 68 帳票氏名カナ

29 純支払２

30 会計科目

31 事業

32 節 名称 TET振替命令累積

33 細節 No. 項目名

34 債権者コード 1 連番

35 債権者区分 2 処理年月日

36 債権者＿郵便番号＿旧 3 システム区分

37 債権者＿郵便番号 4 代表命令番号

38 債権者＿電話番号 5 振替命令番号

39 債権者＿住所 6 内訳番号

40 債権者＿番地 7 異動区分

41 債権者＿氏名 8 年度

42 債権者＿代表者氏名 9 振替命令日

43 受取人＿郵便番号＿旧 10 振替額

44 受取人＿郵便番号 11 内訳件数

45 受取人＿電話番号 12 振替額合計

46 受取人＿住所 13 執行年月日



14 承認年月日 54 振替元事業年度

15 振替理由 55 振替元期別コード

16 振替元＿年度 56 振替元宛名番号

17 振替元＿予算区分 57 振替元氏名

18 振替元＿予算掌理課 58 振替先区コード

19 振替元＿担当課 59 振替先税目コード

20 振替元＿収支区分 60 振替先年度

21 振替元＿増減区分 61 振替先通知書番号

22 振替元＿会計科目 62 振替先事業年度

23 振替元＿事業 63 振替先期別コード

24 振替元＿節 64 振替先宛名番号

25 振替元＿細節 65 振替先氏名

26 振替元＿局管理コード

27 振替元＿歳入主管課

28 振替先＿年度

29 振替先＿予算区分 名称 TET支出訂正累積

30 振替先＿予算掌理課 No. 項目名

31 振替先＿担当課 1 連番

32 振替先＿収支区分 2 処理年月日

33 振替先＿増減区分 3 過誤納番号

34 振替先＿会計科目 4 還付ＳＥＱ

35 振替先＿事業 5 還付充当決議番号

36 振替先＿節 6 宛名番号

37 振替先＿細節 7 代表支出命令番号

38 振替先＿局管理コード 8 本税還付金額

39 命令発行課 9 延滞金還付金額

40 支出命令課 10 加算金還付金額

41 作成日 11 支出命令年月日

42 サマリ用代表命令番号 12 支払完了年月日

43 市区 13 変更年月日

44 過誤納番号 14 取消年月日

45 充当ＳＥＱ 15 還付充当決議日

46 振替決議番号 16 支出決議日

47 還付充当決議番号 17 還付方法コード

48 振替元＿区コード 18 歳入歳出区分

49 振替先＿区コード 19 銀行コード

50 振替元区コード 20 支店コード

51 振替元税目コード 21 金融機関名

52 振替元年度 22 店舗名

53 振替元通知書番号 23 預金種別



24 口座番号 19 調定後内訳２

25 名義人カナ 20 収入前本税額

26 処理場所コード 21 収入前延滞金額

27 連携済みフラグ 22 収入後本税額

28 担当課コード 23 収入後延滞金額

29 氏名 24 執欠コード

30 住所 25 還付充当区分

31 支出命令番号 26 都計有無

32 特徴宛名番号 27 累計＿データ区分

33 還付元区コード 28 累計＿区コード

34 還付元税目コード 29 累計＿税目コード

35 還付元年度 30 累計＿調定区分

36 還付元通知書番号 31 累計＿年度

37 還付元事業年度 32 累計＿期

38 還付元期別コード 33 累計＿処理日

39 還付元調定年月

40 還付元申告区分

名称 TET退役対象

No. 項目名

名称 TET異動累積 1 区コード

No. 項目名 2 税目コード

1 累積日 3 年度

2 累積整理番号 4 通知書番号

3 データ区分 5 事業年度

4 区コード

5 税目コード

6 年度　

7 通知書番号 名称 TET執停欠損異動

8 期別コード No. 項目名

9 法定納期限 1 執欠異動整理番号

10 相当年度 2 区コード

11 処理日 3 税目コード

12 調定前本税額 4 年度

13 調定前延滞金額 5 通知書番号

14 調定前内訳１ 6 事業年度

15 調定前内訳２ 7 期別コード

16 調定後本税額 8 異動処理日

17 調定後延滞金額 9 異動処理区分

18 調定後内訳１ 10 執欠コード＿前



11 執欠コード＿後 20 コンビニ本部

12 調定額 21 コンビニ店舗

13 延滞金調定額 22 コンビニデータ作成日

14 収納額 23 年金特徴義務者コード

15 延滞金収納額 24 年金特徴収入作成Ｆ

16 本税欠損額 25 消込フラグ

17 本税欠損額＿変更前 26 督促状未発行フラグ

18 延滞金欠損額 27 領収書発行番号

19 延滞金欠損額＿変更前 28 納付年月日

20 申告区分

21 法定納期限

22 相当年度

23 市民税等調定額 名称 TET退役過誤納

24 県民税等調定額 No. 項目名

25 執停欠損決議日 1 過誤納番号

26 執停欠損決議日変更前 2 宛名番号

3 区コード

4 税目コード

5 年度

名称 TET仮消込累積 6 通知書番号

No. 項目名 7 事業年度

1 区コード 8 期別コード

2 税目コード 9 申告区分

3 年度 10 調定年月

4 通知書番号 11 事業年度開始年月日

5 事業年度 12 事業年度終了年月日

6 期別コード 13 発生理由区分

7 ＳＥＱ番号 14 発生年月日

8 納付書発行番号 15 納付年月日

9 本税収納額 16 収入年月日

10 延滞金収納額 17 処理年月日

11 領収年月日 18 還付個数

12 消印年月日 19 充当個数

13 取扱時間 20 調定額

14 支払方法 21 延滞金調定額

15 データ区分 22 収納額

16 帳票コード 23 延滞金収納額

17 前納コード 24 過誤納額

18 公金年月日 25 延滞金過誤納額

19 消込年月日 26 変更前調定額



27 変更後調定額 26 名義人カナ※

28 歳入歳出区分 27 特徴氏名

29 還付処理済額 28 変更年月日

30 延滞金還付処理済額 29 歳入歳出区分

31 還付支払済額 30 連携フラグ

32 延滞金還付支払済額 31 処理場所コード

33 充当処理済額

34 延滞金充当処理済額

35 充当支払済額

36 延滞金充当支払済額 名称 TET退役充当

No. 項目名

1 過誤納番号

2 充当ＳＥＱ

名称 TET退役還付 3 還付充当決議番号

No. 項目名 4 振替命令番号

1 過誤納番号 5 区コード

2 還付ＳＥＱ 6 税目コード

3 還付充当決議番号 7 年度

4 支出命令番号 8 通知書番号

5 代表支出命令番号 9 事業年度

6 還付金額 10 期別コード

7 延滞金還付金額 11 調定年月

8 加算金還付金額 12 申告区分

9 還付充当決議年月日 13 充当金額

10 支出命令年月日 14 延滞金充当金額

11 支払完了年月日 15 加算金充当金額

12 取消年月日 16 還付充当決議年月日

13 加算日数 17 振替命令年月日

14 加算開始年月日 18 振替完了年月日

15 加算終了年月日 19 取消年月日

16 除算開始年月日 20 加算日数

17 除算終了年月日 21 加算開始年月日

18 特徴個人番号 22 加算終了年月日

19 特徴宛名番号 23 除算開始年月日

20 還付宛名番号 24 除算終了年月日

21 還付方法コード 25 特徴個人番号

22 銀行コード※ 26 納期限年月日

23 支店コード※ 27 被充当額

24 預金種別※ 28 延滞金被充当額

25 口座番号※ 29 充当適状年月日



30 特徴宛名番号 70 fr過本_to本充当額6

31 特徴氏名 71 fr過本_to延充当額6

32 事業年度開始年月日 72 fr過延_to本充当額6

33 事業年度終了年月日 73 fr過延_to延充当額6

34 歳入歳出区分 74 過誤納番号7

35 連携フラグ 75 納付日7

36 処理場所コード 76 fr過本_to本充当額7

37 取消用振替命令番号 77 fr過本_to延充当額7

38 過誤納番号1 78 fr過延_to本充当額7

39 納付日1 79 fr過延_to延充当額7

40 fr過本_to本充当額1 80 過誤納番号8

41 fr過本_to延充当額1 81 納付日8

42 fr過延_to本充当額1 82 fr過本_to本充当額8

43 fr過延_to延充当額1 83 fr過本_to延充当額8

44 過誤納番号2 84 fr過延_to本充当額8

45 納付日2 85 fr過延_to延充当額8

46 fr過本_to本充当額2 86 過誤納番号9

47 fr過本_to延充当額2 87 納付日9

48 fr過延_to本充当額2 88 fr過本_to本充当額9

49 fr過延_to延充当額2 89 fr過本_to延充当額9

50 過誤納番号3 90 fr過延_to本充当額9

51 納付日3 91 fr過延_to延充当額9

52 fr過本_to本充当額3 92 過誤納番号10

53 fr過本_to延充当額3 93 納付日10

54 fr過延_to本充当額3 94 fr過本_to本充当額10

55 fr過延_to延充当額3 95 fr過本_to延充当額10

56 過誤納番号4 96 fr過延_to本充当額10

57 納付日4 97 fr過延_to延充当額10

58 fr過本_to本充当額4 98 過誤納番号11

59 fr過本_to延充当額4 99 納付日11

60 fr過延_to本充当額4 100 fr過本_to本充当額11

61 fr過延_to延充当額4 101 fr過本_to延充当額11

62 過誤納番号5 102 fr過延_to本充当額11

63 納付日5 103 fr過延_to延充当額11

64 fr過本_to本充当額5 104 過誤納番号12

65 fr過本_to延充当額5 105 納付日12

66 fr過延_to本充当額5 106 fr過本_to本充当額12

67 fr過延_to延充当額5 107 fr過本_to延充当額12

68 過誤納番号6 108 fr過延_to本充当額12

69 納付日6 109 fr過延_to延充当額12



36 取消年月日

37 延滞金計算コード

38 直納コード

名称 TET退役振替 39 分納区分

No. 項目名 40 片方処理区分

1 振替決議番号 41 不一致番号

2 振替命令番号 42 振替先法定納期限

3 振替元宛名番号 43 振替先指定納期限

4 振替先宛名番号 44 振替元収入年月日

5 振替元区コード 45 振替元納付年月日

6 振替元税目コード 46 振替元銀行コード

7 振替元年度 47 振替元帳票コード

8 振替元通知書番号 48 振替先事業年度開始日

9 振替元事業年度 49 振替先事業年度終了日

10 振替元期 50 振替先処理前納付日

11 振替元申告区分 51 振替先処理前収入日

12 振替元調定年月 52 振替先銀行コード

13 振替先区コード 53 振替先収入回数

14 振替先税目コード 54 収入区分

15 振替先年度 55 振替回数

16 振替先通知書番号 56 納期変更コード

17 振替先事業年度 57 発生理由区分

18 振替先期 58 発生年月日

19 振替先申告区分 59 特別処理区分

20 振替先調定年月 60 振替理由コード

21 振替元調定額 61 振替理由

22 振替元延滞金調定額 62 連携フラグ

23 振替元収入額 63 過誤納番号

24 振替元延滞金収入額 64 処理場所コード

25 振替元振替額 65 取消用振替命令番号

26 振替元延滞金振替額

27 振替先調定額

28 振替先延滞金調定額

29 振替先収入額 名称 TET退役不一致

30 振替先延滞金収入額 No. 項目名

31 振替先振替額 1 不一致番号

32 振替先延滞金振替額 2 区コード

33 振替決議年月日 3 税目コード

34 振替命令年月日 4 年度

35 振替完了年月日 5 通知書番号



6 事業年度 12 氏名２

7 期別コード 13 氏名３

8 申告区分 14 取消年月日

9 調定年月 15 編集用郵便番号

10 収入額 16 編集用住所

11 延滞金収入額 17 還付充当宛名番号

12 収入年月日 18 還付方法コード

13 納付年月日 19 銀行コード

14 取消年月日 20 支店コード

15 消込フラグ 21 預金種別

16 収入区分 22 口座番号

17 収入銀行コード 23 口座名義人

18 支店コード 24 過誤納番号

19 口座種別 25 過誤納区

20 口座番号 26 過誤納税目

21 口座名義人カナ 27 過誤納年度

22 帳票コード 28 過誤納通知書番号

23 データ登録日 29 過誤納事業年度

24 処理済額 30 過誤納期

25 延滞金処理済額 31 過誤納理由

26 処理済年月日 32 過誤納本税額

27 コンビニ本部 33 過誤納延滞金額

28 コンビニ店舗 34 還付加算金額

29 納付場所 35 還付額計

36 充当額計

37 本税還付充当額

38 延滞金還付充当額

名称 TET還付充当通知書２累 39 歳入歳出区分

No. 項目名 40 還付充当決議金額

1 連番 41 本税支出命令番号

2 処理年月日 42 延滞金支出命令番号

3 還付充当決議番号 43 加算金支出命令番号

4 還付充当連番 44 充当先区

5 年月日 45 充当先税目

6 郵便番号 46 充当先年度

7 住所１ 47 充当先通知書番号

8 住所２ 48 充当先事業年度

9 住所３ 49 充当先期

10 住所４ 50 充当先本税充当額

11 氏名１ 51 充当先延滞金充当額



52 充当先納期限 31 還付充当決議金額

53 充当先充当適状日 32 本税支出命令番号

54 振替命令番号 33 延滞金支出命令番号

55 印刷順用区コード 34 加算金支出命令番号

56 印刷順用税目コード 35 充当先連番

36 充当先区

37 充当先税目

38 充当先年度

名称 TET還付充当決議書２累 39 充当先通知書番号

No. 項目名 40 充当先事業年度

1 連番 41 充当先期

2 処理年月日 42 充当先本税充当額

3 還付充当決議番号 43 充当先延滞金充当額

4 還付充当連番 44 充当先充当適状日

5 還付充当宛名区分 45 充当先納期限

6 還付充当宛名番号 46 振替命令番号

7 還付方法コード 47 還付金額

8 銀行コード 48 還付延滞金額

9 支店コード 49 充当ＳＥＱ

10 預金種別

11 口座番号

12 口座名義人

13 連携フラグ 名称 TET特例基準マスタ

14 取消年月日 No. 項目名

15 過誤納番号 1 開始

16 過誤納区 2 終了

17 過誤納税目 3 特例基準割合

18 過誤納年度 4 加算割合_１ヶ月

19 過誤納通知書番号 5 加算割合_１ヶ月以降

20 過誤納事業年度

21 過誤納期

22 過誤納理由

23 過誤納本税額 名称 TET口座振替マスタ

24 過誤納延滞金額 No. 項目名

25 還付加算金額 1 年度

26 還付額計 2 税目コード

27 充当額計 3 期別コード

28 本税還付充当額 4 ＭＴ作成日

29 延滞金還付充当額 5 非ＭＴ作成日

30 歳入歳出区分 6 停止日



7 連携フラグ 11 都市計画確定滞納繰越

名称 TET委託先マスタ 名称 TET公定歩合マスタ

No. 項目名 No. 項目名

1 銀行コード 1 開始年月日

2 支店コード 2 終了年月日

3 預金種別 3 公定歩合割合

4 口座番号

5 委託者コード

6 委託者名カナ

7 依頼出力区分 名称 TET徴収率マスタ

8 コード区分 No. 項目名

1 累計年度

2 対象年月

3 区コード

名称 TET納期限マスタ 4 税目コード

No. 項目名 5 税目間集計

1 年度 6 調定区分

2 税目コード 7 期コード

3 期別コード 8 徴収率金額

4 法定納期限 9 徴収率件数

5 督促状発付日 10 調定額

6 納税告知日

名称 TET基準割引率等マスタ

名称 TET按分率マスタ No. 項目名

No. 項目名 1 開始年月日

1 年度 2 終了年月日

2 区コード 3 基準割引率等

3 県民特定

4 県民確定

5 県民特別措置

6 都市計画特定当年度 名称 TET車両

7 都市計画特定過年度 No. 項目名

8 都市計画特定滞納繰越 1 車両番号_キー１

9 都市計画確定当年度 2 車両番号_キー２

10 都市計画確定過年度 3 車両番号_キー３



4 車台番号

5 宛名番号

6 審査１_区 名称 TET車両履歴

7 審査１_調定年度 No. 項目名

8 審査１_通知書番号 1 車両番号_キー１

9 審査２_区 2 車両番号_キー２

10 審査２_調定年度 3 車両番号_キー３

11 審査２_通知書番号 4 履歴番号

12 登録年月日 5 車台番号

13 廃車年月日 6 宛名番号

14 異動年月日 7 審査１_区

15 登録区 8 審査１_調定年度

16 廃車事由 9 審査１_通知書番号

17 標識返納区分 10 審査２_区

18 所有区分 11 審査２_調定年度

19 使用者宛名番号 12 審査２_通知書番号

20 車種コード 13 登録年月日

21 車名コード 14 廃車年月日

22 排気量 15 異動年月日

23 型式 16 登録区

24 年式 17 廃車事由

25 賦課区 18 標識返納区分

26 賦課事由 19 所有区分

27 減保開始年度 20 使用者宛名番号

28 旧標識番号 21 車種コード

29 旧車両番号_キー１ 22 車名コード

30 旧車両番号_キー２ 23 排気量

31 旧車両番号_キー３ 24 型式

32 新標識番号 25 年式

33 新車両番号_キー１ 26 賦課区

34 新車両番号_キー２ 27 賦課事由

35 新車両番号_キー３ 28 減保開始年度

36 賦課ポインタ 29 旧標識番号

37 履歴ポインタ 30 旧車両番号_キー１

38 処理区 31 旧車両番号_キー２

39 申告事由 32 旧車両番号_キー３

40 処理年月日 33 新標識番号

41 連携データ区分 34 新車両番号_キー１

42 連携処理年月日 35 新車両番号_キー２

36 新車両番号_キー３



37 賦課ポインタ 29 減保開始年度

38 履歴ポインタ 30 旧標識番号

39 処理区 31 旧車両番号_キー１

40 申告事由 32 旧車両番号_キー２

41 処理年月日 33 旧車両番号_キー３

42 連携データ区分 34 新標識番号

43 連携処理年月日 35 新車両番号_キー１

36 新車両番号_キー２

37 新車両番号_キー３

38 賦課ポインタ

名称 TET車両異動履歴 39 履歴ポインタ

No. 項目名 40 処理区

1 車両番号_キー１ 41 申告事由

2 車両番号_キー２ 42 処理年月日

3 車両番号_キー３ 43 連携データ区分

4 履歴番号 44 連携処理年月日

5 ＳＥＱ番号

6 車台番号

7 宛名番号

8 審査１_区 名称 TET退役課税状況_特普

9 審査１_調定年度 No. 項目名

10 審査１_通知書番号 1 キー_区

11 審査２_区 2 キー_税目

12 審査２_調定年度 3 キー_課税年度

13 審査２_通知書番号 4 キー_通知書番号

14 登録年月日 5 キー_修正回数

15 廃車年月日 6 宛名番号

16 異動年月日 7 整理番号

17 登録区 8 相当年度

18 廃車事由 9 修正中フラグ

19 標識返納区分 10 課税種別

20 所有区分 11 課税資料フラグ

21 使用者宛名番号 12 徴収方法

22 車種コード 13 口座フラグ

23 車名コード 14 納貯フラグ

24 排気量 15 税通フラグ

25 型式 16 非免減フラグ

26 年式 17 非表フラグ

27 賦課区 18 明細３フラグ

28 賦課事由 19 明細４フラグ



20 Ｆ_６５歳以上減 60 控除_医療

21 Ｆ_２０歳未満 61 控除_社保

22 均等割額判定フラグ 62 控除_小規

23 減免_該当月 63 控除_生命

24 減免_該当期 64 控除_個年

25 処理日 65 控除_地震

26 異動日 66 控除_長損

27 異動事由 67 控除_寄付

28 変更事由 68 控除_障害

29 開始_異動コード 69 控除_老等

30 開始_異動区分コード 70 控除_配偶

31 開始_開始月 71 控除_配特

32 開始_終了月 72 控除_配偶者所得

33 開始_開始期 73 控除_扶養

34 開始_開始月_イ 74 控除_基礎

35 開始_開始期_イ 75 控除_控除合計

36 開始_一括徴収月 76 扶養_配偶

37 所得_営業 77 扶養_老配

38 所得_農業 78 扶養_特定

39 所得_事業 79 扶養_同居老

40 所得_不動産 80 扶養_老扶計

41 所得_利子 81 扶養_扶養

42 所得_配当 82 扶養_同特障

43 所得_証券 83 扶養_特障計

44 所得_上場 84 扶養_普障

45 所得_実額コード 85 本人_本障　

46 所得_給与 86 本人_老寡

47 所得_給与得 87 本人_夫未

48 所得_年金 88 市民税_所得割

49 所得_年金得 89 市民税_調整_定率

50 所得_雑 90 市民税_特徴_特定

51 所得_譲渡一 91 市民税_所得割調整

52 所得_山林 92 市民税_配当

53 所得_退職 93 市民税_外国

54 所得_臨変動 94 市民税_住宅借入

55 所得_純繰越 95 市民税_寄付金

56 所得_雑繰越 96 市民税_配当割等

57 所得_総所得 97 市民税_税額控除額計

58 所得_所得合計 98 市民税_所得割計

59 控除_雑損 99 市民税_均等割



100 市民税_減免額 140 課税標準_総所得

101 市民税_差引納税額 141 課税標準_短譲渡

102 県民税_所得割 142 課税標準_長譲渡

103 県民税_調整_定率 143 課税標準_株譲渡

104 県民税_調整_特定 144 課税標準_山_退

105 県民税_所得割調整 145 課税標準_条利配

106 県民税_配当 146 課税標準_特徴分

107 県民税_外国 147 市民税_総所得

108 県民税_住宅借入 148 市民税_短譲渡

109 県民税_寄付金 149 市民税_長譲渡

110 県民税_配当割等 150 市民税_株譲渡

111 県民税_税額控除額計 151 市民税_山_退

112 県民税_所得割計 152 市民税_条利配

113 県民税_均等割 153 市民税_特徴分

114 県民税_減免額 154 県民税_総所得

115 県民税_差引納税額 155 県民税_短譲渡

116 住宅ローン控除税率 156 県民税_長譲渡

117 年間額_年税額 157 県民税_株譲渡

118 年間額_特徴税額 158 県民税_山_退

119 年間額_年金特徴額 159 県民税_条利配

120 年間額_普徴税額 160 県民税_特徴分

121 還付額_市民税 161 分離所得_土事業

122 還付額_県民税 162 分離所得_短一控

123 実還付額_市民税 163 分離所得_短一般

124 実還付額_県民税 164 分離所得_短軽控

125 充当額_市民税 165 分離所得_短軽減

126 充当額_県民税 166 分離所得_長一控

127 今回還付額_ 167 分離所得_長一般

128 今回還付額_市民税 168 分離所得_長特控

129 今回還付額_県民税 169 分離所得_長特定

130 離職年月日 170 分離所得_長軽控

131 給付日数 171 分離所得_長軽課

132 減免_今年度月数 172 分離所得_通算可

133 減免_離職年月数 173 分離所得_分繰越

134 減免_翌年減免月数 174 分離所得_上株譲

135 所得区分 175 分離所得_株譲渡

136 翌年普通所得 176 分離所得_株繰越

137 専従配偶者 177 分離所得_先物

138 他専従者数 178 分離所得_先繰越

139 専従者所得額 179 分離所得_配当割



180 分離所得_株譲割 220 充当期_期割額１

181 分離所得_条利子 221 充当期_充当額１

182 分離所得_条配当 222 充当期_期２

183 充当月_月１ 223 充当期_期割額２

184 充当月_月割額１ 224 充当期_充当額２

185 充当月_充当額１ 225 充当期_期３

186 充当月_月２ 226 充当期_期割額３

187 充当月_月割額２ 227 充当期_充当額３

188 充当月_充当額２ 228 充当期_期４

189 充当月_月３ 229 充当期_期割額４

190 充当月_月割額３ 230 充当期_充当額４

191 充当月_充当額３ 231 充当期_期５

192 充当月_月４ 232 充当期_期割額５

193 充当月_月割額４ 233 充当期_充当額５

194 充当月_充当額４ 234 充当期_期６

195 充当月_月５ 235 充当期_期割額６

196 充当月_月割額５ 236 充当期_充当額６

197 充当月_充当額５ 237 充当期_期７

198 充当月_月６ 238 充当期_期割額７

199 充当月_月割額６ 239 充当期_充当額７

200 充当月_充当額６ 240 充当期_期８

201 充当月_月７ 241 充当期_期割額８

202 充当月_月割額７ 242 充当期_充当額８

203 充当月_充当額７ 243 充当期_期９

204 充当月_月８ 244 充当期_期割額９

205 充当月_月割額８ 245 充当期_充当額９

206 充当月_充当額８ 246 月割額_月１

207 充当月_月９ 247 月割額_月割額１

208 充当月_月割額９ 248 月割額_特徴番号１

209 充当月_充当額９ 249 月割額_月２

210 充当月_月１０ 250 月割額_月割額２

211 充当月_月割額１０ 251 月割額_特徴番号２

212 充当月_充当額１０ 252 月割額_月３

213 充当月_月１１ 253 月割額_月割額３

214 充当月_月割額１１ 254 月割額_特徴番号３

215 充当月_充当額１１ 255 月割額_月４

216 充当月_月１２ 256 月割額_月割額４

217 充当月_月割額１２ 257 月割額_特徴番号４

218 充当月_充当額１２ 258 月割額_月５

219 充当期_期１ 259 月割額_月割額５



260 月割額_特徴番号５ 300 年金特徴_期１

261 月割額_月６ 301 年金特徴_期割額１

262 月割額_月割額６ 302 年金特徴_期２

263 月割額_特徴番号６ 303 年金特徴_期割額２

264 月割額_月７ 304 年金特徴_期３

265 月割額_月割額７ 305 年金特徴_期割額３

266 月割額_特徴番号７ 306 年金特徴_期４

267 月割額_月８ 307 年金特徴_期割額４

268 月割額_月割額８ 308 年金特徴_期５

269 月割額_特徴番号８ 309 年金特徴_期割額５

270 月割額_月９ 310 年金特徴_期６

271 月割額_月割額９ 311 年金特徴_期割額６

272 月割額_特徴番号９ 312 年金特徴_期７

273 月割額_月１０ 313 年金特徴_期割額７

274 月割額_月割額１０ 314 年金特徴_期８

275 月割額_特徴番号１０ 315 年金特徴_期割額８

276 月割額_月１１ 316 年金特徴_期９

277 月割額_月割額１１ 317 年金特徴_期割額９

278 月割額_特徴番号１１ 318 年金特徴停止期

279 月割額_月１２ 319 年金特徴停止理由

280 月割額_月割額１２ 320 連携データ区分

281 月割額_特徴番号１２ 321 データ連携処理日

282 期割額_期１ 322 年少扶養

283 期割額_期割額１ 323 分離所得_分配所

284 期割額_期２ 324 年金特徴_仮徴収税額

285 期割額_期割額２ 325 控除_生保支払額_新

286 期割額_期３ 326 控除_生保支払額_旧

287 期割額_期割額３ 327 控除_介護支払額_新

288 期割額_期４ 328 控除_個年支払額_新

289 期割額_期割額４ 329 条例指定寄附金_市

290 期割額_期５ 330 条例指定寄附金_県

291 期割額_期割額５ 331 市民税_ふ寄付金

292 期割額_期６ 332 県民税_ふ寄付金

293 期割額_期割額６

294 期割額_期７

295 期割額_期割額７

296 期割額_期８ 名称 TET退役課税状況_特徴

297 期割額_期割額８ No. 項目名

298 期割額_期９ 1 キー_区

299 期割額_期割額９ 2 キー_税目



3 キー_課税年度 43 特徴額計２

4 キー_通知書番号 44 増減額_６月

5 宛名番号 45 増減額_７月

6 義務者番号 46 増減額_８月

7 作成日 47 増減額_９月

8 処理日 48 増減額_１０月

9 受付日 49 増減額_１１月

10 現特徴人員 50 増減額_１２月

11 課税状況 51 増減額_１月

12 特普区分 52 増減額_２月

13 納管人 53 増減額_３月

14 送付先 54 増減額_４月

15 総括表FLG 55 増減額_５月

16 通知日１ 56 増減額計

17 特徴額_６月１ 57 人員_６月

18 特徴額_７月１ 58 人員_７月

19 特徴額_８月１ 59 人員_８月

20 特徴額_９月１ 60 人員_９月

21 特徴額_１０月１ 61 人員_１０月

22 特徴額_１１月１ 62 人員_１１月

23 特徴額_１２月１ 63 人員_１２月

24 特徴額_１月１ 64 人員_１月

25 特徴額_２月１ 65 人員_２月

26 特徴額_３月１ 66 人員_３月

27 特徴額_４月１ 67 人員_４月

28 特徴額_５月１ 68 人員_５月

29 特徴額計１ 69 給報受付枚数_在

30 通知日２ 70 給報受付枚数_退

31 特徴額_６月２ 71 給報受付枚数_他

32 特徴額_７月２ 72 給報受付枚数_計

33 特徴額_８月２ 73 納付特例コード

34 特徴額_９月２ 74 特例変更日付

35 特徴額_１０月２ 75 特例開始日

36 特徴額_１１月２ 76 特例終了日

37 特徴額_１２月２ 77 調査コード

38 特徴額_１月２ 78 結果コード

39 特徴額_２月２ 79 連携データ区分

40 特徴額_３月２ 80 データ連携処理日

41 特徴額_４月２

42 特徴額_５月２



14 前納コード

名称 TETクレジット収納 15 公金年月日

No. 項目名 16 コンビニ本部

1 区コード 17 コンビニ店舗

2 税目コード 18 コンビニデータ作成日

3 年度 19 帳票作成フラグ

4 通知書番号

5 事業年度

6 期別コード

7 納付書発行番号 名称 TET現金領収書取消

8 本税収納額 No. 項目名

9 延滞金収納額 1 領収書発行番号

10 領収年月日 2 領収金額合計

11 取扱時間 3 支払方法

12 データ区分 4 領収日

13 帳票コード 5 払込日

14 前納コード 6 受払簿発行済フラグ

15 公金年月日 7 取扱担当者

16 コンビニ本部 8 宛名番号

17 コンビニ店舗

18 コンビニデータ作成日

19 帳票作成フラグ

名称 TFT担当者通知

No. 項目名

1 通知年月日

名称 TETクレジット収納累積 2 通知時分秒

No. 項目名 3 担当者識別コード

1 区コード 4 宛名番号

2 税目コード 5 ＳＥＱ番号

3 年度 6 確認済フラグ

4 通知書番号 7 メッセージ

5 事業年度

6 期別コード

7 納付書発行番号

8 本税収納額 名称 TFT担当割コード

9 延滞金収納額 No. 項目名

10 領収年月日 1 担当者識別コード

11 取扱時間 2 担当者ＩＤ

12 データ区分 3 所属コード

13 帳票コード 4 役職班コード



36 処分完結年度

37 整理宛名番号

38 名寄通番

名称 TFT総括票 39 特徴フラグ

No. 項目名 40 最新高額コード

1 宛名番号 41 職業連絡先１

2 課税区 42 職業連絡先２

3 担当者識別コード 43 交渉先連絡先１

4 引継最新履歴番号 44 交渉先連絡先２

5 添付資料保管番号 45 特記課税１

6 当該区１ 46 特記課税２

7 当該区２ 47 特記課税３

8 当該区３ 48 特記課税４

9 当該区４ 49 住基戸籍１

10 当該区５ 50 住基戸籍２

11 当該区６ 51 筆頭者

12 当該区７ 52 現地調査１

13 当該区８ 53 現地調査２

14 当該区９ 54 家族状況メモ

15 当該区１０ 55 進行ステータス最新

16 送付先宛名番号 56 進行ステータス１

17 送付先コード 57 進行ステータス２

18 納管等識別コード 58 進行ステータス３

19 納管等識別名 59 進行ステータス４

20 納管人等宛名番号 60 進行ステータス５

21 総括票出力年月日 61 進行ステータス６

22 完結年度 62 進行ステータス７

23 最終収納日 63 進行ステータス８

24 催告発送 64 進行状況更新日最新

25 催告発送日 65 進行状況更新日１

26 催告止め 66 進行状況更新日２

27 高額コード 67 進行状況更新日３

28 分納＿受託フラグ 68 進行状況更新日４

29 誓約＿受託年月日 69 進行状況更新日５

30 分納等書類番号 70 進行状況更新日６

31 緩和コード 71 進行状況更新日７

32 最終支払期日 72 進行状況更新日８

33 公売担当コード 73 引継除外フラグ

34 分類コード 74 執停・確延フラグ

35 名寄フラグ



37 マンション名

38 不動産番号

名称 TFT財産不動産 39 事件番号年度

No. 項目名 40 事件番号符号

1 宛名番号 41 事件番号

2 ＳＥＱ番号 42 土地の符号

3 財産種類 43 敷地権の種類

4 債権種類 44 敷地権の割合

5 通知先管理番号 45 一部解除年月日

6 処分書類番号１

7 処分書類番号２

8 処分書類番号３

9 土地家屋区分 名称 TFT財産債権給与

10 区コード No. 項目名

11 台帳区分コード 1 宛名番号

12 所在地町通 2 ＳＥＱ番号

13 所在地丁目 3 財産種類

14 所在地名 4 債権種類

15 地番 5 通知先管理番号

16 家屋番号 6 処分書類番号

17 整理番号１ 7 勤務有無

18 棟番 8 給与支払日

19 家屋区分 9 扶養親族数

20 地目 10 給料等の支給額

21 地積 11 一号

22 評価額 12 二号

23 家屋１階床面積 13 三号

24 家屋合計床面積 14 四号

25 登記区分コード 15 五号

26 共有持分分母 16 合計

27 共有持分分子 17 差押可能額

28 家屋種類１ 18 差押原因税未収額

29 家屋種類２ 19 取立済額

30 家屋構造主体１ 20 取立済回数

31 家屋構造主体２ 21 一部解除年月日

32 家屋構造屋根１

33 家屋構造屋根２

34 家屋階層地上

35 家屋階層地下 名称 TFT財産債権保険

36 家屋階層塔屋 No. 項目名



1 宛名番号 9 年金証書番号

2 ＳＥＱ番号 10 支払月数

3 財産種類 11 扶養親族数

4 債権種類 12 年金等の支給額

5 通知先管理番号 13 一号

6 処分書類番号 14 二号

7 契約年月日 15 三号

8 保険の種類 16 四号

9 保険の種類名 17 五号

10 証券番号 18 合計

11 契約者 19 差押可能額

12 被保険者 20 差押原因税未収額

13 保険の目的 21 取立済額

14 給付金受取人 22 取立済回数

15 保険期間 23 一部解除年月日

16 回答日現在解約返戻金

17 給付金

18 満期日

19 満期保険金受取人 名称 TFT財産その他

20 満期金 No. 項目名

21 死亡時保険金受取人 1 宛名番号

22 死亡保険金 2 ＳＥＱ番号

23 メモ 3 財産種類

24 通知年月日 4 債権種類

25 通知時分秒 5 通知先管理番号

26 担当者識別コード 6 処分書類番号

27 一部解除年月日 7 財産項目１

8 財産項目２

9 財産項目３

10 財産項目４

名称 TFT財産債権年金 11 財産項目５

No. 項目名 12 財産項目６

1 宛名番号 13 財産項目７

2 ＳＥＱ番号 14 財産項目８

3 財産種類 15 財産項目９

4 債権種類 16 財産項目１０

5 通知先管理番号 17 財産項目１１

6 処分書類番号 18 財産項目１２

7 年金の種類コード 19 財産項目１３

8 年金の種類名 20 財産項目１４



21 財産項目１５ 33 登記選択区分

22 財産項目１６ 34 代位登記選択区分

23 一部解除年月日 35 住所

36 氏名名称

37 変更年月日

38 執行年月日

名称 TFT処分 39 破産手続き開始決定日

No. 項目名 40 他官庁差押年月日

1 宛名番号 41 解除理由詳細

2 処分年月日 42 登記受付日

3 処分コード 43 登記受付番号

4 書類番号

5 解除区分

6 解除コード

7 解除年月日 名称 TFT処分内訳

8 一部解除年月日 No. 項目名

9 解除書類番号 1 宛名番号

10 事件番号年度 2 内訳ＳＥＱ

11 事件番号符号 3 処分コード

12 事件番号 4 処分年月日

13 事件名 5 処分書類番号

14 裁判所名 6 区

15 捜索場所 7 税目コード

16 捜索日時 8 年度

17 捜索時間ＦＯＲＭ 9 通知書番号

18 捜索時間ＴＯ 10 事業年度

19 立会者住所１ 11 期別コード

20 立会者氏名１ 12 申告区分

21 続柄１ 13 調定年月

22 立会者住所２ 14 納期限

23 立会者氏名２ 15 法定納期等

24 続柄２ 16 滞納額

25 延滞金計算年月日 17 延滞金額

26 延滞金印刷指示コード 18 債権区分

27 滞納処分費

28 履行期限コード

29 決議年月日

30 解除決議年月日 名称 TFT発送返戻記録

31 財産種類 No. 項目名

32 債権種類 1 宛名番号



2 書類番号 20 誓約取消区分

3 書類番号枝番 21 計画取消区分

4 発送日 22 記事登録年月日１

5 照会通知先番号 23 記事区分コード１

6 照会通知先区分 24 記事ＳＥＱ番号１

7 発送返戻文書コード 25 記事登録年月日２

8 返戻日 26 記事区分コード２

9 公示日 27 記事ＳＥＱ番号２

10 回答返送日 28 記事登録年月日３

11 権利等の区分 29 記事区分コード３

12 郵便番号 30 記事ＳＥＱ番号３

13 住所所在地 31 記事登録年月日４

14 氏名名称 32 記事区分コード４

15 担当部署等 33 記事ＳＥＱ番号４

16 送付先電話番号

17 備考

名称 TFT誓約税情報

No. 項目名

名称 TFT納付計画 1 受付番号

No. 項目名 2 明細順

1 受付番号 3 入力計画順

2 宛名番号 4 区コード

3 納付誓約処理区分 5 税目コード

4 誓約年月日 6 年度

5 分納計画順コード 7 通知書番号

6 分納計画方法コード 8 事業年度

7 納付開始年月 9 期別コード

8 納付予定日種類コード 10 申告区分

9 納付予定日１ 11 調定額

10 納付予定日２ 12 収納額

11 納付予定額 13 本税欠損額

12 納付回数 14 延滞金調定額

13 誓約書発行年月日 15 延滞金収納額

14 計画書発行年月日 16 延滞金欠損額

15 発行番号 17 表示用延滞金額

16 納付書発行開始 18 分納区分

17 納付書発行終了 19 執欠コード＿後

18 納付書種類 20 法定納期限

19 納付書発行年月日 21 指定納期限



22 延滞金調定額計算日 6 担当部署

23 延滞金計算不能コード 7 送付先電話番号

8 カナ名

9 清音カナ名

10 照会形式区分

名称 TFT担当引継 11 権利等の区分

No. 項目名 12 備考

1 宛名番号

2 履歴番号

3 担当者識別コード

4 担当引継事由コード 名称 TFT家族状況

5 担当者ＩＤ No. 項目名

6 氏名 1 宛名番号

7 引継年月日 2 世帯番号

8 終了年月日 3 世帯員番号

4 世帯員宛名番号

5 続柄コード

6 続柄名

名称 TFT担当区割 7 氏名

No. 項目名 8 性別コード

1 担当者識別コード 9 生年月日

2 都道府県コード 10 異動事由コード

3 担当区割区コード 11 異動事由名

4 市区町村コード 12 異動年月日

5 カナ文字１ 13 課税資料コード

6 カナ文字＿開始 14 課税資料名

7 市区町村コード＿開始 15 生保有無コード

8 取扱事務所コード 16 課税年度

9 機能分担コード 17 調査年月日

10 変更区分 18 総所得

19 勤務先等

20 所得取込押下フラグ

21 総所得_課税連携用

名称 TFT照会通知先

No. 項目名

1 照会通知先番号

2 照会通知先区分 名称 TFT債権取立

3 郵便番号 No. 項目名

4 住所所在地 1 宛名番号

5 氏名名称 2 処分書類番号



3 回数

4 取立日 名称 TFT文書番号管理

5 取立額 No. 項目名

6 収入日 1 採番年度

7 収入額 2 書類識別変換コード

3 採番開始番号

4 採番終了番号

5 採番現在番号

名称 TFT財産預貯金

No. 項目名

1 宛名番号

2 ＳＥＱ番号 名称 TFT記事

3 財産種類 No. 項目名

4 債権種類 1 宛名番号

5 通知先管理番号 2 登録年月日

6 処分書類番号 3 記事区分コード

7 預金種別 4 ＳＥＱ番号

8 口座番号 5 書類番号

9 契約年月日 6 書類番号枝番

10 金額 7 記事区分名

11 満期日 8 記事内容

12 一部解除年月日 9 担当者ＩＤ

10 担当名

11 交渉結果

12 結果期日

名称 TFT計画回数

No. 項目名

1 受付番号

2 計画回数 名称 TFT処分編集歴財産

3 納付予定日 No. 項目名

4 計画本税 1 宛名番号

5 計画延滞金 2 処分書類番号

6 収入日 3 行番号

7 納付本税 4 財産種類

8 納付延滞金 5 債権種類

9 通知年月日 6 処分コード

10 通知時分秒 7 財産名

11 担当者識別コード 8 通知先管理番号

9 同一物件明細数

10 ＳＥＱ番号



11 通知年月日

12 通知時分秒

名称 TFT家屋階層

No. 項目名

1 宛名番号

名称 TFT処分編集歴通知先 2 ＳＥＱ番号

No. 項目名 3 階層番号

1 宛名番号 4 階数

2 処分書類番号 5 床面積

3 内訳番号

4 財産種類

5 債権種類

6 照会通知先番号 名称 TFT計画回数明細

7 郵便番号 No. 項目名

8 住所所在地 1 受付番号

9 氏名名称 2 計画回数

10 担当部署 3 連番

11 連絡先電話番号 4 除外区分

12 権利等の区分 5 区コード

13 対象物件数 6 税目コード

7 年度

8 通知書番号

9 事業年度

名称 TFT財産照会通知先 10 期別コード

No. 項目名 11 申告区分

1 宛名番号 12 未納税額

2 ＳＥＱ番号 13 未納延滞金

3 財産種類 14 納期限

4 債権種類 15 発行番号

5 照会書類番号 16 発行番号枝番

6 照会書類番号枝番 17 納付税額

7 照会通知先番号 18 納付延滞金

8 登記受付日 19 延滞金調定額計算日

9 登記受付番号 20 延滞金計算不能コード

10 調査日

11 権利の種類 

12 権利等の区分

13 債権残高 名称 TFT猶予

14 通知先管理番号 No. 項目名

1 宛名番号



2 緩和区分 名称 TFT時効中断期間

3 申請年月日 No. 項目名

4 猶予期間ＦＲＯＭ 1 区コード

5 猶予期間ＴＯ 2 税目コード

6 決議年月日 3 年度

7 取消年月日 4 通知書番号

8 猶予要件コード 5 事業年度

9 担保提供有無 6 期別コード

10 延滞金計算年月日 7 内訳ＳＥＱ

8 開始年月日

9 終了年月日

10 時効中断期間

名称 TFT猶予内訳 11 重複期間

No. 項目名 12 有効期間

1 宛名番号 13 中断停止フラグ

2 内訳ＳＥＱ

3 緩和区分

4 申請年月日

5 区コード 名称 TFT繰上徴収

6 税目コード No. 項目名

7 年度 1 宛名番号

8 通知書番号 2 書類番号

9 事業年度 3 起案年月日

10 期別コード 4 変更後納期限

11 申告区分 5 納期限変更理由コード

12 申告回数 6 決議年月日

13 調定額 7 取消年月日

14 収納額 8 納付場所コード

15 延滞金調定額

16 延滞金収納額

17 指定納期限

18 督促状発行日 名称 TFT繰上徴収内訳

19 分納有無 No. 項目名

20 処分有無 1 宛名番号

21 執停有無 2 書類番号

22 共有人数 3 内訳ＳＥＱ

4 区コード

5 税目コード

6 年度

7 通知書番号



8 事業年度 9 印刷選択

9 期別コード 10 納期限

10 申告区分 11 調定額

11 指定納期限 12 収入額

12 変更納期限 13 未納税額

13 変更前理由コード 14 税額に対する延滞金額

14 調定額 15 減免を受ける延滞金額

15 収納額 16 減免後の延滞金額

16 本税欠損額 17 減免受ける延滞金_元

17 分納有無 18 延滞金計算不能コード

18 執停有無 19 事由１_減免期間_自

20 事由１_減免期間_至

21 事由１_減免事由

22 事由１_減免割合

名称 TFT延滞金 23 事由１_添付書類１

No. 項目名 24 事由１_添付書類２

1 宛名番号 25 事由１_添付書類３

2 書類番号 26 事由１_添付書類４

3 決議年月日 27 事由１_添付書類５

4 申請年月日 28 事由１_添付書類６

5 起案年月日 29 事由１_添付書類７

6 一括＿期別設定 30 事由１_その他理由

7 延滞金計算年月日 31 事由２_減免期間_自

8 処理状態 32 事由２_減免期間_至

9 記事登録年月日 33 事由２_減免事由

10 記事区分コード 34 事由２_減免割合

11 記事ＳＥＱ番号 35 事由２_添付書類１

36 事由２_添付書類２

37 事由２_添付書類３

38 事由２_添付書類４

名称 TFT延滞金免除 39 事由２_添付書類５

No. 項目名 40 事由２_添付書類６

1 宛名番号 41 事由２_添付書類７

2 書類番号 42 事由２_その他理由

3 区コード 43 事由３_減免期間_自

4 税目コード 44 事由３_減免期間_至

5 年度 45 事由３_減免事由

6 通知書番号 46 事由３_減免割合

7 事業年度 47 事由３_添付書類１

8 期別コード 48 事由３_添付書類２



49 事由３_添付書類３ 30 国籍

50 事由３_添付書類４ 31 被相続人最後の住所１

51 事由３_添付書類５ 32 被相続人最後の住所２

52 事由３_添付書類６ 33 自動車登録番号１

53 事由３_添付書類７ 34 車名１

54 事由３_その他理由 35 自動車登録番号２

36 車名２

37 自動車登録番号３

38 車名３

名称 TFT照会文書 39 自動車登録番号４

No. 項目名 40 車名４

1 宛名番号 41 自動車登録番号５

2 照会書類番号 42 車名５

3 照会書類番号枝番 43 土地建物区分１

4 照会通知先番号 44 所在地１

5 発送返戻文書コード 45 地番１

6 照会登録日 46 家屋番号１

7 発行日 47 不動産請求通数１

8 回答返送日 48 土地建物区分２

9 該当有無 49 所在地２

10 発行済フラグ 50 地番２

11 即時フラグ 51 家屋番号２

12 担当者識別コード 52 不動産請求通数２

13 抵当権設定登記日 53 土地建物区分３

14 抵当権土地情報１ 54 所在地３

15 抵当権土地情報２ 55 地番３

16 抵当権家屋情報１ 56 家屋番号３

17 抵当権家屋情報２ 57 不動産請求通数３

18 賃貸借物件１ 58 土地建物区分４

19 賃貸借物件２ 59 所在地４

20 宅建免許番号 60 地番４

21 投資顧問財務局名 61 家屋番号４

22 投資顧問登録連番 62 不動産請求通数４

23 信託受益財務局名 63 土地建物区分５

24 信託受益登録連番 64 所在地５

25 診療機関名 65 地番５

26 診療機関所在地１ 66 家屋番号５

27 診療機関所在地２ 67 不動産請求通数５

28 被相続人氏名 68 土地建物区分６

29 被相続人死亡年月日 69 所在地６



70 地番６ 110 除籍フラグ１

71 家屋番号６ 111 戸籍の附表フラグ１

72 不動産請求通数６ 112 改製原戸籍フラグ１

73 土地建物区分７ 113 本籍１１

74 所在地７ 114 本籍１２

75 地番７ 115 筆頭者１

76 家屋番号７ 116 謄本数１

77 不動産請求通数７ 117 請求の部分１

78 土地建物区分８ 118 戸籍フラグ２

79 所在地８ 119 除籍フラグ２

80 地番８ 120 戸籍の附表フラグ２

81 家屋番号８ 121 改製原戸籍フラグ２

82 不動産請求通数８ 122 本籍２１

83 土地建物区分９ 123 本籍２２

84 所在地９ 124 筆頭者２

85 地番９ 125 謄本数２

86 家屋番号９ 126 請求の部分２

87 不動産請求通数９ 127 その他照会

88 土地建物区分１０ 128 会社番号１

89 所在地１０ 129 商号１１

90 地番１０ 130 商号１２

91 家屋番号１０ 131 本店１１

92 不動産請求通数１０ 132 本店１２

93 住民票住所１１ 133 商業法人請求通数１

94 住民票住所１２ 134 会社番号２

95 住民票世帯主１ 135 商号２１

96 住民票氏名１ 136 商号２２

97 世帯主との続柄区分１ 137 本店２１

98 本籍及び筆頭者区分１ 138 本店２２

99 写し全一区分１ 139 商業法人請求通数２

100 写しの数１ 140 会社番号３

101 住民票住所２１ 141 商号３１

102 住民票住所２２ 142 商号３２

103 住民票世帯主２ 143 本店３１

104 住民票氏名２ 144 本店３２

105 世帯主との続柄区分２ 145 商業法人請求通数３

106 本籍及び筆頭者区分２ 146 氏名１１

107 写し全一区分２ 147 氏名１２

108 写しの数２ 148 住所１１

109 戸籍フラグ１ 149 住所１２



150 生年月日１

151 国籍１ 名称 TFT進行状況グループ

152 請求部分_世帯主等１ No. 項目名

153 請求部分_前住所地１ 1 担当者識別コード

154 請求部分_前世帯主１ 2 グループコード

155 氏名２１ 3 宛名番号

156 氏名２２ 4 区コード

157 住所２１ 5 税目コード

158 住所２２ 6 年度

159 生年月日２ 7 通知書番号

160 国籍２ 8 事業年度

161 請求部分_世帯主等２ 9 期別コード

162 請求部分_前住所地２

163 請求部分_前世帯主２

164 電話番号

165 月数 名称 TFT換価調定

No. 項目名

1 宛名番号

2 調定番号

名称 TFT進行状況条件 3 処分書類番号１

No. 項目名 4 処分書類番号２

1 担当者識別コード 5 処分書類番号３

2 グループコード 6 処分書類番号４

3 グループ名 7 処分書類番号５

4 当初滞納額自 8 照会通知先番号

5 当初滞納額至 9 決議年月日

6 滞納現在額自 10 決議取消年月日

7 滞納現在額至 11 年度

8 滞納税目 12 調定年月日

9 滞納税目条件 13 市区

10 滞納年度自 14 歳入徴収課

11 滞納期自 15 予算掌理課

12 滞納年度至 16 予算区分

13 滞納期至 17 会計科目

14 滞納年度期条件 18 期別

15 グループ 19 収納方法

16 進行ステータスコード 20 納期限

17 最新年度課税資料 21 件数

22 調定額合計

23 調定内容



24 債務者コード 名称 TFT換価配当内訳

25 郵便番号 No. 項目名

26 電話番号 1 宛名番号

27 住所 2 書類番号

28 法人個人名 3 内訳番号

29 代表者名 4 照会通知先番号

30 調定額 5 配当順位

31 単件調定フラグ 6 確認債権額

32 公売保証金 7 配当額

33 区コード 8 起案年月日

34 税目コード 9 支払期日

35 通知書番号 10 支出命令番号

36 事業年度 11 支出予定番号

12 支出予定額

13 帳票コード

14 予算区分

名称 TFT換価配当 15 支出担当課

No. 項目名 16 予算掌理課

1 宛名番号 17 件名

2 書類番号 18 支払方法

3 調定番号 19 支出方法

4 決議年月日 20 公共工事前払

5 決議取消年月日 21 請求基準日

6 納付年月日 22 翌年度

7 名称＿数量＿性質等 23 内訳件数

8 債権者番号 24 個別業務区分

9 電話番号 25 支出額合計

10 滞納者名 26 引き去額合計

11 滞納者名（カナ） 27 純支払額合計

12 郵便番号 28 内訳登録区分

13 住所 29 金融機関コード

14 残余金 30 支店コード

15 交付期日 31 口座種別

16 交付時間 32 口座番号

17 交付場所 33 口座名義人カナ

18 送付年月日 34 用途＿適用

35 代表命令番号

36 執行年月日



8 通知書番号

名称 TFT滞納処分費内訳 9 申告区分

No. 項目名 10 納期限

1 宛名番号 11 滞納額

2 調定番号 12 未納延滞金

3 内訳番号 13 配当金額

4 処分費支出年月日 14 配当延滞金

5 事由 15 充当後滞納額

6 算出の基礎 16 充当後未納延滞金

7 滞納処分費 17 事業年度

8 備考 18 振替命令番号１

19 振替命令番号２

名称 TFT換価充当

No. 項目名 名称 TFT債権現在額申立

1 宛名番号 No. 項目名

2 書類番号 1 宛名番号

3 調定番号 2 書類番号

4 配当計算書類番号 3 参加_交付要求年月日

5 決議年月日 4 処分コード

6 受入先＿受入理由１ 5 処分年月日

7 受入先＿受入理由２ 6 処分書類番号

8 受入先＿受入理由３ 7 延滞金計算年月日

9 金額 8 事件番号年度

10 納付年月日 9 事件番号符号

11 滞納処分費 10 事件番号

12 充当後滞納処分費 11 事件名

12 滞納処分費

13 破産手続開始決定日

14 代金納付日又は取立日

名称 TFT換価充当内訳 15 配当期日呼出状

No. 項目名 16 決議年月日

1 宛名番号 17 取消年月日

2 書類番号 18 公売財産の表示

3 内訳ＳＥＱ 19 照会通知先番号

4 区コード 20 郵便番号

5 年度 21 住所所在地

6 期別コード 22 権利等の区分名

7 税目コード 23 氏名名称



24 担当部署 7 特記事項

25 電話番号

26 照会通知先区分

27 申立書作成年月日

名称 TFT執停欠損内訳

No. 項目名

1 宛名番号

名称 TFT債権現在額申立内訳 2 事務区分コード

No. 項目名 3 書類番号

1 宛名番号 4 連番

2 書類番号 5 区コード

3 内訳ＳＥＱ 6 税目コード

4 区 7 年度

5 税目コード 8 通知書番号

6 年度 9 事業年度

7 通知書番号 10 期別コード

8 事業年度 11 変更後欠損予定日

9 期別コード 12 一部欠損額

10 申告区分 13 欠損対象区分

11 納期限

12 法定納期等

13 未納税額

14 延滞金額 名称 TFT照会回答文書

15 繰上有無 No. 項目名

16 処分有無 1 宛名番号

17 執停有無 2 書類番号

18 共有人数 3 決議年月日

19 債権区分 4 照会元コード

20 延滞金計算不能コード 5 照会元その他

6 市徴収金明細

7 滞納整理明細

8 処分の明細

名称 TFT執停欠損 9 その他_電話番号

No. 項目名 10 その他_法人事業所

1 宛名番号 11 その他_市内不動産

2 事務区分コード

3 書類番号

4 起案年月日

5 決議年月日 名称 TFT調定番号管理

6 執停欠損理由 No. 項目名



1 年度

2 採番開始番号

3 採番終了番号 名称 TFT処分編集歴通知先２

4 採番現在番号 No. 項目名

1 宛名番号

2 処分書類番号

3 内訳番号

名称 TFT換価充当滞納処分費 4 財産種類

No. 項目名 5 債権種類

1 宛名番号 6 照会通知先番号

2 書類番号 7 郵便番号

3 内訳ＳＥＱ 8 住所所在地

4 区コード 9 氏名名称

5 年度 10 担当部署

6 期別コード 11 連絡先電話番号

7 税目コード 12 権利等の区分

8 通知書番号 13 対象物件数

9 納期限

10 未納税額

11 配当金額

12 事業年度 名称 TFT処分編集歴財産３

13 振替命令番号 No. 項目名

1 宛名番号

2 処分書類番号

3 行番号

名称 TFT処分編集歴財産２ 4 財産種類

No. 項目名 5 債権種類

1 宛名番号 6 処分コード

2 処分書類番号 7 財産名

3 行番号 8 通知先管理番号

4 財産種類 9 同一物件明細数

5 債権種類 10 ＳＥＱ番号

6 処分コード 11 通知年月日

7 財産名 12 通知時分秒

8 通知先管理番号

9 同一物件明細数

10 ＳＥＱ番号

11 通知年月日 名称 TFT処分編集歴通知先３

12 通知時分秒 No. 項目名

1 宛名番号



2 処分書類番号 16 支払方法

3 内訳番号 17 基準年月日

4 財産種類 18 公共工事

5 債権種類 19 内訳登録区分

6 照会通知先番号 20 内訳件数

7 郵便番号 21 個別業務区分

8 住所所在地 22 支出額サイン有

9 氏名名称 23 引去額１サイン有

10 担当部署 24 純支払１サイン有

11 連絡先電話番号 25 会計科目

12 権利等の区分 26 事業

13 対象物件数 27 節細節

28 債権者コード

29 債権者区分

30 債権者旧郵便番号

名称 TFT外字変換テーブル 31 債権者電話番号

No. 項目名 32 債権者住所

1 外字コード 33 債権者番地

2 正字コード 34 債権者氏名

3 正字 35 代表者氏名

36 受取人旧郵便番号

37 受取人電話番号

38 受取人住所

名称 TFT支出累積 39 受取人番地

No. 項目名 40 受取人氏名

1 システム区分 41 受取人代表者氏名

2 代表命令番号 42 前金払区分

3 支出命令書番号 43 金融機関コード

4 支出命令内訳番号 44 預金種別

5 異動区分 45 口座番号

6 年度 46 口座名義人

7 市区区分 47 企業規模

8 予算区分 48 振込通知要否

9 帳票コード 49 支払額サイン有

10 起案年月日 50 引去額２サイン有

11 予算掌理課 51 純支払２サイン有

12 支出担当課 52 局管理コード

13 件名 53 執行年月日

14 用途摘要 54 作成年月日

15 支出方法 55 債権者郵便番号



56 受取人郵便番号 33 サマリ用代表命令番号

57 ブランク 34 市区

58 債権者氏名（カナ） 35 振替元歳入主管課

36 振替先命令発行課

37 振替先支出命令課

38 ブランク

名称 TFT振替累積

No. 項目名

1 システム区分

2 代表命令番号 名称 TFT催告状パラメータ

3 振替命令番号 No. 項目名

4 内訳番号 1 催告書発送コード

5 異動区分 2 催告書発送日

6 年度 3 指定期日

7 振替命令日 4 延滞金計算年月日

8 振替額合計 5 機能分担コード

9 執行年月日 6 滞納金額＿ＦＲＯＭ

10 承認年月日 7 滞納金額＿ＴＯ

11 振替理由 8 課税年度＿ＦＲＯＭ

12 振替元年度 9 課税年度＿ＴＯ

13 振替元予算区分 10 課税年度指定

14 振替元予算掌理課 11 税目

15 振替元担当課 12 税目指定

16 振替元収支区分 13 確定延滞金のみ滞納者

17 振替元増減区分 14 確定延滞金額

18 振替元会計科目 15 確定延滞金額指定

19 振替元事業 16 ステータス

20 振替元節細節 17 確定延滞金の表示

21 振替元局管理コード

22 振替先年度

23 振替先予算区分

24 振替先予算掌理課 名称 TFT換価充当出力選択

25 振替先担当課 No. 項目名

26 振替先収支区分 1 宛名番号

27 振替先増減区分 2 書類番号

28 振替先会計科目 3 区コード

29 振替先事業 4 税目コード

30 振替先節細節 5 年度

31 振替先局管理コード 6 通知書番号

32 作成日 7 事業年度



8 期別コード 17 収納本税

9 選択区分 18 収納督促手数料

19 収納延滞金

20 納付区分

21 未納本税額

名称 TFT処分解除編集歴財産 22 未納督促手数料

No. 項目名 23 未納延滞金

1 宛名番号 24 領収日

2 処分書類番号 25 日計日

3 行番号 26 納税管理人

4 財産種類 27 納税管理関係

5 債権種類 28 摘要

6 処分コード 29 備考

7 財産名

8 通知先管理番号

9 同一物件明細数

10 ＳＥＱ番号 名称 TPT個人

11 通知年月日 No. 項目名

12 通知時分秒 1 個人番号

2 世帯番号

3 氏名

4 氏名カナ

名称 TPT滞納 5 郵便番号

No. 項目名 6 現住所

1 調定年度 7 現住所方書

2 課税年度 8 生年月日

3 課税区 9 続柄

4 徴収事務所 10 世帯内番号

5 税目 11 性別

6 期別 12 代表者名

7 個人番号 13 地区１

8 通知書番号 14 地区２

9 調定日 15 地区３

10 本税額 16 担当者

11 督促手数料 17 法人区分

12 納期限 18 死亡解散＿備考１

13 収納方法 19 氏名外字＿備考２

14 申告区分 20 職権消除＿備考３

15 延滞金 21 転出＿備考４

16 延滞金計算日 22 外字抜き氏名＿備考５



23 通称名＿備考６ 4 電話番号

24 備考７ 5 備考

25 備考８

26 備考９

27 備考１０

28 架電禁止区分 名称 TPT架電停止

29 架電禁止理由 No. 項目名

30 電話番号１ 1 宛名番号

31 架電先１ 2 税目コード

32 電話番号２ 3 停止開始日

33 架電先２ 4 停止終了日

34 電話番号３ 5 停止事由

35 架電先３

36 電話番号４

37 架電先４

38 電話番号５ 名称 TPT架電禁止

39 架電先５ No. 項目名

40 電話番号６ 1 宛名番号

41 架電先６ 2 禁止区分

42 電話番号７ 3 禁止事由

43 架電先７

44 電話番号８

45 架電先８

46 電話番号９ 名称 TPTキャンペーン条件

47 架電先９ No. 項目名

48 法個外区分 1 キャンペーン番号

49 状態区分 2 税目コード

50 名寄通番 3 年度

51 名寄最新宛名番号 4 期別コードＦＲＯＭ

52 滞納宛名番号 5 期別コードＴＯ

53 識別コード 6 開始日

54 担当者識別コード 7 終了日

8 対象件数

9 個人法人区分

10 識別コード選択区分

名称 TPT電話番号 11 識別コード

No. 項目名 12 生年月日ＦＲＯＭ

1 宛名番号 13 生年月日ＴＯ

2 ＳＥＱ番号 14 未納額ＦＲＯＭ

3 架電先コード 15 未納額ＴＯ



16 架電禁止フラグ 10 性別コード

17 架電停止フラグ 11 法人区分

18 電話番号フラグ 12 法個外区分

13 状態区分

14 調定年度

15 課税区

名称 TPTキャンペーン情報 16 税目

No. 項目名 17 本税額

1 キャンペーン番号 18 収納本税

2 税目コード 19 未納本税額

3 年度 20 担当者識別コード

4 期別コードＦＲＯＭ 21 滞納宛名コード

5 期別コードＴＯ 22 架電禁止区分

6 開始日 23 架電停止区分

7 終了日 24 電話番号未登録区分

8 対象件数 25 架電

9 個人法人区分 26 最終折衝日

10 識別コード選択区分 27 最終折衝結果コード

11 識別コード

12 生年月日ＦＲＯＭ

13 生年月日ＴＯ

14 未納額ＦＲＯＭ 名称 TPT折衝記録情報

15 未納額ＴＯ No. 項目名

16 架電禁止フラグ 1 宛名番号

17 架電停止フラグ 2 ＳＥＱ番号

18 電話番号フラグ 3 折衝年月日

4 折衝時間

5 折衝者

6 架電先コード

名称 TPT架電対象者 7 電話番号

No. 項目名 8 備考

1 キャンペーン番号 9 通話相手コード

2 連番 10 折衝結果コード

3 宛名番号 11 交渉内容

4 氏名 12 キャンペーン番号

5 氏名カナ 13 削除フラグ

6 郵便番号 14 記事＿反映フラグ

7 現住所 15 記事＿宛名番号

8 現住所方書 16 記事＿登録年月日

9 生年月日 17 記事＿記事区分コード



18 記事＿ＳＥＱ番号 名称 CAT法人番号管理

No. 項目名

1 マイナンバー法人

2 宛名番号

名称 TFW進行状況 3 公表・非公表フラグ

No. 項目名

1 宛名番号

2 課税区 名称 CAT個人番号管理

3 担当者識別コード No. 項目名

4 名寄通番 1 マイナンバー個人

5 区コード 2 宛名番号

6 税目コード

7 年度
※口座情報について、公金受取口座の利用の
申し出があった場合は、公金受取口座を設定

8 通知書番号

9 事業年度

10 期別コード

11 申告区分

12 調定年月

13 当初滞納額本税

14 当初滞納額延滞金

15 引継増本税滞納額

16 引継増延滞金滞納額

17 収納減本税

18 収納減延滞金

19 未納額本税

20 未納額延滞金

21 分納区分

22 執欠コード＿後

23 執停欠損決議日

24 欠損予定日

25 氏名法人名カナ清音

26 通称名支店名カナ清音

27 氏名法人名漢字

28 通称名支店名漢字

29 ソート用カナ



電子申請受付システム

名称 電子申請登録者情報 34 一時所得の必要経費

No, 項目名 35 月給（1月～12月）

1 申請者ID 36 賞与（ボーナス）等

2 申請者パスワード 37 納付方法の別

3 申請者メールアドレス 38 雑損控除・損害金額

名称 市民税・県民税申告書情報 39 雑損控除・保険等で補てんされる金額

No, 項目名 40 雑損控除・災害関連支出金額

1 個人番号 41 医療費控除・支払った医療費

2 区コード 42 医療費控除・保険等で補てんされる金額

3 整理番号 43 社会保険料控除・国民健康保険料

4 現住所 44 社会保険料控除・後記高齢者医療保険料

5 フリガナ 45 社会保険料控除・国民年金保険料

6 氏名 46 社会保険料控除・介護保険料

7 １月１日の住所 47 社会保険料控除・源泉徴収票記載社会保険料

8 職業 48 小規模共済等掛金控除・支払った掛金の合計額

9 屋号・雅号 49 生命保険料控除・新生命保険料の合計

10 世帯主の氏名 50 生命保険料控除・旧生命保険料の合計

11 世帯主との続柄 51 生命保険料控除・新個人年金保険の合計

12 給与の生ずる場所または給与の支払者等 52 生命保険料控除・旧個人年金保険料の合計

13 生年月日 53 生命保険料控除・介護医療保険料の合計

14 性別 54 地震保険料控除・支払った保険料の合計

15 電話番号 55 地震保険料控除・長期損害保険料

16 営業等の収入金額 56 配偶者控除・配偶者の氏名

17 営業等の必要経費 57 配偶者控除・配偶者のフリガナ

18 農業の収入金額 58 配偶者控除・配偶者の生年月日

19 農業の必要経費 59 配偶者控除・配偶者の収入額

20 不動産の収入金額 60 配偶者l控除・配偶者の障害の程度

21 不動産の必要経費 61 配偶者l控除・配偶者の住所

22 利子の収入金額 62 扶養控除・扶養親族の氏名

23 株式等の配当の収入金額 63 扶養控除・扶養親族のフリガナ

24 株式等の配当の収入金額 64 扶養控除・扶養親族の続柄

25 上場株式等の配当の収入金額 65 扶養控除・扶養親族の生年月日

26 上場株式等の配当の必要経費 66 扶養控除・扶養親族の障害の程度

27 給与の収入金額 67 扶養控除・扶養親族の住所

28 公的年金等の収入金額 68 申告者の障害の程度

29 その他雑所得の収入金額 69 申告者の寡婦（寡夫）の要件

30 その他雑所得の必要経費 70 勤労学生控除

31 譲渡所得の収入金額 71 住宅借入金等特別税額控除　居住開始年月日

32 譲渡所得の必要経費 72 住宅借入金等特別控除可能額

33 一時所得の収入金額 73 配当割額控除額



74 株式等譲渡所得割額控除 114 事業専従者の従事日数

75 配当割額控除額 115 事業専従者の住所

76 株式等譲渡所得割額控除 116 事業専従者の控除額

77 都道府県・市町村または特別区に対する寄附金額 117 確定申告での青色申告の承認の有無

78 兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金額 118 非課税所得・旧非課税事業の所得等

79 兵庫県条例指定分の寄附金額 119 損益通算の特例適用前の不動産所得

80 神戸市条例指定分の寄附金額 120 事業用資産の譲渡損失　資産の種類

81 事業所得の収入額 121 事業用資産の譲渡損失　損失額

82 売上（収入）金額 122 事業用資産の譲渡損失　被災損失額

83 家事消費 123 開廃業年月日

84 その他の収入額 124 事業所等の所在地

85 小計 125 株式等の譲渡等　種目

86 売上原価 126 株式等の譲渡等　収入金額

87 期首商品（製品）棚卸額 127 株式等の譲渡等　必要経費

88 仕入金額 128 株式等の譲渡等　所得金額

89 期末商品（製品）棚卸額 129 先物取引　種目

90 差引原価 130 先物取引　収入金額

91 差引金額 131 先物取引　必要経費

92 給料賃金 132 先物取引　所得金額

93 減価償却費 133 上場株式等の配当　支払確定月

94 地代家賃 134 上場株式等の配当　収入金額

95 利子割引料 135 上場株式等の配当　必要経費

96 減価償却費 136 上場株式等の配当　所得金額

97 地代家賃 137 短期譲渡所得　種目

98 利子割引料 138 短期譲渡所得　収入金額

99 租税公課 139 短期譲渡所得　必要経費

100 荷造運賃 140 短期譲渡所得　差引金額

101 水道光熱費 141 短期譲渡所得　特別控除額

102 旅費交通費 142 短期譲渡所得　所得金額

103 通信費 143 長期譲渡所得　種目

104 損害保険料 144 長期譲渡所得　収入金額

105 修繕費 145 長期譲渡所得　必要経費

106 消耗品費 146 長期譲渡所得　差引金額

107 雑費 147 長期譲渡所得　特別控除額

108 経費計 148 長期譲渡所得　所得金額

109 専従者控除 149 山林所得　収入金額

110 所得金額 150 山林所得　必要経費

111 事業専従者の氏名 151 山林所得　差引金額

112 事業専従者の続柄 152 山林所得　特別控除額

113 事業専従者の生年月日 153 山林所得　所得金額

154 退職所得　収入金額

155 退職所得　勤続年数

156 退職所得　障害の有無

157 退職所得　退職所得控除

158 退職所得　差引金額

159 退職所得　所得金額

160 特例適用条文



市民税サブシステム（特別徴収支援システム）

名称 給与支払報告書データ 39 地震保険料の控除額

No. 項目名 40 住宅借入金等特別控除等の額

1 法定資料の種類 41 旧個人年金保険料の金額

2 整理番号１ 42 配偶者の合計所得

3 本支店等区分番号 43 旧長期損害保険料の金額

4 提出義務者の住所（居所）又は所在地 44 受給者の生年月日－元号

5 提出義務者の氏名又は名称 45 受給者の生年月日－年

6 提出義務者の電話番号 46 受給者の生年月日－月

7 整理番号２ 47 受給者の生年月日－日

8 提出者の住所（居所）又は所在地 48 夫あり

9 提出者の氏名又は名称 49 未成年者

10 訂正表示 50 乙欄適用

11 年分 51 本人が－特別障害者

12 支払を受ける者－住所又は居所 52 本人が－その他の障害者

13 支払を受ける者－国外住所表示 53 老年者

14 支払を受ける者－氏名 54 寡婦

15 支払を受ける者－役職名 55 寡夫

16 種別 56 勤労学生

17 支払金額 57 死亡退職

18 未払金額 58 災害者

19 給与所得控除後の給与等の金額 59 外国人

20 所得控除の額の合計額 60 中途就・退職－中途就職・退職の区分

21 源泉徴収税額 61 中途就・退職－年

22 未徴収税額 62 中途就・退職－月

23 控除対象配偶者の有無 63 中途就・退職－日

24 老人控除対象配偶者 64 住所（居所）又は所在地

25 配偶者特別控除の額 65 国外住所表示

26 控除対象扶養親族の数－特定－主 66 氏名又は名称

27 控除対象扶養親族の数－特定－従 67 給与等の金額

28 控除対象扶養親族の数－老人－主 68 徴収した額

29 控除対象扶養親族の数－老人－上の内訳 69 控除した社会保険料の金額

30 控除対象扶養親族の数－老人－従 70 災害者に係る徴収猶予税額

31 控除対象扶養親族の数－その他－主 71 他の支払者のもとを退職した年月日－年

32 控除対象扶養親族の数－その他－従 72 他の支払者のもとを退職した年月日－月

33 障害者の数－特別障害者 73 他の支払者のもとを退職した年月日－日

34 障害者の数－上の内訳 74 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)－年

35 障害者の数－その他 75 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)－月

36 社会保険料等の金額 76 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)－日

37 上の内訳 77 住宅借入金等特別控除適用数

38 生命保険料の控除額 78 住宅借入金等特別控除可能額



79 住宅借入金等特別控除区分(1回目) 119 16歳未満の扶養親族(1)－個人番号

80 住宅借入金等の額(1回目) 120 16歳未満の扶養親族(2)－フリガナ

81 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)－年 121 16歳未満の扶養親族(2)－氏名

82 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)－月 122 16歳未満の扶養親族(2)－区分

83 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)－日 123 16歳未満の扶養親族(2)－個人番号

84 住宅借入金等特別控除区分(2回目) 124 16歳未満の扶養親族(3)－フリガナ

85 住宅借入金等の額(2回目) 125 16歳未満の扶養親族(3)－氏名

86 摘要 126 16歳未満の扶養親族(3)－区分

87 新生命保険料の金額 127 16歳未満の扶養親族(3)－個人番号

88 旧生命保険料の金額 128 16歳未満の扶養親族(4)－フリガナ

89 介護医療保険料の金額 129 16歳未満の扶養親族(4)－氏名

90 新個人年金保険料の金額 130 16歳未満の扶養親族(4)－区分

91 16歳未満扶養親族の数 131 16歳未満の扶養親族(4)－個人番号

92 国民年金保険料等の金額 132 5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号

93 非居住者である親族の数 133 5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号

94 提出義務者の個人番号又は法人番号 134 普通徴収

95 支払を受ける者の個人番号 135 青色専従者

96 控除対象配偶者－フリガナ 136 条約免除

97 控除対象配偶者－氏名 137 支払を受ける者のフリガナ

98 控除対象配偶者－区分 138 受給者番号

99 控除対象配偶者－個人番号 139 提出先市町村コード

100 控除対象扶養親族(1)－フリガナ 140 指定番号

101 控除対象扶養親族(1)－氏名 名称 電子申告利用者テーブル

102 控除対象扶養親族(1)－区分 No. 項目名

103 控除対象扶養親族(1)－個人番号 1 納税者ID

104 控除対象扶養親族(2)－フリガナ 2 指定番号

105 控除対象扶養親族(2)－氏名 名称 権限グループマスタ

106 控除対象扶養親族(2)－区分 No. 項目名

107 控除対象扶養親族(2)－個人番号 1 権限グループコード

108 控除対象扶養親族(3)－フリガナ 2 権限グループ名称

109 控除対象扶養親族(3)－氏名 3 権限フラグ

110 控除対象扶養親族(3)－区分 4 備考

111 控除対象扶養親族(3)－個人番号 5 登録日時

112 控除対象扶養親族(4)－フリガナ 6 更新者コード

113 控除対象扶養親族(4)－氏名 7 更新者名称

114 控除対象扶養親族(4)－区分 8 更新日時

115 控除対象扶養親族(4)－個人番号 名称 権限マスタ

116 16歳未満の扶養親族(1)－フリガナ No. 項目名

117 16歳未満の扶養親族(1)－氏名 1 権限グループコード

118 16歳未満の扶養親族(1)－区分 2 メニューグループコード



3 メニューコード 3 区分値

4 システム利用フラグ 4 区分名称

5 更新者コード 5 表示順

6 更新者名称 6 備考

7 更新日時 名称 定数テーブル

名称 帳票マスタ（市税事務所用） No. 項目名

No. 項目名 1 定数コード

1 帳票コード 2 定数名

2 メニューグループコード 3 定数値

3 メニューコード 4 適用開始日

4 帳票名称 5 適用終了日

5 年度条件フラグ 6 備考

6 区条件フラグ 名称 元号マスタ

7 訂正表示条件フラグ No. 項目名

8 対象データ条件フラグ 1 開始年月日

9 印刷対象条件フラグ 2 元号コード

10 取込日付条件フラグ 3 eLTAX元号コード

11 更新者コード 4 元号名称

12 更新者名称 5 更新者コード

13 更新日時 6 更新者名称

名称 帳票マスタ（特徴用） 7 更新日時

No. 項目名 名称 義務者状況マスタ

1 帳票コード No. 項目名

2 メニューグループコード 1 義務者状況コード

3 メニューコード 2 義務者状況名称

4 帳票名称 3 警告フラグ

5 年度条件フラグ 4 更新者コード

6 種別条件フラグ 5 更新者名称

7 訂正表示条件フラグ 6 更新日時

8 対象データ条件フラグ 名称 引抜マスタ

9 印刷対象条件フラグ No. 項目名

10 指定番号条件フラグ 1 引抜コード

11 取込日付条件フラグ 2 引抜名称

12 更新者コード 3 更新者コード

13 更新者名称 4 更新者名称

14 更新日時 5 更新日時

名称 コード定義マスタ 名称 41必須新指定番号マスタ

No. 項目名 No. 項目名

1 コードID 1 指定番号

2 コード名称 2 更新者コード



3 更新者名称 11 更新日時

4 更新日時 名称 異体字変換マスタ

名称 41異動日マスタ No. 項目名

No. 項目名 1 異体字JISコード

1 異動日 2 異体字文字

2 更新者コード 3 変換JISコード

3 更新者名称 4 変換文字

4 更新日時 5 更新者コード

名称 異動事由マスタ 6 更新者名称

No. 項目名 7 更新日時

1 異動事由コード 名称 金融機関マスタ

2 異動事由名称 No. 項目名

3 異動事由表示名称 1 金融機関ID

4 一括使用可不可フラグ 2 金融機関名称

5 年中使用可不可フラグ 名称 固定義務者番号テーブル

6 異動届使用可不可フラグ No. 項目名

7 更新者コード 1 固定指定番号

8 更新者名称 2 訂正区分

9 更新日時 3 代表指定番号

名称 異動区分マスタ 4 通知区分

No. 項目名 5 指定番号

1 異動区分コード 6 開始年度

2 異動区分名称 7 終了年度

3 一括使用可不可フラグ 8 名称

4 年中使用可不可フラグ 9 所在地

5 異動届使用可不可フラグ 10 メモ

6 更新者コード 11 宛名番号

7 更新者名称 12 パスワード化区分

8 更新日時 13 パスワード

名称 住所チェックマスタ 14 更新者名称

No. 項目名 15 更新日時

1 チェック区分 名称 給報チェックマスタ

2 チェック管理コード No. 項目名

3 判断住所 1 eLTAX項番

4 チェック条件フラグ 2 MT項番

5 区名称 3 項目名（英字）

6 住所コード２ 4 項目名（漢字）

7 住所コード５ 5 説明

8 住所コード６ 6 エラーチェックフラグ

9 更新者コード 7 必須チェックフラグ

10 更新者名称 8 属性チェックフラグ



9 桁数チェックフラグ 7 エラー印刷内容

10 指定桁数 8 更新者コード

11 指定桁数符号 9 更新者名称

12 既定値チェックフラグ 10 更新日時

13 既定値 名称 リストチェックマスタ

14 個別チェック No. 項目名

15 個別データ変換 1 リスト区分

16 個別データ変換受入元フラグ 2 チェック管理コード

17 個別データ変換対象文字 3 判断摘要文字

18 データ加工フラグ 4 更新者コード

19 文字制限チェックフラグ 5 更新者名称

20 文字制限 6 更新日時

21 入力規制フラグ 名称 リストチェックマスタ

22 水平位置フラグ No. 項目名

23 負数許可フラグ 1 リスト区分

24 全角から半角変換フラグ 2 チェック管理コード

25 半角から全角変換フラグ 3 判断摘要文字

26 小書き長音変換フラグ 4 更新者コード

27 タブ空白変換フラグ 5 更新者名称

28 不要文字カットフラグ 6 更新日時

29 不要カット文字 名称 メンテナンスマスタ

30 不要文字空白変換フラグ No. 項目名

31 不要空白文字 1 メンテナンスコード

32 左トリムフラグ 2 メニューグループコード

33 右トリムフラグ 3 メニューコード

34 前ゼロチェックフラグ 4 更新者コード

35 連続ブランク変換フラグ 5 更新者名称

36 桁あふれ処理許可フラグ 6 更新日時

37 取込可能数 名称 メニューマスタ

38 特徴職権訂正フラグ No. 項目名

39 更新者コード 1 メニューグループコード

40 更新者名称 2 メニューコード

41 更新日時 3 メニュー名称

名称 給報エラー区分マスタ 4 プログラムコード

No. 項目名 5 説明

1 エラーコード 6 更新者コード

2 エラー名称 7 更新者名称

3 エラー内容 8 更新日時

4 エラー重要度 名称 プログラムマスタ

5 エラー画面表示フラグ No. 項目名

6 エラー印刷対象フラグ 1 プログラムコード



2 プログラム名称 2 納期限

3 更新者コード 名称 特普区分マスタ

4 更新者名称 No. 項目名

5 更新日時 1 特普コード

名称 市区町村役場マスタ 2 特普名称

No. 項目名 3 警告フラグ

1 JISコード 4 更新者コード

2 都道府県名 5 更新者名称

3 市区町村名 6 更新日時

4 市区町村名かな 名称 ユーザマスタ

5 郵便番号 No. 項目名

6 住所 1 コメント

7 電話番号 2 ユーザコード

8 都道府県コード 3 ユーザ名称

9 市区町村コード 4 権限グループコード

10 チェックディジット 5 パスワード

11 削除フラグ 6 備考

12 初回登録ユーザコード 7 登録日時

13 初回登録ユーザ名 8 更新者コード

14 初回登録日時 9 更新者名称

15 最終更新ユーザコード 10 更新日時

16 最終更新ユーザ名 名称 税額表

17 最終更新日時 No. 項目名

名称 市区町村役場マスタ変更メモ 1 以上

No. 項目名 2 未満

1 メモID 3 市民税

2 変更履歴メモ 4 県民税

3 最終更新ユーザコード 5 税合計

4 最終更新ユーザ名 名称 税額表

5 最終更新日時 No. 項目名

名称 訂正表示変換マスタ 1 固定指定番号

No. 項目名 2 訂正区分

1 取込ファイル区分 3 代表指定番号

2 訂正表示 4 通知区分

3 訂正表示（帳票用） 5 指定番号

4 更新者コード 6 開始年度

5 更新者名称 7 終了年度

6 更新日時 8 名称

名称 特徴納期限テーブル 9 所在地

No. 項目名 10 メモ

1 年度 11 宛名番号



12 パスワード化区分 36 最新漢字通称名

13 パスワード 37 最新カナ氏名

14 更新者名称 38 最新カナ氏名検索キー

15 更新日時 39 最新カナ通称名

名称 41給報履歴データ 40 最新カナ通称名検索キー

No. 項目名 41 最新宛名異動事由

1 年度 42 性別

2 年度（西暦） 43 前年度

3 一連番号 44 前年指定番号

4 システム日付 45 前年個人番号

5 指定番号 46 重複チェック用漢字氏名検索キー

6 個人番号 47 検索用漢字氏名検索キー２

7 特普区分 48 異動区分

8 受給者番号 49 異動事由

9 区・整理番号 50 異動年月日

10 宛名番号 51 新指定番号

11 宛名履歴番号 52 新受給者番号

12 給報上区コード 53 合算特普区分

13 給報カナ氏名検索キー 54 合算指定番号

14 給報カナ氏名 55 合算個人番号

15 給報生年月日 56 特徴給報枚数

16 宛名カナ氏名検索キー 57 普徴給報枚数

17 宛名カナ氏名 58 引抜コード

18 宛名生年月日 59 カナ氏名重複

19 エラーサイン 60 漢字氏名重複

20 取消フラグ 61 転送フラグ

21 他市転送フラグ 62 転送日時

22 漢字住所 63 住変分一括フラグ

23 漢字方書 64 更新者コード

24 漢字氏名 65 更新者名称

25 前年漢字住所 66 更新日時

26 前年漢字方書 名称 特徴備考

27 前年漢字氏名 No. 項目名

28 前年漢字通称名 1 年度

29 前年カナ氏名 2 指定番号

30 前年カナ氏名検索キー 3 備考

31 前年カナ通称名 4 登録日付

32 前年カナ通称名検索キー 5 更新日付

33 最新漢字住所 名称 特徴義務者

34 最新漢字方書 No. 項目名

35 最新漢字氏名 1 年度



2 指定番号 43 年税額計 件数

3 宛名番号 44 年税額計 税額

4 送付先宛名番号 45 納期特例件数１

5 送付先コード 46 納期特例税額１

6 納管人宛名番号 47 納期特例件数２

7 前年指定番号 48 納期特例税額２

8 給報提出年月日 49 調定１０ヶ月税額

9 給報報告人数在職 50 調整２ヶ月税額

10 給報報告人数退職 51 特普コード

11 給報報告人数その他 52 義務者状況コード

12 給報報告人数合計 53 調査コード

13 個人番号最終番号 54 調査結果コード

14 現特徴人員 55 退職分コード

15 6月分件数 56 給報コード

16 6月分税額 57 納期の特例コード

17 7月分件数 58 総括表入力フラグ

18 7月分税額 59 変更回数

19 8月分件数 60 義務者作成年月日

20 8月分税額 61 納期特例開始年月日

21 9月分件数 62 納期特例終了年月日

22 9月分税額 63 納期特例変更年月日

23 10月分件数 64 通知年月日

24 10月分税額 65 処理日

25 11月分件数 66 市民税減免額

26 11月分税額 67 県民税減免額

27 12月分件数 68 履歴SGNO

28 12月分税額 69 カナ名称検索キー

29 1月分件数 70 義務者名称（カナ）

30 1月分税額 71 電話番号

31 2月分件数 72 表示用義務者郵便番号

32 2月分税額 73 表示用義務者住所１

33 3月分件数 74 表示用義務者住所２

34 3月分税額 75 表示用義務者住所３

35 4月分件数 76 表示用義務者住所４

36 4月分税額 77 表示用義務者名称

37 5月分件数 78 表示用義務者名称（支店名）

38 5月分税額 79 表示用義務者名称（部課名）

39 市民税計 件数 80 表示用補記フラグ

40 市民税計 税額 81 宛名用義務者郵便番号

41 県民税計 件数 82 宛名用義務者住所１

42 県民税計 税額 83 宛名用義務者住所２



84 宛名用義務者住所３ 24 控対配

85 宛名用義務者住所４ 25 老配

86 宛名用義務者名称 26 扶養数同居老親

87 宛名用義務者名称（支店名） 27 扶養数老人扶養

88 宛名用義務者名称（部課名） 28 扶養数その他扶養

89 宛名用補記フラグ 29 夫有・未成年

90 作成年月日 30 本人障害

91 異動コード 31 障害者同居特別

92 利用者ID 32 障害者特別障害

93 納税者ID 33 障害者普通障害

94 代理人利用者ID 34 老寡額

95 漢字名称検索キー 35 乙欄適用

96 事業種目コード 36 前職合算

97 更新者コード 37 普徴該当

98 更新者名称 38 合算コード

99 更新日時 39 年調未済

名称 個人賦課 40 退職コード

No. 項目名 41 課税種別

1 年度 42 入力区分

2 宛名番号 43 納通済コード

3 連番 44 特殊計算コード

4 賦課年度 45 証明発行

5 整理番号 46 非免減コード

6 指定番号 47 変更事由

7 個人番号 48 変更回数

8 受給者番号 49 異動コード

9 検索用カナ氏名 50 納通待コード

10 生年月日 51 総合営業

11 送付先宛名番号 52 総合農業

12 送付先コード 53 総合その他事業

13 納管人宛名番号 54 総合不動産

14 電話番号 55 総合利子

15 資料区分 56 総合株式配当

16 非免減表示 57 総合証券配当

17 徴収方法コード 58 給与収入

18 実額コード 59 給与所得

19 税通コード 60 総合年金収入

20 専従配属 61 総合年金所得

21 その他専従 62 総合雑

22 生命保険コード 63 総合総譲・一時

23 損害保険コード 64 総所得



65 総合繰越損失 106 控除基礎

66 総合合計所得 107 控除長期損害保険料

67 分離短軽特控 108 控除額計

68 分離短軽所得 109 課標課税総所得(元『課税標準額』)

69 分離短一特控 110 課標課税短期譲渡

70 分離短一所得 111 課標課税長期譲渡

71 分離長軽特控 112 課標課税土地事業雑

72 分離長軽所得 113 課標課税山林

73 分離長特特控 114 課標課税退職

74 分離長特所得 115 課標課税両徴分

75 分離長一特控 116 市民税総所得

76 分離長一所得 117 市民税短期譲渡

77 分離土地一般 118 市民税長期譲渡

78 分離土地超短期 119 市民税土地事業雑

79 分離株式譲渡 120 市民税山林

80 分離山林 121 市民税退職

81 分離退職 122 市民税調整税額

82 扶養数年少扶養 123 市民税配当控除

83 減免２離職年月日 124 市民税外国控除

84 減免２所定給付日数 125 市民税減免額

85 減免２所得区分 126 市民税一括徴収税額

86 減免２普通所得 127 市民税所得割計

87 減免２減免対象月数 128 市民税均等割

88 減免２今年度減免対象月数 129 市民税両徴分所得割

89 減免２翌年度減免対象月数 130 県民税総所得

90 減免２離職年の5月までの月数 131 県民税短期譲渡

91 分離２商品先物取引 132 県民税長期譲渡

92 分離２上場株式譲渡 133 県民税土地事業雑

93 臨時・変動所得 134 県民税山林

94 控除雑損失 135 県民税退職

95 控除医療費 136 県民税調整税額

96 控除社会保険料 137 県民税配当控除

97 控除小規模企業共済 138 県民税外国控除

98 控除生命保険料 139 県民税減免額

99 旧控除個人年金保険料 140 県民税一括徴収税額

100 控除損害保険料 141 県民税所得割計

101 控除寄附金 142 県民税均等割

102 控除配偶者特別控除 143 県民税両徴分所得割

103 控除配偶者給与 144 市民税計

104 控除寄附金(市県) 145 県民税計

105 控除専従者 146 年税額



147 特別徴収額 188 徴収月開始月

148 普徴年税額 189 徴収期終了期

149 前納報奨金 190 徴収期開始期

150 特徴月割額６月 191 前年度通知書番号

151 特徴月割額７月 192 前年市税額

152 特徴月割額８月 193 前年県民税額

153 特徴月割額９月 194 前年年税額

154 特徴月割額１０月 195 追徴市民税額

155 特徴月割額１１月 196 追徴県民税額

156 特徴月割額１２月 197 追徴年税額

157 特徴月割額１月 198 過年度課税F

158 特徴月割額２月 199 長期居住特控

159 特徴月割額３月 200 長期居住所得

160 特徴月割額４月 201 課標株式譲渡

161 特徴月割額５月 202 市民税株式譲渡

162 普徴期割額１ 203 県民税株式譲渡

163 普徴期割額２ 204 扶養数特定扶養

164 普徴期割額３ 205 均等割判定F

165 普徴期割額４ 206 両徴特徴分給与収入

166 普徴期割額５ 207 両徴特徴分給与所得

167 普徴期割額６ 208 県民税特別減税額

168 普徴期割額７ 209 県民税両徴分特別減税額

169 普徴期割額８ 210 処理コード

170 普徴期割額９ 211 履歴SG番号

171 過随月１ 212 氏名（漢字）

172 過随月２ 213 補記フラグ

173 過随月３ 214 氏名（カナ）

174 異動処理日(更正年月日) 215 作成日付

175 減免割合 216 INP異動区分

176 減免該当月 217 INP徴収終了月

177 減免該当期 218 INP一括徴収月

178 開始月 219 INP異動年月日

179 開始期 220 INP異動事由

180 市民税特別減税額 221 INP指定番号

181 市民税両徴分特別減税額 222 INP新受給者番号

182 一括徴収フラグ 223 INP開始月

183 異動区分 224 INP納済

184 異動事由 225 住宅取得控除フラグ

185 異動年月日 226 住宅取得控除（所得税）

186 徴収月終了月 227 住宅取得控除可能額

187 徴収月一括徴収月 228 住宅取得控除住民税控除額市民税



229 住宅取得控除住民税控除額県民税 270 県民税４_県ふるさと控除額

230 両徴申請フラグ 271 県民税４_県寄附金控除額

231 納管識別コード 272 住宅ローン控除税率

232 漢字納管人氏名 273 指定番号６月

233 漢字通称名 274 指定番号７月

234 住所郵便番号 275 指定番号８月

235 住所都道府県 276 指定番号９月

236 住所市区町村 277 指定番号１０月

237 住所大字・通称 278 指定番号１１月

238 住所字・丁目 279 指定番号１２月

239 住所地番 280 指定番号１月

240 住所方書 281 指定番号２月

241 住所宛名補記フラグ 282 指定番号３月

242 住所コード都道府県 283 指定番号４月

243 住所コード市区町村 284 指定番号５月

244 住所コード大字・通称 285 更新者コード

245 住所コード字・丁目 286 更新者名称

246 郵便用氏名 287 更新日時

247 郵便用住所郵便番号 名称 61異動届データ

248 郵便用住所都道府県 No. 項目名

249 郵便用住所市区町村 1 年度

250 郵便用住所大字・通称 2 宛名番号

251 郵便用住所字・丁目 3 連番

252 郵便用住所地番 4 指定番号

253 郵便用住所方書 5 表示用義務者名称

254 郵便用住所宛名補記フラグ 6 表示用義務者住所

255 利用者ID 7 宛名用義務者住所

256 納税者ID 8 個人番号

257 代理人利用者ID 9 整理番号

258 新生命保険料 10 氏名（カナ）

259 旧生命保険料 11 氏名（漢字）

260 介護医療保険料 12 異動区分

261 新個人年金保険料 13 年税額

262 成年扶養親族 14 徴収終了月

263 特定成年扶養親族 15 一括徴収月

264 役員等給与収入金額 16 異動年月日

265 ふるさと寄附金額 17 異動事由

266 条例指定分寄附金_市条例分 18 新指定番号

267 条例指定分寄附金_県条例分 19 受給者番号

268 市民税４_市ふるさと控除額 20 開始月

269 市民税４_市寄附金控除額 21 納済



22 転送区分 4 納税者ID

23 転送日時 5 受付番号

24 更新者コード 6 XML連番

25 更新者名称 7 管理番号

26 更新日時 8 課税番号

名称 eLTAX取込エラーデータ 9 補助番号

No. 項目名 10 調書種類

1 管理コード 11 整理番号１

2 受付番号 12 本支店区分

3 取込連番 13 義務者_所在地

4 eLTAX項番 14 義務者_名称

5 エラーコード 15 義務者_電話番号

6 更新者コード 16 整理番号２

7 更新者名称 17 提出者_所在地

8 更新日時 18 提出者_名称

名称 eLTAX取込管理データ 19 訂正表示

No. 項目名 20 年分

1 管理コード 21 受給者_住所

2 取込日時 22 受給者_国外

3 取込者コード 23 受給者_氏名

4 取込者名称 24 受給者_役職

5 更新者コード 25 種別

6 更新者名称 26 支払金額

7 更新日時 27 未払金額

名称 eLTAX取込管理データ２ 28 給与所得

No. 項目名 29 控除計

1 管理コード 30 源泉徴収税額

2 受付番号 31 未徴収税額

3 課税番号 32 控除対象配偶者

4 返却区分 33 老人控除対象配偶者

5 ファイル出力区分 34 配偶者特別控除

6 確認区分 35 特定扶養_主

7 取込者名称 36 特定扶養_従

8 更新者コード 37 老人扶養_主

9 更新者名称 38 老人扶養同居

10 更新日時 39 老人扶養_従

名称 eLTAX取込WORK 40 その他扶養_主

No. 項目名 41 その他扶養_従

1 管理コード 42 特別障害

2 取込連番 43 同居特別障害

3 年度 44 その他障害



45 社会保険料 86 住宅適用数

46 小規模企業共済 87 住宅可能額

47 生命保険料控除 88 住宅区分1

48 地震保険料控除 89 住宅額_年末残高1

49 住宅取得控除 90 居住開始2_年

50 旧個人年金保険料 91 居住開始2_月

51 配偶者合計所得 92 居住開始2_日

52 旧長期損害保険料 93 住宅区分2

53 生年月日_元号 94 住宅額_年末残高2

54 生年月日_年 95 摘要

55 生年月日_月 96 新生命保険料

56 生年月日_日 97 旧生命保険料

57 夫あり 98 介護医療保険料

58 未成年 99 新個人年金保険料

59 乙欄 100 16歳未満扶養親族

60 本人_特別障害 101 普通徴収

61 本人_その他障害 102 青色専従者

62 老年者 103 条約免除

63 寡婦 104 カナ氏名

64 寡夫 105 受給者番号

65 勤労学生 106 市町村コード

66 死亡退職 107 指定番号

67 災害者 108 CSV指定番号

68 外国人 109 特普区分カウントフラグ

69 中途就退職_区分 110 除外区分

70 中途就退職_年 111 重複削除区分

71 中途就退職_月 112 マスタ削除区分

72 中途就退職_日 113 更新者コード

73 他支払者_所在地 114 更新者名称

74 他支払者_国外 115 更新日時

75 他支払者_名称 名称 41異動データ

76 他支払者_給与 No. 項目名

77 他支払者_税額 1 年度

78 他支払者_社会保険料 2 宛名番号

79 災害者徴収猶予 3 区・整理番号

80 他支払者_退職_年 4 指定番号

81 他支払者_退職_月 5 個人番号

82 他支払者_退職_日 6 異動区分

83 居住開始1_年 7 異動事由

84 居住開始1_月 8 終了月

85 居住開始1_日 9 一括徴収月



10 開始月 8 更新者名称

11 終了期 9 更新日時

12 開始期 名称 カナ検索用住民台帳データ

13 賦課年区分 No. 項目名

14 新指定番号 1 宛名番号

15 新受給者番号 2 漢字氏名１

16 異動年月日 3 漢字氏名２

17 処理年月日 4 性別

18 処理コード 5 生年月日

19 納通済 6 漢字住所

20 漢字氏名 7 年度

21 カナ氏名 8 区・整理番号

22 生年月日 9 前年度

23 ソート指定番号 10 前年度_区・整理番号

24 義務者名称 11 前年指定番号

25 新義務者名称 12 カナ氏名

26 翌年度指定番号 13 カナ氏名検索キー

27 翌年度新指定番号 14 漢字通称名

28 翌年度新義務者特普区分 15 漢字氏名検索キー

29 翌年度新義務者状況コード 16 生年月日（和暦）

30 翌年度特徴給報枚数 17 漢字住所検索キー

31 翌年度普徴給報枚数 18 税世帯番号

32 合算特普区分 19 世帯主宛名番号

33 合算指定番号 20 区

34 合算個人番号 21 重複１

35 合算義務者名称 22 重複２

36 重複フラグ 23 重複３

37 引抜元コード 24 重複４

38 引抜コード 25 重複５

39 更新者コード 26 重複６

40 更新者名称 27 更新者コード

41 更新日時 28 更新者名称

名称 41一括データ 29 更新日時

No. 項目名 名称 カナ検索用住民台帳データ累積

1 年度 No. 項目名

2 指定番号 1 宛名番号

3 年度（西暦） 2 漢字氏名１

4 新指定番号 3 漢字氏名２

5 受給者番号フラグ 4 性別

6 完了フラグ 5 生年月日

7 更新者コード 6 漢字住所



7 年度 17 宛名カナ氏名

8 区・整理番号 18 宛名生年月日

9 前年度 19 エラーサイン

10 前年度_区・整理番号 20 取消フラグ

11 前年指定番号 21 他市転送フラグ

12 カナ氏名 22 漢字住所

13 カナ氏名検索キー 23 漢字方書

14 漢字通称名 24 漢字氏名

15 漢字氏名検索キー 25 前年漢字住所

16 生年月日（和暦） 26 前年漢字方書

17 漢字住所検索キー 27 前年漢字氏名

18 税世帯番号 28 前年漢字通称名

19 世帯主宛名番号 29 前年カナ氏名

20 区 30 前年カナ氏名検索キー

21 重複１ 31 前年カナ通称名

22 重複２ 32 前年カナ通称名検索キー

23 重複３ 33 最新漢字住所

24 重複４ 34 最新漢字方書

25 重複５ 35 最新漢字氏名

26 重複６ 36 最新漢字通称名

27 更新者コード 37 最新カナ氏名

28 更新者名称 38 最新カナ氏名検索キー

29 更新日時 39 最新カナ通称名

名称 41給報データ 40 最新カナ通称名検索キー

No. 項目名 41 最新宛名異動事由

1 年度 42 性別

2 年度（西暦） 43 前年度

3 一連番号 44 前年指定番号

4 システム日付 45 前年個人番号

5 指定番号 46 重複チェック用漢字氏名検索キー

6 個人番号 47 検索用漢字氏名検索キー２

7 特普区分 48 異動区分

8 受給者番号 49 異動事由

9 区・整理番号 50 異動年月日

10 宛名番号 51 新指定番号

11 宛名履歴番号 52 新受給者番号

12 給報上区コード 53 合算特普区分

13 給報カナ氏名検索キー 54 合算指定番号

14 給報カナ氏名 55 合算個人番号

15 給報生年月日 56 特徴給報枚数

16 宛名カナ氏名検索キー 57 普徴給報枚数



58 引抜コード 31 控除計

59 カナ氏名重複 32 源泉徴収税額

60 漢字氏名重複 33 未徴収税額

61 転送フラグ 34 控除対象配偶者

62 転送日時 35 老人控除対象配偶者

63 住変分一括フラグ 36 配偶者特別控除

64 更新者コード 37 特定扶養_主

65 更新者名称 38 特定扶養_従

66 更新日時 39 老人扶養_主

名称 給報取込確定後データ 40 老人扶養同居

No. 項目名 41 老人扶養_従

1 管理コード 42 その他扶養_主

2 管理コード枝番 43 その他扶養_従

3 ファイル取込連番 44 特別障害

4 受付番号取込連番 45 同居特別障害

5 年度 46 その他障害

6 納税者ID 47 社会保険料

7 受付番号 48 小規模企業共済

8 XML連番 49 生命保険料控除

9 管理番号 50 地震保険料控除

10 課税番号 51 住宅取得控除

11 補助番号 52 旧個人年金保険料

12 調書種類 53 配偶者合計所得

13 整理番号１ 54 旧長期損害保険料

14 本支店区分 55 生年月日_元号

15 義務者_所在地 56 生年月日_年

16 義務者_名称 57 生年月日_月

17 義務者_電話番号 58 生年月日_日

18 整理番号２ 59 夫あり

19 提出者_所在地 60 未成年

20 提出者_名称 61 乙欄

21 訂正表示 62 本人_特別障害

22 年分 63 本人_その他障害

23 受給者_住所 64 老年者

24 受給者_国外 65 寡婦

25 受給者_氏名 66 寡夫

26 受給者_役職 67 勤労学生

27 種別 68 死亡退職

28 支払金額 69 災害者

29 未払金額 70 外国人

30 給与所得 71 中途就退職_区分



72 中途就退職_年 113 特普区分キーワードフラグ

73 中途就退職_月 114 特普区分リストフラグ

74 中途就退職_日 115 租税条約リストフラグ

75 他支払者_所在地 116 租税条約キーワードフラグ

76 他支払者_国外 117 非居住者リストフラグ

77 他支払者_名称 118 非居住者キーワードフラグ

78 他支払者_給与 119 指定番号置換リストフラグ

79 他支払者_税額 120 連携印刷対象フラグ

80 他支払者_社会保険料 121 更新者コード

81 災害者徴収猶予 122 更新者名称

82 他支払者_退職_年 123 更新日時

83 他支払者_退職_月 名称 給報取込エラーデータ

84 他支払者_退職_日 No. 項目名

85 居住開始1_年 1 管理コード

86 居住開始1_月 2 管理コード枝番

87 居住開始1_日 3 ファイル取込連番

88 住宅適用数 4 項番

89 住宅可能額 5 エラーコード

90 住宅区分1 6 取込時エラーフラグ

91 住宅額_年末残高1 7 修正時エラーフラグ

92 居住開始2_年 8 更新者コード

93 居住開始2_月 9 更新者名称

94 居住開始2_日 10 更新日時

95 住宅区分2 名称 給報取込管理データ

96 住宅額_年末残高2 No. 項目名

97 摘要 1 管理コード

98 新生命保険料 2 取込日時

99 旧生命保険料 3 取込者コード

100 介護医療保険料 4 取込者名称

101 新個人年金保険料 5 当初年中フラグ

102 16歳未満扶養親族 6 取込ファイル区分

103 普通徴収 7 テスト取込フラグ

104 青色専従者 8 処理ステータス

105 条約免除 9 備考

106 カナ氏名 10 更新者コード

107 受給者番号 11 更新者名称

108 市町村コード 12 更新日時

109 指定番号 名称 給報取込管理明細データ

110 CSV指定番号 No. 項目名

111 CSVカナ氏名 1 管理コード

112 特普区分カウントフラグ 2 受付番号



3 管理コード枝番 31 控除計

4 連携印刷対象フラグ 32 源泉徴収税額

5 課税番号 33 未徴収税額

6 指定番号 34 控除対象配偶者

7 取込件数 35 老人控除対象配偶者

8 最終処理フラグ 36 配偶者特別控除

9 更新者コード 37 特定扶養_主

10 更新者名称 38 特定扶養_従

11 更新日時 39 老人扶養_主

名称 給報取込オリジナルデータ 40 老人扶養同居

No. 項目名 41 老人扶養_従

1 管理コード 42 その他扶養_主

2 管理コード枝番 43 その他扶養_従

3 ファイル取込連番 44 特別障害

4 受付番号取込連番 45 同居特別障害

5 年度 46 その他障害

6 納税者ID 47 社会保険料

7 受付番号 48 小規模企業共済

8 XML連番 49 生命保険料控除

9 管理番号 50 地震保険料控除

10 課税番号 51 住宅取得控除

11 補助番号 52 旧個人年金保険料

12 調書種類 53 配偶者合計所得

13 整理番号１ 54 旧長期損害保険料

14 本支店区分 55 生年月日_元号

15 義務者_所在地 56 生年月日_年

16 義務者_名称 57 生年月日_月

17 義務者_電話番号 58 生年月日_日

18 整理番号２ 59 夫あり

19 提出者_所在地 60 未成年

20 提出者_名称 61 乙欄

21 訂正表示 62 本人_特別障害

22 年分 63 本人_その他障害

23 受給者_住所 64 老年者

24 受給者_国外 65 寡婦

25 受給者_氏名 66 寡夫

26 受給者_役職 67 勤労学生

27 種別 68 死亡退職

28 支払金額 69 災害者

29 未払金額 70 外国人

30 給与所得 71 中途就退職_区分



72 中途就退職_年 名称 給報印刷管理データ

73 中途就退職_月 No. 項目名

74 中途就退職_日 1 管理コード

75 他支払者_所在地 2 ファイル取込連番

76 他支払者_国外 3 帳票コード

77 他支払者_名称 4 更新者コード

78 他支払者_給与 5 更新者名称

79 他支払者_税額 6 更新日時

80 他支払者_社会保険料 名称 給報取込WORK

81 災害者徴収猶予 No. 項目名

82 他支払者_退職_年 1 管理コード

83 他支払者_退職_月 2 管理コード枝番

84 他支払者_退職_日 3 ファイル取込連番

85 居住開始1_年 4 受付番号取込連番

86 居住開始1_月 5 年度

87 居住開始1_日 6 納税者ID

88 住宅適用数 7 受付番号

89 住宅可能額 8 XML連番

90 住宅区分1 9 管理番号

91 住宅額_年末残高1 10 課税番号

92 居住開始2_年 11 補助番号

93 居住開始2_月 12 調書種類

94 居住開始2_日 13 整理番号１

95 住宅区分2 14 本支店区分

96 住宅額_年末残高2 15 義務者_所在地

97 摘要 16 義務者_名称

98 新生命保険料 17 義務者_電話番号

99 旧生命保険料 18 整理番号２

100 介護医療保険料 19 提出者_所在地

101 新個人年金保険料 20 提出者_名称

102 16歳未満扶養親族 21 訂正表示

103 普通徴収 22 年分

104 青色専従者 23 受給者_住所

105 条約免除 24 受給者_国外

106 カナ氏名 25 受給者_氏名

107 受給者番号 26 受給者_役職

108 市町村コード 27 種別

109 指定番号 28 支払金額

110 更新者コード 29 未払金額

111 更新者名称 30 給与所得

112 更新日時 31 控除計



32 源泉徴収税額 73 中途就退職_月

33 未徴収税額 74 中途就退職_日

34 控除対象配偶者 75 他支払者_所在地

35 老人控除対象配偶者 76 他支払者_国外

36 配偶者特別控除 77 他支払者_名称

37 特定扶養_主 78 他支払者_給与

38 特定扶養_従 79 他支払者_税額

39 老人扶養_主 80 他支払者_社会保険料

40 老人扶養同居 81 災害者徴収猶予

41 老人扶養_従 82 他支払者_退職_年

42 その他扶養_主 83 他支払者_退職_月

43 その他扶養_従 84 他支払者_退職_日

44 特別障害 85 居住開始1_年

45 同居特別障害 86 居住開始1_月

46 その他障害 87 居住開始1_日

47 社会保険料 88 住宅適用数

48 小規模企業共済 89 住宅可能額

49 生命保険料控除 90 住宅区分1

50 地震保険料控除 91 住宅額_年末残高1

51 住宅取得控除 92 居住開始2_年

52 旧個人年金保険料 93 居住開始2_月

53 配偶者合計所得 94 居住開始2_日

54 旧長期損害保険料 95 住宅区分2

55 生年月日_元号 96 住宅額_年末残高2

56 生年月日_年 97 摘要

57 生年月日_月 98 新生命保険料

58 生年月日_日 99 旧生命保険料

59 夫あり 100 介護医療保険料

60 未成年 101 新個人年金保険料

61 乙欄 102 16歳未満扶養親族

62 本人_特別障害 103 普通徴収

63 本人_その他障害 104 青色専従者

64 老年者 105 条約免除

65 寡婦 106 カナ氏名

66 寡夫 107 受給者番号

67 勤労学生 108 市町村コード

68 死亡退職 109 指定番号

69 災害者 110 CSV指定番号

70 外国人 111 CSVカナ氏名

71 中途就退職_区分 112 特普区分カウントフラグ

72 中途就退職_年 113 特普区分キーワードフラグ



114 特普区分リストフラグ 17 初回登録ユーザコード

115 租税条約リストフラグ 18 初回登録ユーザ名

116 租税条約キーワードフラグ 19 初回登録日時

117 非居住者リストフラグ 20 最終更新ユーザコード

118 非居住者キーワードフラグ 21 最終更新ユーザ名

119 指定番号置換リストフラグ 22 最終更新日時

120 連携印刷対象フラグ 名称 内訳書トラン

121 更新者コード No. 項目名

122 更新者名称 1 内訳書ID

123 更新日時 2 納入書ID

名称 納期特例データ 3 内訳番号

No. 項目名 4 税率区分

1 年度 5 障害退職

2 指定番号 6 特定役員

3 異動年月日 7 支払金額

4 処理区分 8 就職年月日

5 開始月 9 退職年月日

6 終了月 10 勤続年数

7 名称 11 退職所得控除額

8 登録日時 12 退職所得控除後

9 更新者コード 13 納入市民税額

10 更新者名称 14 納入県民税額

11 更新日時 15 納入税額計

名称 納入書トラン 16 算出市民税額

No. 項目名 17 算出県民税額

1 納入書ID 18 算出税額計

2 年度 19 前回支払金額

3 連番 20 前回市民税額

4 指定番号 21 前回県民税額

5 納期月 22 前回税額計

6 納入年月日 23 住所

7 人員 24 カナ氏名

8 支払金額 25 氏名

9 納入市民税額 26 宛名番号

10 納入県民税額 27 生年月日

11 納入税額計 28 区

12 特記事項 29 特記事項

13 担当者名 30 更正コード

14 納期限 31 更正理由

15 更正加算金額 32 還付先区分

16 処理コード 33 金融機関名称



34 支店名称

35 預金種別

36 口座番号

37 処理コード

38 仮番号

39 年度

40 指定番号

41 納期月

42 初回登録ユーザコード

43 初回登録ユーザ名

44 初回登録日時

45 最終更新ユーザコード

46 最終更新ユーザ名

47 最終更新日時

名称 内訳書依頼作成履歴

No. 項目名

1 内訳書依頼履歴ID

2 納入書ID

3 年度

4 指定番号

5 依頼作成日

6 初回登録ユーザコード

7 初回登録ユーザ名

8 初回登録日時

9 最終更新ユーザコード

10 最終更新ユーザ名

11 最終更新日時

名称 法人番号管理

No. 項目名

1 マイナンバー法人

2 宛名番号

3 公表・非公表フラグ

名称 個人番号管理

No. 項目名

1 マイナンバー個人

2 宛名番号



市民税サブシステム

１．住民税課税台帳ファイル
処理年月日、処理時刻、個人コード、課税年度、相当年度、データ番号、民税所得データ番号、削除フラグ、徴収区分、
給特合算フラグ、給特差額フラグ、種別指定番号、宛名番号、受給者番号、通知書番号、普給種別指定番号(普徴)、普
給宛名番号(普徴)、義務者変更コード、課税区分、所得割非課税、所得割非課税限度額、均等割非課税、均等割非課税
限度額、所得税有資格失格、異動コード、変更コード１、変更コード２、変更コード３、変更コード４、変更コード５、変更理
由１、変更理由２、変更理由３、変更理由４、変更理由５、徴収済月、徴収開始月、徴収済期、徴収開始期、異動年月日、
更正番号、第３２１の２の１、指定納期限、第３２１の２の３、通知書発布日、原票種類、確定申告区分、ファイル番号、入
力番号、届出年月日、任意項目１、任意項目２、任意項目３、総所得金額、合計所得金額、総所得金額等、所得控除額
合計、配偶者合計所得、配特控除不適用、控配有無、扶養特定、扶養同居老親等、扶養老人、扶養年少、扶養その他、
障害者同居特別、障害者特別、障害者その他、同居特障区分、本人障害、寡婦寡夫、勤労学生、夫あり、未成年者老年
者、強制非課税、均のみ、均特、申告区分、職業区分、認定所得、青白区分、専従配偶者、その他の専従者数、専従者
給与控除額、退職時支払給与額、退職時控除社保額、退職分離市所得割、退職分離県所得割、市調整控除額、市税配
当控除、市外国税額控除、市調整額、市減税前所得割、市特別減税額、市老年者非課税廃止特例、市配当株譲渡割控
除額、市税差引所得割、市税均等割、県調整控除額、県税配当控除、県外国税額控除、県調整額、県減税前所得割、
県特別減税額、県老年者非課税廃止特例、県配当株譲渡割控除額、県税差引所得割、県税均等割、年税額、均等割軽
減、市減免所得割、市減免均等割、県減免所得割、県減免均等割、市過年度所得割、市過年度均等割、県過年度所得
割、県過年度均等割、差引納付額、過年度更正減額、市配当株割控除不足額、県配当株割控除不足額、配当株割控除
の充当額、配当株譲渡割還付額、月割額１、月割額２、月割額３、月割額４、月割額５、月割額６、月割額７、月割額８、月
割額９、月割額１０、月割額１１、月割額１２、月種別指定番号１、月宛名番号１、月種別指定番号２、月宛名番号２、月種
別指定番号３、月宛名番号３、月種別指定番号４、月宛名番号４、月種別指定番号５、月宛名番号５、月種別指定番号
６、月宛名番号６、月種別指定番号７、月宛名番号７、月種別指定番号８、月宛名番号８、月種別指定番号９、月宛名番
号９、月種別指定番号１０、月宛名番号１０、月種別指定番号１１、月宛名番号１１、月種別指定番号１２、月宛名番号１
２、期割額１、期割額２、期割額３、期割額４、期割額５、期割額６、期割額７、期割額８、期割額９、期割額１０、期割額１
１、期割額１２、期割額１３、期割額１４、国税納税者番号、国税雑損控除額、国税医療費控除額、国税寄付金控除額、控
除前所得税額、国税配当控除額、国税投資控除額、国税住宅控除額、国税政党寄付控除、国税住宅耐震改修特別控
除、国税災害減免額、国税外国税控除額、国税特別減税額、控除後所得税額、国税源泉徴収額、国税申告納税額、控
除判定合計所得、市減税後所得割額、県減税後所得割額、市住宅借入金等特別税額控除、県住宅借入金等特別税額
控除、市税源移譲所得変動減額、県税源移譲所得変動減額、国税電子証明書等特別控除、市寄附金税額控除額、県
寄附金税額控除額、年金特徴差額区分、年金特徴義務者コード、年金特徴年金コード、年金特徴分市均等割、年金特
徴分県所得割、年金特徴分県均等割、年金特徴月割額２（６月）、年金特徴月割額３（８月）、年金特徴月割額４（10月）、
年金特徴月割額５（12月）、年金特徴月割額６（２月）、年金特徴月割額７（翌４月）、年金特徴月割額８（翌６月）、年金特
徴月割額９（翌８月）、停止した場合の特徴済み月、年金特徴分市所得割、年金特徴月割額１（４月）、電子申告連携フラ
グ、処理年月日、処理時刻、個人コード、課税年度、相当年度、データ番号、営業収入、営業、漁業、農業収入、農業、肉
用牛収入、肉用牛、免税外肉用牛売却、その他の事業収入、その他の事業、不動産収入、不動産、利子、株式等の配
当、少額配当、私募証券の配当、一般外貨建の配当、その他の配当、給与収入、特定支出控除、専従者給与収入、給
与所得、公的年金収入、公的年金所得、その他の雑、雑合計、総合譲渡特別控除、総合短期譲渡、総合長期譲渡、一
時、土地等事業超短期、土地等事業短期、分離短期一般益、分離短期一般、分離短期軽減益、分離短期軽減、分離長
期一般益、分離長期一般、分離長期特定益、分離長期特定、分離長期軽減益、分離長期軽減、分離長期軽課益、分離
長期軽課、特例適用条文１、特例適用条文２、特例適用条文３、株式等の譲渡、株式等上場分、先物取引、山林、退職、
現年分離退職、繰越総所得純損失、繰越土地純損失、繰越分離短期純損失、繰越分離長期純損失、繰越山林純損失、
繰越雑損失、特定株式等の繰損、居住用財産の繰損、先物取引の繰損、臨時所得、変動所得、前年以前変動所得、平
均課税区分、非課税遺族年金、非課税その他、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小企業共済控除額、
生保控除額、損保控除額、寄付金控除額、老年者控除額、寡婦寡夫控除額、勤労学生控除額、障害者控除額、同居特
障加算額、配偶者控除額、配特控除額、扶養控除額、基礎控除額、生保控除入力区分、生保控除入力額、個人年金保
険料、損保控除入力区分、損保控除入力額、長期損害保険料、課標総所得、課標超短期土地等、課標土地等、課標分
離短期一般、課標分離短期軽減、課標分離長期一般、課標分離長期特定、課標分離長期軽減、課標分離長期軽課、課
標株式等譲渡、課標株式等上場分、課標先物取引、課標山林、課標退職、課標肉用牛、市税総所得、市税超短期土地
等、市税土地等、市税分離短期一般、市税分離短期軽減、市税分離長期一般、市税分離長期特定、市税分離長期軽
減、市税分離長期軽課、市税株式等譲渡、市税株式等上場分、市税先物取引、市税山林、市税退職、市税肉用牛、県
税総所得、県税超短期土地等、県税土地等、県税分離短期一般、県税分離短期軽減、県税分離長期一般、県税分離長
期特定、県税分離長期軽減、県税分離長期軽課、県税株式等譲渡、県税株式等上場分、県税先物取引、県税山林、県
税退職、県税肉用牛、申告省略源泉口座、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額、分離長期特定損失額、確定
申告不要株式配当、確定申告不要私募配当、確定申告不要外貨配当、確定申告不要その他配当、市税総所得･山林･
退職小計、県税総所得･山林･退職小計、住宅借入金等特別税額控除可能額、住宅借入金等の年末残高、住宅居住開
始年月日、住宅借入金等特別税額控除申告有無、住宅借入金等特別税額控除税務署確認有無、住宅借入金等特別税
額控除見込み額、税源移譲所得変動申告有無、共同募金等寄附金、道府県市町村に対する寄附金、市町村の条例で
指定された寄附金、道府県の条例で指定された寄附金、賦課期日情報、扶養者個人コード、扶養区分、配偶者区分、課
税地市区町村コード、住民登録地市区町村コード、生活保護区分、障害者区分、障害等級、医療費控除区分、配当所得
適用区分、株式等譲渡所得適用区分



　
２．申告受付情報ファイル
個人コード、申告年、指定番号、宛名番号、データ入力区分、入力エラー、主たる給与区分、徴収区分、受給者番号、種
目、専給区分、給与収入金額、給与所得金額、内給与収入金額、内源泉徴収税額、源泉徴収税額、所得控除合計額、
配偶者入力方法、控対配有無、控配同居特障区分、配特控除額、扶養入力方法、特定扶養数、内同居老親数、老人扶
養数、他扶養数、同居特障数、扶障特別数、扶障他数、小規模掛金額、社会保険料額、生保控除額、損保控除額、住宅
取得控除額、配偶者所得額、個人年金保険料額、長期損害保険料額、夫有り、未成年者、乙欄、本人障害、老年者、寡
婦夫、勤労学生、特別減税額、中途就退区分、中途就退年月日、処理年月日、扶養年少、前職名称等、前職支払金額、
前職源泉税額、前職社会保険料、合算しない、支払者名称、支払者法人番号又は個人番号、配特控除額不適用、簿冊
番号、簿冊連番、居住開始年月日、追加処理年月日、エラーコード１、エラーコード２、エラーコード３、エラーコード４、エ
ラーコード５、住宅取得控除可能額、個人番号、控除対象配偶者個人番号、控除対象配偶者区分、扶養親族個人番号、
扶養親族区分、１６歳未満扶養親族個人番号、１６歳未満扶養親族区分、非居住者数、国民年金保険料額、個人コー
ド、申告年、配偶者入力方法、扶養特定、扶養老人、扶養その他、障害者特別、障害者その他、控配有無、本人障害、
老年者、処理年月日、扶養年少、配偶者合計所得、配特控除、夫有り、配特控除不適用、同居特障区分、扶養同居老親
等、障害者同居特別、個人コード、申告年、明細合計入力区分、支払金額１、支払金額２、支払金額３、支払金額合計、
源泉徴収税額１、源泉徴収税額２、源泉徴収税額３、源泉徴収税額合計、種目、支払者、支払者法人番号、処理年月
日、簿冊番号、簿冊連番、社会保険料、追加処理年月日、個人番号、控除対象配偶者個人番号、控除対象配偶者区
分、扶養親族個人番号、扶養親族区分、１６歳未満扶養親族個人番号、１６歳未満扶養親族区分、非居住者数、個人
コード、申告年、営業、農業、その他の事業、肉用牛、免税外肉用牛売却、不動産、利子、配当、給与収入、専従者給与
収入、特定支出控除、給与所得、公的年金収入、公的年金所得、その他の雑、総合短期譲渡、総合長期譲渡、一時、総
合課税所得合計、分離短期一般益、分離短期一般、分離短期軽減益、分離短期軽減、分離長期一般益、分離長期一
般、分離長期特定益、分離長期特定、分離長期軽課益、分離長期軽課、特例適用条項１、特例適用条項２、特例適用条
項３、株式等の譲渡、山林、退職、臨時、変動、前年以前変動、繰越純損失、繰越雑損失、雑損控除、医療費控除、社会
保険料控除、小規模企業共済、生命保険料控除、個人年金保険料、損害保険料控除、長期損害保険料、寄付金控除、
老年者控除、寡婦寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、同居特障加算額、配偶者入力方法、配偶者控除、配特控
除、扶養入力方法、扶養控除、基礎控除、所得控除合計、配偶者合計所得、扶養特定、扶養同居老親等、扶養老人、扶
養その他、障害者同居特別、障害者特別、障害者その他、控配有無、本人障害、未成年者老年者、寡婦寡夫、勤労学
生、同居特障区分、課税所得金額、控除前所得税、配当控除、投資リース税額等、住宅取得控除、政党寄付控除、差引
所得税、災害減免額、外国税額控除、源泉徴収税額、申告納税額、納税者番号、青白区分、専従配偶者、その他の専
従者数、専従者給与控除額、青申控除区分、指定番号、宛名番号、受給者番号、給与以外の徴収、株式等の配当、少
額配当、その他の配当、総合譲渡特別控除、住民税寄付金控除、夫有り、強制非課税、均のみ、均特、申告区分、職業
区分、平均課税区分、特定の株式等譲渡、特別減税額と所得税、配特控除不適用、市外国税額控除、県外国税額控
除、処理年月日、扶養年少、私募証券分配額、一般外貨分配額、特定居住損失、特定投資損失、商品先物取引、退職
課税、一時特別控除額、分短一特別控除額、分短減特別控除額、分長一特別控除額、分長特特別控除額、分長課特別
控除額、漁業、簿冊番号、簿冊連番、控除前所得税計算額、総合短期譲渡益、総合長期譲渡益、一時益、非課税遺族
年金、非課税その他、農業入力区分、農業収入、株式等譲渡未公開分、株式等譲渡上場分、申告省略源泉口座所得、
申告不要株式等の配当、申告不要私募証券分配額、申告不要一般外貨分配額、申告不要その他の配当、上場支払配
当、繰越先物損失、配当割控除額、株式等譲渡所得割控除額、分離長期特定損失額、特定損失譲渡一時通算後、申告
年月日、純損失１、純損失２、純損失３、繰越山林純損失１、繰越山林純損失２、繰越山林純損失３、繰越雑損失２、繰越
雑損失３、特定投資損失２、特定投資損失３、特定居住損失２、特定居住損失３、繰越先物損失２、繰越先物損失３、営
業収入、肉用牛収入、不動産収入、住宅耐震控除、電子証明書特別控除、寄附金道府県市町村、寄附金共同募金等、
寄附金道府県条例指定、寄附金市町村条例指定、賦課期日情報、扶養者個人コード、扶養区分、配偶者区分、障害者
区分、障害等級身体障害者手帳等級等、精神障害者手帳等級等、個人番号、医療費控除区分、配当所得適用区分、株
式等譲渡所得適用区分



３．地方税電子申告情報ファイル
更新年月日、更新時刻、納税者ＩＤ、市町村コード、税目区分、届出受付年月日、届出受付時刻、届出受付番号、手続Ｉ
Ｄ、作成区分、入力区分、利用者ＩＤ、法人個人区分、法人格、法人格名、前後区分、氏名又は名称（フリガナ）、氏名又
は名称、本店郵便番号、本店所在地、本店方書、本店電話番号１、本店電話番号２、本店ＦＡＸ番号、連絡先（ｅ－Ｍａｉ
ｌ）、事業所名（フリガナ）、事業所名、検索用カナ名称、検索用漢字名称、個人コード、種別指定番号、税額通知送信不
要、処理結果、廃止フラグ、メモ、更新年月日、更新時刻、納税者ＩＤ、相当年度、種別指定番号、受付年月日、受付時
刻、受付番号、手続ＩＤ、作成区分、利用者ＩＤ、総括表提出区分、総括表受給者総人員、総括表報告人員、総括表退職
者人員、ＣＳＶデータ、処理結果、削除フラグ、処理日、処理時刻、キーデータ、データ種類、連携結果区分、主たる給与
区分、徴収区分、指定番号、宛名番号、簿冊番号、簿冊連番、印刷区分、印刷日、印刷時刻、個人コード、申告年、支払
調書の種類、整理番号１、本支店等区分番号、提出義務者の住所、提出義務者の氏名、提出義務者の電話、整理番号
２、提出者の住所、提出者の氏名、訂正表示、年分、住所、国外住居表示、氏名、役職名、種別、支払金額、未払金額、
所得金額、所得控除合計、源泉徴収税額、未徴収税額、控配有無、老人控配、配特控除額、扶養特定主、扶養特定従、
扶養老人主、扶養老人内訳、扶養老人従、扶養その他主、扶養その他従、障害者特別、障害者内訳、障害者その他、社
会保険料、社会保険料内訳、生保控除額、損保控除額、住宅取得控除額、個人年金保険料額、配偶者合計所得、長期
損害保険料額、生年月日元号、生年月日年、生年月日月、生年月日日、夫有り、未成年者、乙欄、本人特別障害、本人
その他障害、老年者、寡婦、寡夫、勤労学生、死亡退職、災害者、外国人、中途就退区分、中途就退年、中途就退月、
中途就退日、他の支払者住所、他の支払者国外、他の支払者氏名、他の支払者支払金額、他の支払者源泉徴収、他の
支払者社会保険、徴収猶予税額、他の支払者退職年、他の支払者退職月、他の支払者退職日、住宅取得居住年、住宅
取得居住月、住宅取得居住日、住宅取得適用数、住宅取得控除可能額、住宅取得区分、住宅取得借入金、住宅取得居
住年２、住宅取得居住月２、住宅取得居住日２、住宅取得区分２、住宅取得借入金２、摘要、扶養１６歳未満、普通徴収、
青色専従者、条約免除、カナ氏名、受給者番号、市町村コード、指定番号ＦＤ、新生命保険料の金額、旧生命保険料の
金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、個人番号、提出義務者の法人番号又は個人番号、控除対
象配偶者個人番号、控除対象配偶者フリガナ、控除対象配偶者氏名、控除対象配偶者区分、扶養親族個人番号、扶養
親族フリガナ、扶養親族氏名、扶養親族区分、１６歳未満扶養親族個人番号、１６歳未満扶養親族フリガナ、１６歳未満
扶養親族氏名、１６歳未満扶養親族区分、非居住者数、国民年金保険料額

４．国税連携情報ファイル
処理年月日（更新）、処理時刻（更新）、個人コード、課税年度、相当年度、データ番号、申告受付処理日、申告受付処理
時刻、ＸＭＬファイル名、異動情報、結果コード、連携不要とした理由、処理年月日（更新）、処理時刻（更新）、記録番号、
データ区分、ファイル種別、送信先地方コード、送信先判別コード、納税地住所コード、１月１日地方自治体コード、申告
区分、確定申告書区分、課税異動事由コード、取込区分、異動年月日、局署番号、整理番号、バッチ番号、受付番号、連
絡データ作成年月日、団体確認用フラグ、台帳番号、ファイル名、ＸＭＬデータ、ＴＡＳＫ受信日、個人コード、申告年、検索
カナ氏名、氏名、郵便番号、住所、生年月日、世帯番号、ＴＡＳＫ連携日、エラー区分、ロジックチェック区分、ＡＳＰメモ内
容、確認区分、年分、和暦年分、申告の種類、提出年月日、和暦提出年月日、カナ氏名、和暦生年月日、青白区分、分
離区分、損失区分、修正区分、営業収入、農業収入、不動産収入、利子収入、配当収入、給与収入、公的年金収入、そ
の他雑収入、総合短期譲渡、総合長期譲渡、一時、営業、農業、不動産、利子、配当、給与所得、雑合計、譲渡一時、総
合課税所得合計、分離短期一般、分離短期軽減、分離長期一般、分離長期特定、分離長期軽課、株式等譲渡未公開
分、株式等譲渡上場分、分離上場株式配当、先物取引、山林、退職、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模
企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、寡婦、寡夫控除、勤労学生、障害者控除、配
偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、所得控除合計、配偶者合計所得、個人年金保険料の計、旧長期損
害保険料の計、特例適用条文等、損害金額、損害補てん額、災害関連支出額、支払医療費、医療補てん額、社会保険
料計、小規模企業共済等掛金計、寡婦、寡夫控除区分、寡婦、寡夫原因区分、勤労学生控除区分、障害者氏名、給与
年金以外の徴収方法、配当に関する住民税の特例、配当割控除額、株式等譲渡所得割控除額、寄附金道府県市町村、
寄附金共同募金等、寄附金道府県条例指定、寄附金市町村条例指定、課税所得金額、控除前所得税、配当控除、投資
リース税額等、住宅借入金等特別控除、政党寄付控除、住宅耐震控除、電子証明書特別控除、災害減免額区分、外国
税額控除区分、災害減免額、外国税額控除、源泉徴収税額、申告納税額、純損失青１、純損失青２、純損失青３、繰越
山林純損失青１、繰越山林純損失青２、繰越山林純損失青３、純損失白１、純損失白２、純損失白３、繰越山林純損失白
１、繰越山林純損失白２、繰越山林純損失白３、繰越変動純損失白１、繰越変動純損失白２、繰越変動純損失白３、繰越
雑損失１、繰越雑損失２、繰越雑損失３、特定居住損失、特定居住損失２、特定居住損失３、上場株式損失１、上場株式
損失２、上場株式損失３、特定投資損失、特定投資損失２、特定投資損失３、繰越先物損失、繰越先物損失２、繰越先物
損失３、農業特例表示、免税牛特例表示、肉用牛、免税外肉用牛売却、臨時、変動、前々年以前変動、前年以前変動、
分離長期特定損失額、特定損失譲渡一時通算後、計算書の配当所得、株式等の配当、私募証券分配額、一般外貨分
配額、老年者控除区分、所得控除源泉計、臨時変動所得区分、臨時変動所得、株式本年差し引く額、配当本年差し引く
額、先物本年差し引く額、簿冊番号、簿冊連番、特別減税額、回送年月日、１月１日住所、取込対象外確認日、税務署閲
覧日、専従者給与控除額、寄附金控除区分、住宅借入金等特別控除区分、政党寄付控除区分、繰越被災純損失５、繰
越被災山林純損失５、繰越特定雑損失５、震災寄附金額控除額、再取得住宅借入金控除額、滅失住宅借入金控除額、
特定震災寄附金税額控除額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険
料の金額、繰越被災純損失４、繰越被災山林純損失４、繰越特定雑損失４、繰越被災純損失Ｈ２３、繰越被災山林純損
失Ｈ２３、資料番号、給与区分、特定支出控除、配偶者（特別）控除　区分、再差引所得税額、復興特別所得税額、所得
税及び復興特別所得税の額、外国税額控除、繰越被災純損失３、繰越被災山林純損失３、繰越特定雑損失３、純損失
青１Ｂ、純損失青２Ｂ、純損失青３Ｂ、繰越山林純損失青１Ｂ、繰越山林純損失青２Ｂ、繰越山林純損失青３Ｂ、純損失白
１Ｂ、純損失白２Ｂ、純損失白３Ｂ、繰越山林純損失白１Ｂ、繰越山林純損失白２Ｂ、繰越山林純損失白３Ｂ、繰越変動純
損失白１Ｂ、繰越変動純損失白２Ｂ、繰越変動純損失白３Ｂ、繰越雑損失１Ｂ、繰越雑損失２Ｂ、繰越雑損失３Ｂ、特定居
住損失Ｂ、特定居住損失２Ｂ、特定居住損失３Ｂ、上場株式損失１Ｂ、上場株式損失２Ｂ、上場株式損失３Ｂ、特定投資損
失Ｂ、特定投資損失２Ｂ、特定投資損失３Ｂ、繰越先物損失Ｂ、繰越先物損失２Ｂ、繰越先物損失３Ｂ、繰越被災純損失Ｈ
２３Ｂ、繰越被災山林純損失Ｈ２３Ｂ、繰越被災純損失５Ｂ、繰越被災山林純損失５Ｂ、繰越特定雑損失５Ｂ、繰越被災純
損失４Ｂ、繰越被災山林純損失４Ｂ、繰越特定雑損失４Ｂ、繰越被災純損失３Ｂ、繰越被災山林純損失３Ｂ、繰越特定雑
損失３Ｂ、個人番号、控除対象配偶者個人番号、控除対象配偶者フリガナ、控除対象配偶者氏名、控除対象配偶者区
分、扶養親族個人番号、扶養親族フリガナ、扶養親族氏名、扶養親族区分、１６歳未満扶養親族個人番号、１６歳未満扶
養親族フリガナ、１６歳未満扶養親族氏名、１６歳未満扶養親族区分、医療費控除区分、医療費特例控除額



法定調書データ
人格住所コード5桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別,局署番号,整理番号,資料年分,資料処理年月日,無効区分,受取人住所,受
取人氏名（漢字）,受取人氏名（カナ）,受取人口座住所,受取人口座名称,支払者所在地,支払者名称,生年月日,資料３０１
外国サイン,資料３０１外国証券口座番号,資料３０１利子等種別（１）,資料３０１記号番号（１）,資料３０１支払金額（１）,資料
３０１源泉徴収税額（１）,資料３０１支払確定年月日（１）,資料３０１租税条約適用有無（１）,資料３０１利子等種別（２）,資料
３０１記号番号（２）,資料３０１支払金額（２）,資料３０１源泉徴収税額（２）,資料３０１支払確定年月日（２）,資料３０１租税条
約適用有無（２）,資料３０１利子等種別（３）,資料３０１記号番号（３）,資料３０１支払金額（３）,資料３０１源泉徴収税額（３）,
資料３０１支払確定年月日（３）,資料３０１租税条約適用有無（３）,資料３０１利子等種別（４）,資料３０１記号番号（４）,資料
３０１支払金額（４）,資料３０１源泉徴収税額（４）,資料３０１支払確定年月日（４）,資料３０１租税条約適用有無（４）,資料３０
１利子等種別（５）,資料３０１記号番号（５）,資料３０１支払金額（５）,資料３０１源泉徴収税額（５）,資料３０１支払確定年月
日（５）,資料３０１租税条約適用有無（５）,資料３０１利子等種別（６）,資料３０１記号番号（６）,資料３０１支払金額（６）,資料
３０１源泉徴収税額（６）,資料３０１支払確定年月日（６）,資料３０１租税条約適用有無（６）,資料３０１摘要　　人格住所コー
ド5桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別,局署番号,整理番号,資料年分,資料処理年月日,無効区分,受取人住所,受取人氏名（漢
字）,受取人氏名（カナ）,受取人口座住所,受取人口座名称,支払者所在地,支払者名称,生年月日,資料３０２株式種類,資料
３０２旧株口数,資料３０２新株口数,資料３０２配当等金額,資料３０２源泉徴収税額,資料３０２事業年度自年月日,資料３０
２事業年度至年月日,資料３０２支払確定年月日,資料３０２配当金額（円）,資料３０２配当金額（銭）,資料３０２摘要　　人格
住所コード5桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別,局署番号,整理番号,資料年分,資料処理年月日,無効区分,受取人住所,受取人
氏名（漢字）,受取人氏名（カナ）,受取人口座住所,受取人口座名称,支払者所在地,支払者名称,生年月日,資料３０９報酬
区分（１）,資料３０９報酬細目（１）,資料３０９支払金額（１）,資料３０９源泉徴収税額（１）,資料３０９報酬区分（２）,資料３０９
報酬細目（２）,資料３０９支払金額（２）,資料３０９源泉徴収税額（２）,資料３０９報酬区分（３）,資料３０９報酬細目（３）,資料
３０９支払金額（３）,資料３０９源泉徴収税額（３）,資料３０９報酬区分（４）,資料３０９報酬細目（４）,資料３０９支払金額（４）,
資料３０９源泉徴収税額（４）,資料３０９報酬区分（５）,資料３０９報酬細目（５）,資料３０９支払金額（５）,資料３０９源泉徴収
税額（５）,資料３０９報酬区分（６）,資料３０９報酬細目（６）,資料３０９支払金額（６）,資料３０９源泉徴収税額（６）,資料３０９
摘要,資料３０９受取人記載共通番号,資料３０９支払者記載共通番号　　人格住所コード５桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別
コード,資料活用納税地等局署番号,資料活用納税地等整理番号,資料年分,資料処理年月日,資料無効区分,資料活用住
所名,納税地等名称（漢字）,納税地等名称（カナ）,資料活用屋号漢字名称,活用先住所（支払を受ける者）,活用先名称（支
払を受ける者）,収集先住所（支払者）,収集先名称（支払者）,資料活用業種番号,資料活用青白区分,資料活用生年月日,
納税地等主電話番号,課税年分（１）,資料活用確定申告有無（１）,消費申告有無（１）,課税年分（２）,資料活用確定申告有
無（２）,消費申告有無（２）,課税年分（３）,資料活用確定申告有無（３）,消費申告有無（３）,資料３３１生元号,資料３３１生年
月日,資料３３１第１号支払金額,資料３３１第１号未払金額,資料３３１第１号源泉徴収税額,資料３３１第１号未徴収税額,資
料３３１第２号支払金額,資料３３１第２号未払金額,資料３３１第２号源泉徴収税額,資料３３１第２号未徴収税額,資料３３１
第３号支払金額,資料３３１第３号未払金額,資料３３１第３号源泉徴収税額,資料３３１第３号未徴収税額,資料３３１特別障
害者区分,資料３３１その他障害者区分,資料３３１控除対象配偶者有,資料３３１控除対象配偶者無,資料３３１控除対象配
偶者老人,資料３３１扶養親族老人,資料３３１扶養親族その他,資料３３１その他特別障害者,資料３３１障害者数その他,資
料３３１扶養親族特定,資料３３１同居特別障害者,資料３３１社会保険金額,資料３３１摘要,資料３３１特別寡婦区分,資料３
３１寡婦寡夫区分　　人格住所コード5桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別,局署番号,整理番号,資料年分,資料処理年月日,無効
区分,受取人住所,受取人氏名（漢字）,受取人氏名（カナ）,受取人口座住所,受取人口座名称,支払の取扱者所在地,支払
の取扱者名称,生年月日,資料３５９株式種類,資料３５９旧株口数,資料３５９新株口数,資料３５９配当等金額,資料３５９源
泉徴収税額,資料３５９事業年度自年月日,資料３５９事業年度至年月日,資料３５９支払確定年月日,資料３５９配当金額
（円）,資料３５９配当金額（銭）,資料３５９支払者所在地,資料３５９支払者名称,資料３５９摘要,資料３５９受取人記載共通
番号,資料３５９支払の取扱者記載法人番号,資料３５９支払者記載法人番号　人格住所コード5桁,ＴＳＶ作成年月日,資料
識別,局署番号,整理番号,資料年分,資料処理年月日,無効区分,受取人住所,受取人氏名（漢字）,受取人氏名（カナ）,受取
人口座住所,受取人口座名称,支払の取扱者所在地,支払の取扱者名称,生年月日,資料３７４外国サイン,資料３７４外国証
券口座番号,資料３７４利子等種別（１）,資料３７４記号番号（１）,資料３７４支払金額（１）,資料３７４源泉徴収税額（１）,資料
３７４支払確定年月日（１）,資料３７４租税条約適用有無（１）,資料３７４利子等種別（２）,資料３７４記号番号（２）,資料３７４
支払金額（２）,資料３７４源泉徴収税額（２）,資料３７４支払確定年月日（２）,資料３７４租税条約適用有無（２）,資料３７４利
子等種別（３）,資料３７４記号番号（３）,資料３７４支払金額（３）,資料３７４源泉徴収税額（３）,資料３７４支払確定年月日
（３）,資料３７４租税条約適用有無（３）,資料３７４利子等種別（４）,資料３７４記号番号（４）,資料３７４支払金額（４）,資料３７
４源泉徴収税額（４）,資料３７４支払確定年月日（４）,資料３７４租税条約適用有無（４）,資料３７４利子等種別（５）,資料３７
４記号番号（５）,資料３７４支払金額（５）,資料３７４源泉徴収税額（５）,資料３７４支払確定年月日（５）,資料３７４租税条約
適用有無（５）,資料３７４利子等種別（６）,資料３７４記号番号（６）,資料３７４支払金額（６）,資料３７４源泉徴収税額（６）,資
料３７４支払確定年月日（６）,資料３７４租税条約適用有無（６）,資料３７４摘要,資料３７４受取人記載共通番号,資料３７４
支払の取扱者記載法人番号,資料３７４支払者の住所又は居所所在地,資料３７４支払者の氏名又は名称,資料３７４支払
者記載共通番号　　　人格住所コード５桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別コード,資料活用納税地等局署番号,資料活用納税
地等整理番号,資料年分,資料処理年月日,資料無効区分,資料活用住所名,納税地等名称（漢字）,納税地等名称（カナ）,
資料活用屋号漢字名称,活用先住所（支払を受ける者）,活用先名称（支払を受ける者）,収集先住所（支払者）,収集先名
称（支払者）,資料活用業種番号,資料活用青白区分,資料活用生年月日,納税地等主電話番号,課税年分（１）,資料活用確
定申告有無（１）,消費申告有無（１）,課税年分（２）,資料活用確定申告有無（２）,消費申告有無（２）,課税年分（３）,資料活
用確定申告有無（３）,消費申告有無（３）,資料３７５給与所得種別,資料３７５支払金額,資料３７５未払金額,資料３７５給与
所得控除後金額,資料３７５所得控除合計金額,資料３７５源泉徴収税額,資料３７５未源泉徴収税額,資料３７５控除対象配
偶者有,資料３７５控除対象配偶者無,資料３７５控除対象配偶者従有,資料３７５控除対象配偶者従無,資料３７５控除対象
配偶者老人,資料３７５配偶者特別控除金額,資料３７５扶養親族老人同居人数,資料３７５扶養親族老人人数,資料３７５扶
養親族老人従人数,資料３７５扶養親族その他人数,資料３７５扶養親族その他従人数,資料３７５特別障害者同居人数,資
料３７５特別障害者人数,資料３７５その他障害者人数,資料３７５社会保険金額,資料３７５小規模共済等掛金額,資料３７５
生命保険控除金額,資料３７５地震保険控除金額,資料３７５住宅取得控除金額,資料３７５配偶者合計,資料３７５摘要,資料
３７５旧個人年金保険金額,資料３７５受給者生元号,資料３７５受給者年月日,資料３７５未成年者区分,資料３７５乙欄区
分,資料３７５特別障害者区分,資料３７５その他障害者区分,資料３７５寡婦区分,資料３７５寡夫区分,資料３７５勤労学生区
分,資料３７５死亡退職区分,資料３７５災害者区分,資料３７５外国人区分,資料３７５中途就職区分,資料３７５中途退職区
分,資料３７５中途就退職年月日,資料３７５役職名称（漢字）,資料３７５扶養親族特定主人数,資料３７５扶養親族特定従人
数,資料３７５新生命保険金額,資料３７５旧生命保険金額,資料３７５介護医療保険金額,資料３７５新個人年金保険金額,資
料３７５国民年金保険金額,資料３７５住宅取得控除適用数,



資料３７５居住開始年月日１,資料３７５住宅取得控除区分１,資料３７５住宅取得年末残高１,資料３７５住宅取得控除可能
額,資料３７５居住開始年月日２,資料３７５住宅取得控除区分２,資料３７５住宅取得年末残高２,資料３７５控除対象配偶者
個人番号,資料３７５控除対象配偶者氏名,資料３７５控除対象配偶者国外扶養,資料３７５扶養親族個人番号（１）,資料３７
５扶養親族氏名（１）,資料３７５扶養親族国外扶養区分（１）,資料３７５扶養親族個人番号（２）,資料３７５扶養親族氏名
（２）,資料３７５扶養親族国外扶養区分（２）,資料３７５扶養親族個人番号（３）,資料３７５扶養親族氏名（３）,資料３７５扶養
親族国外扶養区分（３）,資料３７５扶養親族個人番号（４）,資料３７５扶養親族氏名（４）,資料３７５扶養親族国外扶養区分
（４）,資料３７５１６歳未満扶養親族氏名（１）,資料３７５１６歳未満扶養親族国外扶養区分（１）,資料３７５１６歳未満扶養親
族氏名（２）,資料３７５１６歳未満扶養親族国外扶養区分（２）,資料３７５１６歳未満扶養親族氏名（３）,資料３７５１６歳未満
扶養親族国外扶養区分（３）,資料３７５１６歳未満扶養親族氏名（４）,資料３７５１６歳未満扶養親族国外扶養区分（４）,資
料３７５活用先記載個人番号,資料３７５収集先記載共通番号　　人格住所コード５桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別コード,資
料活用納税地等局署番号,資料活用納税地等整理番号,資料年分,資料処理年月日,資料無効区分,資料活用住所名,納
税地等名称（漢字）,納税地等名称（カナ）,資料活用屋号漢字名称,活用先住所（支払を受ける者）,活用先名称（支払を受
ける者）,収集先住所（支払者）,収集先名称（支払者）,資料活用業種番号,資料活用青白区分,資料活用生年月日,納税地
等主電話番号,課税年分（１）,資料活用確定申告有無（１）,消費申告有無（１）,課税年分（２）,資料活用確定申告有無（２）,
消費申告有無（２）,課税年分（３）,資料活用確定申告有無（３）,消費申告有無（３）,資料３７７生元号,資料３７７生年月日,資
料３７７第１号支払金額,資料３７７第１号未払金額,資料３７７第１号源泉徴収税額,資料３７７第１号未徴収税額,資料３７７
第２号支払金額,資料３７７第２号未払金額,資料３７７第２号源泉徴収税額,資料３７７第２号未徴収税額,資料３７７第３号
支払金額,資料３７７第３号未払金額,資料３７７第３号源泉徴収税額,資料３７７第３号未徴収税額,資料３７７第４号支払金
額,資料３７７第４号未払金額,資料３７７第４号源泉徴収税額,資料３７７第４号未徴収税額,資料３７７特別障害者区分,資
料３７７その他障害者区分,資料３７７控除対象配偶者有,資料３７７控除対象配偶者無,資料３７７控除対象配偶者老人,資
料３７７扶養親族老人,資料３７７扶養親族その他,資料３７７その他特別障害者,資料３７７障害者数その他,資料３７７社会
保険金額,資料３７７摘要,資料３７７扶養親族特定,資料３７７同居特別障害者の数,資料３７７控除対象配偶者個人番号,資
料３７７控除対象配偶者氏名,資料３７７控除対象配偶者国外扶養,資料３７７扶養親族個人番号（１）,資料３７７扶養親族
氏名（１）,資料３７７扶養親族国外扶養区分（１）,資料３７７扶養親族個人番号（２）,資料３７７扶養親族氏名（２）,資料３７７
扶養親族国外扶養区分（２）,資料３７７１６歳未満扶養親族氏名（１）,資料３７７１６歳未満扶養親族国外扶養区分（１）,資
料３７７１６歳未満扶養親族氏名（２）,資料３７７１６歳未満扶養親族国外扶養区分（２）,資料３７７特別寡婦区分,資料３７７
寡婦寡夫区分,資料３７７支払者電話番号,資料３７７活用先記載個人番号,資料３７７収集先記載法人番号　　人格住所
コード５桁,ＴＳＶ作成年月日,資料識別コード,資料活用納税地等局署番号,資料活用納税地等整理番号,資料年分,資料処
理年月日,資料無効区分,資料活用住所名,納税地等名称（漢字）,納税地等名称（カナ）,資料活用屋号漢字名称,活用先住
所（支払を受ける者）,活用先名称（支払を受ける者）,収集先住所（支払者）,収集先名称（支者）,資料活用業種番号,資料
活用青白区分,資料活用生年月日,納税地等主電話番号,課税年分（１）,資料活用確定申告有無（１）,消費申告有無（１）,
課税年分（２）,資料活用確定申告有無（２）,消費申告有無（２）,課税年分（３）,資料活用確定申告有無（３）,消費申告有無
（３）,資料３１５給与所得種別,資料３１５支払金額,資料３１５未払金額,資料３１５給与所得控除後金額,資料３１５所得控除
合計金額,資料３１５源泉徴収税額,資料３１５未源泉徴収税額,資料３１５控除対象配偶者有,資料３１５控除対象配偶者無,
資料３１５控除対象配偶者従有,資料３１５控除対象配偶者従無,資料３１５控除対象配偶者老人,資料３１５配偶者特別控
除金額,資料３１５扶養親族特定主人数,資料３１５扶養親族特定従人数,資料３１５扶養親族老人同居人数,資料３１５扶養
親族老人人数,資料３１５扶養親族老人従人数,資料３１５扶養親族その他人数,資料３１５扶養親族その他従人数,資料３１
５特別障害者同居人数,資料３１５特別障害者人数,資料３１５その他障害者人数,資料３１５社会保険金額,資料３１５小規
模共済等掛金額,資料３１５生命保険控除金額,資料３１５地震保険控除金額,資料３１５住宅取得控除金額,資料３１５配偶
者合計,資料３１５夫あり区分,資料３１５未成年者区分,資料３１５乙欄区分,資料３１５特別障害者区分,資料３１５その他障
害者区分,資料３１５老年者区分,資料３１５寡婦区分,資料３１５寡夫区分,資料３１５勤労学生区分,資料３１５死亡退職区
分,資料３１５災害者区分,資料３１５外国人区分,資料３１５中途就職区分,資料３１５中途退職区分,資料３１５中途就退職
年月日,資料３１５受給者生元号,資料３１５受給者年月日,資料３１５役職名称（漢字）,資料３１５摘要,資料３１５新生命保
険金額,資料３１５旧生命保険金額,資料３１５介護医療保険金額,資料３１５新個人年金保険金額,資料３１５旧個人年金保
険金額



５．年金特徴情報ファイル
更新年月日、更新時刻、相当年度、市町村コード、旧市町村コード、年金特徴義務者コード、通知内容、受付年月日、受
付番号、手続ＩＤ、作成区分、トレイラ合計件数、ヘッダレコード、データレコード、トレイラレコード、処理結果、削除フラグ、
処理日、処理時刻、キーデータ、データ種類、連携結果区分、簿冊番号、簿冊連番、印刷区分、印刷日、印刷時刻、個人
コード、申告年、レコード区分、市町村コード、特徴義務者コード、通知内容コード、予備５、予備６、作成年月日、予備８、
予備９、予備１０、生年月日文字列、性別、カナ氏名、カナ氏名シフトコード、漢字氏名、漢字氏名シフトコード、郵便番
号、カナ住所、カナ住所シフトコード、漢字住所、漢字住所シフトコード、支払金額１、支払金額２、支払金額３、源泉徴収
税額１、源泉徴収税額２、源泉徴収税額３、本人特別障害、本人その他障害、控配有無、老人控配、扶養特定、扶養老
人、扶養その他、扶養１６歳未満、障害者特別、障害者その他、障害同居特別、社会保険料、支払年分、予備４０、予備
４１、特別寡婦、寡婦寡夫、法定資料の種類、整理番号１、本支店等区分番号、提出義務者の住所又は所在地、提出義
務者の氏名又は名称、提出義務者の電話番号、整理番号２、提出者の住所又は所在地、提出者の氏名又は名称、訂正
表示、支払を受ける者／国外住所表示、未払い額１、未払い額２、未払い額３、未徴収税額１、未徴収税額２、未徴収税
額３、本人／老年者、控配有無ＣＳＶ、摘要、受給者番号、指定番号、個人番号、控除対象配偶者個人番号、控除対象
配偶者フリガナ、控除対象配偶者氏名、控除対象配偶者区分、扶養親族個人番号、扶養親族フリガナ、扶養親族氏名、
扶養親族区分、１６歳未満扶養親族個人番号、１６歳未満扶養親族フリガナ、１６歳未満扶養親族氏名、１６歳未満扶養
親族区分、提出義務者の法人番号、非居住者数、レコード区分、市町村コード、特別徴収義務者コード、通知内容コー
ド、予備、特別徴収制度コード、作成年月日、年金保険者整理番号１、年金コード、生年月日、性別、氏名（カナ、漢字）、
住所（カナ、漢字）、各種区分、処理結果、各種年月日、各種金額（金額１～金額８）、停止年月、年金保険者整理番号
２、個人番号

６．課税原票イメージファイル
ファイル連番
分割年、識別番号、年度、業務区分、資料区分、資料番号、年度2、個人コード、法人コード、個人番号、法人番号、カナ
氏名、カナ氏名2、漢字氏名、生年月日、郵便番号、住所コード、住所、方書、世帯番号、電話番号　、電話番号2、簿冊
番号、簿冊連番、指定番号、受給者番号、eLTAX利用者ID、eLTAX納税者ID、eLTAX手続ID、eLTAX受付番号、eLTAX
受付日、年金特徴義務者コード、国税連携ファイル名、国税局署番号、国税整理番号、e-Tax受付番号、付箋有無フラ
グ、マーカー有無フラグ、スタンプ有無フラグ、登録日、登録時間、登録職員ID、登録職員名、更新日、更新時間、更新職
員ID、更新職員名、タイムスタンプ、ファイル連番、分割年、ページ番号、ファイル名、表示用ファイル名、MIMEタイプ、ファ
イルサイズ、回転角度、登録日、登録時間、登録職員ID、登録職員名、更新日、更新時間、更新職員ID、更新職員名、タ
イムスタンプ

７．宛名情報ファイル
処理年月日、処理時刻、個人コード、届出日、異動日、世帯番号、主個人コード、世帯主名、世帯主名カナ、郵便番号、
住所コード、行政区コード、番、号、枝、予備、番地サイン、方書、居住市町村コード、居住市町村名、居住住所、電話番
号、内線番号、有効フラグ、カナ氏名、漢字氏名、外国人本名、外国人通称名カナ、外国人通称名、生年月日、性別、続
柄、住民区分、国籍コード、住民となった事由、住民となった日、非住民事由、非住民日、異動事由、合併前個人コード、
合併前世帯番号、旧市町村コード、名称コード、統合宛名番号

８．寄附金特例通知ファイル
更新日、更新時刻、個人コード、申告年、行番号、発送元市町村コード、通知年月日、寄付金額、簿冊番号、簿冊連番

９．事業所宛名ファイル
更新年月日、更新時刻、種別指定番号、申告年、表示順位、漢字名称、カナ名称、検索カナ名称、編集済住所、電話番
号、内線番号、普徴区分



 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

＜本人または本人代理人からの申告等による入手＞
・情報入手の際は、所定の様式により必要項目以外の情報入手を防止し、さらに申告書や申請書の
内容をシステムへ入力後に入力内容の照合を行い確認する。
・必要項目以外は、システムに入力できない仕組みとなっている。

＜国税庁、他自治体、庁内の他部署からの入手＞
・システム連携によりデータを入手する場合は、必要項目以外は入手できないようにシステムで制御され
ている。

＜個人住民税申告ポータルにおける措置（デジ庁事務連絡別添P.9参照）
住民が個人住民税申告ポータルの画面の誘導に従い申請フォームに必要情報を入力することとなる
が、画面での誘導を簡潔に行うことで不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

＜本人または本人代理人からの申告等による入手＞
・市民からの申告情報の入手は、法令等の規定に従い、個人番号カード又は通知カード、身分証明書の
提示等による本人確認の実施により対象者であることを確認する。
・情報入手の際は、所定の様式により対象者以外の情報入手を防止し、さらに申告書や申請書の内容
をシステムへ入力後に入力内容の照合を行い確認する。

＜国税庁、他自治体、庁内の他部署からの入手＞
・他の機関及び庁内連携により入手する際は、対象者以外の情報を入手できないようにシステムで制
御されている。国税連携システムによりｅＬＴＡＸ地方税ポータルセンタから送信される情報は、所得税
申告書等に記載・入力された納税地により送信先が判定され対象者の情報のみ送信されるため、対象
者の情報しか入手することができない。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マニュアルやWeb上で、個人番号の抽出が必要な者の要件を明示・周知し、本人以外の情報の入手を
防止する。

 １．特定個人情報ファイル名

税情報ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・法令等の規定に従い、通知カードや個人番号カードで本人確認を行い必要最小限の提示を求め、
住民に不必要な負担を負わせることのないようにしている。
・システム連携によりデータを入手する場合は、操作者認証や目的外利用の制限等のシステム的
な制御により、方法が限定されている。

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルから個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カー
ドの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人からの
情報のみが送信される。
・個人住民税申告ポータルの画面の誘導において住民に理解してもらいながら操作をしていただくこと
で、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・本人が申告書等を提出する際、職員等が直接、本人確認書類の提示を受ける。
・本人の代理人が申告書等を提出する際、職員等が直接、本人からの委任状等の確認を行い、代理権
の確認書類の提示を受ける。
※審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）
・本人又は本人の代理人
番号法施行規則第４条（電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措
置）第２号ハに掲げる、署名用電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた
当該提供に係る情報の送信を受けることなどにより確認する。
・給与支払者、公的年金等支払者（日本年金機構、地方公務員共済組合等を除く。）、公的年金等支払
者（日本年金機構、地方公務員共済組合等）、国税庁
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、本市が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない。
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から入手する所得税申告書等データは、他市区町村が国税
庁から入手した情報であるため、特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を
行った上で情報を入手していることが前提となっており、本市が当該入手元から入手する際は番号法第
16条が適用されない（提供を行う者自身の本人確認は「○本人又は本人の代理人」と同様である。）。
＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルからマイナポータル申請管理へ個人番号付電子申請データを送信す
るためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の
個人番号付電子申請データを受領した地方公共団体は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施
することとなる。これにより、本人確認を実施する。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・個人番号カード、通知カード等の提示を受け、個人番号の真正性の確認を行う。
・住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、真正性の確認を行う。
※審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）
・本人又は本人の代理人
市税システムは、中間サーバと連携した統合宛名システムと連携して個人番号を保有しており、申告
データ等を審査システム（eLTAX）から税務システムに登録する際に、真正性確認をする。
・給与支払者、公的年金等支払者（日本年金機構、地方公務員共済組合等を除く。）、公的年金等支払
者（日本年金機構、地方公務員共済組合等）、国税庁
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、本市が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない。
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から入手する所得税申告書等データは、他市区町村が国税
庁から入手した情報であるため、特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を
行った上で情報を入手していることが前提となっており、本市が当該入手元から入手する際は番号法第
16条が適用されない。（提供を行う者自身の本人確認は「○本人又は本人の代理人」と同様である。）。



 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際は、整合性を確保するため、入力、削除及び訂正を行っ
た者以外の者が確認する等の確認作業をしている。
・入力、削除及び訂正作業に用いた申告書や申請書は、当市で定める規程に基づいて管理し、保管して
いる。
・誤りの訂正を行う場合は、責任者の決裁を受けており、訂正した内容はシステム上記録され、法令等に
より定められた期間保管する。
・入力した原本（申告書等）とデータファイルの照合を行い、入力チェックをしている。
※審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）
・本人又は本人の代理人、給与支払者、公的年金等支払者（日本年金機構、地方公務員共済組合等を
除く。）
eLTAXは、申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、各種申請・届出について、書面に代えて
インターネットを通じて受付を行い、審査システム（eLTAX）が、地方税ポータルセンタ（eLTAX）から当該
情報を取得して原本として保存するシステムであるため、受付した情報をそのまま保管する必要がある。
審査システム（eLTAX）で保管している情報は、市税システムに連携し、地方税債権などを一元的に管理
するとともに、これらを分析して税務調査等に活用しており、納税者の申告内容を帳簿等で確認し、申告
内容に誤りがあれば是正を求めるなどの対応を行っている。
・公的年金等支払者（日本年金機構、地方公務員共済組合等）
eLTAXは、公的年金等支払報告書等について、書面に代えて電子的な方法で受付を行い、審査システ
ム（eLTAX）が、地方税ポータルセンタ（eLTAX）から当該情報を取得して原本として保存するシステムで
あるため、受付した情報をそのまま保管する必要がある。また、審査システム（eLTAX）で保管している
情報は、税務システムに連携し、地方税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調
査等に活用しており、納税者の申告内容を帳簿等で確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求めるなど
の対応を行っている。
・国税庁
正確性の確保については、特定個人情報の入手元である国税庁に委ねられる。
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から入手する所得税申告書等データは、他市区町村が国税
庁から入手した情報であるため、正確性の確保については、特定個人情報の入手元である他市区町村
に委ねられる。
＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うことにより、不正
確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜紙媒体に対する措置＞
・特定個人情報を記録した紙媒体は、鍵付保管庫等で保管している。
・事務処理に必要な紙媒体は、処理完了後は速やかに保管庫で管理するよう徹底している。
＜電子データに対する措置＞
・電子データで提出される申告情報等は、書留便等又は専用回線を介して入手している。
・特定個人情報が記録された電子データについては、極力電子記録媒体を用いないこととし、電子記録
媒体を使用する場合は、データは暗号化し、定められた担当者のみが作業することとしている。
・電子記録媒体を用いた場合は、作業完了後速やかにデータを消去している。
＜委託業者に対する措置＞
・委託業者との契約に，特定個人情報を含む秘密保持に関する特記条項を盛り込んでいる。
＜他市区町村に対する措置＞
・他市区町村との通信は、閉域網であるLGWANを利用するとともに、暗号化を行っている。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理と地方公共団体との間は、LGWAN回線を用いた暗号化通信を行うことで、外
部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

・端末画面は，来庁者から見えないように配置する。
・特定個人情報が表示された画面のハードコピーは，事務処理に必要となる範囲にとどめる。
・画面のロック機能等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。
・離席時には端末のロック等を行うことが情報セキュリティポリシーに規定されており、定期的に研修等を行い、周知している。



 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

・統合宛名システムは、番号法別表及び関係主務省令に定められた部署以外からの特定個人情報への
アクセスが行えないような仕組みを構築する。また、統合宛名システムへは、個人番号、氏名や生年月
日等の基本的な情報のみ保持する仕組みとする予定であり、当該事務にて必要のない情報との紐づけ
は物理的に不可能である。
・統合宛名システムへは、権限のない者の接続を認めない。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・市民税の賦課徴収事務に使用するシステムは、法令等に基づく必要な情報のみを保持しており、必要
のない情報との紐付け等が行われることはない。
・地方税法に基づく調査により取得した特定個人情報は、職務上必要と認められる権限の与えられた者
しかアクセスできない。
・システム間のアクセスは必要なもののみに限定する。法令に基づく事務で使用する以外の情報との連
携は行わない。

 その他の措置の内容 ―

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]

 具体的な管理方法

・職員毎に，業務に必要なアクセス権限を付与し，利用可能な機能を制限する。
・職員の異動退職時に合わせて，アクセス権限を更新し，当該ＩＤを失効させる。
・退職した元職員や異動した職員等のアクセス権限の失効管理を適切に行う。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
マイナポータル申請管理のアクセス権限の発効・失効については、以下の管理を行う。
① 発効の管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザID管理者が事務に必要となる情報にアクセスできるユーザID
を発効する。
・ユーザID管理者が各事務に必要となるアクセス権限の管理表を作成する。
・アクセス権限の付与を必要最低限とする。
② 失効の管理
・定期的又は異動、 退職等のイベントが発生したタイミングで、権限を有していた職員の異動、退職等情
報を確認し、当該事由が生じた際には速やかにアクセス権限を更新し、当該ユーザIDを失効させる。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・システムを利用する職員を特定し，職員ごとにユーザーＩＤを付与する。
・認証カードによる識別とパスワードによる認証を実施する。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理をLGWAN接続端末上で利用する必要がある職員を特定し、個人ごとのユー
ザIDを割り当てるとともに、IDとパスワードによる認証を行う。
・なりすましによる不正を防止する観点から共用IDの利用を禁止する。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法

・職員の業務に応じたアクセス権限が付与されるよう管理する。
・不正アクセスを分析するために、アプリケーションの操作履歴の記録を保管する。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・定期的にユーザーID一覧をシステムより出力し、アクセス権限の管理表と突合を行い、アクセス権限の
確認及び不正利用の有無をユーザーID管理者が確認を行う。また、不要となったユーザーIDやアクセス
権限を速やかに変更又は削除する。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・特定個人情報を扱うシステムについて，ユーザーＩＤ，操作日時，処理名を記録している。
・必要に応じて操作履歴を解析し，不適切なアクセスがないか確認する。
・操作履歴の確認により本人確認情報の検索に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請文書
等との整合性を確認する。
・バックアップされた操作履歴について、定められた期間、安全な場所に施錠保管する。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理へのアクセスログ、システムへのアクセスログ、操作ログの記録を行い、操作
者個人を特定できるようにする。
・アクセスログ及び操作ログは、改ざんを防止するため、不正プロセス検知ソフトウェアにより、不正なロ
グの書き込み等を防止する。
・定期的に操作ログをチェックし、不正とみられる操作があった場合、操作内容を確認する。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞
]

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞
]

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク



 リスクに対する措置の内容

・システムの操作履歴を記録している。またそのことを職員に周知している。
・システムの操作履歴を解析し，業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。
・システム利用職員への研修会等において，事務外利用の禁止等について周知する。
・職員以外の従業者（委託先等）には当該事項についての誓約書の提出を求める。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理へアクセスできる端末を制限する。
・外部記憶媒体にマイナポータル申請管理から取得した個人番号付電子申請データ等のデータを複製
する場合、使用管理簿に記載し、事前に責任者の承認を得たうえで複製する。なお、外部記憶媒体は限
定された USB メモリ等のみを使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・端末画面は，来庁者から見えないように配置する。
・特定個人情報が表示された画面のハードコピーは，事務処理に必要となる範囲にとどめる。
・画面のロック機能等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。
・離席時には端末のロック等を行うことが情報セキュリティポリシーに規定されており、定期的に研修等を行い、周知している。

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・操作者端末には、ファイルの保存やコピーができないように制限をかけている。また、USBメモリやDVD
等の外部記録媒体にはアクセスできないように制限をかけている。
・証明書コンビニ交付システムで保有する税情報ファイルは個人番号カードを使用して認証を受けた本
人からの交付請求に対してのみ証明書の交付を行うようにシステムで制御されており、税情報ファイル
の操作や保存を行うことはない。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理から取得した個人番号付電子申請データ等のデータについて、改ざんや業務
目的以外の複製を禁止するルールを定め、ルールに従って業務を行う。
・アクセス権限を付与された最小限の職員等だけが、個人番号付電子申請等のデータについて、
LGWAN接続端末への保存や外部記憶媒体への書き出し等ができるようシステム的に制御する。
・外部記憶媒体にマイナポータル申請管理から取得した個人番号付電子申請データ等のデータを複製
する場合、使用管理簿に記載し、事前に責任者の承認を得たうえで複製する。なお、外部記憶媒体は限
定されたＵＳＢメモリ等のみを使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である



 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

・ISO27001またはプライバシーマークの取得を委託先選定の条件とする。また、委託契約約款に基づ
き、情報保護管理体制について報告を求めている。
・神戸市情報セキュリティポリシーにて委託に関するルールが定められており、委託契約約款に当該ポリ
シーの遵守が明記されている。
・国税連携システム（eLTAX）の運営に関する業務は、地方共同法人地方税共同機構が「認定委託先事
業者の認定等に関する要綱」に基づき認定した事業者に委託している。当該事業者は、ＩＳＭＳ認証（又
はプライバシーマーク）を取得しているとともに、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基
準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」
（平成２５年総務省告示第２０６号）の各規定を満たした情報セキュリティ対策が確保されると認められた
者である。また、毎年度、地方共同法人地方税共同機構が委託する外部の第三者による情報セキュリ
ティ監査が実施されており、当該事業者から監査結果についての報告を受けている。審査システム
（eLTAX）の運営に関する業務についても、上記に準じた確認を行っている。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞

]

 具体的な制限方法

・あらかじめ作業者の名簿及び個人情報保護に関する誓約書を提出させ、当市が確認していないものが
従事することのないようにしている。
・上記確認した従事者に対して貸与したICカードとパスワードによる認証を行っている。
・証明書コンビニ交付システムにかかる委託においては、本市の許可なく更新できない取扱いとなってい
る。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞

]

 具体的な方法
・特定個人情報ファイルへのアクセス履歴（ユーザーＩＤ，操作日時，処理名）を記録する。
・システムのオペレーションや運用保守における作業記録を残す。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・本市の委託契約約款により、書面による承認を得ない第三者への提供は禁止している。
・上記に加えて、「税情報ファイル」は、システム内での使用に限定しており、委託業務において、特定
個人情報を含む当該ファイルをシステム外に出力し委託先や他者へ提供することは、認めていない。
・委託契約上の調査条項に基づき、当該ファイルの取扱状況について把握する必要がある場合、報告を
求め、検査を行う。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

同上

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

]

 規定の内容

契約書上に下記の条項を規定している。
・委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的
に使用してはならない。
・在職中及び退職後において、委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他
人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
・委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を、甲の書面による承諾を得ること
なく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
・委託業務に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理の
ために必要な措置を講じなければならない。
・貸与された文書等を書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
・委託業務を処理するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認める
ときは報告を求め、その検査をすることができる。
・委託業務を処理するに当たって個人情報等を収集するときは、委託事務を処理するために必要な範囲
内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・委託契約に神戸市情報セキュリティポリシーの遵守を明記しており、「データ等の廃棄」についてもこの
内容を遵守する事を前提にして契約している。
・委託契約の調査条項に基づき必要があると認めるときは調査を行い、または報告を求める。
・証明書コンビニ交付システムに関する委託については、直近２年度分の税情報のみを保有するように
システム的に制御しているため、削除された情報は保有しない。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[



1） 特に力を入れて行っている
]

4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 具体的な方法
・委託契約約款に神戸市情報セキュリティポリシーの遵守が明記されている。当該セキュリティポリシー
には、委託契約書の記載事項やセキュリティ確保への取組み状況等の調査が、再委託先にも適用され
ることが定められており、定期的に調査を実施する。

 その他の措置の内容

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞
]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

─



 その他の措置の内容 ─

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

特定個人情報の提供・移転については，番号法及び地方税法等の法令の規定に基づき認められる
事項について行う。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置：
・システム上、照会元から指定された検索条件に基づき得た結果を適切に提供・移転することを担保す
る。また、共通基盤システム上のデータ変更が生じた際には、項目のフォーマットチェックや論理チェック
（例えば、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われようとした場合や、転居を異動事
由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処理をエラーとする）がなされた情
報を通知することをシステム上で担保する。
・eLTAXにおいて情報提供を行う場合、税務担当者ＩＤ及び暗証番号により利用できる職員しか提供する
ことができず、提供方法は番号法等の規定に従ってシステムの機能で決められている。地方税ポータル
センタ（eLTAX）までは閉域網であるＬＧＷＡＮが利用され、暗号化通信がされており、決められた情報の
みを提供するようにシステム的に担保している。

誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置：
・接続相手方（業務サーバ）と共通基盤システムの間の通信では相互認証を実施するため、認証できな
い相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。
・eLTAXにおいて情報提供を行う場合、提供先として地方税ポータルセンタ（eLTAX）以外を設定すること
はできない仕様になっている。地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網であるＬＧＷＡＮが利用さ
れ、暗号化通信がされている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・共通基盤システムより提供されるデータを利用するには、事前に当該データのデータ管理者である所
管課より使用の許可を得ることを条件とし、当該許可書面の添付を求める。
そのうえで接続相手方と共通基盤システムの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できな
い相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。
・eLTAXにおいて特定個人情報の提供処理を行う場合、税務担当者ＩＤ及び暗証番号により利用できる
職員しか提供することができず、提供方法及び提供先はシステムの機能で決められている。なお、地方
税ポータルセンタへの送信には閉域網であるLGWANを用いており、データは暗号化をしているため情報
漏えいや紛失のリスクが軽減されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

─

 具体的な方法

特定個人情報（個人番号、４情報等）の提供を行う際に、提供の記録（提供・移転日時、操作者等）をシ
ステム上で管理し、指定された期間保存する。
なお、システム上、提供に係る処理を行ったものの提供が認められなかった場合についても記録を残
す。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞

]



 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められている範囲内においてのみ特定個人情報の照会を行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証
の発行と照会内容の照会許可用照合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報
提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、
番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリス
クに対応している。

②中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証のほかに、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されれるため、不適切な接続端末の操作や、不適
切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

(※1)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
(※2)番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報照
会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用するも
の。
(※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・入手した特定個人情報について、税務オンラインシステム内の情報と突合を行い、真正性及び正確性
確認を行う。また、別途、届出または申告時には、その都度、届出などの内容と突合を行い、特定個人
情報の正確性確認を行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネット
ワークシステムを使用して、情報提供個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情
報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められている範囲内においてのみ、中間サーバーから統合宛名システムを
通じ情報入手ができるようシステムによって制御されている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネット
ワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設定されているため、安全性が担保
されている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、必要なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められている範囲内においてのみ特定個人情報の提供を行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リ
ストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。

②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した
情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。

③機密情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供さ
れるリスクに対応している。

④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。

②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。

③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。

④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

(※)中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する
特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。
そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、必要なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応
している。

②中間サーバーと団体については、ＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、
通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。

③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視、障害
対応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特定個人情報へは
アクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている



]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

（神戸市における措置）
　本市では，情報提供ネットワークシステムとのすべての連携（接続）は，中間サーバーが行う構成となっており，情報提供ネットワーク
システム側から，本市の業務システムへのアクセスはできない。

（中間サーバー・ソフトウェアにおける措置）
(1) 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実施した職員，時刻，操作内
容の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
(2) 情報連携においてのみ，情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており，不正な名寄せが行われるリスクに対
応している。

（中間サーバー・プラットフォームにおける措置）
(1) 中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，必要なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総
合行政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
(2) 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通信を暗号化することで安全性を
確保している。
(3) 中間サーバー・プラットフォームでは，特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り，中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
(4) 特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサー
ビス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・中間サーバに登録されている情報を適切な頻度で更新し、その正確性を担保することでリスクに対応
する。また、情報提供の際は中間サーバを経由した相手先はシステムにより担保されているが、誤った
相手に提供していないことを事後確認する。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、提供許可証と情報照
会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定
個人情報が提供されるリスクに対応している。
②情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備するこ
とで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められている範囲内においてのみ、統合宛名システムから中間サーバーを
通じ情報提供ができるようシステムによって制御されている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から
受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。

②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライ連携を抑止する仕組みになっている。(※)暗号化・復号化機能と、鍵情報及び照会許可用照合リスト
を管理する機能。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、必要なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供される
リスクに対応している。

②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。

③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う業者及びクラウドサービス事業者においては、特
定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えな
いよう管理している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

＜選択肢＞



 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

＜神戸市における措置＞
・サーバは、ICカードで電子施錠された区画に設置している。
・バックアップ媒体は、耐震・耐火機能を満たした区画に設置した保管庫に保管するほか、遠隔地での保
管も実施している。
・停電等によるデータの消失を防ぐため、無停電電源装置を設置している。
・火災によるデータ消失を防ぐため、サーバ設置区画内に消防設備を備えている。
・サーバを格納しているラックには、耐震補強を実施している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録さ
れたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
サービス事業者が実施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。
ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。
日本国内でデータを保管している。

＜証明書コンビニ交付システムのデータセンターにおける措置＞
・サーバはデータセンターに設置しており、設置場所への入退室は生体認証による管理を行っている。
・停電等によるデータの消失を防ぐため、無停電電源装置と自家発電装置を設置している。
・火災によるデータ消失を防ぐため、サーバ設置区画内に新ガス系消火設備を備えている。
・データセンターは震度７の地震にも対応できる耐震・免震構造となっている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラ
ウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環
境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末については、業務時間内のセキュリティワイヤー等による固定、操作場所への入退室
管理、業務時間外の施錠できるキャビネット等への保管、などの物理的対策を講じている。
・外部記憶媒体については、限定された USBメモリ等以外の利用不可、施錠できるキャビネット等への
保管、使用管理簿による管理、などの安全管理措置を講じている。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群



 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

＜神戸市における措置＞
・サーバ及び端末にウィルス等対策ソフトウェアを常駐させ、定期的に定義ファイルの更新を行ってい
る。
・業務端末等ではWindowsのグループポリシによりすべてのリムーバブル記憶域へのアクセスを拒否し
ており、USBメモリ等の外部記憶媒体は接続しても使用できないように設定している。
・端末はICカード及びパスワードによりユーザ認証を行っている。
・端末で表示させた情報は、一時記憶領域を含め、端末内には保存されない仕組みを構築している。
・システムからはインターネットへの接続を行っていない。
・ファイアウォールを設置して、厳重な通信制御を行っている。
・不正なアクセスがないか、毎月通信ログを確認している。
・OSやミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用等のソフトウェアのアップデートを行
う。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワー
クを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うととも
に、ログの解析を行う。
・中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
・中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録さ
れたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉域ネット
ワーク環境に構築する。
・中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォームの事業者
及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。
・中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、移
行するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利用し
て通信を暗号化することでデータ移行を行う。

＜証明書コンビニ交付システムにおける措置＞
・サーバにウィルス等対策ソフトウェアを常駐させ、定期的に定義ファイルの更新を行っている。
・ファイアウォールを設置して、厳重な通信制御を行っている。
・不正なアクセスがないか、買いつき通信ログを確認している。
・ＯＳやミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用等のソフトウェアのアップデートを
行う。
・データセンターへのデータの送信は地方自治体専用のＬＧＷＡＮを使用し、送信するデータについても
暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準
【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタル庁。以下「利用基準」という。）に規定する「ASP」をいう。以下同
じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」
をいう。以下同じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビ
ティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理
を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24
時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を
行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドル
ウエアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離さ
れた閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウド
への接続については、閉域ネットワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末へのウイルス検出ソフトウェア等の導入により、ウイルス定義ファイルの定期的な更
新及びウイルスチェックを行い、マルウェア検出を行う。
・マイナポータル申請管理と地方公共団体との間は、専用線であるLGWAN回線を用いた通信を行うこと
で、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

3） 十分に行っていない

]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞



 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

1.令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメモリを紛失したと指定管理者から報告があった。
2.令和 3 年 7 月に免職となった元職員が業務用 PC を無断で持ち出した。
3.令和 3 年 8 月に保護者へメールを送付した際に、誤って「 Bcc 」ではなく「 To 」にメールアドレスを入
力したため、すべてのメールアドレスが送信先に公開された 。
4.令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間従事者への関係書類の誤送付が あった 。
5.令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類一式の内、高齢者見守り台帳対象者一覧を紛失した。
6.令和 3 年 10 月に指定管理者元職員による学童保育名簿等の持ち出しが発覚した。
7.令和 3 年 11 月にメールを送付した際に、添付ファイルを誤り必要以上の項目が登録されたファイルを
送付した。
8.令和 3 年 12 月に職務と関係なく個人情報を閲覧し、複数の知人に対して個人情報を閲覧させるな
ど、個人情報に不正アクセスを行った 。
9.令和4年8月に、市民から電話で受け付けた飼い犬の死亡・住所変更などの届出や、登録内容の修正
等に関する個人情報をメモしたノートを紛失した。
10.令和4年10月に市認定の消費生活マスターに事務連絡メールを送信した際に、誤って「Bcc」ではなく
「To」にメールアドレスを入力したため、すべてのメールアドレスが送信先に公開された。
11.令和5年4月に、押印漏れがあった書類を持参した市民の受付をした際に、受理した他の書類がない
ことに気付き、紛失した。
12.令和5年7月に、地域での会議に参加した後、会議で使用した世帯状況一覧を鞄の中に片付けたが、
次の訪問先で鞄から他のものを取り出す際に、当該書類を落とし、紛失した。
13.令和5年8月に、児童手当に係る書類の不備を申請者に送付する際に誤送付があった。
14.令和5年9月に、レセプト返戻のため保留にしていた申請書類を紛失した。
15.令和5年12月に、窓口で受理した申請書のうち、該当がなかった書類の返却時に内部書類を添付し、
手渡した。

 再発防止策の内容

1.当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリによる個人情報の取り扱いの停止と、個人情報の取り扱いにつ
いて是正勧告を行った。
2.退職時の手続きについて徹底・確認する。
3.ICTシステムを導入し、電子メールによる連絡手段を改める。
4.事務の確認手順の見直しと、封入の際には複数で確認を行うこと及び個人情報の厳重な取扱いにつ
いて職員に周知徹底した。
5.個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、適切な管理について全民生委員に対して周知した。
6.当該業務の全指定管理者を対象に臨時の研修の実施、業務の手引きの改訂を行い情報セキュリティ
の遵守の徹底を行った。
7.送付前に複数確認を徹底する。また、ファイルにはパスワード設定を行う。
8.当該職員及び当該課長級職員に懲戒処分を行った。また、全職員に対して、個人情報に関する研修を
徹底する。
9.令和4年春から導入しているe-KOBEによる電子届出への誘導を強化する。
10.複数にメールを一斉送信する場合は必ずダブルチェックを行うよう再度徹底する。
11.受付後の書類の保管の見直しをし、適切な 書類の管理を再度徹底。
12.個人情報が記載された文書の所外持ち出し禁止の再度徹底。
13.郵送物を発送する際のダブルチェックの徹底。
14.受付後の書類の保管の見直しをし、適切な書類の管理を再度徹底。
15.相手方に交付する書類（返却書類を含む）と、申請書およびダブルチェックのための内部書類とを別
ファイルに入れ明確に区分けすることの徹底。

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

 その他の措置の内容 ─

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法 生存する個人の個人番号と同様に安全管理措置を実施している。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞

]



 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 ─

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

─

 手順の内容

・システム上、保存年限の経過した特定個人情報を定期的に一括して削除する仕組みとする。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直近２年度の情報のみを保有するようにシステムで制御して
いるため、不要となった特定個人情報を保有することはない。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプ
ロセスにしたがって確実にデータを消去する。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末については、業務終了後の不要な個人番号付電子申請データ等の消去について徹
底し、必要に応じて管理者が確認する。
・外部記憶媒体については、定期的に内部のチェックを行い不要なデータの確認を行い、廃棄する場合
は管理者の承認を得て行う手順を定めている。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

・納税者情報については、随時、本人確認を行い、変更があればその都度データを修正している。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直近２年度の情報のみを保有するようにシステムで制御して
いるため、不要となった特定個人情報を保有することはない。また、税情報システムとは定期的に整合
性チェックを行っている。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末は、基本的には、個人番号付電子申請データの一時保管として使用するが、一時保
管中に再申請や申請情報の訂正が発生した場合には古い情報で審査等を行わないよう、履歴管理を行
う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている



3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

十分に行っている

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

＜神戸市における措置＞
・年に１回、全職員を対象に階層別に実施している情報セキュリティ研修及び新規採用職員を対象に実
施している個人情報保護に関する研修に，特定個人情報の保護に係る内容を追加して実施する。
・年に１回、人事異動後に業務所管部署が実施している、業務及びシステムに携わる職員を対象とした研
修に、特定個人情報の保護に係る内容を追加して実施する。
・研修の受講履歴を保管する。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資材
を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接続運用
規程等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施することとして
いる。
＜国税連携・審査システム（ｅＬＴＡＸ）おける措置＞
担当者を地方共同法人地方税共同機構が毎年実施しているセキュリティ研修会に参加させている。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
十分に行っている[ ＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

＜神戸市における措置＞
・年に１回、当該システムの保守・運用を所管する業務所管部署及び同システムを利用・運用する担当部
署において実施している情報セキュリティ自己点検に加え、担当部署において評価書の記載内容どおり
の運用が行われているか、確認する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的
に自己点検を実施することとしている。

＜国税連システム（ｅＬＴＡＸ）における措置＞
国税連携システム（eLTAX）にあっては、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び
情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準（平成25
年総務省告示第206号）」の達成状況について、自己評価を実施している。

＜神戸市における措置＞
・年に１回、業務所管部署が担当部署に対して評価書の記載内容どおりの運用が行われているか、内部
監査を実施して確認する。
・現在実施されている外部監査に、「評価書の記載内容どおりの運用が行われているか」等の項目を追
加の上、定期的に実施して確認する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき，中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を実施することとしてい
る。
・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者は、定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

＜審査システム（ｅＬＴＡＸ）における措置＞
　審査システム（eLTAX）及び国税連携システム（eLTAX）については、運営する認定委託先事業者が、毎
年度、情報セキュリティ監査（外部監査）を受けている。　また、地方税ポータルセンタ（eLTAX）について
は、運営する地方共同法人地方税共同機構が、毎年度、情報セキュリティ監査（外部監査）を受けてい
る。
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラウ
ドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査
機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞



＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウド
サービス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減及
び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いにつ
いて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起
因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因し
ない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するも
のとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

 ３．その他のリスク対策



Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先

郵便番号650-8570
神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所本庁舎１号館１８階）
神戸市　市長室　市民情報サービス課
電話番号：078－322-5175

 ②請求方法
請求者ご本人であることを証明する書類（個人番号カード、運転免許証、旅券等）を上記請求先へ持参
のうえ、個人情報開示請求書を提出する。

 特記事項 市ホームページに、請求方法等を掲載している。

 ③手数料等

[ 無料 ] ＜選択肢＞
1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法：
手数料は無料。ただし、写しの交付を希望する場合は、複写料実費（白
黒１枚あたり10円他）が必要。

）

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名 地方税の賦課徴収に関する事務 （個人情報取扱事務単位での目録の名称）

 公表場所

郵便番号650-8570
神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所本庁舎１号館１８階）
神戸市　市長室　市民情報サービス課
電話番号：078-322-5175

 ②対応方法 問合せの受付時及び対応について，記録を残す。

 ⑤法令による特別の手続

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先

郵便番号653-8762
神戸市長田区二葉町５丁目１－３２（新長田合同庁舎３階）
神戸市行財政局税務部　税務課
電話番号：078-647-9301



 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

神戸市個人情報保護審査会による点検

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和７年７月１日 から 令和７年７月３１日

神戸市民の意見提出手続に関する条例による意見募集手続き方法に準じて実施する。
全項目評価書は、市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公開するほか、担当課、市政情報室、各区役所での閲覧が可能。意見
の提出は、任意の様式により、下記の募集期間内において郵便、ファクシミリ、電子メール、担当課への
持参により受け付ける。

 １．基礎項目評価

 ①実施日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞



平成28年5月31日

Ⅲ 特定個人情報ファイル]の
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策
２．特定個人情報の入手
リスク４

＜電子データに対する措置＞
・電子データで提出される申告情報等は、専用
回線を介して入手している。

＜電子データに対する措置＞
・電子データで提出される申告情報等は、書留
便等又は専用回線を介して入手している。

事前

平成28年5月31日

Ⅲ 特定個人情報ファイル]の
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策
３．特定個人情報の使用
リスク４

証明書コンビニ交付システムの内容を追記。 事前

平成28年5月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所
②消去方法

証明書コンビニ交付システムの内容を追記。 事前

平成28年5月31日

Ⅲ 特定個人情報ファイル]の
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策
２．特定個人情報の入手
リスク３

電子申請受付システムの内容を追記。 事前

平成28年5月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
②入手方法
③入手の時期・頻度

電子申請受付システムの文言を追記。 事前

平成28年5月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

＜神戸市における措置＞
本市庁舎内の、

＜神戸市における措置＞
本市管理区域の、

事前

平成28年5月31日

Ⅱ．特定個人情報ファイルの
概要
２．基本情報
（別添２）ファイル記録項目

番号法対応により、法人番号管理テーブル、個
人番号管理テーブルを新規に追加。
電子申請受付システムのテーブルを新規に追
加。
特別徴収支援システムのテーブルを新規に追
加。
課税資料原票管理システムのテーブルを新規
に追加。
申告書ファイリングシステムのテーブルを新規
に追加。

事前

平成28年5月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

地方税申告書関係情報：本人又は本人の代理
人からの提出の都度／入手方法は紙

地方税申告書関係情報：本人又は本人の代理
人からの提出の都度／入手方法は紙及び電子
記憶媒体

事前

平成28年5月31日

Ⅱ．特定個人情報ファイルの
概要
２．基本情報

委託事項４～18を追記。 事前

平成28年5月31日

Ⅰ．基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム７

「システムの機能」の文字隠れ（システム管理機
能）を修正。

事前

平成28年5月31日

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム

システム10、11を追記。 事前

Ⅰ．基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６

所得税申告書等データ、法定調書（配当・報酬
資料ぜん、年金・給与資料せん）データを受領
する。

所得税申告書等データ、法定調書（配当・報酬
資料せん、年金・給与資料せん）データを受領
する。

事前

平成28年5月31日
Ⅰ．基本情報
（別添１）事務の内容

財務会計システムを追記。
電子申請受付システムを追記。
証明書コンビニ交付システムを追記。
証明書交付センターを追記。
市民税サブシステムを変更。

事前

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年5月31日

Ⅰ．基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２

「システムの機能」に個人番号等について照
会、帳票出力を行う旨を追記。
「他のシステムとの接続」に庁内連携システムを
追記。

事前

平成28年5月31日

Ⅰ．基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム３

「申告書等画像ファイリングシステム」により構
成されている。

「申告書ファイリングシステム」により構成されて
いる。

事前

平成28年5月31日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項4
⑥委託先名

テンプスタッフ株式会社 パーソルテンプスタッフ株式会社 事後 社名変更のため

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
⑥事務担当部署

北須磨支所 各支所 事後
北神出張所が北神支所へ変
更のため

平成30年3月30日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項

委託事項15・16を削除
委託事項17・18を15・16に番号変更

事前
現委託事項15・16について、
特定個人情報の取扱いがなく
なったため

平成30年3月30日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスクに対する措置の内容

番号法別表第二及び第19条第14号 番号法別表第二及び第19条第16号 事前
番号法改正による条項ずれの
訂正

平成30年2月28日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3
⑥委託先名

ＴＩＳ株式会社 株式会社ＴＫＣ 事後 業者変更のため

平成30年2月28日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。)

移転先29を追加
(難病の患者に対する医療等に関する法律によ
る特定医療費の支給に関する事務)

事前

平成29年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
⑥事務担当部署

３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体

４．特定個人情報ファイルの
取り扱いの委託
委託事項5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17
⑤委託先名の確認方法

課税企画課
市民税課
※所属名変更による

事後 職制改正のため

平成30年2月28日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項1
⑥委託先名

開発業務については、株式会社日立製作所
神戸支店。運用・保守業務については現在選定
中。

株式会社日立製作所　神戸支店 事後 業者決定のため

平成28年5月31日

Ⅲ 特定個人情報ファイル]の
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１

電子申請受付システムの内容を追記。
証明書コンビニ交付システムの内容を追記。

事前

平成28年5月31日

Ⅲ 特定個人情報ファイル]の
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク２
リスク３

証明書コンビニ交付システムの内容を追記。 事前

平成28年5月31日

Ⅲ．特性個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託

証明書コンビニ交付システムの内容を追記。 事前

平成28年5月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク４

情報提供ネットワークシステムを使用した特定
個人情報jの入手のみを実施するため

情報提供ネットワークシステムを使用した特定
個人情報の入手のみを実施するため

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年10月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

８項目目「特定個人情報の入手元である国税
庁」

「特定個人情報の入手元である他市区町村」 事後 記入誤りのため

平成30年10月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスクに対する措置の内容

下記の文言を追加
＜他市区町村に対する措置＞
・他市区町村との通信は、閉域網であるLGWAN
を利用するとともに、暗号化を行っている。

事後

eLTAX機能改善(住民登録外
課税通知・寄附金税額控除に
係る申告特例通知の団体間
回送)による

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

右の文言を追加

(他自治体からの（国税連携システム（eLTAX）
による）入手情報)
◆他自治体が作成した住民登録外課税通知、
寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等
を地方税ポータルセンタ(eLTAX)を通じて受領し
ている。
・住民登録外課税通知情報は提出があれば一
年を通じて受領している。
・寄附金税額控除に係る申告特例通知情報は1
月に受領する。

事後

eLTAX機能改善(住民登録外
課税通知・寄附金税額控除に
係る申告特例通知の団体間
回送)による

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先

提供先６ 一般社団法人地方税電子化協議会
提供先７ 他自治体の長(都道府県及び市区町
村)
を追加

事後

eLTAX機能改善(本人確認 地
方団体における特定個人情報
一括登録・寄附金税額控除に
係る申告特例通知の団体間
回送)による

平成30年10月31日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報を取り扱う事
務において使用するシステム
システム６
②システムの機能

　国税庁から、地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）
を通じて、所得税申告書等データ、法定調書
（配当・報酬資料せん、年金・給与資料せん）
データを受領する。また、地方税ポータルセンタ
（ｅＬＴＡＸ）を通じて、扶養是正情報等データを国
税庁に送付する。

※左の文言の後に下記を追加
同じく、地方税ポータルセンタ(eLTAX)を通じて、
住民登録外課税通知データ、寄附金税額控除
に係る申告特例通知データ等を他自治体との
間で送付及び受領する。

事後

eLTAX機能改善(住民登録外
課税通知・寄附金税額控除に
係る申告特例通知の団体間
回送)による

平成30年10月31日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報を取り扱う事
務
②事務の内容

eLTAXとの連携データを３種(項番③⑧⑨追加
これに伴い項番③～⑥を④～⑦に、⑦～⑯を
⑩～⑲に変更
(備考)も同様に変更

事後

eLTAX機能改善(本人確認 地
方団体における特定個人情報
一括登録・寄附金税額控除に
係る申告特例通知の団体間
回送)による

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

＜税収滞納管理システムにおける措置＞を追
加

事前
税収滞納管理システムをサー
バ仮想化基盤へ移行するた
め

平成30年10月31日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報を取り扱う事
務において使用するシステム
システム５
②システムの機能

②税務システムから審査システム（ｅＬＴＡＸ）へ
の連携：特別徴収額通知データ

②税務システムから審査システム（ｅＬＴＡＸ）へ
の連携：特別徴収額通知データ、特定個人情報
ファイル(本人確認用)

事後
eLTAX機能改善(本人確認 地
方団体における特定個人情報
一括登録)による

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項

委託事項14を削除
委託事項15・16を14・15に番号変更

事前

現委託事項14（経常データエ
ントリー業務：償却資産）につ
いて、特定個人情報の取扱い
がないため

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項15
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[○]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [    ]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) 事後

平成30年10月31日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報を取り扱う事
務
②事務の内容

「(別添1)事務の内容」 図のうち、統合宛名シス
テムから共通基盤システムへの「その他の個人
情報の流れ」矢印を追加

事後

平成30年10月31日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項９
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[○]紙
[○]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)
[    ]紙

事後

申告資料等（課税資料９は、
一旦スキャナーで取り込んで
可搬媒体（ＨＤＤ）に書き込み
エントリーデータ作成業者へ
引き渡している。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年5月1日
Ⅰ基本情報
７①部署②所属長の役職名

①行財政局主税部税制課
②行財政局税務部税制課長

①行財政局税務部税務課
②行財政局税務部税務課長

事後 令和元年の職制改正を反映

令和2年5月1日

Ⅰ基本情報
５.個人番号の利用
法令上の根拠

１．番号法・第９条（利用範囲）第１項　別表第一
の１６の項
 　地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例による地方税の賦課
徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む）に関する事務であって主務省令（※）
で定めるもの　（後略）

１．番号法・第９条（利用範囲）第１項　別表第一
の１６の項
 　地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例又は特別法人事業
税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平
成三十一年法律第四号）による地方税若しくは
特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しく
は特別法人事業税に関する調査（犯則事件の
調査を含む。）に関する事務であって主務省
（※）令で定めるもの　（後略）

事後 番号法上の条文改正を反映。

令和2年5月1日

Ⅰ基本情報
６.情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報提供】
番号法第19条第7号　別表第二の第３欄（情報
提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定
個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる以
下の項
第１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２３、２
６、２７、２８，２９、３１、３４、３５、３７、３９、４０、
４２、４８、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６
４、６５、６６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８７、
９１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１
０７、１０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２
０項
（後略）

【情報提供】
番号法第19条第7号　別表第二の第３欄（情報
提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定
個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる以
下の項
第１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２
３、２６、２７、２８，２９、３１、３４、３５、３７、３８、
３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６
１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、７４、
８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、９７、１０
１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１
４、１１５、１１６、１１７、１２０項
（後略）

事後

【情報提供】として追加されて
いる、「番号法別表第二」中の
第２０，３８，５３，８５の２ 項 を
反映。

平成30年10月31日 （別添２）ファイル記録項目 市民税サブシステムを追記 事前
市民税サブシステム再構築の
ため

令和2年5月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　②，及び システム
６　②

一般社団法人　地方税電子化協議会 地方共同法人　地方税共同機構 事後

平成３１年４月に先地方税共
同機構が設立され、地方税電
子化協議会によるeLTAXの運
営を引き継いだため。
※出資・運営が全地方公共団
体によるところは変わりない。

平成30年10月31日

Ⅱ ファイルの概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託

委託事項16「市民税サブシステムの開発及び
運用・保守業務」を追記

事前
市民税サブシステム再構築の
ため

平成30年10月31日

Ⅱ ファイルの概要
６．特定個人情報の保管・消
去

<神戸市仮想化基盤における措置>及び<市民
税サブシステムのデータセンターにおける措置>
を追記

事前
市民税サブシステム再構築の
ため

平成30年10月31日 Ⅰ 基本情報

システム12「申告受付支援システム」、システム
13「地方税電子申告支援サービス」、システム
14「課税資料イメージ管理サービス」、システム
15「課税業務支援システム」を追記。

事前
市民税サブシステム再構築の
ため

平成30年10月31日 （別添1）事務内容

⑫-8　確定申告及び申告書等修正データ等の
データを連携する
⑫-12 給与支払報告書イメージデータ及び給与
支払報告書データを連携する。

⑫-8　課税資料データ及び申告書等修正デー
タ等及び合算データを連携する。
⑫-12 課税資料イメージデータ及び課税資料パ
ンチデータを連携する。

事前
市民税サブシステム再構築の
ため

平成30年10月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転
リスク２

リスクに対する措置の内容に下記の文言を追
加
・eLTAXにおいて特定個人情報の提供処理を行
う場合、税務担当者ＩＤ及び暗証番号により利用
できる職員しか提供することができず、提供方
法及び提供先はシステムの機能で決められて
いる。なお、地方税ポータルセンタへの送信に
は閉域網であるLGWANを用いており、データは
暗号化をしているため情報漏えいや紛失のリス
クが軽減されている。

事後

eLTAX機能改善(本人確認 地
方団体における特定個人情報
一括登録・寄附金税額控除に
係る申告特例通知の団体間
回送)による

平成30年10月31日

Ⅲ．特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転
リスク３

リスクに対する措置の内容に下記の文言を追
加
・eLTAXにおいて情報提供を行う場合、税務担
当者ＩＤ及び暗証番号により利用できる職員しか
提供することができず、提供方法は番号法等の
規定に従ってシステムの機能で決められてい
る。地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域
網であるＬＧＷＡＮが利用され、暗号化通信がさ
れており、決められた情報のみを提供するよう
にシステム的に担保している。
・eLTAXにおいて情報提供を行う場合、提供先
として地方税ポータルセンタ（eLTAX）以外を設
定することはできない仕様になっている。地方
税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網である
ＬＧＷＡＮが利用され、暗号化通信がされてい
る。

事後

eLTAX機能改善(本人確認 地
方団体における特定個人情報
一括登録・寄附金税額控除に
係る申告特例通知の団体間
回送)による



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　⑥委託先名

パーソルテンプスタッフ株式会社 株式会社セゾンパーソナルプラス 事後

令和元年８月（神戸市全税部
門の合同庁舎への移転直前）
より委託先業者が変更となっ
たことを反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　⑤委託先の確認
方法

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

委託業務を所管する法人税務課に問い合わせ
ることで確認できる。

事後
平成３１年度の職制改正によ
る所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１～３　⑤委託先の
確認方法

委託業務を所管する税制課に問い合わせるこ
とで確認できる。

委託業務を所管する税務課に問い合わせるこ
とで確認できる。

事後
平成３１年度の職制改正によ
る所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　⑤委託先の確認
方法

委託業務を所管する納税促進課に問い合わせ
ることで確認できる。

委託業務を所管する収納管理課に問い合わせ
ることで確認できる。

事後
平成３１年度の職制改正によ
る所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３特定個人情報の入手・使用
⑦使用部署

※使用部署のうち以下について右記のとおり変
更
行財政局主税部税制課
納税促進課
各区市税事務所

行財政局税務部税務課
収納管理課
各区市税の窓口

事後
平成３１年度の職制改正によ
る所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

委託する
（　　　　　１６）件

委託する
（　　　　　１３）件

事後

・旧市民税サブシステム中の
平成３１年度まで並行稼働し
ていた課税原票管理システ
ム・申告書ファイリングシステ
ムの委託について削除した。
・令和元年８月より、神戸市税
部門が新長田合同庁舎に集
約されたため、各区からの大
量の課税資料を新長田分室
へ搬送する業務「課税資料搬
送業務」の委託がなくなり削除
した。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３特定個人情報の入手・使用
①入手元

※入手元のうち以下について右記のとおり変更
市民参画推進局
保健福祉局

行財政局住民課
福祉局

事後
令和２年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３.特定個人情報の入手・使用
③入手の時期・頻度

（前略）
＿公的年金支払者等から、DVDで一般社団法
人地方税電子化協議会に＿
（後略）

（前略）
＿公的年金支払者等から、DVDで地方共同法
人地方税共同機構に＿
（後略）

事後

平成３１年4月に先地方税共
同機構が設立され、地方税電
子化協議会によるeLTAXの運
営を引き継いだたことを反映。
※出資・運営が全地方公共団
体によるところは変わりない。

令和2年5月1日
Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容　（備考）

「１２各種申告の登録・連携」について、上記削
除に内容を修正

事後

平成３１年中まで並行稼働し
ていた旧市民税サブシステム
のうち、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ上で
稼働している市民税サブシス
テムが引き継いだ機能部分
（課税原票管理システム・申告
書ファイリングシステム）につ
いて削除した。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２基本情報
⑥事務担当部署

「各連絡所」を削除 事後

令和２年度の職制改正によ
り、令和２年度より連絡所から
出張所となったため（従前から
の西神中央出張所はそのま
ま）。

令和2年5月1日
Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容

「課税資料原票管理システム」及び「申告書ファ
イリングシステム」及び関連矢印部分を削除

事後

平成３１年中まで並行稼働し
ていた旧市民税サブシステム
のうち、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ上で
稼働している市民税サブシス
テムが引き継いだ機能部分
（課税原票管理システム・申告
書ファイリングシステム）につ
いて削除した。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供先１

番号法第１９条別表第２に定める＿（中略）＿５
６件

番号法第１９条別表第２に定める＿（中略）＿６
０件

事後
番号法別表第２で規定してい
る提供先が、４件増加したこと
を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４特定個人情報ファイルの委
託
委託事項１３（旧１６）
⑤委託先名

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

委託業務を所管する税務課に問い合わせるこ
とで確認できる。

事後

システム所管課の変更（税務
部内移管）、及び平成３１年度
の職制改正による所属名の変
更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供の有無

６２件 ６６件 事後
番号法別表第２で規定してい
る提供先が、４件増加したこと
を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４特定個人情報ファイルの委
託
委託事項１１
⑤委託先名

株式会社インテック　西日本地区本部
株式会社インテック　行政システム事業本部
西日本公共ソリューション部

事後 委託先の部署名変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４特定個人情報ファイルの委
託
委託事項１２（旧１５）
⑤委託先名

委託業務を所管する税制課に問い合わせるこ
とで確認できる。

委託業務を所管する税務課に問い合わせるこ
とで確認できる。

事後
平成３１年度の職制改正によ
る所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項９
⑥委託先名

株式会社日本ワークシステム・ポートスタッフ株
式会社

毎年入札により決定する。 事後

（特別徴収：課税資料データ入
力準備・点検作業）
当初課税に係る大量データ入
力業務及び関連業務について
は、委託事務・価格等の適正
化を図るため、毎年競争入札
を実施しているので、実態に
即した記述とした。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１０
⑦委託先名の確認方法

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

業務を利用している市民税課を通して、当該委
託業務を所管する兵庫県に確認することができ
る。

事後
契約・実施・管理・運営主体が
兵庫県であるため、実態に即
した修正を行った。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項７
⑥委託先名

株式会社ユニオン・データサービス 毎年入札により決定する。 事後

（普通徴収：課税資料データパ
ンチ入力業務）
当初課税に係る大量データ入
力業務及び関連業務について
は、委託事務・価格等の適正
化を図るため、毎年競争入札
を実施しているので、実態に
即した記述とした。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項８
⑥委託先名

株式会社ＫＣＳソリューションズ 毎年入札により決定する。 事後

（特別徴収：課税資料データパ
ンチ入力業務）
当初課税に係る大量データ入
力業務及び関連業務について
は、委託事務・価格等の適正
化を図るため、毎年競争入札
を実施しているので、実態に
即した記述とした。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１２，１３，１４　（削
除）

・委託事項１２，１３を削除（課税原票管理シス
テム，申告書ファイリングシステムの保守開発
等）
・委託事項１４を削除（課税資料運搬業務）

委託既存の１５～１６について１２～１３に振り直
した。
（以下、振り直した項番で記載）。

事後

以下の委託事項の削除によ
り、項番の振り直しを行った。

①平成３１年度中まで並行稼
働していた旧市民税サブシス
テムのうち、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ
上で稼働している新市民税サ
ブシステムが引き継いだ機能
部分の委託事項について削
除。
②令和元年８月より、神戸市
税部門が新長田合同庁舎に
集約されたため、各区からの
大量の課税資料を新長田分
室へ搬送する業務「課税資料
搬送業務」の委託がなくなり削
除。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項６
⑥委託先名

株式会社日本ワークシステム 毎年入札により決定する。 事後

（普通徴収：課税資料データ入
力準備・点検作業）
当初課税に係る大量データ入
力業務及び関連業務について
は、委託事務・価格等の適正
化を図るため、毎年競争入札
を実施しているので、実態に
即した記述とした。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先２５～２６

保健福祉局健康部 健康局保健所 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先２７

保健福祉局障害福祉部 福祉局障害者支援課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先２３

保健福祉局高齢福祉部 福祉局高齢福祉課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先２４

保健福祉局高齢福祉部 福祉局介護保険課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先１４～２０

こども家庭局こども企画育成部 こども家庭局家庭支援課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先２１

こども家庭局子育て支援部 こども家庭局家庭支援課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先９

保健福祉局総務部保護課 福祉局保護課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先１０～１３

保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課 福祉局国保年金医療課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供先７
⑦時期・頻度

住登外課税通知：6月ほか随時
寄附金税額控除にかかる申告特例通知書：１
月

住登外課税通知：月1回
寄附金税額控除にかかる申告特例通知書：１
月

事後

他自治体との税額決定のため
のＬＧＷＡＮ経由の情報のやり
とりについて、現時点での連
携頻度を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先１～８

保健福祉局障害福祉部 福祉局障害者支援課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供先４
⑥提供方法

[   ]フラッシュメモリー
[〇]その他（総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ））

[〇]フラッシュメモリー
[〇]その他（総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ））

事後

国税庁との修正申告等のデー
タを連携しているもの。
国税庁の推奨はＬＧＷＡＮ経
由であるが、国税庁側持参の
ＵＳＢメモリーによってデータ
連携を行っており、この実態を
反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供先６

一般社団法人　地方税電子化協議会 地方共同法人　地方税共同機構 事後

平成３１年4月に先地方税共
同機構が設立され、地方税電
子化協議会によるeLTAXの運
営を引き継いだたことを反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供先３
④提供する情報の対象となる
本人の数

１万人以上１０万人未満 １０万人以上１００万人未満 事後
令和元年７月より、日本年金
機構が正式に情報連携に参
加したことにより増加。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供先３
⑦時期・頻度

当初分：毎年８月
更正分：月1回

当初分：毎年７月
更正分：月１回

事後 連携時期の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
提供先３

日本年金機構，年金保険者（※日本年金機構
については開始時期未定）

日本年金機構，年金保険者 事後

令和元年７月より、日本年金
機構が正式に情報連携に参
加したことにより（試験運用は
平成３１年４月より開始）。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託の有無

委託する
（　　　　　１３）件

委託する
（　　　　　１４）件

※以下､委託先の追加にかかる記載

事前

令和2年5月1日

Ⅴ開示請求、問合せ
２．特定個人情報の取扱いに
関する問合せ
①連絡先

郵便番号650-7570
神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所本
庁舎１号館１９階）
神戸市役所　行財政局　主税部　税制課
電話番号：078-322-6467

郵便番号653-0042
神戸市長田区二葉町５丁目１－３２（新長田合
同庁舎３階）
神戸市行財政局税務部　税務課
電話番号：078－647-9301

事後
職制改正による所属名の変更
及び入居場所変更。

令和2年5月1日

Ⅵ評価実施手続
１．基礎項目評価
実施日

平成30年10月29日 令和2年4月10日 事後 直近実施日に更新。

令和2年5月1日

Ⅴ開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

郵便番号650-7570
神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所本
庁舎２号館２階）
神戸市市民参画推進局　市民情報サービス課
電話番号：078-322-5175

郵便番号650-８570
神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所本
庁舎１号館１８階）
神戸市市長室広報戦略部　市民情報サービス
課
電話番号：078-322-5175

事後
職制改正による所属名の変更
及び入居場所変更。

令和2年5月1日

Ⅴ開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
④個人情報ファイル簿の公表

神戸市中央区加納町６丁目５番１号
神戸市市民参画推進局　市民情報サービス課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号
神戸市市長室広報戦略部　市民情報サービス
課

事後
職制改正による所属名の変
更。

令和2年5月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
7．特定個人情報ファイルの保
管・消去
⑨過去3年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容
再発予防の内容

あり
＜その内容＞
①平成26年8月に保存期限未到来の戸籍謄本
等交付申請書（約1万1千件）が保管場所にない
ことに気
が付いた。文書廃棄時に誤って廃棄したと思わ
れる。
②平成26年10月及び平成27年1月に職員が職
務と関係なく知人の個人情報を閲覧し、知人に
対して個
人情報を告げるなど、個人情報を不正に収集
し、不当に使用した。

＜再発防止の内容＞
①保存期間によりラベルの色を変え、保管場所
を分ける。廃棄時には複数人により対象文書の
確認を行う。
②全庁的に個人情報の適切な取扱いについて
通知を行い、個人情報の適切な取扱いの確認
及び周知
徹底を図った。

あり
＜その内容＞
１．令和元年６月に、保存期限が未到来の国民
健康保険柔道整復施術療養費支給申請書が
保管場所にないことに気付いた。文書廃棄時に
誤って廃棄したものと思われる。
２．令和元年８月に乳幼児健康診査カルテの一
部を紛失していることに気づいた。庁舎移転に
伴う文書廃棄時に誤って廃棄したものと思われ
る。
３．平成31年3月に個人情報の記録されたパソ
コン等が事務所から盗難にあった。

＜再発防止の内容＞
１．公文書の適正な管理及び個人情報の保護
及び、廃棄時には複数職員で文書の確認を徹
底するよう職員に周知した。
２．文書管理の適正管理を行い、再発防止を徹
底します。特に文書廃棄時の点検を慎重に行
い、複数確認を徹底する。
３．防犯対策と物品の適正管理を徹底します。

事後
直近３年以内の状態に更新し
た。

令和2年5月1日
Ⅳその他のリスク対策
２.従業者に対する教育・啓発

（前略）
担当者を一般社団法人地方税電子化協議会が
毎年実施している＿
（後略）

（前略）
担当者を地方共同法人地方税共同機構が毎年
実施している＿
（後略）

事後

平成３１年4月に先地方税共
同機構が設立され、地方税電
子化協議会によるeLTAXの運
営を引き継いだたことを反映。
※出資・運営が全地方公共団
体によるところは変わりない。

令和2年5月1日
（別添２）特定個人情報ファイ
ルの記録項目

旧市民税サブシステム中の「課税資料原票管
理システム」及び「申告書ファイリングシステム」
部分を削除

事後

平成３１年度中まで並行稼働
していた旧市民税サブシステ
ムについては、ＬＧＷＡＮ－ＡＳ
Ｐ上で稼働している新市民税
サブシステムがその機能を引
き継ぎ、システム廃止となった
ため関係部分を削除。

令和2年5月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
情報保護管理体制の確認

（前略）
・国税連携システム(ｅＬＴＡＸ）の運営に関する業
務は、一般社団法人地方税電子化協議会が＿
（中略）
＿また、毎年度、一般社団法人地方税電子化
協議会が委託する＿
（後略）

（前略）
・国税連携システム(ｅＬＴＡＸ）の運営に関する業
務は、地方共同法人地方税共同機構が＿
（中略）
＿また、毎年度、地方共同法人地方税共同機
構が委託する＿
（後略）

事後

平成３１年4月に先地方税共
同機構が設立され、地方税電
子化協議会によるeLTAXの運
営を引き継いだたことを反映。
※出資・運営が全地方公共団
体によるところは変わりない。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先２８

住宅都市局住宅管理部住宅管理課 建築住宅局住宅管理課 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。

令和2年5月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５特定個人情報の提供・移転
移転先２９

保健福祉局健康部 健康局保健所 事後
令和2年度の職制改正による
所属名の変更を反映。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転

移転先３０（こども家庭局家庭支援課）を追加

※令和３年度限定予定。新型コロナウイルス感
染症による影響が長期化する中で、低所得の
子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の
支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別
給付金を支給する事務に利用するため（本事業
への地方税法第２２条の守秘義務解除済み）

事前

直近実施日に更新。

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転

移転を行っている（２９件） 移転を行っている（３０件） 事前

令和3年6月1日

Ⅵ評価実施手続
１．基礎項目評価
実施日

令和2年4月10日 令和3年5月17日 事後

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報ファイルの
保管・消去
①保管場所

＜神戸市における措置＞
本市管理区域内の、ICカードによるセキュリティ
ドアで区画されたエリアに設置するサーバ内に
保管する。サーバへのアクセスには、ID及びパ
スワードによる認証が必要となる。

＜神戸市における措置＞
本市管理区域内のセキュリティドアで区画され
たエリアに設置するサーバ内に保管する。サー
バへのアクセスには、ID及びパスワードによる
認証が必要となる。

事後
セキュリティードアの改修によ
り。

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
８．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１
⑦再委託の有無

再委託しない

※委託先追加にかかる記載
事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
８．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１
⑥委託先名

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
８．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１
④委託先への特定個人情報
の提供方法

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
８．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１
⑤委託先名の確認方法

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
７．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１
②取り扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

委託契約先である行財政局区役所課へ問い合
わせることで確認できる

※委託先追加にかかる記載

事前

その他：庁舎内にてシステム機器を直接操作。
システム内から特定個人情報ファイルを取り出
すことはない

※委託先追加にかかる記載

事前

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
８．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１
③委託先における取扱者数

50人以上100人未満

※委託先追加にかかる記載
事前

株式会社パソナ

※委託先追加にかかる記載
事前

特定個人情報ファイルの全体
対象となる本人の数：100万人以上1000万人未
満
対象となる本人の範囲：特定個人情報ファイル
と同じ
その妥当性：民間の保有する高度な知識・技術
を活用することにより、コストの低減及び効率的
な窓口運用を行うことが可能になる。窓口応対
時に操作するシステムには特定個人情報が含
まれており、それらを分離して業務委託すること
は非合理的である。

※委託先追加にかかる記載

事前

令和3年6月1日

令和3年6月1日

区役所市民課、保険年金医療業務及びおくや
みコーナー業務のうち、職員が行うことと定めら
れている業務を除く業務

※委託先追加にかかる記載

令和3年6月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項

区役所窓口受付業務委託

※委託先追加にかかる記載
※備考：市民課業務に税証明発行を含む

事前

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項1
①委託内容



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

５．６．を追加令和4年3月23日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

１．令和元年６月に、保存期限が未到来の国民
健康保険柔道整復施術療養費支給申請書が
保管場所にないことに気付いた。文書廃棄時に
誤って廃棄したものと思われる。
２．令和元年８月に乳幼児健康診査カルテの一
部を紛失していることに気づいた。庁舎移転に
伴う文書廃棄時に誤って廃棄したものと思われ
る。
３．平成31年3月に個人情報の記録されたパソ
コン等が事務所から盗難にあった。
４．令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメ
モリを紛失したと指定管理者から報告があっ
た。

１．令和元年６月に、保存期限が未到来の国民
健康保険柔道整復施術療養費支給申請書が
保管場所にないことに気付いた。文書廃棄時に
誤って廃棄したものと思われる。
２．令和元年８月に乳幼児健康診査カルテの一
部を紛失していることに気づいた。庁舎移転に
伴う文書廃棄時に誤って廃棄したものと思われ
る。
３．平成31年3月に個人情報の記録されたパソ
コン等が事務所から盗難にあった。
４．令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメ
モリを紛失したと指定管理者から報告があっ
た。
５．令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間
従事者への関係書類の誤送付が あった 。
６．令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類
一式の内、高齢者見守り台帳対象者一覧を紛
失した。

事後

令和4年3月23日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

再発防止策の内容

１．公文書の適正な管理及び個人情報の保護
及び、廃棄時には複数職員で文書の確認を徹
底するよう職員に周知した。
２．文書管理の適正管理を行い、再発防止を徹
底します。特に文書廃棄時の点検を慎重に行
い、複数確認を徹底する。
３．防犯対策と物品の適正管理を徹底します。
４．当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリ による
個人情報の取り扱い の停止と 、個人情報の取
り扱いについて是正勧告を行った。

１．公文書の適正な管理及び個人情報の保護
及び、廃棄時には複数職員で文書の確認を徹
底するよう職員に周知した。
２．文書管理の適正管理を行い、再発防止を徹
底します。特に文書廃棄時の点検を慎重に行
い、複数確認を徹底する。
３．防犯対策と物品の適正管理を徹底します。
４．当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリ による
個人情報の取り扱い の停止と 、個人情報の取
り扱いについて是正勧告を行った。
５．事務の確認手順の見直しと、封入の際には
複数で確認を行うこと及び個人情報の厳重な取
扱いについて職員に周知徹底した。
６．個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、
適切な管理について全民生委員に対して周知
した。

事後 ５．６．を追加

令和３年9月1日施行の番号法
改正に伴う対応

令和4年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５
①委託内容
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
・対象となる本人の数
・対象となる本人の範囲
・その妥当性
③委託先における取扱者数
⑥委託先名

委託事項５　軽自動車税原動機付自転車等標
識交付業務
①軽自動車税原動機付自転車等標識交付業
務を行うにあたり特定個人情報ファイルの確認
②
・１万人以上10万人未満
・軽自動車税での原動機付自転車等の登録を
するために申告した者
・当業務を委託するにあたっての知識・ノウハウ
を持ち合わせている。

③10人未満
⑥兵庫県自家用自動車協会連合会

委託事項５　軽自動車税業務
①軽自動車税業務を行うにあたり特定個人情
報ファイルの確認
②
・10万人以上100万人未満
・軽自動車税での四輪、自動二輪、原動機付自
転車等の登録をするために申告した者
・適正に個人情報を保護・管理でき、本市の求
めるサービス仕様及びセキュリティ要件を満た
すことのできる民間業者である。
③10人以上50人未満
⑥パーソルテンプスタッフ株式会社

事前
委託業務範囲の拡大に伴う対
応

令和3年8月31日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先５
①法令上の根拠
③提供する情報

①番号法第１９条第８号、地方税法第３１７条
③番号法第１９条第８号に規定する事項

①番号法第１９条第９号、地方税法第３１７条
③番号法第１９条第９号に規定する事項

事前

令和３年9月1日施行の番号法
改正に伴う対応

令和3年8月31日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先４
①法令上の根拠
③提供する情報

①番号法第１９条第８号、地方税法第３１７条
③番号法第１９条第８号に規定する事項

①番号法第１９条第９号、地方税法第３１７条
③番号法第１９条第９号に規定する事項

事前
令和３年9月1日施行の番号法
改正に伴う対応

令和3年8月31日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先１
①法令上の根拠
②提供先の用途
③提供する情報

①番号法第１９条第７号別表第二
②番号法第１９条第７号別表第二に定める各事
務
③番号法第１９条第７号別表第二に定める各事
務

①番号法第１９条第８号別表第二
②番号法第１９条第８号別表第二に定める各事
務
③番号法第１９条第８号別表第二に定める各事
務

事前

令和3年8月31日

Ⅰ基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報提供】
番号法第19条第7号　別表第二の第３欄（情報
提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定
個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる以
下の項
【情報照会】
番号法第19条第7号　別表第二の第２７項

【情報提供】
番号法第19条第8号　別表第二の第３欄（情報
提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定
個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる以
下の項
【情報照会】
番号法第19条第8号　別表第二の第２７項

事前
令和３年9月1日施行の番号法
改正に伴う対応

令和3年8月31日

Ⅵ評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容

意見なし 事前

令和3年8月31日

Ⅵ評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

令和3年6月23日　から　令和3年7月23日 事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年5月18日

Ⅵ評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容

意見なし 事前

令和4年5月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
委託事項４
委託事項５
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
・その妥当性

委託事項３（その妥当性）
・一般社団法人地方税電子化協議会において、
登録委託先事業者として認められた民間業者
であり、本市の求めるサービス仕様及びセキュ
リティ要件を満たすことのできる民間業者であ
る。

委託事項４（その妥当性）
・JISQ15001：2006により適正に個人情報を保
護・管理でき、本市の求めるサービス仕様及び
セキュリティ要件を満たすことのできる民間業者
である。

委託事項５（その妥当性）
・適正に個人情報を保護・管理でき、本市の求
めるサービス仕様及びセキュリティ要件を満た
すことのできる民間業者である。

委託事項３（その妥当性）
・本市の求めるサービス仕様及びセキュリティ
要件を満たすことのできる民間業者に委託する
必要がある。

委託事項４（その妥当性）
・JISQ15001：2006により適正に個人情報を保
護・管理でき、本市の求めるサービス仕様及び
セキュリティ要件を満たすことのできる民間業者
に委託する必要がある。

委託事項５（その妥当性）
・適正に個人情報を保護・管理でき、本市の求
めるサービス仕様及びセキュリティ要件を満た
すことのできる民間業者に委託する必要があ
る。

事後
第三者点検部会の審査を受
けて修正

令和4年5月18日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

再発防止策の内容

１．公文書の適正な管理及び個人情報の保護
及び、廃棄時には複数職員で文書の確認を徹
底するよう職員に周知した。
２．文書管理の適正管理を行い、再発防止を徹
底します。特に文書廃棄時の点検を慎重に行
い、複数確認を徹底する。
３．防犯対策と物品の適正管理を徹底します。
４．当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリ による
個人情報の取り扱い の停止と 、個人情報の取
り扱いについて是正勧告を行った。
５．事務の確認手順の見直しと、封入の際には
複数で確認を行うこと及び個人情報の厳重な取
扱いについて職員に周知徹底した。
６．個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、
適切な管理について全民生委員に対して周知
した。

１．公文書の適正な管理及び個人情報の保護
及び 、廃棄時には複数職員で文書の確認を徹
底するよう職員に周知した。
２．文書管理の適正管理を行い、再発防止を徹
底します。特に文書廃棄時の点検を慎重に行
い、複数確認を徹底する。
３．当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリによる
個人情報の取り扱いの停止と、個人情報の取り
扱いについて是正勧告を行った。
４．退職時の手続きについて徹底・確認する。
５．ICTシステムを導入し、電子メールによる連
絡手段を改める。
６．事務の確認手順の見直しと、封入の際には
複数で確認を行うこと及び個人情報の厳重な取
扱いについて職員に周知徹底した。
７．個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、
適切な管理について全民生委員に対して周知
した。
８．当該業務の全指定管理者を対象に臨時の
研修の実施、業務の手引きの改訂を行い情報
セキュリティの遵守の徹底を行った。
９．送付前に複数確認を徹底する。また、ファイ
ルにはパスワード設定を行う。
１０．当該職員及び当該課長級職員に懲戒処分
を行った。また、全職員に対して、個人情報に関
する研修を徹底する。

事後 時点修正

令和4年5月18日

Ⅵ評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

令和4年4月20日 から 令和4年5月20日 事前

令和4年3月23日

Ⅵ評価実施手続
１．基礎項目評価
実施日

令和3年5月17日 令和4年3月10日 事前

令和4年5月18日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

１．令和元年６月に、保存期限が未到来の国民
健康保険柔道整復施術療養費支給申請書が
保管場所にないことに気付いた。文書廃棄時に
誤って廃棄したものと思われる。
２．令和元年８月に乳幼児健康診査カルテの一
部を紛失していることに気づいた。庁舎移転に
伴う文書廃棄時に誤って廃棄したものと思われ
る。
３．平成31年3月に個人情報の記録されたパソ
コン等が事務所から盗難にあった。
４．令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメ
モリを紛失したと指定管理者から報告があっ
た。
５．令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間
従事者への関係書類の誤送付が あった 。
６．令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類
一式の内、高齢者見守り台帳対象者一覧を紛
失した。

１．令和元年６月に、保存期限が未到来の国民
健康保険柔道整復施術療養費支給申請書が
保管場所にないことに気付いた。文書廃棄時に
誤って廃棄したものと思われる。
２．令和元年８月に乳幼児健康診査カルテの一
部を紛失していることに気づいた。庁舎移転に
伴う文書廃棄時に誤って廃棄したものと思われ
る。
３．令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメ
モリを紛失したと指定管理者から報告があっ
た。
４．令和３年７月に 免職となった元職員が業務
用 PC を 無断で 持ち出した。
５．令和３年８月に保護者へメールを送付した際
に、誤って「 Bcc 」ではなく「 To 」にメールアドレ
スを入力したため、すべてのメールアドレスが送
信先に公開された。
６．令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間
従事者への関係書類の誤送付が あった 。
７．令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類
一式の内、高齢者見守り台帳対象者一覧を紛
失した。
８．令和３年 10 月に指定管理者元職員による
学童保育名簿等の持ち出しが発覚した。
９．令和３年 11 月にメールを送付した際に、添
付ファイルを誤り必要以上の項目が登録された
ファイルを送付した。
１０．令和 3 年 12 月に、職務と関係なく個人情
報を閲覧し、複数の知人に対して個人情報を閲
覧させるなど、個人情報に不正アクセスを行っ
た。

事後 時点修正



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６特定個人情報の保管・消去
①保管場所

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置している。データセンターへの入館、
及びサーバー室への入室を行う際は、警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中
間サーバーのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

事後 時点修正

令和4年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６特定個人情報の保管・消去
③消去方法

＜本市における措置＞
・サーバ・ＰＣ等電子機器の廃棄時には、データの復
元が不可能となるよう物理的破壊又は専用ソフト等を
利用して完全に消去する。
・紙または記憶媒体による課税資料については、定め
られた保存年限を経過した後、個人情報の流失がな
いよう文書取扱規程にしたがって廃棄処分している。

＜審査システム（eLTAX）のサーバ及び国税連携シス
テム（eLTAX）のサーバにおける措置＞
・国税連携システムについては、一定期間(最長２年）
保存しているが、年サイクルで一括削除機能により消
去している。審査システムについては、平成２７年１２
月に同様の削除機能が追加される予定

＜証明書コンビニ交付システムのデータセンターにお
ける措置＞
・証明書コンビニ交付システムでは直近２年度分の税
情報のみを保管するようにシステム的に制御している
ため、年度を越えた税情報については自動的に消去
される。

＜本市における措置＞
・サーバ・ＰＣ等電子機器の廃棄時には、データの復
元が不可能となるよう物理的破壊又は専用ソフト等を
利用して完全に消去する。
・紙または記憶媒体による課税資料については、定め
られた保存年限を経過した後、個人情報の流失がな
いよう文書取扱規程にしたがって廃棄処分している。

＜審査システム（eLTAX）のサーバ及び国税連携シス
テム（eLTAX）のサーバにおける措置＞
・国税連携システムについては、一定期間(最長２年）
保存しているが、年サイクルで一括削除機能により消
去している。審査システムについては、平成２７年１２
月に同様の削除機能が追加される予定

＜証明書コンビニ交付システムのデータセンターにお
ける措置＞
・証明書コンビニ交付システムでは直近２年度分の税
情報のみを保管するようにシステム的に制御している
ため、年度を越えた税情報については自動的に消去
される。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作に
よって実施されるため、通常、中間サーバー・プラット
フォームの事業者が特定個人情報を消去することは
ない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・
プラットフォームの事業者において、保存された情報
が読み出しできないよう、物理的破壊または専用ソフト
等を利用して完全に消去する。

事後 時点修正

令和4年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２基本情報
④記録される項目
　その妥当性

・業務関係情報：
　国税関係情報：対象者の確定申告書に基づ
き、個人住民税の税額を算出するため
　地方税関係情報：市税の賦課・徴収に関する
情報を把握するため
　医療保険関係：個人住民税の控除額を算出
するため
　障害者福祉関係情報：障害者に係る市税の
減免を行うため
　生活保護・社会福祉関係情報：生活保護者に
関して市税の非課税措置、減免を行うため
　介護・高齢者福祉関係情報：介護保険料の情
報に基づき、徴収方法を判定するため
　年金関係情報：公的年金等支払報告書に基
づき、個人住民税の税額を算出するため

・業務関係情報：
　国税関係情報：対象者の確定申告書に基づ
き、個人住民税の税額を算出するため
　地方税関係情報：市税の賦課・徴収に関する
情報を把握するため
　医療保険関係：個人住民税の控除額を算出
するため
　障害者福祉関係情報：障害者に係る市税の
減免を行うため
　生活保護・社会福祉関係情報：生活保護者に
関して市税の非課税措置、減免を行うため
　介護・高齢者福祉関係情報：介護保険料の情
報に基づき、徴収方法を判定するため
　年金関係情報：公的年金等支払報告書に基
づき、個人住民税の税額を算出するため
　公金受取口座登録・連携ファイル関係情報：
市税等の還付に際し、公金受取口座情報を利
用するため。

事前

令和4年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３特定個人情報の入手・使用
①入手元

行政機関・独立行政法人等
国税庁，地方公共団体情報システム機構，陸
運支局，軽自動車検査協会，日本年金機構

行政機関・独立行政法人等
国税庁，地方公共団体情報システム機構，陸
運支局，軽自動車検査協会，日本年金機構、デ
ジタル庁

事前

令和4年12月26日

Ⅰ基本情報
５.個人番号の利用
法令上の根拠

１．番号法・第９条（利用範囲）第１項　別表第一
の１６の項
 　地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例又は特別法人事業
税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平
成三十一年法律第四号）による地方税若しくは
特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しく
は特別法人事業税に関する調査（犯則事件の
調査を含む。）に関する事務であって主務省
（※）令で定めるもの。
 ※番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令第１６条

２．行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(平成２５年５
月３１日法律第２８号)により地方税法、国税通
則法、所得税法の一部が改正され、税務関係
書類に個人番号の記載を求める措置が講じら
れている。

１．番号法・第９条（利用範囲）第１項　別表第一
の１６の項
 　地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例又は特別法人事業
税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平
成三十一年法律第四号）による地方税若しくは
特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しく
は特別法人事業税に関する調査（犯則事件の
調査を含む。）に関する事務であって主務省
（※）令で定めるもの。
 ※番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令第１６条

２．行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(平成２５年５
月３１日法律第２８号)により地方税法、国税通
則法、所得税法の一部が改正され、税務関係
書類に個人番号の記載を求める措置が講じら
れている。

３．公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律
（令和３年法律第３８号）第９条

事前

令和4年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２基本情報
④記録される項目
　主な記録項目

・業務関係情報
国税関係情報、地方税関係情報、医療保険関
係情報、障害者福祉関係情報、介護・高齢者福
祉関係情報、年金関係情報

・業務関係情報
国税関係情報、地方税関係情報、医療保険関
係情報、障害者福祉関係情報、介護・高齢者福
祉関係情報、年金関係情報、その他「公金受取
口座登録・連携ファイル関係情報」

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年12月26日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク５
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを
使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、
漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。

②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可さ
れていないシステムからのアクセスを防止する仕組み
を設けている。

③情報照会が完了又は中断した情報照会結果につい
ては、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能に
おいて自動で削除することにより、特定個人情報が漏
えい・紛失するリスクを軽減している。

④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ロ
グイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるた
め、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。

(※)中間サーバーは、情報提供ネットワークシステム
を使用して特定個人情報を送信する際、送信する特
定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間
サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そ
のため、情報提供ネットワークシステムでは復号され
ないものとなっている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシ
ステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネッ
トワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納し
て、情報提供機能により、照会許可用照合リストに基
づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要
求であるかチェックを実施している。

②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステ
ムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシ
ステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着く
ための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を
自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正
に提供されるリスクに対応している。

③機密情報については自動応答を行わないように自
動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を
行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うこと
で、センシティブな特定個人情報が不正に提供される
リスクに対応している。

④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ロ
グイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるた
め、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個
人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機
能。

事後 時点修正

令和4年12月26日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク７
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステ
ムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報
照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容
に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定
個人情報が提供されるリスクに対応している。

②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報
提供データベースへのインポートデータ」の形式チェッ
クと、接続端末の画面表示等により情報提供データ
ベースの内容を確認できる手段を準備することで、
誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応して
いる。

③情報提供データベース管理機能では、情報提供
データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機
能を有している。

（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ロ
グイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるた
め、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。

②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別用符
号を用いることがシステム上担保されており、不正な
名寄せが行われるリスクに対応している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワー
クシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利
用することにより、安全性を確保している。

②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利
用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで安全性を確保している。

③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報
を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管
理（アクセス制御）しており、中間サーバー・プラット
フォームを利用する団体であっても他団体が管理する
情報には一切アクセスできない。

④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うこ
とで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を
行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化す
る。

事後 時点修正

令和4年12月26日
（別添２）ファイル記録項目の
続き２

TET還付、TET還付口座履歴、TET還付充当異
動、TET退役還付の下記項目に、注釈（※口座
情報について、公金受取口座の利用の申し出
があった場合は、公金受取口座を設定　）を追
加
・銀行コード
・支店コード
・預金種別
・口座番号
・名義人カナ
TET支出命令累積の下記項目に、注釈（※口座
情報について、公金受取口座の利用の申し出
があった場合は、公金受取口座を設定　）を追
加
・金融機関コード
・金融機関名
・支店コード
・支店名
・預金種別
・口座番号
・口座名義人

令和4年12月26日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク１
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能(※1)により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシ
ステムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会
を実施することになる。つまり、番号法上認めら
れた情報連携以外の照会を拒否する機能を備
えており、目的外提供やセキュリティリスクに対
応している。

（中略）

(※2)番号法別表第二及び第19条第16号に基
づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化
したもの。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能(※1)により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシ
ステムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会
を実施することになる。つまり、番号法上認めら
れた情報連携以外の照会を拒否する機能を備
えており、目的外提供やセキュリティリスクに対
応している。

（中略）

(※2)番号法の規定による情報提供ネットワーク
システムを使用した特定個人情報の提供に係
る情報照会者、情報提供者、事務及び特定個
人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断す
るために使用するもの。

事後 時点修正



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年10月19日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１５
①委託内容
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
・対象となる本人の数
・対象となる本人の範囲
・その妥当性
③委託先における取扱者数
④委託先への特定個人情報
ファイルへの提供方法
⑤委託先名の確認方法
⑥委託先名
⑦再委託の有無

委託事項１５　固定資産税評価支援業務委託
①登記異動のあった土地（宅地）や新築の家屋
にかかる固定資産税評価額等の算出業務
②
・特定個人情報ファイルの全体
・100万人以上1000万人未満
・特定個人情報ファイルの範囲と同様
・本業務を遂行するうえで、登記名義人、建築
確認申請の建築主から市税条例に定める申告
（新築家屋に関する届出書、非課税申告）が必
要となる。その申告書の送付にあたり、課税シ
ステムを用いて特定個人情報を含むデータにア
クセスし、住所確認が必要となるが、それらを含
めて一体的に委託することで、本業務を効率的
に執行する。
③10人以上50人未満
④その他（庁舎内にてシステム機器を直接操
作）
⑤委託業務を所管する固定資産税課に問い合
わせることで確認できる。
⑥朝日航洋株式会社
⑦再委託しない

事前
委託業務範囲の拡大に伴う対
応

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバー・プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。
・事前に申請し承認されていない物品、記録媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込す
ることがないよう、警備員などにより確認してい
る。

事後 時点修正

令和4年12月26日

Ⅳその他のリスク対策
２従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバー・プラットフォームの運用に携わ
る職員及び事業者に対し、情報セキュリティ研
修等を実施することとしている。
・中間サーバー・プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則等について研修を実施するこ
ととしている。

令和5年10月19日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体
使用部署

行財政局税務部税務課、市民税課、固定資産
税課、収納管理課、収税課及び各区市税の窓
口，北須磨支所市民課，各出張所，各サービス
コーナー，及び各区証明書発行コーナー

行財政局税務部税務課、市民税課、固定資産
税課、収納管理課、収税課及び各区役所，各支
所，各サービスコーナー

事後 時点修正

令和5年10月19日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
⑥事務担当部署

行財政局税務部税務課、法人税務課、市民税
課、固定資産税課、収納管理課、収税課、各区
役所、市税の窓口、北須磨支所、西神中央出
張所、各サービスコーナー

行財政局税務部税務課、法人税務課、市民税
課、固定資産税課、収納管理課、収税課、各区
役所、市税の窓口、各支所、各サービスコー
ナー

事後 時点修正

令和5年10月19日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元
評価実施機関内の他部署

行財政局住民課、福祉局 地域協働局住民課、福祉局 事後 時点修正

令和4年12月26日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑤物理的対策

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情
報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ
教育資材を作成し、中間サーバー・プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、運用規則（接続運用規程等）や情報セキュリ
ティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新
規要員着任時）実施することとしている。

事後 時点修正

令和5年10月19日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
7．特定個人情報ファイルの保
管・消去
⑨過去3年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

あり
＜その内容＞
１．令和元年６月に、保存期限が未到来の国民健康保
険柔道整復施術療養費支給申請書が保管場所にな
いことに気付いた。文書廃棄時に誤って廃棄したもの
と思われる。
２．令和元年８月に乳幼児健康診査カルテの一部を紛
失していることに気づいた。庁舎移転に伴う文書廃棄
時に誤って廃棄したものと思われる。
３．令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメモリを
紛失したと指定管理者から報告があった。
４．令和３年７月に 免職となった元職員が業務用 PC
を 無断で 持ち出した。
５．令和３年８月に保護者へメールを送付した際に、
誤って「 Bcc 」ではなく「 To 」にメールアドレスを入力
したため、すべてのメールアドレスが送信先に公開さ
れた。
６．令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間従事
者への関係書類の誤送付が あった 。
７．令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類一式
の内、高齢者見守り台帳対象者一覧を紛失した。
８．令和３年 10 月に指定管理者元職員による学童保
育名簿等の持ち出しが発覚した。
９．令和３年 11 月にメールを送付した際に、添付ファ
イルを誤り必要以上の項目が登録されたファイルを送
付した。
１０．令和 3 年 12 月に、職務と関係なく個人情報を閲
覧し、複数の知人に対して個人情報を閲覧させるな
ど、個人情報に不正アクセスを行った。

あり
＜その内容＞
1.令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメモリを紛
失したと指定管理者から報告があった。
2.令和 3 年 7 月に免職となった元職員が業務用 PC
を無断で持ち出した。
3.令和 3 年 8 月に保護者へメールを送付した際に、
誤って「 Bcc 」ではなく「 To 」にメールアドレスを入力
したため、すべてのメールアドレスが送信先に公開さ
れた 。
4.令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間従事者
への関係書類の誤送付が あった 。
5.令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類一式の
内、高齢者見守り台帳対象者一覧を紛失した。
6.令和 3 年 10 月に指定管理者元職員による学童保
育名簿等の持ち出しが発覚した。
7.令和 3 年 11 月にメールを送付した際に、添付ファイ
ルを誤り必要以上の項目が登録されたファイルを送付
した。
8.令和 3 年 12 月に職務と関係なく個人情報を閲覧
し、複数の知人に対して個人情報を閲覧させるなど、
個人情報に不正アクセスを行った 。
9. 令和4年8月に、市民から電話で受け付けた飼い犬
の死亡・住所変更などの届出や、登録内容の修正等
に関する個人情報をメモしたノートを紛失した。
10. 令和4年10月に市認定の消費生活マスターに事務
連絡メールを送信した際に、誤って「Bcc」ではなく
「To」にメールアドレスを入力したため、すべてのメー
ルアドレスが送信先に公開された。

事後
直近３年以内の状態に更新し
た。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年10月19日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
7．特定個人情報ファイルの保
管・消去
⑨過去3年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発予防の内容

あり
＜再発防止の内容＞
１．公文書の適正な管理及び個人情報の保護及び 、
廃棄時には複数職員で文書の確認を徹底するよう職
員に周知した。
２．文書管理の適正管理を行い、再発防止を徹底しま
す。特に文書廃棄時の点検を慎重に行い、複数確認
を徹底する。
３．当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリによる個人情
報の取り扱いの停止と、個人情報の取り扱いについて
是正勧告を行った。
４．退職時の手続きについて徹底・確認する。
５．ICTシステムを導入し、電子メールによる連絡手段
を改める。
６．事務の確認手順の見直しと、封入の際には複数で
確認を行うこと及び個人情報の厳重な取扱いについ
て職員に周知徹底した。
７．個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、適切な
管理について全民生委員に対して周知した。
８．当該業務の全指定管理者を対象に臨時の研修の
実施、業務の手引きの改訂を行い情報セキュリティの
遵守の徹底を行った。
９．送付前に複数確認を徹底する。また、ファイルには
パスワード設定を行う。
１０．当該職員及び当該課長級職員に懲戒処分を行っ
た。また、全職員に対して、個人情報に関する研修を
徹底する。

あり
＜再発防止の内容＞
1.当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリによる個人情
報の取り扱いの停止と、個人情報の取り扱いについて
是正勧告を行った。
2.退職時の手続きについて徹底・確認する。
3.ICTシステムを導入し、電子メールによる連絡手段を
改める。
4.事務の確認手順の見直しと、封入の際には複数で
確認を行うこと及び個人情報の厳重な取扱いについ
て職員に周知徹底した。
5.個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、適切な
管理について全民生委員に対して周知した。
6.当該業務の全指定管理者を対象に臨時の研修の実
施、業務の手引きの改訂を行い情報セキュリティの遵
守の徹底を行った。
7.送付前に複数確認を徹底する。また、ファイルには
パスワード設定を行う。
8.当該職員及び当該課長級職員に懲戒処分を行っ
た。また、全職員に対して、個人情報に関する研修を
徹底する。
9.令和4年春から導入しているe-KOBEによる電子届
出への誘導を強化する。
10.複数にメールを一斉送信する場合は必ずダブル
チェックを行うよう再度徹底する。

事後
直近３年以内の状態に更新し
た。

令和5年12月25日

Ⅱファイルの概要
 ３．特定個人情報の入手・使
用
 ③入手の時期・頻度
障害者福祉関係情報

本人又は本人の代理人からの提出の都度／入
手方法は紙

評価実施機関内の他部署から週１回／入手方
法は庁内連携システム

事前

個人住民税の障害者控除適
用に関する調査の効率化を目
的として、福祉情報システムと
市民税システムとの新規連携
を構築するため

令和5年12月25日

Ⅱファイルの概要
 ３．特定個人情報の入手・使
用
 ⑦使用の主体
使用部署

行財政局税務部税務課、市民税課、固定資産
税課、収納管理課、収税課及び各区役所，各支
所，各サービスコーナー

行財政局税務部税務課、法人税務課、市民税
課、固定資産税課、収納管理課、収税課及び各
区役所，各支所，各サービスコーナー

事後
平成３１年度の職制改正によ
る所属名の変更を反映。

令和5年12月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
③委託先における取扱者数

50人以上100人未満 100人以上500人未満 事前

令和5年12月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
⑤委託先名の確認方法

委託契約先である行財政局区役所課へ問い合
わせることで確認できる

委託契約先である地域協働局区役所課へ問い
合わせることで確認できる

事後 時点修正

令和5年12月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
⑥委託先名

株式会社パソナ
株式会社パソナ、パーソルテンプスタッフ株式
会社

事前

令和5年12月25日

Ⅱファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
 移転先9

福祉局保護課 福祉局くらし支援課 事後 時点修正

令和6年9月30日

Ⅰ基本情報
 ２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム4
②システムの機能

固定資産に関する賦課を決定するための補助
的システムであり、「家屋評価システム」，「地図
情報システム」，「固定資産退役システム」，「償
却資産電子帳票作成システム」により構成され
ている。

（１）家屋評価システム、地図情報システム
　家屋の構造、種類、建築資材等の家屋情報を
管理するとともに、航空写真、路線価図、家屋
配置図等の地図情報を管理し、固定資産税（土
地・家屋）の課税根拠となる評価内容を管理す
るシステム。

（２）固定資産退役システム、償却資産電子帳
票作成システム
　課税システム（土地・家屋、償却資産）の保存
年数を超過したデータを連携し、課税台帳の閲
覧を行うシステム。

固定資産に関する賦課を決定するための補助
的システムであり、「家屋評価システム」，「地図
情報システム」により構成されている。

家屋評価システム、地図情報システム
　家屋の構造、種類、建築資材等の家屋情報を
管理するとともに、航空写真、路線価図、家屋
配置図等の地図情報を管理し、固定資産税（土
地・家屋）の課税根拠となる評価内容を管理す
るシステム。

事後

令和6年9月30日

Ⅰ基本情報
 ２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム16

償却資産サブシステムを追記 事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月30日

Ⅰ基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

１．番号法・第９条（利用範囲）第１項　別表第一
の１６の項
 　地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例又は特別法人事業
税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平
成三十一年法律第四号）による地方税若しくは
特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しく
は特別法人事業税に関する調査（犯則事件の
調査を含む。）に関する事務であって主務省
（※）令で定めるもの。
 ※番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令第１６条

２．行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(平成２５年５
月３１日法律第２８号)により地方税法、国税通
則法、所得税法の一部が改正され、税務関係
書類に個人番号の記載を求める措置が講じら
れている。

３．公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律
（令和３年法律第３８号）第９条

１．番号法・第９条（利用範囲）第１項　別表の２
４の項
 　地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例、森林環境税及び森
林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業
税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平
成三十一年法律第四号）による地方税、森林環
境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は
地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に
関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関す
る事務であって主務省令（※）で定めるもの。
 ※番号法別表の主務省令で定める事務を定め
る命令第１６条

２．行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(平成２５年５
月３１日法律第２８号)により地方税法、国税通
則法、所得税法の一部が改正され、税務関係
書類に個人番号の記載を求める措置が講じら
れている。

３．公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律
（令和３年法律第３８号）第９条

事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日

Ⅰ基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報提供】
番号法第19条第8号　別表第二の第３欄（情報
提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定
個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる以
下の項
第１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２
３、２６、２７、２８，２９、３１、３４、３５、３７、３８、
３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６
１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、７４、
８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、９７、１０
１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１
４、
１１５、１１６、１１７、１２０項

【情報照会】
番号法第19条第7号　別表第二の第２７項

【情報提供】
番号法第19条第8号に基づく主務省令第２条の
表の第３欄（情報提供者）が「市町村長」のうち、
第４欄（利用特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる以下の項
１、２、３、４、５、７、１１、１３、１５、２０、２８、３
７、３９、４２、４８、４９、５３、５７、５８、５９、６３、
６５、６６、６９、７３、７５、７６、８１、８３、８４、８
６、８７、８８、８９、９０、９１、９２、９６、９８、１０
６、
１０８、１１５、１２４、１２５、１２９、１３０、１３２、１
３７、１３８、１４０、１４１、１４２、１４４、１４７、
１５１、１５２、１５５、１５６、１５８、１６０、１６１、１
６３、１６４、１６５、１６６、１６７、１６８、１６９、
１７０、１７１、１７２、１７３の項

【情報照会】
番号法第19条第8号に基づく主務省令第２条の
表４８の項

事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日 （別添1）事務内容 全体を最新化 事後

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
⑥事務担当部署

行財政局税務部税務課、法人税務課、市民税
課、固定資産税課、収納管理課、収税課、各区
役所、市税の窓口、各支所、各サービスコー
ナー

行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、
各サービスコーナー

事後 時点修正

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
 ３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

・住民基本台帳情報：　評価実施機関内の他部署から異動発生の都度
及び必要となった都度／入手方法は庁内連携システム及び住民基本台
帳ネットワークシステム
・連絡先等情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入手方
法は紙
・業務関係情報（下記、eLTAXによる入手情報を除く。）
　国税関係情報：　行政機関・独立行政法人等から必要となった都度／
入手方法は紙
　地方税申告書関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度
／入手方法は紙及び電子記憶媒体
　医療保険関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入
手方法は紙
　障害者福祉関係情報：　評価実施機関内の他部署から週１回／入手
方法は庁内連携システム
　生活保護・社会福祉関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出
の都度／入手方法は紙
　介護・高齢者福祉関係情報：　評価実施機関内の他部署から年３回／
入手方法は庁内連携システム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護特徴情報　７月，介護特徴停止
処理情報　２月・４月
（eLTAXによる入手情報）
◆審査システム（ｅＬＴＡＸ）では、個人番号が記載された申告書、給与支
払報告書、公的年金等支払報告書、各種申請・届出のデータを地方税
ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて受領することとなる。
その提出時期については、地方税法等に規定されているところであり、
例えば、
　・給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、１月３１日
まで
　・固定資産税課（償却資産）の申告書については、１月３１日まで
　・事業所税の申告書については、翌年の３月１５日まで（個人の場合）
などとされている。なお、上記の提出時期にかかわらず提出があれば一
年を通じて受領している。

（以下省略）

・住民基本台帳情報：　評価実施機関内の他部署から異動発生の都度
及び必要となった都度／入手方法は庁内連携システム及び住民基本台
帳ネットワークシステム
・連絡先等情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入手方
法は紙
・業務関係情報（下記、eLTAXによる入手情報を除く。）
　国税関係情報：　行政機関・独立行政法人等から必要となった都度／
入手方法は紙
　地方税申告書関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度
／入手方法は紙及び電子記憶媒体
　医療保険関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出の都度／入
手方法は紙
　障害者福祉関係情報：　評価実施機関内の他部署から週１回／入手
方法は庁内連携システム
　生活保護・社会福祉関係情報：　本人又は本人の代理人からの提出
の都度／入手方法は紙
　介護・高齢者福祉関係情報：　評価実施機関内の他部署から年３回／
入手方法は庁内連携システム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護特徴情報　７月，介護特徴停止
処理情報　２月・４月
（eLTAXによる入手情報）
◆審査システム（ｅＬＴＡＸ）では、個人番号が記載された申告書、給与支
払報告書、公的年金等支払報告書、各種申請・届出のデータを地方税
ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて受領することとなる。
その提出時期については、地方税法等に規定されているところであり、
例えば、
　・給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、１月３１日
まで
　・固定資産税（償却資産）の申告書については、１月３１日まで
　・事業所税の申告書については、翌年の３月１５日まで（個人の場合）
などとされている。なお、上記の提出時期にかかわらず提出があれば一
年を通じて受領している。

（以下省略）

事後 記載誤りの修正



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
 ３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

＜本人・代理人からの入手＞
　地方税法その他の地方税に関する法律及び
市税条例等に，税務関係書類に個人番号の記
載を求め
る措置が規定されることにより，個人番号を入
手することが明示される。
＜情報提供ネットワークシステムを通じた入手
＞
　番号法第別表第二において明示されている。
＜庁内連携による入手＞
　番号法第９条第２項に基づく条例において明
示される。
＜住民基本台帳ネットワークシステムを通じた
入手＞
　番号法第１４条第２項において，地方公共団
体情報システム機構に対し機構保存確認情報
の提供を
求めることができる旨が規定されている。
＜他の機関からの入手＞
　地方税法第321条の７の３により、年金保険者
より、賦課期日時点における老齢等年金給付の
支払
を受けている者の氏名、住所、性別及び生年月
日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並び
に当
該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者名
称について提供を受けることが明示されてい
る。

＜本人・代理人からの入手＞
　地方税法その他の地方税に関する法律及び
市税条例等に，税務関係書類に個人番号の記
載を求める措置が規定されることにより，個人
番号を入手することが明示される。
＜情報提供ネットワークシステムを通じた入手
＞
　情報提供ネットワークシステムを通じた入手を
行うことは番号法第１９条第８号の規定によるこ
とを明示すると共に、必要な情報を入手するこ
とに関して届出書等で承諾を得る。
＜庁内連携による入手＞
　番号法第９条第２項に基づく条例において明
示される。
＜住民基本台帳ネットワークシステムを通じた
入手＞
　番号法第１４条第２項において，地方公共団
体情報システム機構に対し機構保存確認情報
の提供を求めることができる旨が規定されてい
る。
＜他の機関からの入手＞
　地方税法第321条の７の３により、年金保険者
より、賦課期日時点における老齢等年金給付の
支払を受けている者の氏名、住所、性別及び生
年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額
並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金
保険者名称について提供を受けることが明示さ
れている。

事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体
使用部署

行財政局税務部税務課、法人税務課、市民税
課、固定資産税課、収納管理課、収税課及び各
区役所，各支所，各サービスコーナー

行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、
各サービスコーナー

事後 時点修正

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無　※

[　　委託する　　]
（　　　15　）　件

[　　委託する　　]
（　　　16　）　件

事後

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
⑤委託先名の確認方法

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

委託業務を所管する市民税企画課に問い合わ
せることで確認できる。

事後
令和6年度の職制改正による
所属名の変更を反映

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項7
⑤委託先名の確認方法

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

委託業務を所管する市民税企画課に問い合わ
せることで確認できる。

事後
令和6年度の職制改正による
所属名の変更を反映

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項8
⑤委託先名の確認方法

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

委託業務を所管する市民税企画課に問い合わ
せることで確認できる。

事後
令和6年度の職制改正による
所属名の変更を反映

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項9
⑤委託先名の確認方法

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

委託業務を所管する市民税企画課に問い合わ
せることで確認できる。

事後
令和6年度の職制改正による
所属名の変更を反映

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項10
⑤委託先名の確認方法

業務を利用している市民税課を通して、当該委
託業務を所管する兵庫県に確認することができ
る。

業務を利用している市民税企画課を通して、当
該委託業務を所管する兵庫県に確認すること
ができる。

事後
令和6年度の職制改正による
所属名の変更を反映

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項11
⑤委託先名の確認方法

委託業務を所管する市民税課に問い合わせる
ことで確認できる。

委託業務を所管する市民税企画課に問い合わ
せることで確認できる。

事後
令和6年度の職制改正による
所属名の変更を反映

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項15
⑤委託先名の確認方法

委託業務を所管する固定資産税課に問い合わ
せることで確認できる。

委託業務を所管する固定資産税企画課に問い
合わせることで確認できる。

事後
令和6年度の職制改正による
所属名の変更を反映



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項16

償却資産サブシステムに関する委託事項を追
記

事後

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

[ ○ ] 提供を行っている   （ 66  ） 件 [ ○ ] 提供を行っている   （ 78  ） 件 事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1

番号法第１９条第８号別表第二に定める情報照
会者（別添「番号法による提供先一覧」のとおり
60件）

番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表に定める情報照会者（別添「番号法による
提供先一覧」のとおり　72件）

事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
①法令上の根拠

番号法第１９条第８号別表第二
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表

事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
②提供先における用途

番号法第１９条第８号別表第二に定める各事務
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表に定める各特定個人番号利用事務

事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

＜神戸市における措置＞
本市管理区域内の、ICカードによるセキュリティドアで区画されたエリア
に設置するサーバ内に保管する。サーバへのアクセスには、ID及びパス
ワードによる認証が必要となる。

<神戸市仮想化基盤における措置>
・サーバは、神戸市の特定個人情報総括責任者が安全性について認め
たデータセンターに設置したサーバ仮想化基盤上に仮想サーバとして設
置する。
・データセンターが入っている建物の入退館及び、データセンターへの入
退室は、受付での確認や静脈認証等のセキュリティにより、厳重に管理
されている。
・サーバ機器のラックは施錠し、関係者以外はアクセスできない。

＜税収滞納管理システムにおける措置＞
・サーバは、神戸市の特定個人情報総括責任者が安全性について認め
たデータセンターに設置したサーバ仮想化基盤上に仮想サーバとして設
置する。
・データセンターが入っている建物の入退館及び、データセンターへの入
退室は、受付での確認や静脈認証等のセキュリティにより、厳重に管理
されている。
・サーバ機器のラックは施錠し、関係者以外はアクセスできない。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置している。デー
タセンターへの入館、及びサーバー室への入室を行う際は、警備員など
により顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

（以下省略）

＜神戸市における措置＞
本市管理区域内の、ICカードによるセキュリティドアで区画されたエリア
に設置するサーバ内に保管する。サーバへのアクセスには、ID及びパス
ワードによる認証が必要となる。

<神戸市仮想化基盤における措置>
・サーバは、神戸市の特定個人情報総括責任者が安全性について認め
たデータセンターに設置したサーバ仮想化基盤上に仮想サーバとして設
置する。
・データセンターが入っている建物の入退館及び、データセンターへの入
退室は、受付での確認や静脈認証等のセキュリティにより、厳重に管理
されている。
・サーバ機器のラックは施錠し、関係者以外はアクセスできない。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置している。デー
タセンターへの入館、及びサーバー室への入室を行う際は、警備員など
により顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

（以下省略）

事後 記載内容の重複部分を削除

令和6年9月30日
（別添）番号法による提供先一
覧

別表第二の削除に伴い全体を修正 事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応

令和6年9月30日
 （別添２） 特定個人情報ファ
イル記録項目

ファイル記録項目の前にシステム名「税収滞納
システム」を追記

事後

令和6年9月30日

Ⅲ リスク対策（プロセス）
 ３．特定個人情報の使用
宛名システム等における措置
の内容

・統合宛名システムは、番号法別表第一及び関
係主務省令に定められた部署以外からの特定
個人情報へのアクセスが行えないような仕組み
を構築する。また、統合宛名システムへは、個
人番号、氏名や生年月日等の基本的な情報の
み保持する仕組みとする予定であり、当該事務
にて必要のない情報との紐づけは物理的に不
可能である。
・統合宛名システムへは、権限のない者の接続
を認めない。

・統合宛名システムは、番号法別表及び関係主
務省令に定められた部署以外からの特定個人
情報へのアクセスが行えないような仕組みを構
築する。また、統合宛名システムへは、個人番
号、氏名や生年月日等の基本的な情報のみ保
持する仕組みとする予定であり、当該事務にて
必要のない情報との紐づけは物理的に不可能
である。
・統合宛名システムへは、権限のない者の接続
を認めない。

事後
令和6年5月27日施行の番号
法改正に伴う対応



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月30日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

1.令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメモリを紛失したと指定管理
者から報告があった。
2.令和 3 年 7 月に免職となった元職員が業務用 PC を無断で持ち出し
た。
3.令和 3 年 8 月に保護者へメールを送付した際に、誤って「 Bcc 」では
なく「 To 」にメールアドレスを入力したため、すべてのメールアドレスが
送信先に公開された 。
4.令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間従事者への関係書類の
誤送付が あった 。
5.令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類一式の内、高齢者見守り
台帳対象者一覧を紛失した。
6.令和 3 年 10 月に指定管理者元職員による学童保育名簿等の持ち出
しが発覚した。
7.令和 3 年 11 月にメールを送付した際に、添付ファイルを誤り必要以
上の項目が登録されたファイルを送付した。
8.令和 3 年 12 月に職務と関係なく個人情報を閲覧し、複数の知人に対
して個人情報を閲覧させるなど、個人情報に不正アクセスを行った 。
9.令和4年8月に、市民から電話で受け付けた飼い犬の死亡・住所変更
などの届出や、登録内容の修正等に関する個人情報をメモしたノートを
紛失した。
10.令和4年10月に市認定の消費生活マスターに事務連絡メールを送信
した際に、誤って「Bcc」ではなく「To」にメールアドレスを入力したため、
すべてのメールアドレスが送信先に公開された。

1.令和3年3月に個人情報の記録されたUSBメモリを紛失したと指定管理
者から報告があった。
2.令和 3 年 7 月に免職となった元職員が業務用 PC を無断で持ち出し
た。
3.令和 3 年 8 月に保護者へメールを送付した際に、誤って「 Bcc 」では
なく「 To 」にメールアドレスを入力したため、すべてのメールアドレスが
送信先に公開された 。
4.令和 3 年 10 月に選挙投票事務に係る民間従事者への関係書類の
誤送付が あった 。
5.令和 3 年 10 月に民生委員が保管する書類一式の内、高齢者見守り
台帳対象者一覧を紛失した。
6.令和 3 年 10 月に指定管理者元職員による学童保育名簿等の持ち出
しが発覚した。
7.令和 3 年 11 月にメールを送付した際に、添付ファイルを誤り必要以
上の項目が登録されたファイルを送付した。
8.令和 3 年 12 月に職務と関係なく個人情報を閲覧し、複数の知人に対
して個人情報を閲覧させるなど、個人情報に不正アクセスを行った 。
9.令和4年8月に、市民から電話で受け付けた飼い犬の死亡・住所変更
などの届出や、登録内容の修正等に関する個人情報をメモしたノートを
紛失した。
10.令和4年10月に市認定の消費生活マスターに事務連絡メールを送信
した際に、誤って「Bcc」ではなく「To」にメールアドレスを入力したため、
すべてのメールアドレスが送信先に公開された。
11.令和5年4月に、押印漏れがあった書類を持参した市民の受付をした
際に、受理した他の書類がないことに気付き、紛失した。
12.令和5年7月に、地域での会議に参加した後、会議で使用した世帯状
況一覧を鞄の中に片付けたが、次の訪問先で鞄から他のものを取り出
す際に、当該書類を落とし、紛失した。
13.令和5年8月に、児童手当に係る書類の不備を申請者に送付する際
に誤送付があった。
14.令和5年9月に、レセプト返戻のため保留にしていた申請書類を紛失
した。
15.令和5年12月に、窓口で受理した申請書のうち、該当がなかった書類
の返却時に内部書類を添付し、手渡した。

事後 直近３年以内の状態に更新

令和6年9月30日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

1.当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリによる個人情
報の取り扱いの停止と、個人情報の取り扱いについて
是正勧告を行った。
2.退職時の手続きについて徹底・確認する。
3.ICTシステムを導入し、電子メールによる連絡手段を
改める。
4.事務の確認手順の見直しと、封入の際には複数で
確認を行うこと及び個人情報の厳重な取扱いについ
て職員に周知徹底した。
5.個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、適切な
管理について全民生委員に対して周知した。
6.当該業務の全指定管理者を対象に臨時の研修の実
施、業務の手引きの改訂を行い情報セキュリティの遵
守の徹底を行った。
7.送付前に複数確認を徹底する。また、ファイルには
パスワード設定を行う。
8.当該職員及び当該課長級職員に懲戒処分を行っ
た。また、全職員に対して、個人情報に関する研修を
徹底する。
9.令和4年春から導入しているe-KOBEによる電子届
出への誘導を強化する。
10.複数にメールを一斉送信する場合は必ずダブル
チェックを行うよう再度徹底する。

1.当該指定管理者に対し、 ＵＳＢメモリによる個人情
報の取り扱いの停止と、個人情報の取り扱いについて
是正勧告を行った。
2.退職時の手続きについて徹底・確認する。
3.ICTシステムを導入し、電子メールによる連絡手段を
改める。
4.事務の確認手順の見直しと、封入の際には複数で
確認を行うこと及び個人情報の厳重な取扱いについ
て職員に周知徹底した。
5.個人情報の重要性や取り扱い時の注意点、適切な
管理について全民生委員に対して周知した。
6.当該業務の全指定管理者を対象に臨時の研修の実
施、業務の手引きの改訂を行い情報セキュリティの遵
守の徹底を行った。
7.送付前に複数確認を徹底する。また、ファイルには
パスワード設定を行う。
8.当該職員及び当該課長級職員に懲戒処分を行っ
た。また、全職員に対して、個人情報に関する研修を
徹底する。
9.令和4年春から導入しているe-KOBEによる電子届
出への誘導を強化する。
10.複数にメールを一斉送信する場合は必ずダブル
チェックを行うよう再度徹底する。
11.受付後の書類の保管の見直しをし、適切な 書類の
管理を再度徹底。
12.個人情報が記載された文書の所外持ち出し禁止の
再度徹底。
13.郵送物を発送する際のダブルチェックの徹底。
14.受付後の書類の保管の見直しをし、適切な書類の
管理を再度徹底。
15.相手方に交付する書類（返却書類を含む）と、申請
書およびダブルチェックのための内部書類とを別ファイ
ルに入れ明確に区分けすることの徹底。

事後 直近３年以内の状態に更新

令和6年9月30日

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
④個人情報ファイル簿の公表
公表場所

郵便番号650-8570
神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所本
庁舎１号１８階）
神戸市　市長室　市民情報サービス課
電話番号：078－322-5175

郵便番号650-8570
神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所本
庁舎１号館１８階）
神戸市　市長室　市民情報サービス課
電話番号：078-322-5175

事後 記載誤りの修正

令和6年9月30日

Ⅴ　開示請求、問合せ
 ２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ
①連絡先

郵便番号653-0042
神戸市長田区二葉町５丁目１－３２（新長田合
同庁舎３階）
神戸市行財政局税務部　税務課
電話番号：078－647-9301

郵便番号653-8762
神戸市長田区二葉町５丁目１－３２（新長田合
同庁舎３階）
神戸市行財政局税務部　税務課
電話番号：078－647-9301

事後

令和6年12月20日 （別添1）事務内容
市民税サブシステム（一部）のガバメントクラウ
ド移行を反映

事前

令和6年12月20日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

（前略）

<市民税サブシステムのデータセンターにおける措置>
・情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格、
ISO/IEC 27001に準拠したデータセンターにおいて保
管している。
・データセンターの扉の開閉にはICカードが必要で、特
にサーバ室への入退室はバイオメトリクス認証の１つ
である手のひら静脈認証システムを採用している。
また、不正侵入を防止するため、窓ガラス破壊セン
サーや、立入に反応する赤外線センサー、監視カメラ
を装備している。

（前略）

<市民税サブシステムのデータセンターにおける措置>
・情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格、
ISO/IEC 27001に準拠したデータセンターにおいて保
管している。
・データセンターの扉の開閉にはICカードが必要で、特
にサーバ室への入退室はバイオメトリクス認証の１つ
である手のひら静脈認証システムを採用している。
また、不正侵入を防止するため、窓ガラス破壊セン
サーや、立入に反応する赤外線センサー、監視カメラ
を装備している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に
設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者
が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに
登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリ
ティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たす
ものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている
こと。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータ
センター内のデータベースに保存され、バックアップも
日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本
番環境とは別のデータセンター内に保存される。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月20日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

（前略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作に
よって実施されるため、通常、中間サーバー・プラット
フォームの事業者が特定個人情報を消去することは
ない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・
プラットフォームの事業者において、保存された情報
が読み出しできないよう、物理的破壊または専用ソフト
等を利用して完全に消去する。

（前略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作に
よって実施されるため、通常、中間サーバー・プラット
フォームの事業者が特定個人情報を消去することは
ない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・
プラットフォームの事業者において、保存された情報
が読み出しできないよう、物理的破壊または専用ソフト
等を利用して完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作
によって実施される。地方公共団体の業務データは国
及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセス
が制御されているため特定個人情報を消去することは
ない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を
障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復
元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST
800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータを
消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託し
た開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ
移行することになるが、移行に際しては、データ抽出
及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなく
なった環境の破棄等を実施する。

事前

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク２：安全が保たれない方
法によって入手が行われるリ
スク
リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められている範囲内にお
いてのみ、中間サーバーから統合宛名システムを通じ
情報入手ができるようシステムによって制御されてい
る。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を
経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施
できるよう設定されているため、安全性が担保されて
いる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワー
クシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利
用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利
用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで安全性を確保している。

＜中間サーバーの運用における措置＞
・情報提供ネットワークシステムを利用する場合は、ど
の職員がどの特定個人情報をいつ何のために利用し
たか、がすべて記録される。番号法及び条例上認めら
れる提供以外は受け付けないようにしており、システ
ム上提供が認められなかった場合においても記録を
残し、提供記録は７年分保管する。

＜神戸市における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められている範囲内にお
いてのみ、中間サーバーから統合宛名システムを通じ
情報入手ができるようシステムによって制御されてい
る。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を
経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施
できるよう設定されているため、安全性が担保されて
いる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワー
クシステムとの間は、必要なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利
用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利
用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで安全性を確保している。

（削除）

事後 最新情報に更新

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

（前略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、漏えい・
紛失のリスクに対応している。

②中間サーバーと団体については、ＶＰＮ等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離する
とともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失
のリスクに対応している。

③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業
務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、
監視、障害対応等であり、業務上、特定個人情
報へはアクセスすることはできない。

＜中間サーバーの運用における措置＞
・情報照会、情報提供の記録が逐一保存される
仕組みが確立した庁内連携システムを通してや
りとりすることで、不適切な方法で特定個人情
報が漏えい・紛失することを防止する。

（前略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、必要なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、漏えい・
紛失のリスクに対応している。

②中間サーバーと団体については、ＶＰＮ等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離する
とともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失
のリスクに対応している。

③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業
務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、
監視、障害対応等であり、業務上、特定個人情
報へはアクセスすることはできない。

（削除）

事後 最新情報に更新



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク５：　不正な提供が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

（前略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照
会許可用照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間
サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに
基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかェッ
クを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行
う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照
会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を
自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリス
クに対応している。
③機密情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグ
を設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、
提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリス
クに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認
証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録
が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の
要求の受領及び情報提供を行う機能。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間
は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応して
いる。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに
通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリ
スクに対応している。
③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プ
ラットフォームの運用、監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報
へはアクセスすることはできない。

＜中間サーバーの運用における措置＞
・情報照会、情報提供の記録が逐一保存される仕組みが確立された統
合宛名システムを通してやりとりすることで、不適切な方法で特定個人
情報が漏えい・紛失することを防止する。

（前略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照
会許可用照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間
サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに
基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかェッ
クを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行
う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照
会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を
自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリス
クに対応している。
③機密情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグ
を設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、
提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリス
クに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認
証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録
が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の
要求の受領及び情報提供を行う機能。

（以降、削除）

事後 最新情報に更新

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク６：不適切な方法で提供
されるリスク
リスクに対する措置の内容

（前略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、高度なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、不適切な
方法で提供されるリスクに対応している。

②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失の
リスクに対応している。

③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用
を行う業者においては、特定個人情報に係る業
務にはアクセスができないよう管理を行い、不
適切な方法での情報提供を行えないよう管理し
ている。

＜中間サーバーの運用における措置＞
・情報照会、情報提供の記録が逐一保存される
仕組みが確立した庁内連携システムを通してや
りとりすることで、不適切な方法で特定個人情
報がやりとりされることを防止する。

（前略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、必要なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、不適切な
方法で提供されるリスクに対応している。

②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失の
リスクに対応している。

③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用
を行う業者においては、特定個人情報に係る業
務にはアクセスができないよう管理を行い、不
適切な方法での情報提供を行えないよう管理し
ている。

（削除）

事後 最新情報に更新

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク７：誤った情報を提供し
てしまうリスク、誤った相手に
提供してしまうリスク
リスクに対する措置の内容

＜神戸市における措置＞
・統合宛名システムでは本業務で保有する情報すべてを連携することは
行わず、番号法の規定及び条例に基づきみとめられる情報のみを提供
する仕組みとしている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認
証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録
が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。

②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別用符号を用いることが
システム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応して
いる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間
は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。

②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに
通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。

③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータ
ベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中間
サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する
情報には一切アクセスできない。

④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等
のリスクを極小化する。

＜神戸市における措置＞
・中間サーバに登録されている情報を適切な頻度で更新し、その正確性
を担保することでリスクに対応する。また、情報提供の際は中間サーバ
を経由した相手先はシステムにより担保されているが、誤った相手に提
供していないことを事後確認する。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行
う際には、提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情
報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人
情報が提供されるリスクに対応している。
②情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベース
へのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により
情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤っ
た特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本
データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータ
を出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

（以降、削除）

事後 最新情報に更新



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
情報提供ネットワークシステム
との接続に伴うその他のリス
ク及びそのリスクに対する措
置

（神戸市における措置）
　本市では，情報提供ネットワークシステムとのすべて
の連携（接続）は，中間サーバーが行う構成となってお
り，情報提供ネットワークシステム側から，本市の業務
システムへのアクセスはできない。

（中間サーバー・ソフトウェアにおける措置）
(1) 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ロ
グイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実
施した職員，時刻，操作内容の記録が実施されるた
め，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。
(2) 情報連携においてのみ，情報提供用個人識別符
号を用いることがシステム上担保されており，不正な
名寄せが行われるリスクに対応している。

（中間サーバー・プラットフォームにおける措置）
(1) 中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワー
クシステムとの間は，必要なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利
用することにより，安全性を確保している。
(2) 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利
用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通信を
暗号化することで安全性を確保している。
(3) 中間サーバー・プラットフォームでは，特定個人情
報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分
管理（アクセス制御）しており，中間サーバ・プラット
フォームを利用する団体であっても他団体が管理する
情報には一切アクセスできない。
(4) 特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行う
ことで，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を
行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化す
る。

事後 最新情報に更新

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

（前略）

＜証明書コンビニ交付システムのデータセン
ターにおける措置＞
・サーバはデータセンターに設置しており、設置
場所への入退室は生体認証による管理を行っ
ている。
・停電等によるデータの消失を防ぐため、無停
電電源装置と自家発電装置を設置している。
・火災によるデータ消失を防ぐため、サーバ設
置区画内に新ガス系消火設備を備えている。
・データセンターは震度７の地震にも対応できる
耐震・免震構造となっている。

（前略）

＜証明書コンビニ交付システムのデータセン
ターにおける措置＞
・サーバはデータセンターに設置しており、設置
場所への入退室は生体認証による管理を行っ
ている。
・停電等によるデータの消失を防ぐため、無停
電電源装置と自家発電装置を設置している。
・火災によるデータ消失を防ぐため、サーバ設
置区画内に新ガス系消火設備を備えている。
・データセンターは震度７の地震にも対応できる
耐震・免震構造となっている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録さ
れたクラウドサービスから調達することとしてお
り、システムのサーバー等は、クラウド事業者が
保有・管理する環境に構築し、その環境には認
可された者だけがアクセスできるよう適切な入
退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持出できないこととしている。

事前

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

（前略）

＜証明書コンビニ交付システムにおける措置＞
・サーバにウィルス等対策ソフトウェアを常駐させ、定期的に定義ファイ
ルの更新を行っている。
・ファイアウォールを設置して、厳重な通信制御を行っている。
・不正なアクセスがないか、買いつき通信ログを確認している。
・ＯＳやミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用等
のソフトウェアのアップデートを行う。
・データセンターへのデータの送信は地方自治体専用のＬＧＷＡＮを使
用し、送信するデータについても暗号化することで漏えい・紛失のリスク
に対応している。

（前略）

＜証明書コンビニ交付システムにおける措置＞
・サーバにウィルス等対策ソフトウェアを常駐させ、定期的に定義ファイ
ルの更新を行っている。
・ファイアウォールを設置して、厳重な通信制御を行っている。
・不正なアクセスがないか、買いつき通信ログを確認している。
・ＯＳやミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用等
のソフトウェアのアップデートを行う。
・データセンターへのデータの送信は地方自治体専用のＬＧＷＡＮを使
用し、送信するデータについても暗号化することで漏えい・紛失のリスク
に対応している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等と
なっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメ
ントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタル
庁。以下「利用基準」という。）に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又は
ガバメントクラウド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバメントクラ
ウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。）は、ガバメントクラウドが提供
するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセ
スパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うととも
に、ログ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対
し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導
入し、パターンファイルの更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者
は、導入しているOS及びミドルウエアについて、必要に応じてセキュリ
ティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環
境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用
保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワーク
で構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がア
クセスできないよう制御を講じる。

事前

令和6年12月20日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク３：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
消去手順
手順の内容

・システム上、保存年限の経過した特定個人情
報を定期的に一括して削除する仕組みとする。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直
近２年度の情報のみを保有するようにシステム
で制御しているため、不要となった特定個人情
報を保有することはない。

・システム上、保存年限の経過した特定個人情
報を定期的に一括して削除する仕組みとする。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直
近２年度の情報のみを保有するようにシステム
で制御しているため、不要となった特定個人情
報を保有することはない。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

市民税サブシステム 特別徴収支援システム（市民税サブシステム） 事前

令和6年12月20日

Ⅳその他のリスク対策
１．監査
②監査
具体的な内容

＜神戸市における措置＞
・年に１回、業務所管部署が担当部署に対して
評価書の記載内容どおりの運用が行われてい
るか、内部監査を実施して確認する。
・現在実施されている外部監査に、「評価書の
記載内容どおりの運用が行われているか」等の
項目を追加の上、定期的に実施して確認する。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・運用規則等に基づき，中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を実施するこ
ととしている。
＜審査システム（ｅＬＴＡＸ）における措置＞
　審査システム（eLTAX）及び国税連携システム
（eLTAX）については、運営する認定委託先事
業者が、毎年度、情報セキュリティ監査（外部監
査）を受けている。　また、地方税ポータルセン
タ（eLTAX）については、運営する地方共同法人
地方税共同機構が、毎年度、情報セキュリティ
監査（外部監査）を受けている。

＜神戸市における措置＞
・年に１回、業務所管部署が担当部署に対して
評価書の記載内容どおりの運用が行われてい
るか、内部監査を実施して確認する。
・現在実施されている外部監査に、「評価書の
記載内容どおりの運用が行われているか」等の
項目を追加の上、定期的に実施して確認する。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・運用規則等に基づき，中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を実施するこ
ととしている。
＜審査システム（ｅＬＴＡＸ）における措置＞
　審査システム（eLTAX）及び国税連携システム
（eLTAX）については、運営する認定委託先事
業者が、毎年度、情報セキュリティ監査（外部監
査）を受けている。　また、地方税ポータルセン
タ（eLTAX）については、運営する地方共同法人
地方税共同機構が、毎年度、情報セキュリティ
監査（外部監査）を受けている。
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており、
ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査
機関による監査を行うこととしている。

事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム10
①システムの名称

電子申請受付システム 個人住民税申告ポータル 事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム3
②システムの機能

確定申告、電子申告、給与支払報告書等の課
税データを収集し、普通徴収及び特別徴収によ
る方式で個人市民税の賦課決定するための一
連の補助的システムであり、「特別徴収支援シ
ステム」，「課税資料原票管理システム」，「申告
書ファイリングシステム」により構成されている。
主な機能は以下のとおり。

・紙の課税資料をイメージ化及びデータ化する
仕組み
・電子データ化された課税データをイメージ化す
る仕組み
・税務オンラインシステムと連携する仕組み
・すべての課税データをイメージ検索する仕組
み

課税システムの異動入力用バッチデータの作
成、特別徴収義務者へ送達する納入書作成な
ど、個人市民税特別徴収の賦課・異動入力・検
索照会を行うためのシステム。

事前

令和6年12月20日
Ⅳその他のリスク対策
３．その他のリスク対策

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシーの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減及び技術力の高い運用担当者による均一的
で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシーの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減及び技術力の高い運用担当者による均一的
で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いに
ついては、当該業務データを保有する地方公共
団体及びその業務データの取扱いについて委
託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理
補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーション
の運用等に障害が発生する場合等の対応につ
いては、原則としてガバメントクラウドに起因す
る事象の場合は、国はクラウド事業者と契約す
る立場から、その契約を履行させることで対応
する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象
の場合は、地方公共団体に業務アプリケーショ
ンサービスを提供するASP又はガバメントクラウ
ド運用管理補助者が対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合
は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協
議を行う。

事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム3
①システムの名称



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム10
②システムの機能

１．申請（個人番号カード等による電子署名付
与、個人番号や個人情報の取得）
　　申請者が該当の手続き様式に必要事項を
入力し、電子署名を付加して申請する。
２．申請者の本人性確認
　　認証局からの証明書情報と電子データとの
突合せを行う。
３．申請受付
　　申請内容に不備がないことを確認後受付を
行う。
４．電子申請データ抽出
　　画面より抽出条件を指定し、該当手続の電
子申請データを抽出する。
５．一連の業務終了時、結果通知を送付する。

個人住民税について、オンラインで申告ができ
る機能

事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１１
①システムの名称

マイナポータル申請管理 事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム10
③他のシステムとの接続

[ 〇]その他（認証局（公的個人認証局、民間認
証局）　）

[〇]その他（　マイナポータル申請管理　　　　） 事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１１～１７

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務におい
て使用するシステム
システム１２～１８に変更

事前

事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１１
②システムの機能

【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を
行った際の申請データ取得画面又は機能を地
方公共団体に公開する機能

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１１
③他のシステムとの接続

[ ○ ] 税務システム 事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１３
①システムの名称

申告受付支援システム 申告受付支援システム（市民税サブシステム） 事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム1４
①システムの名称

地方税電子申告支援サービス
地方税電子申告支援サービス（市民税サブシス
テム）

事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１５
①システムの名称

課税資料イメージ管理サービス
課税資料イメージ管理サービス（市民税サブシ
ステム）

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１５
②システムの機能

１．給与支払報告書、公的年金支払報告書、確
定申告書などの課税資料のイメージを登録、管
理する。
２．課税資料ごとの照会、個人単位で名寄せし
た課税資料の照会を行う。

１．確定申告書、市県民税申告書、給与支払報
告書、公的年金支払報告書等の課税資料のイ
メージを登録、管理する。
２．課税資料ごとの照会、個人単位で名寄せし
た課税資料の照会を行う。

事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１６
①システムの名称

課税業務支援システム 課税業務支援システム（市民税サブシステム） 事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１６
②システムの機能

確定申告、市県民税申告書、給与支払報告書
等の課税資料データを保存し、個人市民税の
賦課決定するために必要な課税資料イメージを
管理する補助的システムである。主な機能は以
下のとおり。

・紙の課税資料をイメージ化及びデータ化する
仕組み
・課税資料のデータ化後、内容確認及び修正す
る仕組み
・税務オンラインシステムと連携する仕組み
・すべての課税データをイメージ検索する仕組
み

確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告
書、公的年金支払報告書等の課税資料データ
を保存し、個人市民税の賦課決定するために必
要な課税資料イメージを管理する補助的システ
ムである。主な機能は以下のとおり。

・紙の課税資料をイメージ化及びデータ化する
仕組み
・課税資料のデータ化後、内容確認及び修正す
る仕組み
・税務オンラインシステムと連携する仕組み
・すべての課税データをイメージ検索する仕組
み

事前

（別添1）事務内容
マイナポータル申請管理・個人住民税申告ポー
タルを追加

事前

（別添1）事務内容

【税務オンラインシステム、共通基盤システム、
統合宛名システム、中間サーバ、地方公共団体
情報システム機構】
※各種情報の連携は、共通基盤システムを経
由して行う
１２　各種申告の登録・連携
　⑫-1　確定申告等を受領する
　⑫-2　eLTAX経由の給与支払報告書データ、
年金支払報告書データ、特例通知書データを受
領する
　⑫-3　給与報告書、住民税申告書、年金支払
報告書、特例通知書等を受領する
　⑫-4　異動届を受領する
　⑫-5　納税者データ、事業所データ、賦課
データ等を連携する
　⑫-6　課税資料データ等及び合算データを連
携する
　⑫-7　異動届データを連携する。
　⑫-8　課税資料イメージデータ及び課税資料
データを連携する
　⑫-9　給与支払報告書データ、年金特徴デー
タ、特例通知データ、法定調書データ、確定申
告書データを連携する

【税務オンラインシステム、申告受付支援システ
ム、地方税電子申告支援サービス、課税資料イ
メージ管理サービス、課税業務支援システム、
特別徴収支援システム、共通基盤システム、統
合宛名システム、中間サーバ、地方公共団体情
報システム機構】
※各種情報の連携は、共通基盤システムを経
由して行う
１２　各種申告の登録・連携
　⑫-1　確定申告等を受領する
　⑫-2　eLTAX経由の給与支払報告書データ、
年金支払報告書データ、特例通知書データを受
領する
　⑫-3　給与報告書、住民税申告書、年金支払
報告書、特例通知書等を受領する
　⑫-4　異動届を受領する
　⑫-5　納税者データ、事業所データ、賦課
データ等を連携する
　⑫-6　課税資料データ等及び合算データを連
携する
　⑫-7　異動届データを連携する。
　⑫-8　課税資料イメージデータ及び課税資料
データを連携する
　⑫-9　給与支払報告書データ、年金特徴デー
タ、特例通知データ、法定調書データ、確定申
告書データを連携する

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

（別添1）事務内容

 【担当課】
１８　申告書の受領
　⑱-1　納税義務者が作成した各種申告書デー
タがインターネット回線を通じて電子申請受付シ
ステムに送信される。
　⑱-2　担当課は、電子申請受付システムから
各種申告書データをLGWANを通じて取得する。

【担当課】
１８　申告書等の受領
　⑱-1　納税義務者が作成した各種申告書デー
タがe-kobeを通じて電子申請受付システムに送
信される。
　⑱-2　担当課は、e-kobeから各種申告書デー
タをLGWANを通じて取得する。
　⑱’-1　納税義務者が作成した各種申告書
データがインターネット回線を通じて地方税ポー
タルセンタ（eLTAX）に送信される。
　⑱’-2　個人住民税申告ポータルは、マイナ
ポータル申請管理に個人住民税申告データを
連携する。
　⑱’-3　担当課は、マイナポータル申請管理か
ら個人住民税申告データをLGWANを通じて取
得する。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
⑥事務担当部署

行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、
各サービスコーナー

行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、
明舞出張所、三宮証明サービスコーナー

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

[ ○ ] その他（ 住民基本台帳ネットワークシス
テム、ｅＬＴＡＸ審査システム、ｅＬＴＡＸ国税連携
システム、電子申請受付システム）

[ ○ ] その他（ 住民基本台帳ネットワークシス
テム、ｅＬＴＡＸ審査システム、ｅＬＴＡＸ国税連携
システム、マイナポータル申請管理 ）

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

（略）

◆国税当局に提出された個人番号が記載され
た所得税の申告書、法定調書情報を地方税
ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて受領してい
る。
・所得税の確定申告書については２月１６日か
ら３月１５日の期間に国税当局に提出され、日
次で国税庁から受領する。なお上記の提出期
間にかかわらず提出があれば一年を通じて受
領している。
・法定調書情報は、２月及び５月に受領する。

（電子申請受付システムによる入手情報）
◆納税義務者から送信された個人番号が記載
された市民税・県民税の申告書を電子申請受
付システムを通じて受領している。その提出時
期については、３月１５日までとしている。

(他自治体からの（国税連携システム（eLTAX）
による）入手情報)
◆他自治体が作成した住民登録外課税通知、
寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等
を地方税ポータルセンタ(eLTAX)を通じて受領し
ている。
・住民登録外課税通知情報は提出があれば一
年を通じて受領している。
・寄附金税額控除に係る申告特例通知情報は1
月に受領する。

（略）

◆国税当局に提出された個人番号が記載され
た所得税の申告書、法定調書情報を地方税
ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ）を通じて受領してい
る。
・所得税の確定申告書については２月１６日か
ら３月１５日の期間に国税当局に提出され、日
次で国税庁から受領する。なお上記の提出期
間にかかわらず提出があれば一年を通じて受
領している。
・法定調書情報は、２月及び５月に受領する。

(他自治体からの（国税連携システム（eLTAX）
による）入手情報)
◆他自治体が作成した住民登録外課税通知、
寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等
を地方税ポータルセンタ(eLTAX)を通じて受領し
ている。
・住民登録外課税通知情報は提出があれば一
年を通じて受領している。
・寄附金税額控除に係る申告特例通知情報は1
月に受領する。

（マイナポータル申請管理による入手情報）
◆納税義務者から送信された住民税申告書を
マイナポータル申請管理を通じて受領してい
る。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体
使用部署

行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、
各サービスコーナー

行財政局税務部、各区役所市民課、各支所、
明舞出張所、三宮証明サービスコーナー

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項5
⑥委託先名

パーソルテンプスタッフ株式会社 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項7
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
[     ] その他（             ）

[     ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
[ ○ ] その他（ ファイル交換システム ）

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項10～16

10.電子申請受付システムの運用・保守の委託
11以降省略

委託事項10.削除

委託事項11～16を委託事項10～15に番号変更
事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項12

市民税サブシステムの開発及び運用・保守業
務

市民税サブシステム運用・保守業務 事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項12
①委託内容

システムの開発業務及び稼働後の各種経常処
理の等の運用・保守業務

システムの各種経常処理等の運用・保守業務 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設
置している。データセンターへの入館、及びサーバー
室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入り
の身分証明書と事前申請との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サー
バーのデータベース内に保存され、バックアップもデー
タベース上に保存される。
（省略）
＜電子申請受付システムにおける措置＞
・電子申請受付システムのシステムはデータセンター
に設置されており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を厳重に管理する。
・電子申請受付システムにて申請された電子申請デー
タに関しては、同システムＤＢサーバに保管され、バッ
クアップは外部媒体（ＬＴＯ）にてデータセンター内の耐
火金庫に保管する。
・システムへのアクセスは特定の職員に限定されてお
り、ユーザIDとパスワードによって管理されている。ま
た、ユーザには職務内容に応じて、操作権限や、使用
できる機能を適切に設定している。

（省略）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に
設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者
が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに
登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリ
ティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たす
ものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている
こと。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータ
センター内のデータベースに保存され、バックアップも
日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本
番環境とは別のデータセンター内に保存される。

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームは、政府情報システムのた
めのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウド
サービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所の
セキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。な
お、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に
実施されているほか、次を満たしている。・ISO/IEC27017、
ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保
管している。
・特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する
環境に構築する中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

（省略）
＜電子申請受付システムにおける措置＞は削除

（省略）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置
し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施す
る。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラ
ウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実
施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセン
ター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に
設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別の
データセンター内に保存される。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理から取得したデータは、セキュリ
ティゲートにて入退館管理をしている建物のうち、さらに厳格
な入退室管理を行っている区画に設置したサーバ内に保管
している。
・基幹システムにデータを移動するための外部記憶媒体は、
施錠できるキャビネットに保管している。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの事業者が特定個人情
報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、物理
的破壊または専用ソフト等を利用して完全に消
去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体の業務
データは国及びガバメントクラウドのクラウド事
業者にはアクセスが制御されているため特定個
人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やメンテナンス等により交換する際に
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にし
たがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に際
しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ
投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を
実施する。

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって
実施されるため、通常、中間サーバー･プラットフォームの事
業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去す
ることはない。
・クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障
害やメンテナンス等によりディスクやハード等を交換する際
は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムの
ためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗
号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関
が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者
において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行
われていることを確認する。
・中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団
体情報システム機構及び中間サーバー・プラットフォームの
事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、
データセンターに設置しているディスクやハード等を物理的破
壊により完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって
実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメント
クラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため
特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメ
ンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされない
よう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001
等にしたがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発
事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行すること
になるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へ
のデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施
する。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末に一時的に記録した個人番号付電子申請
データは、紙に打出し後、速やかに完全消去する。
・外部記憶媒体に一時的に記録した個人番号付電子申請
データは、使用の都度速やかに完全消去する。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

（省略）
＜国税庁、他自治体、庁内の他部署からの入
手＞
・他の機関及び庁内連携により入手する際は、
対象者以外の情報を入手できないようにシステ
ムで制御されている。国税連携システムによりｅ
ＬＴＡＸ地方税ポータルセンタから送信される情
報は、所得税申告書等に記載・入力された納税
地により送信先が判定され対象者の情報のみ
送信されるため、対象者の情報しか入手するこ
とができない。

（省略）
＜国税庁、他自治体、庁内の他部署からの入
手＞
・他の機関及び庁内連携により入手する際は、
対象者以外の情報を入手できないようにシステ
ムで制御されている。国税連携システムによりｅ
ＬＴＡＸ地方税ポータルセンタから送信される情
報は、所得税申告書等に記載・入力された納税
地により送信先が判定され対象者の情報のみ
送信されるため、対象者の情報しか入手するこ
とができない。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マニュアルやWeb上で、個人番号の抽出が必
要な者の要件を明示・周知し、本人以外の情報
の入手を防止する。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

（省略）
＜国税庁、他自治体、庁内の他部署からの入
手＞
・システム連携によりデータを入手する場合は、
必要項目以外は入手できないようにシステムで
制御されている。

（省略）
＜国税庁、他自治体、庁内の他部署からの入
手＞
・システム連携によりデータを入手する場合は、
必要項目以外は入手できないようにシステムで
制御されている。

＜個人住民税申告ポータルにおける措置（デジ
庁事務連絡別添P.9参照）
住民が個人住民税申告ポータルの画面の誘導
に従い申請フォームに必要情報を入力すること
となるが、画面での誘導を簡潔に行うことで不
要な情報を送信してしまうリスクを防止する。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク２：不適切な方法で入手
が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・法令等の規定に従い、通知カードや個人番号
カードで本人確認を行い必要最小限の提示を
求め、住民に不必要な負担を負わせることのな
いようにしている。
・システム連携によりデータを入手する場合は、
操作者認証や目的外利用の制限等のシステム
的な制御により、方法が限定されている。

・法令等の規定に従い、通知カードや個人番号
カードで本人確認を行い必要最小限の提示を
求め、住民に不必要な負担を負わせることのな
いようにしている。
・システム連携によりデータを入手する場合は、
操作者認証や目的外利用の制限等のシステム
的な制御により、方法が限定されている。

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルから個人番
号付電子申請データを送信するためには、個人
番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、のちに署名検証も行われる
ため、本人からの情報のみが送信される。
・個人住民税申告ポータルの画面の誘導にお
いて住民に理解してもらいながら操作をしてい
ただくことで、住民に過剰な負担をかけることな
く電子申請を実施いただけるよう措置を講じて
いる。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

（省略）
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から
入手する所得税申告書等データは、他市区町
村が国税庁から入手した情報であるため、特定
個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基
づき、本人確認を行った上で情報を入手してい
ることが前提となっており、本市が当該入手元
から入手する際は番号法第16条が適用されな
い（提供を行う者自身の本人確認は「○本人又
は本人の代理人」と同様である。）。
※電子申請受付システム
・本人又は本人の代理人
申請者本人の電子証明書（個人番号カード等）
による電子署名、及び受付時の認証局（公的個
人認証局、民間認証局）を使った、電子申請
データ内の個人情報（氏名、住所、生年月日な
ど）での本人性確認を行うことができる。

（省略）
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から
入手する所得税申告書等データは、他市区町
村が国税庁から入手した情報であるため、特定
個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基
づき、本人確認を行った上で情報を入手してい
ることが前提となっており、本市が当該入手元
から入手する際は番号法第16条が適用されな
い（提供を行う者自身の本人確認は「○本人又
は本人の代理人」と同様である。）。
＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルからマイナ
ポータル申請管理へ個人番号付電子申請デー
タを送信するためには、個人番号カードの署名
用電子証明書による電子署名を付すこととな
り、電子署名付与済の個人番号付電子申請
データを受領した地方公共団体は署名検証（有
効性確認、改ざん検知等）を実施することとな
る。これにより、本人確認を実施する。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の措
置の内容

（省略）
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から
入手する所得税申告書等データは、他市区町
村が国税庁から入手した情報であるため、特定
個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基
づき、本人確認を行った上で情報を入手してい
ることが前提となっており、本市が当該入手元
から入手する際は番号法第16条が適用されな
い。
※電子申請受付システム
・本人又は本人の代理人
電子申請データ内の個人番号により、中間サー
バと連携した統合宛名システムと連携して個人
番号を保有する市税システムへ照会を行い、申
請データ内の個人情報（氏名、住所、生年月日
など）と目視による突合を行う。

（省略）
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から
入手する所得税申告書等データは、他市区町
村が国税庁から入手した情報であるため、特定
個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基
づき、本人確認を行った上で情報を入手してい
ることが前提となっており、本市が当該入手元
から入手する際は番号法第16条が適用されな
い。（提供を行う者自身の本人確認は「○本人
又は本人の代理人」と同様である。）。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

（省略）
・国税庁
正確性の確保については、特定個人情報の入
手元である国税庁に委ねられる。
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から
入手する所得税申告書等データは、他市区町
村が国税庁から入手した情報であるため、正確
性の確保については、特定個人情報の入手元
である他市区町村に委ねられる。
・電子申請受付システム
電子申請データの内容に関しては申請者による
補正しか行わない（職員による補正は不可に設
定）こととし、補正を行なった履歴は記録されて
おり、補正前の申請データの内容を確認するこ
とができる。

（省略）
・国税庁
正確性の確保については、特定個人情報の入
手元である国税庁に委ねられる。
・他市区町村
国税連携システム（eLTAX）で他市区町村から
入手する所得税申告書等データは、他市区町
村が国税庁から入手した情報であるため、正確
性の確保については、特定個人情報の入手元
である他市区町村に委ねられる。
＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・個人番号カード内の記憶領域に格納された個
人番号を申請フォームに自動転記を行うことに
より、不正確な個人番号の入力を抑止する措置
を講じている。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

＜紙媒体に対する措置＞
・特定個人情報を記録した紙媒体は、鍵付保管
庫等で保管している。
・事務処理に必要な紙媒体は、処理完了後は
速やかに保管庫で管理するよう徹底している。
＜電子データに対する措置＞
・電子データで提出される申告情報等は、書留
便等又は専用回線を介して入手している。
・特定個人情報が記録された電子データについ
ては、極力電子記録媒体を用いないこととし、
電子記録媒体を使用する場合は、データは暗
号化し、定められた担当者のみが作業すること
としている。
・電子記録媒体を用いた場合は、作業完了後速
やかにデータを消去している。
＜委託業者に対する措置＞
・委託業者との契約に，特定個人情報を含む秘
密保持に関する特記条項を盛り込んでいる。
＜他市区町村に対する措置＞
・他市区町村との通信は、閉域網であるLGWAN
を利用するとともに、暗号化を行っている。

＜紙媒体に対する措置＞
・特定個人情報を記録した紙媒体は、鍵付保管
庫等で保管している。
・事務処理に必要な紙媒体は、処理完了後は
速やかに保管庫で管理するよう徹底している。
＜電子データに対する措置＞
・電子データで提出される申告情報等は、書留
便等又は専用回線を介して入手している。
・特定個人情報が記録された電子データについ
ては、極力電子記録媒体を用いないこととし、
電子記録媒体を使用する場合は、データは暗
号化し、定められた担当者のみが作業すること
としている。
・電子記録媒体を用いた場合は、作業完了後速
やかにデータを消去している。
＜委託業者に対する措置＞
・委託業者との契約に，特定個人情報を含む秘
密保持に関する特記条項を盛り込んでいる。
＜他市区町村に対する措置＞
・他市区町村との通信は、閉域網であるLGWAN
を利用するとともに、暗号化を行っている。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理と地方公共団体との
間は、LGWAN回線を用いた暗号化通信を行う
ことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらない
ようにしており、さらに通信自体も暗号化してい
る。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

・システムを利用する職員を特定し，職員ごとに
ユーザーＩＤを付与する。
・認証カードによる識別とパスワードによる認証
を実施する。

・システムを利用する職員を特定し，職員ごとに
ユーザーＩＤを付与する。
・認証カードによる識別とパスワードによる認証
を実施する。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理をLGWAN接続端末上
で利用する必要がある職員を特定し、個人ごと
のユーザIDを割り当てるとともに、IDとパスワー
ドによる認証を行う。
・なりすましによる不正を防止する観点から共用
IDの利用を禁止する。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
アクセス権限の発効・失効の
管理
具体的な管理方法

・職員毎に，業務に必要なアクセス権限を付与
し，利用可能な機能を制限する。
・職員の異動退職時に合わせて，アクセス権限
を更新し，当該ＩＤを失効させる。
・退職した元職員や異動した職員等のアクセス
権限の失効管理を適切に行う。

・職員毎に，業務に必要なアクセス権限を付与
し，利用可能な機能を制限する。
・職員の異動退職時に合わせて，アクセス権限
を更新し，当該ＩＤを失効させる。
・退職した元職員や異動した職員等のアクセス
権限の失効管理を適切に行う。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
マイナポータル申請管理のアクセス権限の発
効・失効については、以下の管理を行う。
① 発効の管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザID管
理者が事務に必要となる情報にアクセスできる
ユーザIDを発効する。
・ユーザID管理者が各事務に必要となるアクセ
ス権限の管理表を作成する。
・アクセス権限の付与を必要最低限とする。
② 失効の管理
・定期的又は異動、 退職等のイベントが発生し
たタイミングで、権限を有していた職員の異動、
退職等情報を確認し、当該事由が生じた際には
速やかにアクセス権限を更新し、当該ユーザID
を失効させる。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
アクセス権限の管理
具体的な管理方法

・職員の業務に応じたアクセス権限が付与され
るよう管理する。
・不正アクセスを分析するために、アプリケー
ションの操作履歴の記録を保管する。

・職員の業務に応じたアクセス権限が付与され
るよう管理する。
・不正アクセスを分析するために、アプリケー
ションの操作履歴の記録を保管する。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・定期的にユーザーID一覧をシステムより出力
し、アクセス権限の管理表と突合を行い、アクセ
ス権限の確認及び不正利用の有無をユーザー
ID管理者が確認を行う。また、不要となったユー
ザーIDやアクセス権限を速やかに変更又は削
除する。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
特定個人情報の使用の記録
具体的な管理方法

・特定個人情報を扱うシステムについて，ユー
ザーＩＤ，操作日時，処理名を記録している。
・必要に応じて操作履歴を解析し，不適切なア
クセスがないか確認する。
・操作履歴の確認により本人確認情報の検索
に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請
文書
等との整合性を確認する。
・バックアップされた操作履歴について、定めら
れた期間、安全な場所に施錠保管する。

・特定個人情報を扱うシステムについて，ユー
ザーＩＤ，操作日時，処理名を記録している。
・必要に応じて操作履歴を解析し，不適切なア
クセスがないか確認する。
・操作履歴の確認により本人確認情報の検索
に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請
文書
等との整合性を確認する。
・バックアップされた操作履歴について、定めら
れた期間、安全な場所に施錠保管する。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理へのアクセスログ、シ
ステムへのアクセスログ、操作ログの記録を行
い、操作者個人を特定できるようにする。
・アクセスログ及び操作ログは、改ざんを防止す
るため、不正プロセス検知ソフトウェアにより、
不正なログの書き込み等を防止する。
・定期的に操作ログをチェックし、不正とみられ
る操作があった場合、操作内容を確認する。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
リスク３：従業者が事務外で使
用するリスク
リスクに対する措置の内容

・システムの操作履歴を記録している。またその
ことを職員に周知している。
・システムの操作履歴を解析し，業務上必要の
ない検索又は抽出が行われていないことを確認
する。
・システム利用職員への研修会等において，事
務外利用の禁止等について周知する。
・職員以外の従業者（委託先等）には当該事項
についての誓約書の提出を求める。

・システムの操作履歴を記録している。またその
ことを職員に周知している。
・システムの操作履歴を解析し，業務上必要の
ない検索又は抽出が行われていないことを確認
する。
・システム利用職員への研修会等において，事
務外利用の禁止等について周知する。
・職員以外の従業者（委託先等）には当該事項
についての誓約書の提出を求める。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理へアクセスできる端
末を制限する。
・外部記憶媒体にマイナポータル申請管理から
取得した個人番号付電子申請データ等のデー
タを複製する場合、使用管理簿に記載し、事前
に責任者の承認を得たうえで複製する。なお、
外部記憶媒体は限定された USB メモリ等のみ
を使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
リスク４：特定個人情報ファイ
ルが不正に複製されるリスク
リスクに対する措置の内容

・操作者端末には、ファイルの保存やコピーができな
いように制限をかけている。また、USBメモリやDVD等
の外部記録媒体にはアクセスできないように制限をか
けている。
・証明書コンビニ交付システムで保有する税情報ファ
イルは個人番号カードを使用して認証を受けた本人か
らの交付請求に対してのみ証明書の交付を行うように
システムで制御されており、税情報ファイルの操作や
保存を行うことはない。

・操作者端末には、ファイルの保存やコピーができな
いように制限をかけている。また、USBメモリやDVD等
の外部記録媒体にはアクセスできないように制限をか
けている。
・証明書コンビニ交付システムで保有する税情報ファ
イルは個人番号カードを使用して認証を受けた本人か
らの交付請求に対してのみ証明書の交付を行うように
システムで制御されており、税情報ファイルの操作や
保存を行うことはない。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・マイナポータル申請管理から取得した個人番号付電
子申請データ等のデータについて、改ざんや業務目的
以外の複製を禁止するルールを定め、ルールに従っ
て業務を行う。
・アクセス権限を付与された最小限の職員等だけが、
個人番号付電子申請等のデータについて、LGWAN接
続端末への保存や外部記憶媒体への書き出し等がで
きるようシステム的に制御する。
・外部記憶媒体にマイナポータル申請管理から取得し
た個人番号付電子申請データ等のデータを複製する
場合、使用管理簿に記載し、事前に責任者の承認を
得たうえで複製する。なお、外部記憶媒体は限定され
たＵＳＢメモリ等のみを使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク４：　入手の際に特定個
人情報が漏えい・紛失するリ
スク
リスクに対する措置の内容

（省略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワー
クシステムとの間は、必要なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利
用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応してい
る。

②中間サーバーと団体については、ＶＰＮ等の技術を
利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応してい
る。

③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、
中間サーバー・プラットフォームの運用、監視、障害対
応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスする
ことはできない。

（省略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワーク
システムとの間は、必要なセキュリティを維持した行政
専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。

・中間サーバーと団体については、ＶＰＮ等の技術を利
用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応してい
る。

・中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中
間サーバー・プラットフォームの運用、監視、障害対応
等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービ
スの提供であり、業務上、特定個人情報へはアクセス
することはできない。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク６：　不適切な方法で提
供されるリスク
リスクに対する措置の内容

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネッ
トワークシステムとの間は、必要なセキュリティ
を維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、不適切な
方法で提供されるリスクに対応している。

②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失の
リスクに対応している。

③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用
を行う業者においては、特定個人情報に係る業
務にはアクセスができないよう管理を行い、不
適切な方法での情報提供を行えないよう管理し
ている。

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、必要なセキュリティを
維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、不適切な方
法で提供されるリスクに対応している。

・中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失の
リスクに対応している。

・中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を
行う業者及びクラウドサービス事業者において
は、特定個人情報に係る業務にはアクセスがで
きないよう管理を行い、不適切な方法での情報
提供を行えないよう管理している。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク７：　誤った情報を提供し
てしまうリスク、誤った相手に
提供してしまうリスク
情報提供ネットワークシステム
との接続に伴うその他のリス
ク及びそのリスクに対する措
置

（省略）
（中間サーバー・プラットフォームにおける措置）
(1) 中間サーバーと既存システム，情報提供
ネットワークシステムとの間は，必要なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより，安全
性を確保している。
(2) 中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し，団体ごとに通信回線を分離すると
ともに，通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
(3) 中間サーバー・プラットフォームでは，特定
個人情報を管理するデータベースを地方公共
団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており，
中間サーバ・プラットフォームを利用する団体で
あっても他団体が管理する情報には一切アクセ
スできない。
(4) 特定個人情報の管理を地方公共団体のみ
が行うことで，中間サーバー・プラットフォームの
保守・運用を行う事業者における情報漏えい等
のリスクを極小化する。

（省略）

（中間サーバー・プラットフォームにおける措置）
(1) 中間サーバーと既存システム，情報提供
ネットワークシステムとの間は，必要なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより，安全
性を確保している。
(2) 中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し，団体ごとに通信回線を分離すると
ともに，通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
(3) 中間サーバー・プラットフォームでは，特定
個人情報を管理するデータベースを地方公共
団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており，
中間サーバ・プラットフォームを利用する団体で
あっても他団体が管理する情報には一切アクセ
スできない。
(4) 特定個人情報の管理を地方公共団体のみ
が行うことで，中間サーバー・プラットフォームの
保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス
事業者における情報漏えい等のリスクを極小化
する。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

（省略）
＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバー・プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。
・事前に申請し承認されていない物品、記録媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込す
ることがないよう、警備員などにより確認してい
る。

＜電子申請受付システム＞

（省略）
＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバー・プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ
管理策が適切に実施されているほか、次を満た
している。
ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けて
いる。
日本国内でデータを保管している。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

（省略）
＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
（省略）
＜電子申請受付システム＞

（省略）

（省略）
＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
（省略）
・中間サーバー・プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、インターネット
とは切り離された閉域ネットワーク環境に構築
する。
・中間サーバーのデータベースに保存される特
定個人情報は、中間サーバー・プラットフォーム
の事業者及びクラウドサービス事業者がアクセ
スできないよう制御を講じる。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するととも
に、通信を暗号化することで安全性を確保して
いる。
・中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、中間サーバー・プラットフォームの事業者に
おいて、移行するデータを暗号化した上で、イン
ターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN
等の技術を利用して通信を暗号化することで
データ移行を行う。

＜電子申請受付システム＞は削除

（省略）
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末へのウイルス検出ソフトウェ
ア等の導入により、ウイルス定義ファイルの定
期的な更新及びウイルスチェックを行い、マル
ウェア検出を行う。
・マイナポータル申請管理と地方公共団体との
間は、専用線であるLGWAN回線を用いた通信
を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こ
らないようにしており、さらに通信自体も暗号化
している。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク２：特定個人情報が古い
情報のまま保管され続けるリ
スク
リスクに対する措置の内容

・納税者情報については、随時、本人確認を行
い、変更があればその都度データを修正してい
る。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直
近２年度の情報のみを保有するようにシステム
で制御しているため、不要となった特定個人情
報を保有することはない。また、税情報システム
とは定期的に整合性チェックを行っている。

・納税者情報については、随時、本人確認を行
い、変更があればその都度データを修正してい
る。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直
近２年度の情報のみを保有するようにシステム
で制御しているため、不要となった特定個人情
報を保有することはない。また、税情報システム
とは定期的に整合性チェックを行っている。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末は、基本的には、個人番号
付電子申請データの一時保管として使用する
が、一時保管中に再申請や申請情報の訂正が
発生した場合には古い情報で審査等を行わな
いよう、履歴管理を行う。

事前



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク３：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
消去手順
手順の内容

・システム上、保存年限の経過した特定個人情
報を定期的に一括して削除する仕組みとする。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直
近２年度の情報のみを保有するようにシステム
で制御しているため、不要となった特定個人情
報を保有することはない。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。

・システム上、保存年限の経過した特定個人情
報を定期的に一括して削除する仕組みとする。
・証明書コンビニ交付システムにおいては、直
近２年度の情報のみを保有するようにシステム
で制御しているため、不要となった特定個人情
報を保有することはない。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。
＜マイナポータル申請管理における措置＞
・LGWAN接続端末については、業務終了後の
不要な個人番号付電子申請データ等の消去に
ついて徹底し、必要に応じて管理者が確認す
る。
・外部記憶媒体については、定期的に内部の
チェックを行い不要なデータの確認を行い、廃
棄する場合は管理者の承認を得て行う手順を
定めている。

事前

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
②監査
具体的な内容

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・運用規則等に基づき，中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を実施するこ
ととしている。
（省略）

（省略）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・運用規則等に基づき，中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を実施するこ
ととしている。
・政府情報システムのためのセキュリティ評価
制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事
業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録
された監査機関による監査を行うこととしてい
る。
（省略）

事前

Ⅳ　その他のリスク対策
３．その他のリスク対策

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシーの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減及び技術力の高い運用担当者による均一的
で安定したシステム運用・監視を実現する。
（省略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、政府情報システムのためのセキュリティ
評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービ
ス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入
退室管理等）、ＩＴリテラシーの高い運用担当者
によるセキュリティリスクの低減及び技術力の
高い運用担当者による均一的で安定したシステ
ム運用・監視を実現する。
（省略）

事前


